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１．概要 

  本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 12 条 再処理施設内

における溢水による損傷の防止」に関して、基本設計方針に記載する事

項、添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項について整理した

結果を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添

付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。 

 

２．本資料の構成 

  「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。 

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。 

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。 

  別紙４：添付書類の発電炉との比較 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外） 

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。 
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：商業機密の観点から公開できない箇所 
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別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 12/2 18
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発電炉との比較 
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    別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十二条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（1 / 38） 

 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（再処理施設内における溢水

による損傷の防止) 

 

第十二条 

 安全機能を有する施設は、

再処理施設内における溢水の

発生によりその安全性を損な

うおそれがある場合におい

て、防護措置その他の適切な

措置が講じられたものでなけ

ればならない。 

DB①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 共通項目 

6. 再処理施設内における溢水による損

傷の防止 

 

 

 

 

 

 

  

6.1  溢水から防護する設備及び設計方

針 

 

安全機能を有する施設は，再処理施

設内における溢水の発生によりその安

全機能を損なうおそれがある場合にお

いて，防護措置その他の適切な措置を

講じることにより，溢水に対して安全

機能を損なわない設計とする。DB①-1 

 

 

 

ここで，安全機能を有する施設のう

ち，安全評価上機能を期待する安全上

重要な機能を有する建物・構築物，系

統及び機器を溢水から防護する設備

(以下「溢水防護対象設備」という。)

とし，これらの設備が，没水，被水及

び蒸気の影響を受けて，その安全機能

を損なわない設計(多重性又は多様性

を有する設備が同時にその安全機能を

損なわない設計)とする。DB③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｃ) 溢水による損傷の防止 

安全機能を有する施設は，再処理

施設が溢水の影響を受ける場合にお

いても，その安全機能を確保するた

めに，溢水に対して安全機能を損な

わない方針とする。DB①-1 

 

 

 

 

ここで，安全機能を有する施設の

うち，再処理施設内部で想定される

溢水に対して，冷却，水素掃気，火

災及び爆発の防止，臨界防止等の安

全機能を維持するために必要な設備

(以下「溢水防護対象設備」とい

う。)として，安全評価上機能を期待

する安全上重要な機能を有する構築

物，系統及び機器を抽出し，これら

の設備が，没水，被水及び蒸気の影

響を受けて，その安全機能を損なわ

ない設計(多重性又は多様性を有する

設備が同時にその安全機能を損なわ

ない設計)とする。DB③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15 溢水防護に関する設計 

1.7.15.1 溢水防護に関する設計方針 

 

事業指定基準規則の要求事項を踏ま

え，【◇】2 安全機能を有する施設は，

再処理施設が溢水の影響を受ける場合

においても，その安全機能を確保する

ために，溢水に対して安全機能を損な

わない方針とする。◇1  

 

 

 

そのために，「原子力発電所の内部

溢水影響評価ガイド(平成 25年６月 19

日原規技発第 13061913 号原子力規制

委員会決定)」(以下「内部溢水ガイ

ド」という。)を参考に，【◇】2 溢水

防護対象設備として，安全評価上機能

を期待する安全上重要な機能を有する

構築物，系統及び機器を抽出し，これ

らの設備が，没水，被水及び蒸気の影

響を受けて，その安全機能を損なわな

い設計(多重性又は多様性を有する設

備が同時にその安全機能を損なわない

設計)とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他発電用原子炉の附属施設 

5 浸水防護施設に係る次の事項 

3 浸水防護施設の基本設計方針，適用基

準及び適用規格 

(1) 基本設計方針 

第２章 個別項目 

2. 発電用原子炉施設内における溢水等

による損傷の防止 

 

 

 

 

 

 

2.1 溢水防護等の基本方針 

 

 

設計基準対象施設が，発電用原子炉

施設内における溢水が発生した場合に

おいても，その安全性を損なうおそれ

がない設計とする。 

 

 

 

 

 

これらの機能を維持するために必要

な設備(以下「溢水防護対象設備」とい

う。)が発生を想定する没水，被水及び

蒸気の影響を受けて，要求される機能

を損なうおそれがない設計(多重性又は

多様性を有する設備が同時にその機能

を損なうおそれがない設計)とする。 

 

 

2.2 防護すべき設備の設定 

溢水によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する必要がある施設

を，発電用軽水型原子炉施設の安全機

能の重要度分類に関する審査指針(以下

「重要度分類審査指針」という。)にお

ける分類のクラス１，クラス２及びク

ラス３に属する構築物，系統及び機器

とする。 

この中から，溢水防護上必要な機能

を有する構築物，系統及び機器を選定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準に基づく用語が異なるた

め。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の要求事項

を踏まえて記載を適正化

した。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 
  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

【凡例】 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則の要

求事項を踏まえた

記載を追加した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

溢水防護対象の設備を，発電

炉は重要度分類審査指針に基

づき選定しているが，再処理

施設は安全上重要な施設とし

ているため。 

②(P5)から 

①(P4)から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可では安全機

能の例として「冷却，水

素掃気，火災及び爆発の

防止，臨界防止等」と記

載していたが，機能の例

を記載せずとも基本設計

方針として成立するた

め，「冷却，水素掃気，

火災及び爆発の防止，臨

界防止等」の記載を削除

するとともに，削除に当

たって記載を適正化し

た。 

【許可からの変更点】 

設工認の設計方針として

記載を適正化した。 
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    別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十二条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（2 / 38） 

 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然現象により発生する溢水及びそ

の波及的影響により発生する溢水に関

しては，溢水防護対象設備の配置を踏

まえて， も厳しい条件となる影響を

考慮し，溢水防護対象設備が安全機能

を損なわない設計とする。◇2  

 

1.7.15.2 溢水防護対象設備を抽出する

ための方針 

溢水によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する必要がある施設

を全ての安全機能を有する構築物，系

統及び機器とし，その上で事業指定基

準規則及びその解釈並びに内部溢水ガ

イドで安全機能の重要度，溢水から防

護すべき安全機能等が定められている

ことを踏まえ，全ての安全機能を有す

る構築物，系統及び機器の中から安全

評価上機能を期待するものとして，安

全上重要な機能を有する構築物，系統

及び機器を溢水防護対象設備として抽

出する。◇2  

 

具体的には，公衆又は従事者に放射

線障害を及ぼすおそれがあるもの及び

設計基準事故時に公衆又は従事者に及

ぼすおそれがある放射線障害を防止す

るため，放射性物質又は放射線が再処

理施設外へ放出されることを抑制し，

又は防止するために必要な設備【◇】2

(使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の燃料取出しピット，燃料仮置きピ

ット，燃料貯蔵プール，チャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン取扱いピ

ット，燃料移送水路及び燃料送出しピ

ット(以下「燃料貯蔵プール・ピット

等」という。)の冷却及び給水の機能

を適切に維持するために必要な設備を

含む。)【◇】1 がこれに該当し，これ

らの設備には，事故等の拡大防止及び

影響緩和のために必要な設備が含まれ

る。◇2  

 

なお，以下の設備は溢水影響を受け

ても，必要とされる安全機能を損なわ

ないことから，溢水による影響評価の

対象として抽出しない。◇2  

(１) 臨界管理対象設備のうち溢水によ

り臨界の発生に至らないもの◇2  
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    別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十二条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（3 / 38） 

 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護対象設備以外の安全機能を

有する施設は，溢水による損傷を考慮

して，代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間で

の修理の対応を行うこと又はそれらを

適切に組み合わせることにより，その

安全機能を損なわない設計とする。DB

②-1 

また，上記の施設に対する損傷を考

慮して代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間で

の修理を行うことを保安規定に定め

て，管理する。 DB⑧-1 

 

溢水防護対象設備が溢水により安全

機能を損なわない設計であることを確

認するために，再処理施設内において

発生が想定される溢水の影響を評価

(以下「溢水評価」という。)する。 

DB②-2 

また，溢水評価に当たっては，運転

時の異常な過渡変化又は設計基準事故

に対処するために必要な機器の単一故

障を考慮しても異常事象を収束できる

設計とする。DB②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのために，溢水評価する。 

DB②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．清澄機，抽出塔，定量ポット等◇2  

(２) 溢水によって安全機能が損なわれ

ない静的な安全機能を有する構築

物，系統及び機器◇2  

ａ．燃料貯蔵プール，セル，躯体等の

構築物◇2  

ｂ．容器，熱交換器，配管，手動弁等

の静的機器◇2  

ｃ．被覆されているケーブル◇2  

ｄ．水中に設置する燃料貯蔵ラック，

燃料用バスケット等◇2  

 (３) 耐水性を有する動的機器◇2  

ａ．屋外に設置する安全冷却水系冷却

塔◇2  

ｂ．水中に設置する第１ステップ測定

装置等◇2  

 (４) 動的機能が喪失しても安全機能

に影響しない機器(フェイルセイフ

機能を持つ設備を含む。)◇2  

 

上記に含まれない安全機能を有する

施設は，溢水による損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間での修理

の対応を行うこと又はそれらを適切に

組み合わせることにより，その安全機

能を損なわない設計とする。DB②-1,

⑧-1 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.7 溢水影響評価 

溢水により安全上重要な施設の安全

機能が損なわれない設計とし，【◇1 】

溢水影響評価に当たっては，【DB②-

3】事業指定基準規則の解釈に基づ

き，【◇2 】運転時の異常な温度変化又

は設計基準事故に対処するために必要

な機器の単一故障を考慮しても異常事

象を収束できる設計とする。DB②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのために，溢水防護に係る設計時

に発電用原子炉施設内で発生が想定さ

れる溢水の影響を評価(以下「溢水評

価」という。)し，運転状態にある場合

は発電用原子炉施設内における溢水が

発生した場合においても，原子炉を高

温停止及び，引き続き低温停止するこ

とができ，並びに放射性物質の閉じ込

め機能を維持できる設計とする。ま

た，停止状態にある場合は，引き続き

その状態を維持できる設計とする。さ

らに使用済燃料プールにおいては，使

用済燃料プールの冷却機能及び使用済

燃料プールへの給水機能を維持できる

設計とする。 

「発電用軽水型原子炉施設の安全評

価に関する審査指針」を踏まえ，溢水

により発生し得る原子炉外乱及び溢水

の原因となり得る原子炉外乱を抽出

し，主給水流量喪失，原子炉冷却材喪

失等の運転時の異常な過渡変化又は設

計基準事故の対処に必要な機器に対

し，単一故障を考慮しても異常状態を

収束できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉で想定する

「発電用軽水型原

子炉施設の安全評

価に関する審査指

針」を踏まえた事

象想定は，再処理

施設で該当しな

い。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

安全上重要な施設を重要度の

高い設備として溢水評価の対

象設備とすることから，技術

基準で要求されるそれ以外の

設備の設計方針を記載するた

め。 
【許可からの変更点】 

溢水防護対象設備以外の安全機

能を有する施設の運用を明確に

した。 

⑮(P30)から 

【許可からの変更点】 

文章構成を見直したこと

による用語の定義化 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は，実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術

基準に関する規則の解釈の

その他の適切な措置の具体

的事項を記載しており，再

処理施設に該当するものは

ないため。 

【許可からの変更点】 

文章構成を見直したことに

よる主語の明確化。 

【許可からの変更点】 

溢水評価にて想定する溢

水について記載を明確化

した。 

【許可からの変更点】 

記載の統一化。 
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これらの機能を維持するために必要

な設備(以下「溢水防護対象設備」とい

う。)が発生を想定する没水，被水及び

蒸気の影響を受けて，要求される機能

を損なうおそれがない設計(多重性又は

多様性を有する設備が同時にその機能

を損なうおそれがない設計)とする。 

 

重大事故等対処設備に期待する機能

については，溢水影響を受けて設計基

準事故対処設備並びに使用済燃料プー

ルの冷却設備及び給水設備(以下「設計

基準事故対処設備等」という。)と同時

に機能を損なうおそれがないよう，被

水及び蒸気影響に対しては可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散

を図り，没水の影響に対しては溢水水

位を考慮した位置に設置又は保管す

る。 

溢水影響に対し防護すべき設備(以下

「防護すべき設備」という。)として溢

水防護対象設備及び重大事故等対処設

備を設定する。 

なお，施設定期検査時については，

使用済燃料プール，原子炉ウェル及び

ドライヤセパレータプールのスロッシ

ングにより発生する溢水をそれぞれの

プール等へ戻すことで，原子炉建屋原

子炉棟6階よりも下層階に流下させない

設計とし，原子炉建屋原子炉棟6階より

も下層階に設置される防護すべき設備

がその機能を損なうおそれがない設計

とする。 

発電用原子炉施設内の放射性物質を

含む液体を内包する容器，配管その他

の設備(ポンプ，弁，使用済燃料プー

ル，サイトバンカプール，原子炉ウェ

ル，ドライヤセパレータプール)から放

射性物質を含む液体があふれ出るおそ

れがある場合において，当該液体が管

理区域外へ漏えいすることを防止する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準要求の違

いによるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では重大事

故等対処設備につ

いて，第十二条 

内部溢水の基本設

計方針にて説明し

ているが，再処

理施設では，第三

十六条 重大事故

等対処設備の基本

設計方針で記載す

る構成とした。 

（以下同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，

施設定期検査時特

有の設計がないた

め。 

①(P1)へ 
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なお，溢水評価の条件に見直しがあ

る場合は，溢水評価への影響確認を行

うことを保安規定に定めて，管理す

る。DB⑧-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.8 手順等 

溢水影響評価【DB⑧-2】に関して，

以下の内容を含む手順を定め，適切な

管理を行う。◇2  

 

 

 

1.7.15.6.8 手順等 

(３) 溢水防護区画において，各種対

策設備の追加，資機材の持込み等によ

り【◇】2 評価の条件【DB⑧-2】として

いる床面積【◇】2 に見直しがある場合

は，あらかじめ定めた手順により溢水

影響評価への影響確認を行う。DB⑧-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価条件の変更により評価結果

が影響を受けないことを確認するため

に，評価条件変更の都度，溢水評価を

実施することとし保安規定に定めて管

理する。 

 

 

2.2 防護すべき設備の設定 

溢水によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する必要がある施設

を，発電用軽水型原子炉施設の安全機

能の重要度分類に関する審査指針(以下

「重要度分類審査指針」という。)にお

ける分類のクラス１，クラス２及びク

ラス３に属する構築物，系統及び機器

とする。 

この中から，溢水防護上必要な機能

を有する構築物，系統及び機器を選定

する。 

具体的には，運転状態にある場合に

は原子炉を高温停止，引き続き低温停

止することができ，並びに放射性物質

の閉じ込め機能を維持するため，停止

状態にある場合は引き続きその状態を

維持するため，及び使用済燃料プール

の冷却機能及び給水機能を維持するた

めに必要となる，重要度分類審査指針

における分類のクラス１，２に属する

構築物，系統及び機器に加え，安全評

価上その機能を期待するクラス３に属

する構築物，系統及び機器を抽出す

る。 

以上を踏まえ，防護すべき設備のう

ち溢水防護対象設備として，重要度の

特に高い安全機能を有する構築物，系

統及び機器，並びに，使用済燃料プー

ルの冷却機能及び給水機能を維持する

ために必要な構築物，系統及び機器を

選定する。 

 

また，重大事故等対処設備も防護す

べき設備として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②(P1)へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

溢水防護対象の設

備を，発電炉は重

要度分類審査指針

に基づき選定して

いるが，再処理施

設は安全上重要な

施設としている。 

⑯(P31)から 

⑰(P31)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と意味は同じであるが，再処

理施設においては，事業変更許可の

記載を優先させた記載とした。 

【許可からの変更点】 

保安規定に定めて管理するこ

とを明確にした。(以下同じ) 

【許可からの変更点】 

「6.1  溢水から防護する

設備及び設計方針」での用

語の定義に合わせて「溢水

評価」とした。 
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6.2  考慮すべき溢水事象 

溢水評価では，溢水源として発生要

因別に分類した以下の溢水を想定す

る。DB④-1 

 

 

 

 

 

 

(1) 溢水の影響を評価するために想定

する機器の破損等により生じる溢水

(以下「想定破損による溢水」とい

う。)DB④-2 

(2) 再処理施設内で生じる異常状態

(火災を含む。)の拡大防止のために

設置される系統からの放水による溢

水(以下「消火水等の放水による溢

水」という。)DB④-3 

(3) 地震に起因する機器の破損等によ

り生じる溢水(燃料貯蔵プール・ピ

ット等のスロッシングにより発生す

る溢水を含む。)(以下「地震起因に

よる溢水」という。)DB④-4 

(4) その他の要因(地下水の流入，地

震以外の自然現象，誤操作等)によ

り生じる溢水(以下「その他の溢

水」という。)DB④-5 

 

溢水源となり得る機器は，流体を内

包する配管及び容器(塔，槽類を含

む。)とし，設計図書(施工図面等)及

び必要に応じ現場確認等により抽出を

行ったうえ，耐震評価及び応力評価を

踏まえ選定する。なお，「7.3 設計

上考慮すべき化学薬品の設定のための

方針」の「7.3.1 漏えいによる影響

を検討する化学薬品及び構成部材の抽

出」に示す化学薬品についても，機器

等に内包される液体であることを踏ま

え，ここで溢水源として想定する。DB

④-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価では，溢水源として発生

要因別に分類した以下の溢水を主と

して想定する｡【DB④-1】また，溢水

評価に当たっては，溢水防護区画を

設定し，【DB⑤-1】溢水評価がより

厳しい結果を与えるように溢水経路

を設定する。DB⑤-6 

 

 

１) 溢水の影響を評価するために想

定する機器の破損等により生じる

溢水 DB④-2 

２) 再処理施設内で生じる異常状態

(火災を含む。)の拡大防止のため

に設置される系統からの放水によ

る溢水 DB④-3 

３) 地震に起因する機器の破損等に

より生じる溢水(使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出

しピット，燃料仮置きピット，燃

料貯蔵プール，チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン取扱いピ

ット，燃料移送水路及び燃料送出

しピット(以下「燃料貯蔵プー

ル・ピット等」という。)のスロ

ッシングにより発生する溢水を含

む。)DB④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.3 考慮すべき溢水事象 

溢水源及び溢水量としては，発生要

因別に分類した以下の溢水を想定して

評価することとし，【◇】1 評価の条件

については内部溢水ガイドを参考とす

る。◇2  

 

 

 

 

(１) 溢水の影響を評価するために想

定する機器の破損等により生じる

溢水【◇1 】(以下「想定破損によ

る溢水」という。)DB④-2 

(２) 再処理施設内で生じる異常状態

(火災を含む。)の拡大防止のため

に設置される系統からの放水によ

る溢水【◇1 】(以下「消火水等の

放水による溢水」という。)DB④-

3 

(３) 地震に起因する機器の破損等に

より生じる溢水(燃料貯蔵プー

ル・ピット等のスロッシングによ

り発生する溢水を含む。)【◇1 】

(以下「地震起因による溢水」と

いう。)DB④-4 

 (４) その他の要因(地下水の流入，

地震以外の自然現象，誤操作等)

により生じる溢水(以下「その他

の溢水」という。)DB④-5 

溢水源となり得る機器は，流体を内

包する配管及び容器(塔，槽類を含

む。以下同じ。)とし，設計図書(施工

図面等)及び必要に応じ現場確認等に

より抽出を行ったうえ，耐震評価及び

応力評価を踏まえ選定する。なお，

「1.7.16.3.2.1 漏えいによる影響を

検討する化学薬品及び構成部材の抽

出」に示す化学薬品についても，機器

等に内包される液体であることを踏ま

え，ここで溢水源として想定する。DB

④-23 

(１)又は(３)の評価において，応力又は

地震により破損を想定する機器をそれ

ぞれの評価での溢水源として想定す

る。◇2  

(１)又は(２)の溢水源の想定に当たって

は，一系統における単一の機器の破

損，又は単一箇所での異常事象の発生

とし，他の系統及び機器は健全なもの

 

2.3 溢水源及び溢水量の設定 

溢水影響を評価するために想定する

機器の破損等により生じる溢水(以下

「想定破損による溢水」という。)，発

電所内で生じる異常状態(火災を含

む。)の拡大防止のために設置される系

統からの放水による溢水(以下「消火水

の放水による溢水」という。)並びに地

震に起因する機器の破損及び使用済燃

料プール等のスロッシングにより生じ

る溢水(以下「地震起因による溢水」と

いう。)を踏まえ，溢水源及び溢水量を

設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，その他の要因による溢水とし

て，地下水の流入，地震以外の自然現

象，機器の誤作動等により生じる溢水

(以下「その他の溢水」という。)の影

響も評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①(P14)へ 

【「等」の解説】 

「誤操作等」の「等」の指す内容は，

機器の誤作動による漏えい，配管フラ

ンジや弁グランドからのにじみであ

り，添付書類で示すため当該箇所では

等の記載とした。(以下同じ) 

【「等」の解説】 

事業変更許可を踏まえて「地震に起因

する機器の破損等」と記載した。 

「地震に起因する機器の破損等」の内

容については添付書類にて説明する。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可では，「そ

の他の溢水」は添付書類

に記載していたが，基本

設計方針では本文に「そ

の他の溢水」を記載する

ことから，記載を適正化

した。 

【「等」の解説】 

「燃料貯蔵プール・ピット

等」の指す内容は，「使用

済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の燃料取出しピッ

ト，燃料仮置きピット，燃

料貯蔵プール，チャンネル

ボックス・バーナブルポイ

ズン取扱いピット，燃料移

送水路及び燃料送出しピッ

ト」であり，添付書類で示

すため当該箇所では等の記

載とした。(以下同じ) 

【「等」の解説】 

「機器の破損等」の「等」 

は，想定事象として広く一

般的な事象を示すものである

ことから，内部溢水ガイドに

おける記載をそのまま適用す

ることとし，「機器の破損

等」とした。 

【「等」の解説】 

事業変更許可を踏まえて

「消火水等」と記載した。 

「消火水等」の内容につい

ては添付書類にて説明す

る。(以下同じ) 

【「等」の解説】 

事業変更許可を踏まえて「施工図面

等」及び「現場確認等」と記載した。 

「施工図面等」及び「現場確認等」の

内容については添付書類にて説明す

る。 

【「等」の解説】 

事業変更許可を踏まえて「機器等」と

記載した。 

「機器等」の内容については添付書類

にて説明する。 
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6.3  溢水源及び溢水量の設定 

6.3.1  想定破損による溢水 

想定破損による溢水は，1 系統にお

ける単一の機器の破損を想定し，溢水

源となり得る機器は流体を内包する配

管とし，配管の破損箇所を溢水源とし

て設定する。DB④-6 

 

 

また，破損を想定する配管は，内包

する流体のエネルギに応じて，高エネ

ルギ配管又は低エネルギ配管に分類す

る。DB④-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管の破損形状の想定に当たって

は，高エネルギ配管は，原則「完全全

周破断」，低エネルギ配管は，原則

「配管内径の 1/2 の長さと配管肉厚の

1/2 の幅を有する貫通クラック(以下

「貫通クラック」という。)」を想定

する。DB④-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と仮定する。また，一系統にて多重性

又は多様性を有する機器がある場合に

おいても，そのうち単一の機器が破損

すると仮定する。◇2  

1.7.15.4 溢水源及び溢水量の想定 

1.7.15.4.1 想定破損による溢水 

(１) 想定破損における溢水源の想定 

想定破損による溢水は，【DB④-

6】内部溢水ガイドを参考に，

【◇】2 一系統における単一の機器

の破損を想定し，溢水源となり得

る機器は流体を内包する配管と

し，配管の破損箇所を溢水源とし

て想定する。DB④-6 

また，破損を想定する配管は，

内包する流体のエネルギに応じ

て，以下に定義する【◇】2 高エネ

ルギ配管又は低エネルギ配管に分

類する。DB④-7 

 ａ．「高エネルギ配管」とは，呼び径

25Ａ(１Ｂ)を超える配管であっ

て，プラントの通常運転時に運転

温度が 95℃を超えるか又は運転圧

力が 1.9ＭＰａ[gauge]を超える配

管。ただし，被水及び蒸気の影響

については配管径に関係なく評価

する。◇2  

 ｂ．「低エネルギ配管」とは，呼び径

25Ａ(１Ｂ)を超える配管であっ

て，プラントの通常運転時に運転

温度が 95℃以下で，かつ運転圧力

が 1.9ＭＰａ[gauge]以下の配管。

ただし，被水の影響については配

管径に関係なく評価する。なお，

運転圧力が静水頭圧の配管は除

く。◇2  

 

配管の破損形状の想定に当たっ

ては，高エネルギ配管は，原則

「完全全周破断」，低エネルギ配

管は，原則「配管内径の 1／2 の長

さと配管肉厚の 1／2 の幅を有する

貫通クラック(以下「貫通クラッ

ク」という。)」を想定する。 

DB④-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定破損による溢水では，単一の配

管の破損による溢水を想定して，配管

の破損箇所を溢水源として設定する。 

 

 

 

 

また，破損を想定する配管は，内包

する流体のエネルギに応じて，高エネ

ルギ配管又は低エネルギ配管に分類す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高エネルギ配管は，「完全全周破

断」，低エネルギ配管は，「配管内径

の 1／2 の長さと配管肉厚の 1／2 の幅

を有する貫通クラック」(以下「貫通ク

ラック」という。)を想定した溢水量と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「想定破損」で想定する

溢水について，事業変更

許可に合わせ詳細な記載

としたため。（意味は同

じ） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設においては，想定破損に

おける溢水量の想定については，許

可整合を考慮し，9頁に記載してい

る。 

【許可からの変更点】 

溢水源及び溢水量につい

て，6.3 のタイトルに合

わせて「設定する」に記

載を統一した。(以下同

じ) 
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ただし，配管破損の想定に当たっ

て，詳細な応力評価を実施する場合

は，発生応力と許容応力の比による応

力評価の結果に基づく破損形状を想定

する。DB④-9 

 

高エネルギ配管については，ターミ

ナルエンド部を除き，発生応力が許容

応力の 0.8 倍を超える場合は「完全全

周破断」，0.4 倍を超え 0.8 倍以下で

あれば「貫通クラック」を想定し，

0.4 倍以下であれば破損は想定しな

い。DB④-10 

 

また，低エネルギ配管については，

発生応力が許容応力の 0.4 倍を超える

場合は「貫通クラック」を想定し，

0.4 倍以下であれば破損は想定しな

い。DB④-11 

 

応力評価の結果により破損形状の想

定を行う場合は，評価結果に影響する

ような減肉がないことを確認するため

に継続的な肉厚管理を実施することを

保安規定に定めて，管理する。DB⑧-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，配管破損の想定に当た

って，詳細な応力評価を実施する

場合は，発生応力Ｓｎと許容応力

Ｓａの比により，以下で示した応

力評価の結果に基づく破損形状を

想定する。DB④-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，応力評価の結果により破

損形状の想定を行う場合は，評価

結果に影響するような減肉がない

ことを確認するために継続的な肉

厚管理を実施する。DB⑧-3 

 

【高エネルギ配管(ターミナルエン

ド部を除く。)】DB④-10 

Ｓｎ≦0.4Ｓａ 

⇒ 破損想定不要 

0.4Ｓａ＜Ｓｎ≦0.8Ｓａ 

⇒ 貫通クラック 

0.8Ｓａ＜Ｓｎ 

⇒ 完全全周破断 DB④-10 

【低エネルギ配管】DB④-11 

Ｓｎ≦0.4Ｓａ 

⇒ 破損想定不要 

0.4Ｓａ＜Ｓｎ 

⇒ 貫通クラック DB④-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでＳｎ及びＳａ の記号は，

日本機械学会「発電用原子力設備

 

ただし，高エネルギ配管については

ターミナルエンド部を除き応力評価の

結果により，原子炉冷却材圧力バウン

ダリ及び原子炉格納容器バウンダリの

配管であれば発生応力が許容応力の 0.8

倍以下であれば破損を想定せず，原子

炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格

納容器バウンダリ以外の配管であれば

発生応力が許容応力の 0.4 倍を超え 0.8

倍以下であれば「貫通クラック」によ

る溢水を想定した評価とし，0.4 倍以下

であれば破損は想定しない。 

 

 

また，低エネルギ配管については，

発生応力が許容応力の0.4倍以下であれ

ば破損は想定しない。 

 

 

 

発生応力と許容応力の比較により破

損形状の想定を行う場合は，評価結果

に影響するような減肉がないことを確

認するために継続的な肉厚管理を実施

することとし保安規定に定めて管理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高エネルギ配管のうち，高エネルギ

配管として運転している割合が当該系

統の運転している時間の 2 ％又はプラ

ント運転期間の 1 ％より小さいことか

ら低エネルギ配管とする系統について

は，運転時間実績管理を実施すること

とし保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，

原子炉冷却材圧力

バウンダリ及び原

子炉格納容器バウ

ンダリの配管に該

当する施設がない

ため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，

プラント運転時間

の管理により，高

エネルギ配管を低

エネルギ配管とみ

なす評価を適用し

ないことから，設

計上考慮する必要

がないため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書の記載

に合わせ，発生応力と許容

応力の比較による破損形状

について記載したため。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

応力評価による破損形状

の考え方について事業変

更許可申請書の添付書類

では式で記載していた

が，基本設計方針の本文

とするために記載を文章

化により適正化したた

め。 
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溢水源として設定する配管の破

損箇所は溢水防護対象設備への溢

水の影響が も大きくなる位置と

し，溢水量は，異常の検知，事象

の判断及び漏えい箇所の特定並び

に現場又は中央制御室，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室からの隔離(運転員の状況確認

及び隔離操作を含む。)により漏え

い停止するまでの時間を適切に考

慮し，想定する破損箇所からの流

出量と隔離後の溢水量として隔離

範囲内の系統の保有水量を合算し

て設定する。DB④-12 

 

なお，手動による漏えいの停止

のために現場等を確認し操作する

ことを保安規定に定めて，管理す

る。DB⑧-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規格設計・建設規格(JSME S NC1-

2005/2007)」又は日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計・建

設規格」(JSME S NC1-2012)によ

る。◇2  

 

 (２) 想定破損における溢水量の設定 

想定する破損箇所は溢水防護対

象設備への溢水影響が も大きく

なる位置とし，溢水量は，異常の

検知，事象の判断及び漏えい箇所

の特定並びに現場又は中央制御室

からの隔離(運転員の状況確認及び

隔離操作含む。)により漏えい停止

するまでの時間を適切に考慮し，

想定する破損箇所からの流出量と

隔離後の溢水量として隔離範囲内

の系統の保有水量を合算して算出

する。DB④-12 

 

 

 

手動による漏えい停止のために

現場等を確認し操作する手順は，

保安規定又はその下位規定に定め

る。DB⑧-4 

 

ここで，流出量は，配管の破損

形状を考慮した流出流量に破損箇

所の隔離までに必要な時間(以下

「隔離時間」という。)を乗じて算

出する。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，溢水量の算出において，隔離

による漏えい停止を期待する場合に

は，漏えい停止までの適切な隔離時間

を考慮し，配管の破損箇所から流出し

た漏水量と隔離後の溢水量として隔離

範囲内の系統の保有水量を合算して設

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，手動による漏えい停止の手順

は，保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤(P13)から 

⑥(P13)から 

【「等」の解説】 

「現場等」の「等」の指

す内容は，中央制御室並

びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御

室に表示されるパラメー

タであり，添付の説明書

で示すため当該箇所では

等の記載とした。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可との整合を踏

まえ，再処理施設において

は，想定破損における破損

箇所の考え方を明確な記載

としているため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可との整合を踏まえ，再

処理施設においては，漏えい停止の

ための手段について具体的に記載し

ているため。 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 

【許可からの変更点】 

漏えい箇所の隔離場所を

明確にした。 
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6.3.2  消火水等の放水による溢水 

 

 

消火水等の放水による溢水は，溢水

防護対象設備が設置されている建屋

(以下「溢水防護建屋」という。)内に

おいて，水を使用する消火設備である

屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水

源として設定する。その他，消火設備

ではないが，消火活動に供する設備と

して，水を噴霧する連結散水からの放

水を溢水源として設定する。DB④-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火水等の放水による溢水量につい

ては，消火設備及び消火活動に供する

設備からの単位時間当たりの放水量と

放水時間から設定する。DB④-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.4.2 消火水等の放水による溢水 

 (１) 消火水等の放水による溢水源の

想定 

評価対象となる【◇2 】溢水防護

対象設備が設置されている溢水防

護建屋(以下「溢水防護建屋」とい

う。)内において，水を使用する消

火設備として，消火栓及び水噴霧

消火設備がある。その他，消火設

備ではないが，消火活動に供する

設備として，水を噴霧する連結散

水があるため，これらについて，

放水による溢水影響を考慮する。

DB④-13 

なお，再処理施設内にはスプリ

ンクラの設置されている建屋があ

るが，溢水防護建屋内には，自動

作動するスプリンクラを設置しな

い設計とする。◇2  

したがって，火災時における溢

水源としては，消火栓，連結散水

及び水噴霧消火設備からの放水を

溢水源として想定する。◇2  

ただし，水消火設備を用いず，

ガス消火設備や消火器等を用いて

消火活動を行うことを前提として

いる区画(部屋)については，放水

量を０㎥とし，当該区画における

放水を想定しない。◇2  

なお，再処理施設には，上記の

消火設備以外に発電炉の格納容器

スプレイのような，設計基準事故

時等における異常事象の拡大防止

のための放水設備はない。◇2  

 (２) 消火水の放水による溢水量の設

定 

消火設備等からの単位時間当た

りの放水量と放水時間から溢水量

を設定する。【DB④-14】消火設備

等のうち，消火栓からの放水量に

ついては，原則３時間の放水によ

り想定される放水量を溢水量とし

て設定する。◇2  

火災源が小さい場合は，日本電

気協会電気技術指針「原子力発電

所 の 火 災 防 護 指 針 (JEAG4607-

2010)」解説-4-5(1)の規定による

「火災荷重」及び「等価火災時

間」を用いて放水量を算定し，溢

水量を設定する。◇2  

 

 

 

消火水の放水による溢水では，消火

活動に伴う消火栓からの放水を溢水量

として設定する。発電所内で生じる異

常状態(火災を含む。)の拡大防止のた

めに設置されるスプリンクラ及び格納

容器スプレイ系統からの溢水について

は，防護すべき設備が溢水影響を受け

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書の記載

に合わせ，消火水が放水さ

れる場所について記載し

た。 

【許可からの変更点】 

冒頭の記載について，

「6.3.1 想定破損によ

る溢水」，「6.3.3 地

震起因による溢水」及

び「6.3.4 その他の溢

水」の記載に合わせて

追記した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

消火水の放水による溢水量

の考え方を記載した。 

【許可からの変更点】 

溢水防護建屋内での溢水源を想

定していることから,水を使用

する消火設備である「消火栓」

を「屋内消火栓」とした。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞

溢水防護建屋内に

は，内部溢水ガイ

ドに示されている

「自動作動するス

プリンクラ」及び

「原子炉格納容器

スプレイ系統」を

設置しない設計で

あるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書の記載

に合わせ，消火水等が放水

される場所について記載し

た。 

【許可からの変更点】 

項タイトル「6.3.2 消火

水等の放水による溢水」

に合わせ，記載の統一と

して「消火水等」とし

た。 

【許可からの変更点】 

文書構成を踏まえた表現

の適性化 
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6.3.3  地震起因による溢水 

(1) 再処理施設内に設置された機器

の破損による溢水 

 

地震起因による溢水について

は，耐震Ｓクラス機器は基準地震

動Ｓｓによる地震力によって破損

は生じないことから，流体を内包

する系統のうち，基準地震動Ｓｓ

による地震力に対する耐震性が確

認されていない耐震Ｂ，Ｃクラス

に属する系統を溢水源として設定

する。DB④-15 

 

 

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであ

っても基準地震動Ｓｓによる地震

力に対して耐震性が確保されるも

のについては，溢水源として設定

しない。DB④-16 

 

 

溢水量の算出に当たっては，溢

水が生じるとした機器について，

溢水防護対象設備への溢水の影響

が も大きくなるように評価す

る。DB④-17 

 

溢水源となる系統については全

保有水量を考慮した上で，流体を

内包する機器のうち，基準地震動

Ｓｓによって破損が生じる可能性

のある機器について破損を想定

し，その影響を評価する。この場

合において，溢水源となる配管

は，破損形状を完全全周破断と

し，溢水源となる容器は，全保有

水量を溢水量として設定する。DB

④-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.4.3 地震起因による溢水 

 (１) 再処理施設内に設置された機器

の破損による溢水 

ａ．地震起因による溢水源の想定 

地震起因による溢水については，

耐震Ｓクラス機器は基準地震動によ

る地震力によって破損は生じないこ

とから，流体を内包する系統のう

ち，基準地震動による地震力に対す

る耐震性が確認されていない耐震

Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源

として想定する。DB④-15 

 

 

 

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっ

ても基準地震動による地震力に対し

て耐震性が確保されるものについて

は，溢水源として想定しない。DB④-

16 

 

 

ｂ．地震起因による溢水量の設定 

溢水量の算出に当たっては，溢水

が生じるとした機器について，溢水

防護対象設備への溢水の影響が も

大きくなるように評価する。DB④-17 

 

溢水源となる系統については全保

有水量を考慮した上で，流体を内包

する機器のうち，基準地震動によっ

て破損が生じる可能性のある機器に

ついて破損を想定し，その影響を評

価する。この場合において，溢水源

となる配管は，全周破断とし，溢水

源となる容器については，全保有水

量を想定する。【DB④-18】配管の破

損により生じる流出流量と自動隔離

機能による隔離時間とを乗じて得ら

れる漏水量と，隔離範囲内の保有水

量を合算して溢水量を算出する。さ

らに，評価におけるより厳しい結果

を与えるため，複数系統・複数箇所

の同時破損を想定し，伝播も考慮し

た上で各区画における 大の溢水量

を算出する。◇2  

 

なお，地震による機器の破損が複

数箇所で同時に発生する可能性を考

慮し，地震動の検知による自動隔離

 

 

 

 

地震起因による溢水では，流体を内

包することで溢水源となり得る機器の

うち，基準地震動Ｓｓによる地震力に

より破損するおそれがある機器及び使

用済燃料プールのスロッシングによる

漏えい水を溢水源として設定する。 

耐震Ｓクラス機器については，基準

地震動Ｓｓによる地震力によって破損

は生じないことから溢水源として想定

しない。 

 

また，耐震Ｂ及びＣクラス機器のう

ち耐震対策工事の実施又は設計上の裕

度の考慮により，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して耐震性が確保されて

いるものについては溢水源として想定

しない。 

 

 

溢水量の算出に当たっては，漏水が

生じるとした機器のうち防護すべき設

備への溢水の影響が も大きくなる位

置で漏水が生じるものとして評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

溢水源となる配管については破断形

状を完全全周破断を考慮した溢水量と

し，溢水源となる容器については全保

有水量を考慮した溢水量とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④(P13)から 

【許可からの変更点】 

基本設計方針としての記載

の統一のため。（意味は同

じ） 

③(P12)へ 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書の記載

に合わせ，地震起因による

溢水において評価する内容

の詳細を記載した。 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 

【許可からの変更点】 

溢水量の設定であることの

明確化。 

【許可からの変更点】 

記載の統一のため。(意味

は同じ)(以下同じ) 
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(2) 燃料貯蔵プール・ピット等の

スロッシングによる溢水 

燃料貯蔵プール・ピット等のス

ロッシングによる溢水について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力

により生じる燃料貯蔵プール・ピ

ット等のスロッシングによる漏え

い水を溢水源として設定する。DB

④-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能を有する場合を除き，隔離によ 

る漏えい停止は期待しない。◇2  

 

耐震評価の具体的な考え方を以下に

示す。◇2  

(ａ) 構造強度評価に係る応答解析は，

基準地震動を用いた動的解析による

こととし，機器の応答性状を適切に

表現できるモデルを設定する。その

上で，当該機器の据付床の水平方向

及び鉛直方向それぞれの床応答を用

いて応答解析を行い，それぞれの応

答解析結果を適切に組み合わせる。 

◇2  

(ｂ) 応答解析に用いる減衰定数は，安

全上適切と認められる規格及び基

準，既往の振動実験，地震観測の調

査結果等を考慮して適切な値を定め

る。◇2  

(ｃ) 応力評価に当たり，簡易的な手法

を用いる場合は，詳細な評価手法に

対してより厳しい結果を与えるよう

留意し，簡易的な手法での評価結果

が厳しい箇所については詳細評価を

実施することで健全性を確保する。 

(ｄ) 基準地震動による地震力に対する

発生応力の評価基準値は，安全上適

切と認められる規格及び基準で規定

されている値又は試験等で妥当性が

確認されている値を用いる。◇2  

(ｅ) バウンダリ機能確保の観点から，

設備の実力を反映する場合には，規

格基準以外の評価基準値の適用も検

討する。◇2  

 

(２) 燃料貯蔵プール・ピット等のスロ

ッシングによる溢水 

ａ．燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ

シングによる溢水源の想定 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロ

ッシングによる溢水については，基

準地震動による地震力により生じる

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ

シングによる漏えい水を溢水源とし

て想定する。DB④-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震起因による溢水では，流体を内

包することで溢水源となり得る機器の

うち，基準地震動Ｓｓによる地震力に

より破損するおそれがある機器及び使

用済燃料プールのスロッシングによる

漏えい水を溢水源として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(P11)から 
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また，燃料貯蔵プール・ピット

等のスロッシングによる溢水量に

ついては，基準地震動Ｓｓによる

地震力により生じるスロッシング

により燃料貯蔵プール・ピット等

の外への漏えい量から設定する。

DB④-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4  その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外

の自然現象やその波及的影響に伴う溢

水，溢水防護区画内にて発生が想定さ

れるその他の漏えい事象を想定する。

DB④-21 

具体的には，地下水の流入，降水の

ような再処理施設への直接的な影響

と，飛来物等による屋外タンク等の破

損のような間接的な影響，機器ドレ

ン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及

び誤作動を想定し，各事象において溢

水源及び溢水量を設定する。DB④-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ

シングによる溢水量の設定 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロ

ッシングによる溢水量の算出に当た

っては，基準地震動による地震力に

より生じるスロッシング【DB④-20】

現象を実績のある解析プログラムを

用いた三次元流動解析【◇】2 により

【DB④-20】評価し，【◇】2 燃料貯蔵

プール・ピット等の外へ漏えいする

溢水量を考慮する。DB④-20 

 

 

なお，評価に当たっては，燃料貯

蔵プール・ピット等の内部構造物に

よる水の抵抗を考慮しないなどのよ

り厳しい結果を与える解析条件を設

定する。◇2  

 

1.7.15.4.4 その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外

の自然現象やその波及的影響に伴う溢

水，溢水防護区画内にて発生が想定さ

れるその他の漏えい事象を想定する。

DB④-21 

具体的には，地下水の流入，降水の

ような再処理施設への直接的な影響

と，飛来物等による屋外タンク等の破

壊のような間接的な影響，機器ドレ

ン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及

び誤作動を想定する。DB④-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，使用済燃料プールのスロッシ

ングによる溢水量の算出に当たって

は，基準地震動Ｓｓにより発生する使

用済燃料プールのスロッシングにて使

用済燃料プール外へ漏えいする溢水量

を算出する。 

また，施設定期検査中においては，

使用済燃料プール，原子炉ウェル及び

ドライヤセパレータプールのスロッシ

ングによる漏えい水を溢水源とし溢水

量を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

その他の溢水については，地下水の

流入，降水，屋外タンクの竜巻による

飛来物の衝突による破損に伴う漏えい

等の地震以外の自然現象に伴う溢水，

機器の誤作動，弁グランド部，配管フ

ランジ部からの漏えい事象等を想定す

る。 

 

溢水量の算出に当たっては，漏水が

生じるとした機器のうち防護すべき設

備への溢水の影響が も大きくなる位

置で漏水が生じるものとして評価す

る。 

 

また，溢水量の算出において，隔離

による漏えい停止を期待する場合に

は，漏えい停止までの適切な隔離時間

を考慮し，配管の破損箇所から流出し

た漏水量と隔離後の溢水量として隔離

範囲内の系統の保有水量を合算して設

定する。 

 

なお，手動による漏えい停止の手順

は，保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では施

設定期検査時特有

の溢水量の算出を

しないため。 

 

【許可からの変更点】 

「破壊」であると，テロ行

為による損傷を想像させる

ため，設工認において用語

を適正化した。 

【「等」の解説】 

「屋外タンク等」の

「等」の指す内容は，変

圧器，貯水池，冷却塔，

空調機であり，添付書類

で示すため当該箇所では

等の記載とした。 【「等」の解説】 

「飛来物等」の「等」の

指す内容は，竜巻，火山

の影響であり，添付書類

で示すため当該箇所では

等の記載とした 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設においては，

弁グランド部，配管フラ

ンジ部からの漏えいにつ

いては，機器損傷(配管以

外)として整理しているた

め。 

④(P11)へ 

⑤(P9)へ 

⑥(P9)へ 【許可からの変更点】 

その他の溢水の各事象に

おいて溢水源及び溢水量

の設定であることについ

て明確化した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書

の記載に合わせ，そ

の他の溢水において

想定する事象の詳細

を記載した。 
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6.4  溢水防護区画及び溢水経路の設定 

 

 

溢水評価に当たっては，溢水防護区

画を以下のとおり設定する。DB⑤-1 

 

 

(1) 溢水防護対象設備が設置されて

いる区画 DB⑤-2 

(2) 中央制御室，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室DB⑤

-3 

(3) 運転員が，溢水が発生した区画

を特定するためにアクセスする通

路部又は必要により隔離等の操作

が必要な設備にアクセスする通路

部 DB⑤-4 

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段

差等又はそれらの組合せによって他の

区画と分離される区画として設定す

る。DB⑤-5 

 

 

 

 

 

溢水評価に当たっては，溢水の影響

を受けて，溢水防護対象設備の安全機

能を損なうおそれがある高さ(以下

「機能喪失高さ」という。)及び溢水

防護区画を構成する壁，扉，堰，床段

差等の設置状況を踏まえ，溢水防護区

画内の水位が も高くなるように，よ

り厳しい結果を与える溢水経路を設定

する。DB⑤-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，溢水評価に当たっては，溢

水防護区画を設定し，【DB⑤-1】溢

水評価がより厳しい結果を与えるよ

うに溢水経路を設定する。DB⑤-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価に当たっては，溢水防護

対象設備の機能喪失高さ(溢水の影響

を受けて，溢水防護対象設備の安全

機能を損なうおそれがある高さ)及び

溢水防護区画を構成する壁，扉，

堰，床段差等の設置状況を踏まえ，

評価の条件を設定する。DB⑤-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.5 溢水防護区画及び溢水経路を

設定するための方針 

(１) 溢水防護区画の設定 

溢水防護に対する評価対象区画

を【◇】2 溢水防護区画として，以

下のとおり設定する。DB⑤-1 

 

ａ．溢水防護対象設備が設置されてい

る全ての【◇】2 区画 DB⑤-2 

ｂ．中央制御室，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室 DB⑤-3 

ｃ．運転員が，溢水が発生した区画を

特定する，又は必要により隔離等

の操作が必要な設備にアクセスす

る通路部(以下「アクセス通路部」

という。)DB⑤-4 

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，

床段差等又はそれらの組合せによ

って他の区画と分離される区画と

して設定し，【DB⑤-5】溢水防護

区画を構成する壁，扉，堰，床段

差等については，現場の設備等の

設置状況を踏まえ，溢水の伝播に

対する評価の条件を設定する。◇2  

 

(２)  溢水経路の設定 

溢水影響評価において考慮する

溢水経路は，溢水防護区画とその

他の区画(溢水防護対象設備が存在

しない区画又は通路)との間におけ

る伝播経路となる防水扉及び水密

扉以外の扉，壁開口部及び貫通

部，天井開口部及び貫通部，床面

開口部及び貫通部，床ドレンの連

接状況及びこれらに対する流入防

止対策の有無を踏まえ，【◇】2 溢

水防護区画内の水位が も高くな

るように，より厳しい結果を与え

る経路を設定する。DB⑤-6 

具体的には，溢水防護区画内で

発生する溢水に対しては，床ドレ

ン，貫通部，扉から他区画への流

出は想定せず，より厳しい結果を

与える条件で溢水経路を設定し，

溢水防護区画内の溢水水位を算出

する。◇2  

溢水防護区画外で発生する溢水

に対しては，床ドレン，開口部，

貫通部，扉を通じた溢水防護区画

2.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

 

 

溢水影響を評価するために，溢水防

護区画及び溢水経路を設定する。 

 

 

 

 

溢水防護区画は，防護すべき設備が

設置されている全ての区画並びに中央

制御室及び現場操作が必要な設備への

アクセス通路について設定する。 

 

 

 

 

溢水防護区画は壁，扉，堰，床段差

等，又はそれらの組み合わせによって

他の区画と分離される区画として設定

し，溢水防護区画内外で発生を想定す

る溢水に対して，当該区画内の溢水水

位が も高くなるように保守的に溢水

経路を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の用語の統一により

記載が異なるため。（意味は同じ） 

【許可からの変更点】 

本記載以降で当該部分の記

載がないため，「(以下

「アクセス通路部」とい

う。)」を削除した。 

【「等」の解説】 

「床段差等」の「等」の指

す内容は，評価のため設定

する区画の境界面に設置さ

れるシャッタ，ハッチ等の

要素の総称として示してお

り，添付書類で示すため当

該箇所では等の記載とし

た。(以下同じ) 

【「等」の解説】 

「隔離等」の「等」の指

す内容は，系統のポンプ

停止，工程の停止であ

り，添付書類で示すため

当該箇所では等の記載と

した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書の記

載に合わせ，溢水防護区

画・溢水経路といった溢

水評価条件の詳細を記載

した。 

①(P6)から 

【許可からの変更点】 

溢水経路の設定についての

項目であることから，溢水

経路であることが明確な記

載とした。 

【許可からの変更点】 

記載の明確化。 
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また，消火活動により区画の防水扉

及び水密扉を開放する場合は，開放し

た防水扉及び水密扉からの消火水の伝

播を考慮する。DB⑤-7 

 

防水扉及び水密扉については，扉の

閉止運用を保安規定に定めて，管理す

る。DB⑧-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内への流入が も多くなるよう(流

入防止対策が施されている場合は

除く。)，より厳しい結果を与える

条件で溢水経路を設定し，溢水防

護区画内の溢水水位を算出する。

◇2  

なお，上層階から下層階への伝

播に関しては，階段等を経由し

て，全量が伝播するものとする。

溢水経路を構成する壁，扉，堰，

床段差等は，基準地震動による地

震力等の溢水の要因となる事象に

伴い生じる荷重や環境に対し，必

要な健全性を維持できるととも

に，保守管理並びに防水扉及び水

密扉の閉止の運用を適切に実施す

ることにより溢水の伝播を防止で

きるものとする。◇2  

また，貫通部に実施した流出及

び流入防止対策も同様に，基準地

震動による地震力等の溢水の要因

となる事象に伴い生じる荷重や環

境に対し，必要な健全性を維持で

きるとともに，保守管理を適切に

実施することにより溢水の伝播を

防止できるものとする。◇2  

なお，火災により貫通部の止水

機能が損なわれる場合には，当該

貫通部からの消火水の流入を考慮

する。【◇】2 消火活動により区画

の防水扉(又は水密扉)を開放する

場合は，開放した扉からの消火水

の伝播を考慮する。DB⑤-7 

 

1.7.15.6.8 手順等 

(４) 防水扉及び水密扉については，開

放後の確実な閉止操作，閉止状態の

確認及び閉止されていない状態が確

認された場合の閉止操作の手順等を

定める。DB⑧-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，消火活動により区画の扉を開

放する場合は，開放した扉からの消火

水の伝播を考慮した溢水経路とする。 

 

 

溢水経路を構成する水密扉に関して

は，扉の閉止運用を保安規定に定めて

管理する。 

また，原子炉建屋原子炉棟 6 階の大

物機器搬入口開口部及び燃料輸送容器

搬出口開口部に関して，キャスク搬出

入時における原子炉建屋原子炉棟溢水

拡大防止堰 6-4(鋼板部)の取り外しの運

用並びに原子炉建屋原子炉棟6階の残留

熱除去系Ａ系及びＢ系の熱交換器ハッ

チ開口部に関して，ハッチを開放する

場合における原子炉建屋原子炉棟止水

板 6-1(高さ■m 以上)及び原子炉建屋原

子炉棟止水板 6-2(高さ■m 以上)の設置

の運用を保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，

定期検査中に取り

外しを行う堰の対

策及び運用がない

ため。 

⑱(P31)から 

【許可からの変更点】 

保安規定に定める内容に記

載を適正化した。 

【許可からの変更点】 

記載の明確化。 
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6.5  溢水防護建屋内で発生する溢水に

関する溢水評価及び防護設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6 溢水防護対象設備を防護する

ための設計方針 

想定破損による溢水，消火水等の放

水による溢水，地震起因による溢水及

びその他の溢水に対して，溢水防護対

象設備が没水，被水及び蒸気の影響を

受けて，安全機能を損なわない設計と

するとともに，燃料貯蔵プール・ピッ

ト等のスロッシングによる水位低下を

考慮しても，燃料貯蔵プール・ピット

等の冷却及び給水の機能を維持できる

設計とする。◇1  

また，溢水が発生した場合における

現場の環境温度及び線量並びに溢水水

位を考慮するとともに，アクセス通路

部のアクセス機能が損なわれない設計

とする。具体的には，アクセス通路部

の滞留水位が原則 20cm 以下となる設

計とする。ただし，通行に支障がない

ことを別途試験等により評価できる場

合には，これを考慮する。◇2  

さらに，アクセス通路部について

は，適切に保守管理を行うものとす

る。◇2  

なお，必要となる操作を中央制御室

又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室で行う場合は，操作を行

う運転員がそれぞれの制御室に常駐し

ていることからアクセス性を失わずに

対応できる。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 防護すべき設備を内包する建屋内

及びエリア内で発生する溢水に関する

溢水評価及び防護設計方針 
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6.5.1  没水の影響に対する評価及び防

護設計方針 

 

想定した溢水源から発生する溢水

量，溢水防護区画及び溢水経路から算

出した溢水水位に対し，溢水防護対象

設備が没水により安全機能を損なわな

いことを評価する。DB⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.1 没水の影響に対する設計方

針 

(１) 没水の影響に対する評価方針 

「1.7.15.3  考慮すべき溢水事

象」にて想定した溢水源から発生す

る溢水量と「1.7.15.5 溢水防護区

画及び溢水経路を設定するための方

針」にて設定した溢水防護区画及び

溢水経路から算出した溢水水位に対

し，溢水防護対象設備が安全機能を

損なうおそれがないことを評価す

る。DB⑥-1 

 

具体的には，以下に示す要求のい

ずれかを満足していれば溢水防護対

象設備が安全機能を損なうおそれは

ない。◇2  

ａ．発生した溢水による水位が，溢

水の影響を受けて溢水防護対象

設備又は化学薬品防護対象設備

の安全機能を損なうおそれがあ

る高さ(以下「機能喪失高さ」

という。)を上回らないこと。

◇2  

その際，溢水の流入状態，溢水

源からの距離，溢水が滞留して

いる区画での人のアクセスによ

る一時的な水位変動を考慮し，

発生した溢水に対して安全余裕

を確保していること。また，溢

水防護区画への設備の追加，変

更及び資機材の持込みによる床

面積への影響を考慮すること。

系統保有水量の算出に当たって

は，算出量に10％の安全余裕を

確保する。ただし，蒸気影響評

価では，この限りではない。 

◇2  

機能喪失高さについては，溢水

防護対象設備の各付属品の設置

状況も踏まえ，没水によって安

全機能を損なうおそれのある高

さを設定する。溢水防護区画ご

とに当該エリアで機能喪失高さ

が も低い設備を選定し，機能

喪失高さと溢水水位を比較する

ことにより当該エリアの影響評

価を実施する。◇2  

ｂ．多重性又は多様性を有している

溢水防護対象設備の各々が別区

(1) 没水の影響に対する評価及び防護

設計方針 

 

発生を想定する溢水量，溢水防護区

画及び溢水経路から算出される溢水水

位と防護すべき設備が要求される機能

を損なうおそれがある高さ(以下「機能

喪失高さ」という。)を評価し，防護す

べき設備が要求される機能を損なうお

それがない設計とする。 

 

 

 

また，溢水の流入状態，溢水源から

の距離，人員のアクセス等による一時

的な水位変動を考慮し，機能喪失高さ

は溢水による水位に対して裕度を確保

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

没水評価の方針は

同様だが，再処理

施設では没水影響

評価の基本方針を

基本設計方針とし

て示し，没水影響

評価の考え方につ

いては，添付書類

にて説明する。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可では「損な

うおそれがない」と記載

していたが，設工認の段

階では評価結果を示すた

め，「損なわない」と記

載した。 

(以下同じ) 

【許可からの変更点】 

項名称を踏まえて，記載内

容を適正化した。 
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また，壁 (貫通部止水処置を含

む。)，防水扉等の設置による溢水防

護区画外で発生した溢水の流入を防止

する対策並びに緊急遮断弁の設置及び

漏えい検知器の設置による溢水量を低

減する対策により，溢水防護対象設備

が没水により安全機能を損なわない設

計とする。DB⑦-1 

 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水

扉，緊急遮断弁等の溢水防護設備の設

計方針については，第 2 章 個別項目

の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。

DB⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画に設置され，同時に機能喪失

しないこと。◇1  

その際，溢水を起因とする事故

等に対処するために必要な機器

の単一故障を考慮すること。◇1  

溢水防護対象設備の機能喪失高

さの考え方の例を第1.7.15－１

表に示す。◇2  

 

(２) 没水の影響に対する防護設計方

針 

没水による影響評価を踏まえ，以

下に示す対策を行うことにより，

【◇2 】溢水防護対象設備が没水によ

り安全機能を損なわない設計とす

る。DB⑦-1 

 

ａ．溢水源又は溢水経路に対する対策 

(ａ) 漏えい検知器等により溢水の発

生を【DB⑦-1，DB⑦-18】早期に

【◇2 】検知し，中央制御室からの

手動遠隔操作又は現場操作により

漏えい箇所を早期に隔離できる設

計とする。DB⑦-18 

 

(ｂ) 溢水防護区画外の溢水に対し

て，壁，扉，堰，床段差等の設置

状況を踏まえ，壁，防水扉(又は水

密扉)，堰，床ドレン逆止弁による

流入防止対策を図り溢水の流入を

防止する設計とする。DB⑦-1,6 

流入防止対策として設置する壁，

防水扉(又は水密扉)，堰，床ドレ

ン逆止弁は，溢水により発生する

水位や水圧に対して流入防止機能

が維持できるとともに，基準地震

動による地震力等の溢水の要因と

なる事象に伴い生じる荷重や環境

に対して必要な当該機能が可能な

限り損なわれない設計とする。DB

⑦-8 

 

(ｃ) 想定破損による溢水に対して

は，破損を想定する配管について

応力評価を実施し，破損形状を貫

通クラックとできるか，又は破損

想定が不要とできるかを確認す

る。その結果より必要に応じ，補

強工事等の実施により発生応力を

低減し，溢水源から除外すること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

没水の影響により，防護すべき設備

が溢水による水位に対し機能喪失高さ

を確保できないおそれがある場合は，

溢水水位を上回る高さまで，溢水によ

り発生する水圧に対して止水性(以下

「止水性」という。)を維持する壁，

扉，堰，逆流防止装置又は貫通部止水

処置により溢水伝播を防止するための

対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

止水性を維持する浸水防護施設につ

いては，試験又は机上評価にて止水性

を確認する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「防水扉等」の「等」の指

す内容は，水密扉，堰及び

床ドレン逆止弁であり，添

付書類で示すため当該箇所

では等の記載とした。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

溢水防護設備に止

水性を要求するこ

とは同様だが，再

処理施設では溢水

防護設備の水位・

水圧に対する考慮

事項については，

再処理施設におい

ては，「第２章 

個別項目」に記載

している。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

止水性を確認する

ことは同様だが，

再処理施設では基

本設計方針として

は溢水防護設備の

基本的な設計方針

(第 2章)を示し，

溢水防護設備の止

水性の試験・机上

評価については，

添付書類にて説明

する。 

①(P37)へ 

②(P33)へ 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

対策の明確化のため記載した。 

【許可からの変更点】 

個別項目への展開を明確にし

た。 

【「等」の解説】 

「壁(貫通部止水処置を含

む。)，防水扉，緊急遮断

弁等」の「等」の指す内容

は，水密扉，堰，床ドレン

逆止弁及び漏えい検知器で

あり，添付書類で示すため

当該箇所では等の記載とし

た。 
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により溢水量を低減する。◇2  

(ｄ) 地震起因による溢水に対して

は，破損を想定する機器について

耐震対策工事を実施することによ

り基準地震動による地震力に対し

て耐震性を確保する設計とし，溢

水源から除外することにより溢水

量を低減する。◇2  

 

(ｅ) 地震起因による溢水に対して

は，【◇2 】建屋内又は建屋間(建屋

外の洞道含む。)に設置する緊急遮

断弁により，【DB⑦-1，DB⑦-17】

地震の発生を早期に検知し，自動

又は中央制御室からの手動遠隔操

作により【◇2 】他建屋から流入す

る系統を【DB⑦-17】早期に【◇2 】

隔離できる設計とすることによ

り，溢水防護建屋内で発生する溢

水量を低減する設計とする。DB⑦-

1，DB⑦-17 

 

(ｆ) その他の溢水のうち機器の誤作

動や弁グランド部，配管フランジ

部からの漏えい事象等に対して

は，漏えい検知システムや床ドレ

ンファンネルからの排水による一

般排水ピット等の液位上昇により

早期に検知し，溢水防護対象設備

の安全機能が損なわれない設計と

する。◇2  

ｂ．溢水防護対象設備に対する対策 

(ａ) 評価の各段階におけるより厳し

い結果を与える条件とあわせて考

慮した上で，溢水防護対象設備の

機能喪失高さに対して，溢水防護

対象設備の設置高さが発生した溢

水による水位を十分に上回る設計

とする。◇2  

 

(ｂ) 溢水防護対象設備周囲に堰を設

置し，溢水防護対象設備が没水し

ない設計とする。【DB⑦-7】設置

する堰については，溢水により発

生する水位や水圧に対して流入防

止機能が維持できる設計とすると

ともに，溢水の要因となる地震や

火災等により生じる荷重やその他

環境条件に対して当該機能が損な

われない設計とする。DB⑦-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(P37)へ 

④(P33)へ 
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6.5.2  被水の影響に対する評価及び防

護設計方針 

 

想定した溢水源からの直線軌道及び

放物線軌道の飛散による被水，消火水

等による被水並びに天井面の開口部又

は貫通部からの被水に対し，影響を受

ける範囲内にある溢水防護対象設備が

安全機能を損なわないことを評価す

る。DB⑥-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.2 被水の影響に対する設計方

針 

 (１) 被水の影響に対する評価方針 

「1.7.15.3  考慮すべき溢水事

象」にて想定した溢水源からの直線

軌道及び放物線軌道の飛散による被

水，消火水による被水，天井面の開

口部若しくは貫通部からの被水の影

響を受ける範囲内にある防護対象設

備が被水により安全機能を損なうお

それがないことを評価する。DB⑥-2 

具体的には，以下に示す要求のい

ずれかを満足していれば溢水防護対

象設備が安全機能を損なうおそれは

ない。◇2  

ａ．溢水防護対象設備があらゆる方向か

らの水の飛まつによっても有害な影

響を生じないよう，以下に示すいず

れかの保護構造を有していること。 

◇2  

(ａ) 「JIS C 0920 電気機械器具の外

郭による保護等級(IP コード)」に

おける第二特性数字４以上相当の

防滴機能を有すること。◇2  

(ｂ) 実機での被水の条件を考慮して

も安全機能を損なわないことを被

水試験等により確認した溢水防護

板の設置又は溢水防護対象設備の

電源接続部，端子台カバー接合部

等へのコーキング等の水密処理に

より，被水防護措置がなされてい

ること。◇2  

ｂ．多重性又は多様性を有している溢水

防護対象設備の各々が別区画に設置

され，同時に機能喪失しないこと。

その際，溢水を起因とする事故等に

対処するために必要な機器の単一故

障を考慮すること。◇1  

 

(２) 被水の影響に対する防護設計方

針 

被水による影響評価を踏まえ，以

下に示す対策を行うことにより，溢

水防護対象設備が被水により安全機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

(2) 被水の影響に対する評価及び防護

設計方針 

 

溢水源からの直線軌道及び放物線軌

道の飛散による被水及び天井面の開口

部若しくは貫通部からの被水が，防護

すべき設備に与える影響を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は，添付書類「Ⅴ-1-1-8-

4」にて記載しているが，許可整合

を踏まえて記載した。 

⑤(P22,34)へ 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針としては想定

すべき事象を包絡できるよ

うに「消火水等」とした。 
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ａ．溢水源又は溢水経路に対する対策 

(ａ) 溢水防護区画外の溢水に対し

て，【DB⑦-2】壁，扉，堰，床段

差等の設置状況を踏まえ，【◇1 】

壁，防水扉(又は水密扉)，堰，床

ドレン逆止弁による流入防止対策

を図り溢水の流入を防止する設計

とする。DB⑦-2 

流入防止対策として設置する

壁，防水扉(又は水密扉)，堰，床

ドレン逆止弁は，溢水により発生

する水位や水圧に対して流入防止

機能が維持できるとともに，基準

地震動による地震力等の溢水の要

因となる事象に伴い生じる荷重や

環境に対して必要な当該機能が可

能な限り損なわれない設計とす

る。◇1  

(ｂ) 想定破損による溢水に対して

は，破損を想定する配管について

応力評価を実施し，破損形状を貫

通クラックとできるか，又は破損

想定が不要とできるかを確認す

る。その結果より必要に応じ，補

強工事等の実施により発生応力を

低減し，溢水源から除外すること

により被水の影響が発生しない設

計とする。◇2  

(ｃ) 地震起因による溢水に対して

は，破損を想定する機器について

耐震対策工事を実施することによ

り基準地震動による地震力に対し

て耐震性を確保する設計とし，溢

水源から除外することにより被水

の影響が発生しない設計とする。

◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑲(P22)へ 
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また，被水の影響を受けないよう保

護構造を有する設計，壁(貫通部止水

処置を含む。)，防水扉等の設置によ

る溢水防護区画外で発生した溢水の流

入を防止する対策及び溢水防護板の設

置による発生した溢水の溢水防護対象

設備への被水を防止する対策により，

溢水防護対象設備が被水により安全機

能を損なわない設計とする。DB⑦-2 

 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水

扉，溢水防護板等の溢水防護設備の設

計方針については，第 2 章 個別項目

の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。

DB⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火水等の放水による溢水に対して

は，溢水防護対象設備が設置されてい

る溢水防護区画において固定式消火設

備等の水を用いない消火手段を採用す

ることにより，被水の影響が発生しな

い設計とする。DB⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 被水の影響に対する防護設計方

針 

被水による影響評価を踏まえ，以

下に示す対策を行うことにより，

【◇2 】溢水防護対象設備が被水によ

り安全機能を損なわない設計とす

る。DB⑦-2 

ａ．溢水源又は溢水経路に対する対策 

(ａ) 溢水防護区画外の溢水に対し

て，【DB⑦-2】壁，扉，堰，床段

差等の設置状況を踏まえ，【◇1 】

壁，防水扉(又は水密扉)，堰，床

ドレン逆止弁による流入防止対策

を図り溢水の流入を防止する設計

とする。DB⑦-2 

 

ｂ．溢水防護対象設備に対する対策 

(ｂ) 溢水防護対象設備を，IP 等級の

試験機関にて試験を実施し，保護

等級(IP コード)における第二特性

数字４以上相当の【◇2 】防滴機能

を有するものであることを確認す

る。 

 (ｃ) 溢水防護対象設備を覆う溢水防

護板の設置により，被水から防護

する設計とする。【DB⑦-2】溢水

防護板は，主要部材に不燃性材料

又は難燃性材料を用い製作し，基

準地震動による地震力に対して耐

震性を確保する設計及び実機での

被水の条件を考慮しても安全機能

を損なわないことを被水試験等に

より確認する設計とする。◇1  

(ｄ) 溢水防護対象設備の【DB⑦-2】

電源接続部，端子台カバー接合部

等にコーキング等の【◇2 】水密処

理【DB⑦-2】を実施することによ

り，被水から防護する設計とす

る。水密処理は，機器の破損によ

り生じる溢水の水圧に対して当該

機能が損なわれない設計とする。

◇2  

 

 (ｄ) 消火水等の放水による溢水に対

しては，溢水防護対象設備が設置

されている溢水防護区画において

固定式消火設備等の水を用いない

消火手段を採用することにより，

被水の影響が発生しない設計とす

る。DB⑥-3 

 

 

 

防護すべき設備は，浸水に対する保

護構造(以下「保護構造」という。)を

有し，被水影響を受けても要求される

機能を損なうおそれがない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護構造を有さない場合は，機能を

損なうおそれがない配置設計又は被水

の影響が発生しないよう当該設備が設

置される溢水防護区画において水消火

を行わない消火手段(ハロゲン化物消火

設備による消火，二酸化炭素自動消火

設備による消火，消火器による消火)を

採用する設計とする。 

 

保護構造により要求される機能を損

なうおそれがない設計とする設備につ

いては，評価された被水条件を考慮し

ても要求される機能を損なうおそれが

ないことを設計時に確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

被水影響評価の方針

として溢水防護区画

対象設備を設置する

区画では水消火を行

わない方針は同様だ

が，再処理施設では

その基本方針を示

し，水消火を行わな

い消火手段の具体的

な設備名は，添付書

類にて説明する。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書の記

載に合わせ，消火水等の

放水に対する考慮につい

て記載したため。 

 

【「等」の解説】 

「防水扉等」の「等」の指

す内容は，水密扉，堰及び

床ドレン逆止弁であり，添

付書類で示すため当該箇所

では等の記載とした。 

⑤(P20)から 

⑦(P23)から 

【許可からの変更点】 

溢水防護板の設置目的に

ついて明確化した。 

【「等」の解説】 

「固定式消火設備

等」の「等」の指す

内容は，窒素消火装

置，二酸化炭素消火

装置，消火器であ

り，添付書類で示す

ため当該箇所では等

の記載とした。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書の記

載に合わせ，被水への対

策について記載したた

め。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可では，溢水防

護対象設備への被水対策と

して，防滴機能が確認され

た機器の採用，水密処理に

ついて記載しており，これ

らは事業変更許可申請書 

添付書類六 1.7.15.6.2 
(１)被水の影響に対する評

価方針 にて保護構造とし

て整理していることから，

基本設計方針では保護構造

として記載した。 

⑧(P23)から 

⑥(P23)から 

【許可からの変更点】 

個別項目への展開を明確にし

た。 

【「等」の解説】 

「壁(貫通部止水処置を含

む。)，防水扉，溢水防護

板等」の「等」の指す内容

は，水密扉，堰及び床ドレ

ン逆止弁であり，添付書類

で示すため当該箇所では等

の記載とした。 

⑲(P21)から 
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なお，水を用いる消火活動を行う場

合には，水を用いる消火活動による被

水の影響を 小限に止めるため，溢水

防護対象設備に対して不用意な放水を

行わないことを消火活動における運用

及び留意事項として保安規定に定め

て，管理する。DB⑧-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3  蒸気影響に対する評価及び

防護設計方針 

想定した溢水源からの漏えい蒸気の

直接噴出及び拡散による影響を確認す

るために，空調条件や解析区画を設定

して実施した解析結果を踏まえ，蒸気

曝露試験又は机上評価により溢水防護

対象設備の健全性を確認することで，

蒸気の影響により安全機能を損なわな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，水を用いる消火活動を行

う場合には，水を用いる消火活動

による被水の影響を 小限に止め

るため，溢水防護対象設備に対し

て不用意な放水を行わないことを

消火活動における運用及び留意事

項として火災防護計画に定める。

DB⑧-6 

ｂ．溢水防護対象設備に対する対策 

(ａ) 「JIS C 0920 電気機械器具の外

郭による保護等級(IP コード)」

における第二特性数字４以上相当

の保護等級を有する機器への取替

えを行う。◇2  

(ｂ) 溢水防護対象設備を，IP 等級の

試験機関にて試験を実施し，保護

等級(IP コード)における第二特

性数字４以上相当の【◇2 】防滴機

能を有するものであることを確認

する。 

(ｃ) 溢水防護対象設備を覆う溢水防

護板の設置により，被水から防護

する設計とする。溢水防護板は，

主要部材に不燃性材料又は難燃性

材料を用い製作し，基準地震動に

よる地震力に対して耐震性を確保

する設計及び実機での被水の条件

を考慮しても安全機能を損なわな

いことを被水試験等により確認す

る設計とする。 

(ｄ) 溢水防護対象設備の【DB⑦-2】

電源接続部，端子台カバー接合部

等にコーキング等の【◇2 】水密処

理【DB⑦-2】を実施することによ

り，被水から防護する設計とす

る。水密処理は，機器の破損によ

り生じる溢水の水圧に対して当該

機能が損なわれない設計とする。

◇2  

1.7.15.6.3 蒸気放出の影響に対する

設計方針 

(１) 蒸気放出の影響に対する評価方

針 

「1.7.15.3 考慮すべき溢水事象」に

て想定した溢水源からの漏えい蒸

気の直接噴出及び拡散による影響

を確認するために，【DB⑥-4】熱

流動解析コードを用い，実機を模

擬した【◇2 】空調の条件や解析区

画を設定して解析を実施し，溢水

消火対象以外の設備への誤放水がな

いよう，消火水放水時に不用意な放水

を行わない運用とすることとし保安規

定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 蒸気影響に対する評価及び防護設

計方針 

区画内で発生を想定する漏えい蒸

気，区画間を拡散する漏えい蒸気及び

破損想定箇所近傍での漏えい蒸気の直

接噴出による影響について，設定した

空調条件や解析区画条件により評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書の記

載に合わせ，水消火実施

時の運用について記載し

たため。 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

保護構造の機能を損

なわないことを確認

する方針は同様だ

が，再処理施設では

被水影響評価の基本

方針を基本設計方針

として示し，保護構

造の機能確認の説明

は設備設計の詳細で

あることから，添付

書類にて説明する。 

⑦(P22，34)へ 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書の記

載に合わせ，蒸気影響評

価について記載したた

め。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書では

「火災防護計画に定め」

と記載していたが，火災

の対応に関する教育訓練

事項を含めた火災防護計

画を定めることを，保安

規定にて定めることか

ら，「保安規定に定め」

と記載した。 

【許可からの変更点】 

用語統一のため。 

⑧(P22)へ 

⑥(P22)へ 
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いことを評価する。DB⑥-4，DB⑦-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防護対象設備が蒸気放出の影響に

より安全機能を損なうおそれのな

いことを評価する。【DB⑥-4】具

体的には，以下に示す要求のいず

れかを満足していれば溢水防護対

象設備が安全機能を損なうおそれ

はない。◇2  

ａ．溢水防護対象設備が，溢水源から漏

えいした蒸気の直接噴出及び拡散に

よる影響を受け，蒸気曝露試験又は

机上評価によって健全性が確認され

ている条件(温度，湿度及び圧力)を

超えない耐蒸気性を有する仕様であ

ること。◇2  

ｂ．多重性又は多様性を有している溢水

防護対象設備の各々が別区画に設置

され，同時に機能喪失しないこと。 

その際，溢水を起因とする事故等

に対処するために必要な機器の単一

故障を考慮すること。◇1  

(２) 蒸気の影響に対する防護設計方

針 

蒸気による影響評価を踏まえ，以

下に示す対策を行うことにより，溢

水防護対象設備が蒸気放出の影響に

より安全機能を損なわない設計とす

る。 

ａ．溢水源又は溢水経路に対する対策 

 (ａ) 溢水防護区画外の蒸気放出に対

して，壁，扉等による流入防止対

策を図り蒸気の流入を防止する設

計とする。DB⑦-3 

流入防止対策として設置する壁，

扉等は，溢水により発生する蒸気

に対して流入防止機能が維持でき

るとともに，基準地震動による地

震力等の溢水の要因となる事象に

伴い生じる荷重や環境に対して必

要な当該機能が損なわれない設計

とする。◇1  

 (ｂ) 想定破損による溢水に対して

は，破損を想定する配管について

応力評価を実施し，破損形状を貫

通クラックとできるか，又は破損

想定が不要とできるかを確認す

る。その結果より必要に応じ，補

強工事等の実施により発生応力を

低減し，溢水源から除外すること

により蒸気放出による影響が発生

しない設計とする。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨(P25,36)へ 
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また，壁，扉等の設置による溢水防

護区画外からの漏えい蒸気の流入を防

止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離

する自動検知・遠隔隔離システムの設

置及びターミナルエンド防護カバーの

設置による漏えい蒸気量を低減する対

策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気

の溢水防護対象設備への曝露を防止す

る対策により，溢水防護対象設備が蒸

気の影響により安全機能を損なわない

設計とする。DB⑦-3 

 

自動検知・遠隔隔離システム，蒸気

防護板等の溢水防護設備の設計方針に

ついては，第 2 章  個別項目の

「7.3.5 溢水防護設備」に示す。DB

⑦-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 蒸気の影響に対する防護設計方

針 

蒸気による影響評価を踏まえ，以

下に示す対策を行うことにより，

【◇2 】溢水防護対象設備が蒸気放出

の影響により安全機能を損なわない

設計とする。DB⑦-3 

(ｃ) 溢水源となる一般蒸気等の系統

【DB⑦-12】を，溢水防護区画内外

で閉止することにより，溢水防護

区画内において蒸気放出による影

響が発生しない設計とする。◇1  

具体的には，【◇2 】蒸気の漏えい

を検知し，自動で漏えい蒸気を

【DB⑦-3,11】早期【◇2 】隔離する

遠隔隔離システムを設置すること

により，蒸気影響を緩和する設計

とする。【DB⑦-3,11】遠隔隔離シ

ステムは，温度検出器及び蒸気遮

断弁から構成し，【DB⑦-11】中央

制御室からの手動遠隔隔離も行え

る設計とする。◇2  

また，遠隔隔離システムだけでは

溢水防護対象設備の健全性が確保

されない場合には，破損想定箇所

にターミナルエンド防護カバーを

設置することで【DB⑦-3，DB⑦-

13】漏えい蒸気量を抑制して，溢

水防護区画内雰囲気温度への

【◇2 】影響を軽減する設計とす

る。【DB⑦-13】 

蒸気影響評価における配管の想定

破損評価の条件を第 1.7.15－２表

に示す。◇2  

 

 

ｂ．溢水防護対象設備に対する対策 

(ａ) 蒸気放出の影響に対して耐性を

有しない【DB⑦-3】溢水防護対象

設備については，蒸気曝露試験又

は机上評価によって蒸気放出の影

響に対して耐性を有することが確

認された機器への取替え(シール，

パッキン等の部品の取替えを含

む。)を行う。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

蒸気曝露試験又は試験困難な場合等

に実施した机上評価により，防護すべ

き設備の健全性を確認した条件が，漏

えい蒸気による環境条件(温度，湿度及

び圧力)を満足し，防護すべき設備が要

求される機能を損なうおそれがない設

計又は配置とする。 

 

漏えい蒸気の影響により，防護すべ

き設備が要求される機能を損なうおそ

れがある場合は，漏えい蒸気影響を緩

和するための対策を実施する。 

 

具体的には，蒸気の漏えいを早期に

自動検知し，直ちに自動隔離を行うた

めに，自動検知・遠隔隔離システム(温

度検出器，蒸気遮断弁，検知制御・監

視盤)を設置する。所内蒸気系統に設置

する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後■

秒以内に自動隔離する設計とする。 

 

蒸気の漏えいの自動検知及び自動遠

隔隔離だけでは防護すべき設備が要求

される機能を損なうおそれがある配管

破断想定箇所には，防護カバーを設置

し，防護カバーと配管のすき間(両側合

計■mm 以下)を設定することで漏えい蒸

気影響を緩和する設計とする。 

また，主蒸気管破断事故時等には，

原子炉建屋原子炉棟内外の差圧による

原子炉建屋外側ブローアウトパネル(設

置枚数■枚，開放差圧■kPa 以下)の開

放により，溢水防護区画内において蒸

気影響を軽減する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦(P35)へ 

⑧(P35)へ 

⑨(P24)から （双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書の記

載に合わせ，蒸気影響評

価について記載したた

め。 

 

⑫(P26)から 

⑩(P35)へ 

⑪(P35)へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，

ブローアウトパネ

ルの対策を行わな

いため記載しな

い。 

【許可からの変更点】 

蒸気対策を各種実施する

ことを基本設計方針に示

すために記載した。 

【許可からの変更点】 

設備名の明確化(以下同じ) 

【許可からの変更点】 

用語統一のため。 

【「等」の解説】 

「壁，扉等」の「等」の指

す内容は，評価のため設定

する区画の境界面に設置さ

れるシャッタ，ハッチ等の

要素の総称として示してお

り，添付書類で示すため当

該箇所では等の記載とし

た。 

【許可からの変更点】 

個別項目との紐付けを明確にし

た。 

【「等」の解説】 

「自動検知・遠隔隔離シス

テム，蒸気防護板等」の

「等」の指す内容は，ター

ミナルエンド防護カバーで

あり，添付書類で示すため

当該箇所では等の記載とし

た。 
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(ｄ) 地震起因による溢水に対して

は，破損を想定する機器について

耐震対策工事を実施することによ

り基準地震動による地震力に対し

て耐震性を確保する設計とし，溢

水源から除外することにより蒸気

放出による影響が発生しない設計

とする。◇1  

ｂ．溢水防護対象設備に対する対策 

(ａ) 蒸気放出の影響に対して耐性を

有しない【DB⑦-3】溢水防護対象

設備については，蒸気曝露試験又

は机上評価によって蒸気放出の影

響に対して耐性を有することが確

認された機器への取替え(シール，

パッキン等の部品の取替えを含

む。)を行う。◇2  

 

 

 (ｂ) 溢水防護対象設備に対し，実機

での蒸気の条件を考慮しても耐蒸

気性能を確認した蒸気防護板を設

置する【DB⑦-14,15】ことによる

蒸気防護措置を実施する。【◇2 】

蒸気防護板は，基準地震動による

地震力に対して耐震性を確保する

設計及び蒸気配管の破損により生

じる環境温度及び圧力に対して当

該機能が損なわれない設計とす

る。DB⑦-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬(P36)へ 

⑫(P25)へ 
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1.7.15.6.4 その他の溢水に対する設

計方針 

 

地下水の流入，竜巻による飛来物が

屋外タンク等に衝突することにより生

じる漏えい等の地震以外の自然現象に

伴う溢水が，それらを評価する上で期

待する範囲を境界とした溢水防護建屋

に流入するおそれがある場合には，

壁，水密扉，堰等により溢水防護建屋

内への流入を防止する設計とし，溢水

防護対象設備が安全機能を損なわない

設計とする。◇2  

 

機器の誤操作及び誤作動による漏え

い及び配管フランジや弁グランドから

のにじみについては，基本的に漏えい

量が少ないと想定されるが，これらに

対しては，漏えい検知器等により，中

央制御室で早期に検知し，隔離を行う

ことで溢水防護対象設備が安全機能を

損なわない設計とする。◇1  
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6.5.4  燃料貯蔵プール・ピット等のス

ロッシング後の機能維持に関する溢水評

価及び防護設計方針 

基準地震動Ｓｓによる地震力によっ

て生じるスロッシングにより，燃料貯

蔵プール・ピット等の外へ漏えいする

溢水量を三次元流動解析により評価す

る。DB⑥-5 

 

 

その際，燃料貯蔵プール・ピット等

の周囲に止水板及び蓋を設置すること

により溢水量を低減する設計とする。

DB⑦-4 

 

 

 

算出した溢水量からスロッシング後

の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低

下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピ

ット等の冷却機能及び燃料貯蔵プー

ル・ピット等への給水機能が確保され

ることを確認し，それらを用いること

により適切な水温及び遮蔽に必要な水

位を維持できる設計とする。 

DB⑥-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.5 燃料貯蔵プール・ピット等

のスロッシング後の機能維持に関する設

計方針 

基準地震動による地震力によって生

じるスロッシングにより，燃料貯蔵プ

ール・ピット等の外へ漏えいする水の

量を三次元流動解析により算出する。

DB⑥-5 

 

 

その際，燃料貯蔵プール・ピット等

の周囲に止水板及び蓋を設置すること

によりスロッシング水量を低減する設

計とする。DB⑦-4,19 

止水板及び蓋は，地震や火災荷重や

環境条件に対して，当該性能が損なわ

れない設計とする。DB⑦-20 

算出した溢水量からスロッシング後

の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低

下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピ

ット等の冷却機能及び燃料貯蔵プー

ル・ピット等への給水機能が確保され

ることを確認し，それらを用いること

により適切な水温(水温65℃以下)◇2 及

び遮蔽に必要な水位を維持できる設計

とする。 

DB⑥-6,⑦-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 使用済燃料プールのスロッシング

後の機能維持に関する溢水評価及び防

護設計方針 

使用済燃料プールのスロッシングに

よる溢水量の算出に当たっては，基準

地震動Ｓｓによる地震力によって生じ

るスロッシング現象を三次元流動解析

により評価し，使用済燃料プール外へ

漏えいする水量を考慮する。 

 

その際，使用済燃料プールの初期条

件は保守的となるように設定する。 

 

 

 

 

 

算出した溢水量からスロッシング後

の使用済燃料プールの水位低下を考慮

しても，使用済燃料プールの冷却機能

及び使用済燃料プールへの給水機能を

確保し，それらを用いることにより適

切な水温及び遮蔽水位を維持できる設

計とする。 

 

なお，施設定期検査時においては，

スロッシングによる溢水が使用済燃料

プール，原子炉ウェル及びドライヤセ

パレータプールへ戻ることにより，ス

ロッシング後にも使用済燃料プールの

適切な水温及び遮蔽水位を維持できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ (P38)へ 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

スロッシング解析を行う前提と

なる再処理施設特有の設備を記

載するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，施設定期検査

時特有の設計がないため。 

【許可からの変更点】 

溢水量の評価であることの

明確化。 
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6.6 屋外で発生する溢水に関する溢水

評価及び防護設計方針 

6.6.1 溢水防護建屋に対する溢水評価

及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水が，溢水

防護区画に流入しないことを評価す

る。 DB⑥-7 

また，屋外で発生を想定する溢水に

対しては，屋外で発生を想定する溢水

による影響を評価する上で期待する範

囲を境界とした溢水防護建屋内への流

入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防

水扉等により防止する設計とすること

により，建屋内の溢水防護対象設備が

安全機能を損なわない設計とする。DB

⑦-5 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水

扉等の溢水防護設備の設計方針につい

ては，第 2 章 個別項目の「7.3.5 

溢水防護設備」に示す。DB⑦-5 

 

6.6.2 屋外の溢水防護対象設備に対す

る溢水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水により，

屋外の溢水防護対象設備が安全機能を

損なわないことを評価する。DB⑥-7 

また，屋外の溢水防護対象設備のう

ち，溢水の影響を受けるおそれのある

部位に対して，溢水水位を上回る機能

喪失高さを確保すること，保護構造を

有すること及び机上評価にて健全性を

確認することにより，屋外の溢水防護

対象設備が没水，被水及び蒸気の影響

を受けて，安全機能を損なわない設計

とする。DB⑦-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.6 溢水防護区画を有する建

屋外からの流入防止に関する設計方針 

 

 

溢水防護区画を有する溢水防護建屋

外で発生を想定する溢水が，【DB⑥-

7,DB⑦-5】溢水防護区画に流入するお

それがある場合には，溢水防護建屋外

で発生を想定する溢水による影響を評

価する上で期待する範囲を境界とした

溢水防護建屋内への流入を壁(貫通部

の止水処置を含む。)，扉，堰等によ

り防止する設計とし，溢水防護対象設

備が安全機能を損なわない設計とす

る。DB⑦-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 防護すべき設備を内包する建屋外

及びエリア外で発生する溢水に関する

溢水評価及び防護設計方針 

 

防護すべき設備を内包する建屋外及

びエリア外で発生を想定する溢水であ

る循環水管の伸縮継手の破損による溢

水，屋外タンクで発生を想定する溢

水，地下水等による影響を評価し，防

護すべき設備を内包する建屋内及びエ

リア内へ溢水が流入し伝播しない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には，循環水管の伸縮継手に

よる溢水量低減対策及び溢水水位に対

して止水性を維持する壁，扉，蓋の設

置及び貫通部止水処置を実施し，溢水

の伝播を防止する設計とする。 

海水ポンプエリア外及びタービン建

屋内における循環水管の伸縮継手の破

損による溢水量低減については，循環

水管の伸縮継手の破損箇所からの溢水

を早期に自動検知し，隔離(地震起因に

よる伸縮継手の破損の場合は自動隔

離，それ以外は中央制御室からの遠隔

手動隔離)を行うために，循環水系隔離

システム(漏えい検知器，循環水ポンプ

出口弁，復水器水室出入口弁，検知制

御盤及び検知監視盤)を設置する。 

隔離信号発信後■分以内に循環水ポ

ンプ及び循環水ポンプ出口弁，復水器

水室出入口弁を自動隔離する設計とす

る。 

さらに，海水ポンプエリア外の循環

水管については，伸縮継手を可撓継手

構造に取替え，継手部のすき間(合計■

mm 以下)を設定する設計とすることで，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，

循環水管の伸縮継

手の破損に特化し

た評価・対策がな

いため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では考慮する溢水事

象について記載している

が，事業変更許可申請書の

記載に合わせ，溢水防護建

屋内へ流入防止に関する設

計について記載した。考慮

する建屋外での溢水事象に

ついては，添付の説明書に

て示す。 
【「等」の解説】 

「壁（貫通部止水処置を含

む。），防水扉等」の

「等」の指す内容は，水密

扉及び堰であり，添付書類

で示すため当該箇所では等

の記載とした。 

【許可からの変更点】 

「6.5.1 没水の影響に対す

る評価及び防護設計方

針」，「6.5.2 被水の影響

に対する評価及び防護設計

方針」，「6.5.3 蒸気影響

に対する評価及び防護設計

方針」の記載に合わせて，

評価を実施する旨を記載し

た。 

【許可からの変更点】 

「6.5.1 没水の影響に対す

る評価及び防護設計方

針」，「6.5.2 被水の影響

に対する評価及び防護設計

方針」，「6.5.3 蒸気影響

に対する評価及び防護設計

方針」の記載に合わせて修

正した。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針として，溢水評価

の過程については記載しないこ

ととしたことから，「おそれが

ある場合」を削除した。 

【許可からの変更点】 

屋外の溢水防護対象設備の

評価方法を明確にした。 

【許可からの変更点】 

屋外の溢水防護対象設備に対す

る評価方針を追加したことに伴

い用語の統一を図った。 

【許可からの変更点】 

溢水防護建屋への流入防止

により防護する対象を明確

にした。 

【許可からの変更点】 

溢水防護設備として明確化

した。 
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また，地下水の溢水防護区画への流

入経路としては，溢水防護建屋外壁地

下部における配管等の貫通部の隙間及

び建屋間の連絡通路等が考えられるた

め，これら流入経路に対しては，地下

水面からの水頭圧に耐える壁，扉等に

よる流入防止措置等を実施することに

より，地下水の流入による影響を評価

する上で期待する範囲を境界とした溢

水防護建屋内への流入を防止する設計

とし，溢水防護対象設備が安全機能を

損なわない設計とする。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.7 溢水影響評価 

溢水により安全上重要な施設の安全

機能が損なわれない設計とし，【◇1 】

溢水影響評価に当たっては，【DB②-

3】事業指定基準規則の解釈に基づ

き，【◇2 】運転時の異常な温度変化又

は設計基準事故に対処するために必要

な機器の単一故障を考慮しても異常事

象を収束できる設計とする。DB②-3 

 

 

破損箇所からの溢水量を低減する設計

とする。 

 

また，地下水に対しては，排水ポン

プの故障等により建屋周囲の水位が地

表面まで上昇することを想定し，建屋

外周部における壁及び貫通部止水処置

により防護すべき設備を内包する建屋

内へ伝播しない設計とする。 

 

 

 

 

 

止水性を維持する浸水防護施設につ

いては，試験又は机上評価にて止水性

を確認する設計とする。 

 

2.7 管理区域外への漏えい防止に関す

る溢水評価及び防護設計方針 

放射性物質を含む液体を内包する容

器，配管その他の設備(ポンプ，弁，使

用済燃料プール，サイトバンカプー

ル，原子炉ウェル，ドライヤセパレー

タプール)からあふれ出る放射性物質を

含む液体の溢水量，溢水防護区画及び

溢水経路により溢水水位を評価し，放

射性物質を内包する液体が管理区域外

に漏えいすることを防止し伝播しない

設計とする。なお，地震時における放

射性物質を含む液体の溢水量の算出に

ついては，要求される地震力を用いて

設定する。 

放射性物質を含む液体が管理区域外

に伝播するおそれがある場合には，溢

水水位を上回る高さまで，止水性を維

持する堰により管理区域外への溢水伝

播を防止するための対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準要求の違

いによるため。 

⑮(P3)へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

止水性を確認するこ

とは同様だが，再処

理施設では建屋外へ

の溢水に対する基本

方針を基本設計方針

として示し，対策と

なる設備の止水性の

試験・机上評価につ

いては，添付書類で

説明する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

建屋外の溢水評価

として地下水の影

響を評価する方針

は同様だが，再処

理施設では建屋外

での溢水について

の基本方針は，29

ページの基本設計

方針にてまとめて

記載することとし

た。地下水の流入

についても、建屋

外での溢水の要素

であることから当

該記載にまとめる

ことで整理したた

め、地下水に関す

る溢水対策は添付

書類で説明する。 
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溢水評価において，溢水影響を軽

減するための壁，扉，堰等の溢水防

護設備については，必要により保守

点検等の運用を適切に実施すること

により，溢水防護対象設備が安全機

能を損なわない設計とする。DB⑧-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.8 手順等 

溢水影響評価【DB⑧-2】に関して，

以下の内容を含む手順を定め，適切な

管理を行う。◇2  

(１) 配管の想定破損評価において，応

力評価の結果により破損形状の想定

を行う場合は，評価結果に影響する

ような減肉がないことを継続的な肉

厚管理で確認する。◇1  

 

(２) 配管の想定破損評価による溢水が

発生する場合及び基準地震動による

地震力により，耐震Ｂ，Ｃクラスの

機器が破損し，溢水が発生する場合

においては，現場等を確認する手順

を定める。◇3  

 

(３) 溢水防護区画において，各種対策

設備の追加，資機材の持込み等によ

り【◇】2 評価の条件【DB⑧-2】とし

ている床面積【◇】2 に見直しがある

場合は，あらかじめ定めた手順によ

り溢水影響評価への影響確認を行

う。DB⑧-2 

 

(４) 防水扉及び水密扉については，開

放後の確実な閉止操作，閉止状態の

確認及び閉止されていない状態が確

認された場合の閉止操作の手順等を

定める。DB⑧-5 

 

(５) 溢水防護対象設備に対する消火水

の影響を 小限に止めるため，消火

活動における運用及び留意事項を火

災防護計画に定める。◇3  

(６) 溢水発生後の滞留区画等での排水

作業手順を定める。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑱(P15)へ 

⑰(P5)へ 

②(P38)へ 

⑯(P5)へ 
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第 2 章 個別項目 

 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.5 溢水防護設備 

溢水防護設備の設計に係る共通的な

設計方針については，第 1 章 共通項

目の「2. 地盤」，「3. 自然現象

等」，「5. 火災等による損傷の防

止」，「6. 再処理施設内における溢

水による損傷の防止」，「7. 再処理

施設内における化学薬品の漏えいによ

る損傷の防止」及び「9. 設備に対す

る要求」に基づくものとする。 

 

安全機能を有する施設は，再処理施

設内における溢水が発生した場合にお

いても，安全機能を損なわない設計と

する。DB①-2 

そのために，再処理施設内に設置さ

れた機器及び配管の破損(地震起因を

含む。)による溢水，再処理施設内で

生じる異常状態(火災を含む。)の拡大

防止のために設置される系統からの放

水による溢水又は燃料貯蔵プール・ピ

ット等のスロッシングによる溢水が発

生した場合においても，溢水防護設備

により，溢水防護対象設備が安全機能

を損なわない設計とする。DB①-3 

 

 

 

 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の

冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット

等への給水機能を維持できる設計とす

る。DB①-4 

 

溢水防護設備は，壁(貫通部止水処

置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，

床ドレン逆止弁，溢水防護板，自動検

知・遠隔隔離システム，ターミナルエ

ンド防護カバー，蒸気防護板，地震

計，緊急遮断弁，漏えい検知器，液位

計，止水板及び蓋で構成し，以下の設

計とすることにより，溢水防護対象設

備が溢水により安全機能を損なわない

設計とする。 DB①-3 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅴ) 溢水防護設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，再処理

施設内における溢水が発生した場合

においても，安全機能を損なわない

設計とする。DB①-2 

そのために，再処理施設内に設置

された機器及び配管の破損(地震起因

を含む。)による溢水，再処理施設内

で生じる異常状態(火災を含む。)の

拡大防止のために設置される系統か

らの放水による溢水又は燃料貯蔵プ

ール・ピット等のスロッシングによ

る溢水が発生した場合においても，

再処理施設内における扉，堰，遮断

弁等により溢水防護対象設備が安全

機能を損なわない設計とする。 

DB①-3 

 

 

また，燃料貯蔵プール・ピット等

の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピ

ット等への給水機能を維持できる設

計とする。DB①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12 溢水防護設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，再処理施

設内における溢水が発生した場合にお

いても，安全機能を損なわない設計と

する。◇1  

そのために，再処理施設内に設置さ

れた機器及び配管の破損(地震起因を

含む。)による溢水，再処理施設内で

生じる異常状態(火災を含む。)の拡大

防止のために設置される系統からの放

水による溢水又は燃料貯蔵プール・ピ

ット等のスロッシングによる溢水が発

生した場合においても，再処理施設内

における扉，堰，遮断弁等により溢水

防護対象設備が安全機能を損なわない

設計とする。◇1  

 

 

 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の

冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット

等への給水機能を維持できる設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 溢水防護上期待する浸水防護施設

の構造強度設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護区画及び溢水経路の設定並

びに溢水評価において期待する浸水防

護施設の構造強度設計は，以下のとお

りとする。 

 

 

浸水防護施設が要求される機能を維

持するため，計画的に保守管理，点検

を実施するとともに必要に応じ補修を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨(P38)へ 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は記載がないが，

事業変更許可申請書の記

載を踏まえて，溢水防護

設備へ要求される機能を

記載したため。 

【許可からの変更点】 

溢水防護設備であることの

明確化のため追記した。 

【許可からの変更点】 

第２章個別項目の溢水防護

設備における以降に記載す

る設計の記載へのつながり

を考慮して追記した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

第 2章個別項目として溢

水防護設備の構成機器を

明確化するために記載し

た。 
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(1) 流入防止対策として設置する壁

(貫通部止水処置を含む。)，防水

扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁

は，壁，扉，堰，床段差等の設置状

況を踏まえて流入防止対策を図るこ

とにより，溢水防護区画外の溢水に

対して，流入を防止する設計とす

る。DB⑦-6 

 

また，溢水防護対象設備周囲に設

置する堰は，溢水防護対象設備が没

水しないよう設置する設計とする。

DB⑦-7 

流入防止対策として設置する壁

(貫通部止水処置を含む。)，防水

扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁

並びに溢水防護対象設備周囲に設置

する堰は，発生した溢水による水位

や水圧に対して流入防止機能が維持

できる設計とするとともに，基準地

震動Ｓｓによる地震力等の溢水の要

因となる事象に伴い生じる荷重や環

境に対して必要な当該機能が損なわ

れない設計とする。DB⑦-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.1 没水の影響に対する設計方

針 

(２) 没水の影響に対する防護設計方

針 

ａ．溢水源又は溢水経路に対する対策 

(ｂ) 溢水防護区画外の溢水に対し

て，壁，扉，堰，床段差等の設置

状況を踏まえ，壁，防水扉(又は水

密扉)，堰，床ドレン逆止弁による

流入防止対策を図り溢水の流入を

防止する設計とする。DB⑦-1,6 

流入防止対策として設置する壁，

防水扉(又は水密扉)，堰，床ドレ

ン逆止弁は，溢水により発生する

水位や水圧に対して流入防止機能

が維持できるとともに，基準地震

動による地震力等の溢水の要因と

なる事象に伴い生じる荷重や環境

に対して必要な当該機能が可能な

限り損なわれない設計とする。DB

⑦-8 

 

 

1.7.15.6.1 没水の影響に対する設計方

針 

(２) 没水の影響に対する防護設計方

針 

ｂ．溢水防護対象設備に対する対策 

(ｂ) 溢水防護対象設備周囲に堰を設

置し，溢水防護対象設備が没水し

ない設計とする。【DB⑦-7】設置

する堰については，溢水により発

生する水位や水圧に対して流入防

止機能が維持できる設計とすると

ともに，溢水の要因となる地震や

火災等により生じる荷重やその他

環境条件に対して当該機能が損な

われない設計とする。DB⑦-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁，堰，扉，蓋，逆流防止装置及び

貫通部止水処置については，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対し，地震時及

び地震後においても，溢水伝播を防止

する機能を損なうおそれがない設計と

する。ただし，放射性物質を含む液体

が管理区域外に伝播することを防止す

るために設置する堰については，要求

される地震力に対し，地震時及び地震

後においても，溢水伝播を防止する機

能を損なうおそれがない設計とする。 

漏えい蒸気影響を緩和する防護カバ

ーの設計においては，配管の破断によ

り発生する荷重に対し，蒸気影響を緩

和する機能を損なうおそれがない設計

とする。 

循環水管の伸縮継手の破損箇所から

の溢水量を低減する可撓継手及び循環

水系隔離システムに係る設備の設計に

おいては，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対し，地震時及び地震後において

も，溢水量を低減する機能を損なうお

それがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，

循環水系隔離シス

テムの対策がない

ため。 

【「等」の解説】 

「基準地震動Ｓｓによる地震力

等」の「等」の指す内容は，想

定破損，火災，その他の溢水で

想定している事象であり，添付

書類類で示すため当該箇所では

等の記載とした。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可では取り得る対策

の可能性を考慮して「可能な限

り」と記載していたが，設工認

の段階では対策が明確になった

ことから，記載の適正化のため

削除した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書の記

載に合わせ，流入防止対

策の設計及び溢水防護対

象設備周囲に設置する堰

の設計について記載した

ため。 

②(P18)から 

④(P19)から 

【許可からの変更点】 

溢水防護設備として明確化し

た。 
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(2) 溢水防護板は，発生した溢水の溢

水防護対象設備への被水を防止する

設計とし，溢水防護対象設備が被水

により安全機能を損なわないよう設

置する設計とする。DB⑦-9 

 

 

 

溢水防護対象設備を覆う溢水防護

板は，主要部材に不燃性材料又は難

燃性材料を用いて製作し，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して耐震性

を有する設計及び実機を想定した被

水条件を考慮しても当該機能を損な

わないことを被水試験等により確認

する設計とする。DB⑦-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.2 被水の影響に対する設

計方針 

 (２) 被水の影響に対する防護設計方

針 

被水による影響評価を踏まえ，以

下に示す対策を行うことにより，

【◇2 】溢水防護対象設備が被水によ

り安全機能を損なわない設計とす

る。DB⑦-9 

 

 

ｂ．溢水防護対象設備に対する対策 

(ｃ) 溢水防護対象設備を覆う溢水防

護板の設置により，被水から防護す

る設計とする。溢水防護板は，主要

部材に不燃性材料又は難燃性材料を

用い製作し，基準地震動による地震

力に対して耐震性を確保する設計及

び実機での被水の条件を考慮しても

安全機能を損なわないことを被水試

験等により確認する設計とする。DB

⑦-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は記載がない

が，事業変更許可申

請書の記載を踏まえ

て，溢水防護設備へ

要求される機能を記

載したため。 

【「等」の解説】 

「被水試験等」の

「等」の指す内容

は，机上評価であ

り，添付の説明書類

で示すため当該箇所

では等の記載とし

た。 

⑦(P23)から 

⑤(P20)から 

【許可からの変更点】】 

溢水防護板の設計要求及び設置

目的を明確にするために追記し

た。 

【許可からの変更点】 

記載の統一のため。(意味は同

じ) 

【許可からの変更点】 

記載の統一化。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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(3) 自動検知・遠隔隔離システム(温

度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸気影

響を緩和するため，蒸気の漏えいを

検知し，自動で漏えい蒸気を隔離す

る設計とする。DB⑦-11 

溢水源となる一般蒸気等に設置す

る蒸気遮断弁は，隔離信号発信後

10 秒以内に自動隔離する設計とす

る。DB⑦-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，自動検知・遠隔隔離システ

ムだけでは溢水防護対象設備の健全

性が確保されない場合には，破損想

定箇所にターミナルエンド防護カバ

ーを設置することで蒸気影響を軽減

する設計とする。DB⑦-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.3 蒸気放出の影響に対する

設計方針 

(１) 蒸気放出の影響に対する評価方針 

(ｃ) 溢水源となる一般蒸気等の系統

【DB⑦-12】を，溢水防護区画内外

で閉止することにより，溢水防護

区画内において蒸気放出による影

響が発生しない設計とする。◇1  

具体的には，【◇2 】蒸気の漏えい

を検知し，自動で漏えい蒸気を

【DB⑦-3,11】早期【◇2 】隔離する

遠隔隔離システムを設置すること

により，蒸気影響を緩和する設計

とする。【DB⑦-3,11】遠隔隔離シ

ステムは，温度検出器及び蒸気遮

断弁から構成し，【DB⑦-11】中央

制御室からの手動遠隔隔離も行え

る設計とする。◇2  

 

 

 

 

また，遠隔隔離システムだけでは

溢水防護対象設備の健全性が確保

されない場合には，破損想定箇所

にターミナルエンド防護カバーを

設置することで【DB⑦-13】漏えい

蒸気量を抑制して，溢水防護区画

内雰囲気温度への【◇2 】影響を軽

減する設計とする。【DB⑦-13】 

蒸気影響評価における配管の想定

破損評価の条件を第 1.7.15－２表

に示す。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏えい蒸気の影響により，防護すべ

き設備が要求される機能を損なうおそ

れがある場合は，漏えい蒸気影響を緩

和するための対策を実施する。 

 

 

 

具体的には，蒸気の漏えいを早期に

自動検知し，直ちに自動隔離を行うた

めに，自動検知・遠隔隔離システム(温

度検出器，蒸気遮断弁，検知制御・監

視盤)を設置する。所内蒸気系統に設置

する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後■

秒以内に自動隔離する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦(P25)から 

⑧(P25)から 

【「等」の解説】 

「一般蒸気等」の「等」の

指す内容は，主に第 1酸回

収系，高レベル廃液濃縮

系，ウラン精製設備であ

り，添付の説明書類で示す

ため当該箇所では等の記載

とした。 

【許可からの変更点】 

設計方針として明確にする

ため，蒸気遮断弁の閉止時

間を記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は記載がない

が，事業変更許可申

請書の記載を踏まえ

て，溢水防護設備へ

要求される機能を記

載したため。 

⑩(P25)から 

⑪(P25)から 

40



    別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十二条 （再処理施設内における溢水による損傷の防止）（36 / 38） 

 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 蒸気防護板は，溢水防護対象設

備が蒸気の影響により安全機能を損

なわないよう，溢水防護対象設備に

対して設置する設計とする。DB⑦-

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気防護板は，実機を想定した蒸

気条件を考慮した耐蒸気性能を有す

る設計とする。DB⑦-15 

 

 

蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して耐震性を有する

設計並びに蒸気配管の破損により生

じる環境温度及び圧力に対して当該

機能が損なわれない設計とする。DB

⑦-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.3 蒸気放出の影響に対する

設計方針 

(２) 蒸気の影響に対する防護設計方

針 

蒸気による影響評価を踏まえ，以

下に示す対策を行うことにより，

【◇2 】溢水防護対象設備が蒸気放出

の影響により安全機能を損なわない

設計とする。DB⑦-14 

 

 

 

1.7.15.6.3 蒸気放出の影響に対する

設計方針 

(２) 蒸気の影響に対する防護設計方

針 

ｂ．溢水防護対象設備に対する対策 

(ｂ) 溢水防護対象設備に対し，実機

での蒸気の条件を考慮しても耐蒸

気性能を確認した蒸気防護板を設

置すること【DB⑦-14,15】による

蒸気防護措置を実施する。【◇2 】

蒸気防護板は，基準地震動による

地震力に対して耐震性を確保する

設計及び蒸気配管の破損により生

じる環境温度及び圧力に対して当

該機能が損なわれない設計とす

る。DB⑦-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は記載がない

が，事業変更許可申

請書の記載を踏まえ

て，溢水防護設備へ

要求される機能を記

載したため。 

⑬(P26)から 

⑨(P24)から 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

記載の統一化。 

【許可からの変更点】 

用語統一のため。 
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(5) 溢水防護建屋内又は建屋間(建屋

外の洞道含む。)に設置する緊急遮

断弁は，制御建屋に設置する地震計

からの信号で作動する又は弁の感震

機構で作動することにより，他建屋

から流入する系統を隔離できる設計

とし，溢水防護建屋内で発生する溢

水量を低減する設計とする。DB⑦-

17 

地震計及び緊急遮断弁は，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対して耐震

性を有する設計とする。DB⑦-17 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 漏えい検知器及び液位計は，溢水

の発生を検知し，中央制御室，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室からの手動遠隔操作又は現場

操作により漏えい箇所を早期に隔離

できる設計とする。DB⑦-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.1 没水の影響に対する設計方

針 

(２) 没水の影響に対する防護設計方

針 

ａ．溢水源又は溢水経路に対する対策 

(ｅ) 地震起因による溢水に対して

は，【◇2 】建屋内又は建屋間(建屋

外の洞道含む。)に設置する緊急遮

断弁により，【DB⑦-1，DB⑦-17】

地震の発生を早期に検知し，自動

又は中央制御室からの手動遠隔操

作により【◇2 】他建屋から流入す

る系統を【DB⑦-17】早期に【◇2 】

隔離できる設計とすることによ

り，溢水防護建屋内で発生する溢

水量を低減する設計とする。DB⑦-

1，DB⑦-17 

 

 

 

1.7.15.6.1 没水の影響に対する設計方

針 

(２) 没水の影響に対する防護設計方

針 

ａ．溢水源又は溢水経路に対する対策 

(ａ) 漏えい検知器等により溢水の発

生を【DB⑦-1，DB⑦-18】早期に

【◇2 】検知し，中央制御室からの

手動遠隔操作又は現場操作により

漏えい箇所を早期に隔離できる設

計とする。DB⑦-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

設計方針として明確にす

るため，地震計及び緊急

遮断弁の設計要求事項に

ついて記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は記載がない

が，事業変更許可申

請書の緊急遮断弁に

関する記載に基づ

き，記載を踏まえ

て，溢水防護設備へ

要求される機能を記

載したため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は記載がないが，

事業変更許可申請書の記

載を踏まえて，溢水防護

設備へ要求される機能を

記載したため。 

③(P19)から 

①(P18)から 

【許可からの変更点】 

等の内訳について明確化

した。 

【許可からの変更点】 

手動遠隔操作の隔離場所

を明確にした。 

【許可からの変更点】 

緊急遮断弁を構築する設備

を明確にした。 
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(7) 止水板及び蓋は，燃料貯蔵プー

ル・ピット等の周囲に設置すること

によりスロッシング水量を低減し，

燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機

能及び燃料貯蔵プール・ピット等へ

の給水機能が確保されることを確認

し，それらを用いることにより適切

な水温及び遮蔽に必要な水位を維持

できる設計とする。DB⑦-19 

 

止水板及び蓋は，地震，火災荷

重及び環境条件に対して，スロッ

シング水量を低減する性能が損な

われない設計とする。DB⑦-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護設備については，保守点検

等の運用を適切に実施することを保安

規定に定めて，管理する。DB⑧-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価において，溢水影響を軽

減するための壁，扉，堰等の溢水防

護設備については，必要により保守

点検等の運用を適切に実施すること

により，溢水防護対象設備が安全機

能を損なわない設計とする。DB⑧-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.15.6.5 燃料貯蔵プール・ピット等

のスロッシング後の機能維持に関する設

計方針 

 

その際，燃料貯蔵プール・ピット等

の周囲に止水板及び蓋を設置すること

によりスロッシング水量を低減する設

計とする。DB⑦-4,19 

止水板及び蓋は，地震や火災荷重や

環境条件に対して，当該性能が損なわ

れない設計とする。DB⑦-20 

算出した溢水量からスロッシング後

の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低

下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピ

ット等の冷却機能及び燃料貯蔵プー

ル・ピット等への給水機能が確保され

ることを確認し，それらを用いること

により適切な水温(水温65℃以下)◇2 及

び遮蔽に必要な水位を維持できる設計

とする。 

DB⑥-6,⑦-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護施設が要求される機能を維

持するため，計画的に保守管理，点検

を実施するとともに必要に応じ補修を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

②(P31)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は記載がないが，事

業変更許可申請書の記載を

踏まえて，溢水防護設備へ

要求される機能を記載した

ため。 

【「等」の解説】 

「保守点検等」の「等」

の指す内容は補修であ

り，添付の説明書類で示

すため当該箇所では等の

記載とした。 

【許可からの変更点】 

いずれの溢水防護設備に対

しても保守点検を実施する

ことから，溢水防護設備の

例示を削除した。 

⑭(P28)から 

⑨(P32)から 

【許可からの変更点】 

文章構成を見直したことに

よる主語の明確化。 

【許可からの変更点】 

設工認の段階であることか

ら，溢水防護設備の保守点

検等を確実に実施すること

を明確とするために，記載

を適正化した。 

【許可からの変更点】 

止水板及び蓋に対する性能

を明確にした。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第十二条(再処理施設内における溢水による損傷の防止) 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

DB① 
安全機能を損なうおそれがな

い設計 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項 － b 

DB② 

安全評価上機能を期待する設

備の安全機能を損なわない設

計 

技術基準の要求を達成するために

必要となる安全機能としての設計

方針を記載 

１項 － b 

DB③ 
溢水防護対象設備に関する記

載 

溢水防護対象設備の選定方針，要

求される機能を記載 
１項 － b 

DB④ 溢水源，溢水量に関する記載 溢水源及び溢水量の考え方を記載 １項 － b 

DB⑤ 
溢水防護区画，溢水経路に関す

る記載 

溢水防護対象設備が配置される区

画及び溢水経路の設定方針を記載 
１項 － b 

DB⑥ 溢水評価に関する記載 
溢水評価方針，評価結果及び必要

となる防護措置等に関する記載 
１項 － a～d 

DB⑦ 溢水評価で期待する設備 溢水防護設備の設計に関する記載 １項 － a～d 

DB⑧ 運用 溢水防護に係る運用管理の記載 １項 － b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

－ － － － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複した記載 
事業変更許可本文又は添六のその他項目と趣旨が同じ記

載であることから記載しない。 
－ 

◇2  

設計の詳細，評価に当たっての

考え方，評価方法(結果)を補足

する記載 

設計の詳細，評価に当たっての考え方，評価方法(結果)

を具体的に補足説明する記載であり，添付書類にて明確

化するため，記載しない。 

b，c，d 

◇3  手順等 
保安規定(運転管理，施設管理等)で担保する条件である

ため，記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 仕様表(設計条件及び仕様) 

b Ⅵ－１－１－６ 再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書 

c Ⅳ 耐震性に関する説明書 

d 

Ⅵ－２－２ 平面図及び断面図 

Ⅵ－２－４ 配置図 

Ⅵ－２－５ 構造図 
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別紙２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止
6.1 　溢水から防護する設備及び設計方針
安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安
全機能を損なうおそれがある場合において，防護措置その他の適切な措置
を講じることにより，溢水に対して安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

1.　概要
2.　溢水による損傷の防止に対する基本方針

【1.　概要】
・本資料の説明概要
【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基
本方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ
る溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれ
がある場合において，防護措置その他の適切な措
置を講じることにより，溢水に対して安全機能を
損なわない設計とする。

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針

【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基
本方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ
る溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれ
がある場合において，防護措置その他の適切な措
置を講じることにより，溢水に対して安全機能を
損なわない設計とする。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.1 溢水防護対象設備の選定

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針
・溢水によってその安全機能が損なわれないこと
を確認する必要がある施設を全ての安全機能を有
する建物・構築物，系統及び機器とし，全ての安
全機能を有する建物・構築物，系統及び機器の中
から安全評価上機能を期待するものとして，安全
上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機
器を溢水防護対象設備として選定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.1 溢水防護対象設備の選定

Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選定
2.1 溢水防護対象設備の選定方針

【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設
は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない期
間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に
組み合わせることにより，その安全機能を損なわ
ない設計とする。

4

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計であることを確
認するために，再処理施設内において発生が想定される溢水の影響を評価
(以下「溢水評価」という。)する。
また，溢水評価に当たっては，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故
に対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常事象を収束でき
る設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

1.　概要
2.　溢水による損傷の防止に対する基本方針

【1.概要】
・本資料の説明概要
【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基
本方針
・再処理施設内において発生が想定される溢水の
影響を評価(以下「溢水評価」という。)し，溢水
防護対象設備の安全性を損なうおそれがある場合
は，防護措置その他の適切な措置を講じることに
より，安全機能を損なわない設計とする。

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針

【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基
本方針
・再処理施設内において発生が想定される溢水の
影響を評価(以下「溢水評価」という。)し，溢水
防護対象設備の安全性を損なうおそれがある場合
は，防護措置その他の適切な措置を講じることに
より，安全機能を損なわない設計とする。

5

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響確認を行
うことを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(溢水評価条件の変更の都度，溢水評価を実施す
ること)

基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

1. 概要
2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針

【1.概要】
・本資料の説明概要
【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基
本方針
・溢水評価の条件の変更により評価結果が影響を
受けないことを確認するために，見直しがある場
合は，溢水評価への影響確認を実施することを保
安規定に定めて，管理する。 〇

施設共通　基本設計方針
(溢水評価条件の変更の都度，溢水評価を実施す
ること)

―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針

【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基
本方針
・溢水評価の条件の変更により評価結果が影響を
受けないことを確認するために，見直しがある場
合は，溢水評価への影響確認を実施することを保
安規定に定めて，管理する。

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護対象設備以外の設備の安全機能の確
保・維持)

－

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針
・溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設
は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない期
間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に
組み合わせることにより，その安全機能を損なわ
ない設計（多重性又は多様性を有する設備が同時
にその安全機能を損なわない設計）とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障
のない期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選定
2.1 溢水防護対象設備の選定方針
2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.1 溢水防護対象設備の選定

Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選定

1.　概要
2.　溢水防護対象設備の選定
2.1 溢水防護対象設備の選定方針

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針
・溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設
は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない期
間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に
組み合わせることにより，その安全機能を損なわ
ない設計（多重性又は多様性を有する設備が同時
にその安全機能を損なわない設計）とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障
のない期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

【1.　概要】
・本資料の説明概要
【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設
は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない期
間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に
組み合わせることにより，その安全機能を損なわ
ない設計とする。

基本方針
基本方針(対象選定)
対象選定

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.1 溢水防護対象設備の選定

Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選定

1.　概要
2.　溢水防護対象設備の選定
2.1 溢水防護対象設備の選定方針
2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定

2

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する安全上
重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を溢水から防護する設備
(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの設備が，没水，被水
及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計(多重性又は多
様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計)とする。

冒頭宣言
定義

3

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮
して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間
での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，
その安全機能を損なわない設計とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確
保すること，安全上支障のない期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

冒頭宣言
運用要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護対象設備以外の設備の安全機能の確
保・維持)

基本方針(対象選定)

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針
・溢水によってその安全機能が損なわれないこと
を確認する必要がある施設を全ての安全機能を有
する建物・構築物，系統及び機器とし，全ての安
全機能を有する建物・構築物，系統及び機器の中
から安全評価上機能を期待するものとして，安全
上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機
器を溢水防護対象設備として選定する。

【1.　概要】
・本資料の説明概要
【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
・溢水によってその安全機能が損なわれないこと
を確認する必要がある施設を全ての安全機能を有
する建物・構築物，系統及び機器とし，その上で
事業許可基準規則及びその解釈並びに内部溢水ガ
イドで定められている，溢水から防護すべき安全
機能を踏まえ，全ての安全機能を有する建物・構
築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期
待するものとして，安全上重要な機能を有する建
物・構築物，系統及び機器を溢水防護対象設備と
して選定する。

【2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定】
・評価対象の溢水防護対象設備の選定結果
・溢水防護対象設備のうち，溢水により安全機能
を損なうおそれのある設備を評価対象として選定
する。
・溢水により安全機能を損なわないことが明らか
な設備は，溢水評価の対象から除外する。

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
・溢水によってその安全機能が損なわれないこと
を確認する必要がある施設を全ての安全機能を有
する建物・構築物，系統及び機器とし，その上で
事業許可基準規則及びその解釈並びに内部溢水ガ
イドで定められている，溢水から防護すべき安全
機能を踏まえ，全ての安全機能を有する建物・構
築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期
待するものとして，安全上重要な機能を有する建
物・構築物，系統及び機器を溢水防護対象設備と
して選定する。
【2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定】
・評価対象の溢水防護対象設備の選定結果
・溢水防護対象設備のうち，溢水により安全機能
を損なうおそれのある設備を評価対象として選定
する。
・溢水により安全機能を損なわないことが明らか
な設備は，溢水評価の対象から除外する。
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1

第1章　共通項目
6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止
6.1 　溢水から防護する設備及び設計方針
安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安
全機能を損なうおそれがある場合において，防護措置その他の適切な措置
を講じることにより，溢水に対して安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計であることを確
認するために，再処理施設内において発生が想定される溢水の影響を評価
(以下「溢水評価」という。)する。
また，溢水評価に当たっては，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故
に対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常事象を収束でき
る設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針

5

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響確認を行
うことを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(溢水評価条件の変更の都度，溢水評価を実施す
ること)

基本方針

基本方針
基本方針(対象選定)
対象選定

2

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する安全上
重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を溢水から防護する設備
(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの設備が，没水，被水
及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計(多重性又は多
様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計)とする。

冒頭宣言
定義

3

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮
して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間
での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，
その安全機能を損なわない設計とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確
保すること，安全上支障のない期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

冒頭宣言
運用要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護対象設備以外の設備の安全機能の確
保・維持)

基本方針(対象選定)

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.1 溢水防護対象設備の選定

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針

第２回

第１回申請と同一

〇 － 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選定
2.1 溢水防護対象設備の選定方針
2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定

【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
【2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定】
・評価対象の溢水防護対象設備の選定結果

－－

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・また，破損を想定する配管は，内包する流体の
エネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネル
ギ配管に分類する。

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

・溢水源及び溢水量は，想定破損による溢水，消
火水等の放水による溢水，地震起因による溢水及
びその他の溢水を踏まえ設定する。
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考
に，特定の事象に起因しない機器の破損を想定し
た事象であることを踏まえ，他の系統及び機器は
健全なものと仮定して1系統における単一の機器
の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を
内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源とし
て設定する
・また，破損を想定する配管は，内包する流体の
エネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネル
ギ配管に分類する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2．溢水源及び溢水量の設定】
・想定する溢水事象
・溢水源及び溢水量の設定においては，内部溢水
ガイドを参考に，発生要因別に分類した以下の溢
水を想定して設定する。
(1)想定破損による溢水
(2)消火水等の放水による溢水
(3)地震起因による溢水
(4)その他の溢水
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及
び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工
図面等)及び必要に応じ現場確認等により抽出を
行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定
する。なお，「Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の
漏えいによる損傷の防止に対する基本方針」の
「2.2　再処理施設における化学薬品取扱いの基
本方針」に示す化学薬品についても，機器等に内
包される液体であることを踏まえ，ここで溢水源
として想定する。

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考
に，特定の事象に起因しない機器の破損を想定し
た事象であることを踏まえ，他の系統及び機器は
健全なものと仮定して1系統における単一の機器
の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を
内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源とし
て設定する

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水源及び溢水量は，想定破損による溢水，消
火水等の放水による溢水，地震起因による溢水及
びその他の溢水を踏まえ設定する。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定(想定破損))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考
に，特定の事象に起因しない機器の破損を想定し
た事象であることを踏まえ，他の系統及び機器は
健全なものと仮定して1系統における単一の機器
の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を
内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源とし
て設定する

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

〇 基本方針 ―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

基本方針(条件設定)

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

1.　概要
2.　溢水源及び溢水量の設定
2.1 想定破損による溢水

基本方針 基本方針(条件設定)

基本方針

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定(想定破損))

基本方針(条件設定)
評価条件

6

6.2 　考慮すべき溢水事象
溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を想定す
る。
(1)　溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢
水(以下「想定破損による溢水」という。)
(2)　再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために
設置される系統からの放水による溢水(以下「消火水等の放水による溢
水」という。)
(3)　地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(燃料貯蔵プール・
ピット等のスロッシングにより発生する溢水を含む。)(以下「地震起因に
よる溢水」という。)
(4)　その他の要因(地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等)によ
り生じる溢水(以下「その他の溢水」という。)
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含
む。)とし，設計図書(施工図面等)及び必要に応じ現場確認等により抽出
を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。なお，「7.3
設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」の「7.3.1　漏えいによ
る影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽出」に示す化学薬品について
も，機器等に内包される液体であることを踏まえ，ここで溢水源として想
定する。

冒頭宣言
定義

8

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネ
ルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。

定義

7

6.3 　溢水源及び溢水量の設定
6.3.1 　想定破損による溢水
想定破損による溢水は，1系統における単一の機器の破損を想定し，溢水
源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源と
して設定する。

冒頭宣言
評価要求
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針(条件設定)

基本方針 基本方針(条件設定)

基本方針

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定(想定破損))

基本方針(条件設定)
評価条件

6

6.2 　考慮すべき溢水事象
溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を想定す
る。
(1)　溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢
水(以下「想定破損による溢水」という。)
(2)　再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために
設置される系統からの放水による溢水(以下「消火水等の放水による溢
水」という。)
(3)　地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(燃料貯蔵プール・
ピット等のスロッシングにより発生する溢水を含む。)(以下「地震起因に
よる溢水」という。)
(4)　その他の要因(地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等)によ
り生じる溢水(以下「その他の溢水」という。)
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含
む。)とし，設計図書(施工図面等)及び必要に応じ現場確認等により抽出
を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。なお，「7.3
設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」の「7.3.1　漏えいによ
る影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽出」に示す化学薬品について
も，機器等に内包される液体であることを踏まえ，ここで溢水源として想
定する。

冒頭宣言
定義

8

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネ
ルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。

定義

7

6.3 　溢水源及び溢水量の設定
6.3.1 　想定破損による溢水
想定破損による溢水は，1系統における単一の機器の破損を想定し，溢水
源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源と
して設定する。

冒頭宣言
評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針
2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.　溢水源及び溢水量の設定

【2．溢水源及び溢水量の設定】
・想定する溢水事象
・溢水源及び溢水量の設定においては，内部溢水
ガイドを参考に，発生要因別に分類した以下の溢
水を想定して設定する。
(1)想定破損による溢水
(2)消火水等の放水による溢水
(3)地震起因による溢水
(4)その他の溢水
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及
び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工
図面等)及び必要に応じ現場確認等により抽出を
行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定
する。なお，「Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の
漏えいによる損傷の防止に対する基本方針」の
「2.2　再処理施設における化学薬品取扱いの基
本方針」に示す化学薬品についても，機器等に内
包される液体であることを踏まえ，ここで溢水源
として想定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針
2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2．　溢水源及び溢水量の設定
2.1　想定破損による溢水

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針
2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定
2．溢水源及び溢水量の設定
2.1 想定破損による溢水

【2．溢水源及び溢水量の設定】
【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水
・また，破損を想定する配管は，内包する流体の
エネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネル
ギ配管に分類する。

〇 － 基本方針 ―

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定(想定破損))

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定(想定破損))

―

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考
に，特定の事象に起因しない機器の破損を想定し
た事象であることを踏まえ，他の系統及び機器は
健全なものと仮定して1系統における単一の機器
の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を
内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源とし
て設定する。

－

－

－

－

〇 基本方針 基本方針 ―－－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

〇 基本方針 ―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネル
ギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配
管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラッ
ク」という。)」を想定する。

〇 基本方針 ―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応
力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の
比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定
する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部
を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場
合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下で
あれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下で
あれば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許
容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」
を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しな
い。

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネル
ギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配
管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラッ
ク」という。)」を想定する。
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応
力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の
比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定
する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部
を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場
合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下で
あれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下で
あれば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許
容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」
を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しな
い。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2．溢水源及び溢水量の設定】
・溢水源及び溢水量の設定においては，内部溢水
ガイドを参考に，発生要因別に分類した以下の溢
水を想定して設定する。
(1)想定破損による溢水
(2)消火水等の放水による溢水
(3)地震起因による溢水
(4)その他の溢水

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・配管の破損形状の設定に当たっては，高エネル
ギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配
管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラッ
ク」という。)」を想定する。
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応
力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の
比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定
する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部
を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場
合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下で
あれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下で
あれば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許
容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」
を想定し，0.4倍以下であれば破損は設定しな
い。

9

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周
破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2
の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」という。)」を想定す
る。

定義

10

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，
発生応力と許容応力の比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定す
る。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容
応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下で
あれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は 想定しな
い。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える
場合は「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しな
い。

定義

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

1.　概要
2.　溢水源及び溢水量の設定
2.1 想定破損による溢水

基本方針 基本方針(条件設定)

基本方針 基本方針(条件設定)
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

9

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周
破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2
の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」という。)」を想定す
る。

定義

10

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，
発生応力と許容応力の比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定す
る。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容
応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下で
あれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は 想定しな
い。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える
場合は「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しな
い。

定義 基本方針 基本方針(条件設定)

基本方針 基本方針(条件設定)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針
2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定
2．溢水源及び溢水量の設定
2.1 想定破損による溢水

【2．溢水源及び溢水量の設定】
[2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネル
ギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配
管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラッ
ク」という。)」を想定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針
2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.1 想定破損による溢水

〇 基本方針 基本方針 ―

〇 基本方針 基本方針 ―

－－

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応
力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の
比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定
する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部
を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場
合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下で
あれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下で
あれば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許
容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」
を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しな
い。

－－

51



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水
の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は，異
常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並び
に現場又は中央制御室並びに使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の
状況確認及び隔離操作を含む。)により漏えい停
止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損
箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範
囲内の系統の保有水量を合算して設定する。

〇
施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場
合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施するこ
とを保安規定に定めて，管理する。

〇
施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・なお，手動による漏えいの停止のために現場等
を確認し操作することを保安規定に定めて，管理
する。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(隔離操作(溢水量の算出))

―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場
合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施するこ
とを保安規定に定めて，管理する。
・想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水
の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は，異
常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並び
に現場又は中央制御室並びに使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の
状況確認及び隔離操作を含む。)により漏えい停
止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損
箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範
囲内の系統の保有水量を合算して設定する。
・なお，手動による漏えいの停止のために現場等
を確認し操作することを保安規定に定めて，管理
する。なお，手動による漏えいの停止のために現
場及び中央制御室を確認し操作することを保安規
定に定めて，管理する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場
合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施するこ
とを保安規定に定めて，管理する。
・想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水
の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は異常
の検知，事象の判断及び漏えい箇所からの特定並
びに現場又は中央監視室からの隔離(運転員の状
況確認及び遠隔操作を含む。)により漏えい停止
するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損個
所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲
内の系統の保有水量を合算して算出する。
・なお，手動による漏えいの停止のために現場及
び中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室に表示されるパラメータを確認
し操作することを保安規定に定めて，管理する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

1. 概要
2.1 想定破損による溢水

施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

基本方針(条件設定)

11

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響する
ような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を実施すること
を保安規定に定めて，管理する。

運用要求

13

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保
安規定に定めて，管理する。

運用要求

施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

12

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響
が最も大きくなる位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の判断及び漏え
い箇所の特定並びに現場又は中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)によ
り漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流
出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定
する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(隔離操作(溢水量の算出))

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針(条件設定)
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

基本方針(条件設定)

11

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響する
ような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を実施すること
を保安規定に定めて，管理する。

運用要求

13

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保
安規定に定めて，管理する。

運用要求

施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

12

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響
が最も大きくなる位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の判断及び漏え
い箇所の特定並びに現場又は中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)によ
り漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流
出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定
する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(隔離操作(溢水量の算出))

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針(条件設定)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針
2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.1 想定破損による溢水

【2.1　想定破損による溢水】
・想定する破損形状と溢水量
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場
合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施するこ
とを保安規定に定めて，管理する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.1　想定破損による溢水

【2.1　想定破損による溢水】
・想定する破損形状と溢水量
・想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水
の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は異常
の検知，事象の判断及び漏えい箇所からの特定並
びに現場又は中央監視室からの隔離(運転員の状
況確認及び遠隔操作を含む。)により漏えい停止
するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損個
所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲
内の系統の保有水量を合算して設定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.1　想定破損による溢水

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・なお，手動による漏えいの停止のために現場及
び中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室に表示されるパラメータを確認
し操作することを保安規定に定めて，管理する。

〇
施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

―

〇
施設共通　基本設計方針
(隔離操作(溢水量の算出))

施設共通　基本設計方針
(隔離操作(溢水量の算出))

―

－

－

－

－

〇
施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

―－－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

○ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保される
ものについては，溢水源として設定しない。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス
機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損
は生じないことから，流体を内包する系統のう
ち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性
が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系
統を溢水源として設定する。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(消火水))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・消火水等の放水による溢水は，溢水防護建屋内
において，水を使用する消火設備である屋内消火
栓及び水噴霧消火設備を溢水源として想定する。
その他，消火設備ではないが，消火活動に供する
設備として，水を噴霧する連結散水からの放水を
溢水源として想定する。
消火水等の放水による溢水量は，消火設備からの
単位時間当たりの放水量と放水時間から溢水量を
設定する。

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・消火水等の放水による溢水は，溢水防護建屋内
において，水を使用する消火設備である屋内消火
栓及び水噴霧消火設備を溢水源として想定する。
その他，消火設備ではないが，消火活動に供する
設備として，水を噴霧する連結散水からの放水を
溢水源として想定する。
消火水等の放水による溢水量は，消火設備からの
単位時間当たりの放水量と放水時間から溢水量を
設定する。
・地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス
機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損
は生じないことから，流体を内包する系統のう
ち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性
が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系
統を溢水源として想定する。
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震
動Ｓｓよる地震力に対して耐震性が確保されるも
のについては，溢水源として想定しない。

【2.2　消火水等の放水による溢水】
・溢水源として想定する消火設備
・放水時間及び溢水量の設定方法
・想定する溢水量
・消火水等の放水による溢水は，評価対象となる
溢水防護対象設備が設置されている溢水防護建屋
内において，水を使用する消火設備である屋内消
火栓及び連結散水装置からの放水を溢水源として
想定する。
消火水等の放水による溢水量の設定においては，
消火設備からの単位時間当たりの放水量と放水時
間から溢水量を設定する。
・地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス
機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損
は生じないことから，流体を内包する系統のう
ち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性
が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系
統を溢水源として設定する。
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保される
ものについては，溢水源として想定しない。

15

6.3.3 　地震起因による溢水
(1)　再処理施設内に設置された機器の破損による溢水
地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによ
る地震力によって破損は生じないことから，流体を内包する系統のうち，
基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されていない耐震Ｂ，
Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

16

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対し
て耐震性が確保されるものについては，溢水源として設定しない。

定義

14

6.3.2 　消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，溢水防護対象設備が設置されている建屋
(以下「溢水防護建屋」という。)内において，水を使用する消火設備であ
る屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源として設定する。その他，消火
設備ではないが，消火活動に供する設備として，水を噴霧する連結散水か
らの放水を溢水源として設定する。
消火水等の放水による溢水量については，消火設備及び消火活動に供する
設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間から設定する。

冒頭宣言
評価要求

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.2 消火水等の放水による溢水
2.3 地震起因による溢水

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針(条件設定)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(消火水))

基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

15

6.3.3 　地震起因による溢水
(1)　再処理施設内に設置された機器の破損による溢水
地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによ
る地震力によって破損は生じないことから，流体を内包する系統のうち，
基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されていない耐震Ｂ，
Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

16

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対し
て耐震性が確保されるものについては，溢水源として設定しない。

定義

14

6.3.2 　消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，溢水防護対象設備が設置されている建屋
(以下「溢水防護建屋」という。)内において，水を使用する消火設備であ
る屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源として設定する。その他，消火
設備ではないが，消火活動に供する設備として，水を噴霧する連結散水か
らの放水を溢水源として設定する。
消火水等の放水による溢水量については，消火設備及び消火活動に供する
設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間から設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針(条件設定)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(消火水))

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.2　消火水等の放水による溢水

【2.2　消火水等の放水による溢水】
・溢水源として想定する消火設備
・放水時間及び溢水量の設定方法
・想定する溢水量
・消火水等の放水による溢水は，評価対象となる
溢水防護対象設備が設置されている溢水防護建屋
内において，水を使用する消火設備である屋内消
火栓及び連結散水装置からの放水を溢水源として
設定する。
消火水等の放水による溢水量の設定においては，
消火設備からの単位時間当たりの放水量と放水時
間から溢水量を設定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3　地震起因による溢水

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス
機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損
は生じないことから，流体を内包する系統のう
ち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性
が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系
統を溢水源として設定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3　地震起因による溢水

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保される
ものについては，溢水源として設定しない。

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(消火水))

施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(消火水))

―

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

―

－

－

－

－

〇 － 基本方針 ―－－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(その他))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・その他の溢水については，地震以外の自然現象
やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内に
て発生が想定されるその他の漏えい事象を想定す
る。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理
施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タ
ンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレ
ン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を
想定し，各事象において溢水源及び溢水量を設定
する。

○
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング
による溢水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力により生じるスロッシングにより
燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水
量を設定する。

○
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによ
る溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力
により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ
シングによる漏えい水を溢水源として設定する。

○
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水源となる系統については全保有水量を考慮
した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震
動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器に
ついて破損を想定し，その影響を評価する。この
場合において，溢水源となる配管は，破損形状を
完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる容
器は，全保有水量を溢水量として設定する。

○
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとし
た機器について，溢水防護対象設備への溢水の影
響が最も大きくなるように評価する。

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシン
グによる溢水量の算出に当たっては，基準地震動
Ｓｓによる地震力により生じるスロッシングによ
り燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢
水量を設定する。
・その他の溢水については，地震以外の自然現象
やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内に
て発生が想定されるその他の漏えい事象を想定す
る。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理
施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タ
ンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレ
ン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を
想定し，各事象において溢水源及び溢水量を想定
する。

【2.3　地震起因による溢水】
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評
価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解
析条件及び溢水量
・また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシン
グによる溢水量の算出に当たっては，基準地震動
Ｓｓによる地震力により生じるスロッシングによ
り燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢
水量を設定する。
【2.4　その他の溢水】
・その他の溢水として，想定する事象の考え方
・地震以外の自然現象に関する溢水評価
・地下水に対する評価の考え方
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとし
た機器について，溢水防護対象設備への溢水の影
響が最も大きくなるように評価する。
・溢水源となる系統については全保有水量を考慮
した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震
動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器に
ついて破損を想定し，その影響を評価する。この
場合において，溢水源となる配管については，破
損形状を完全全周破断とした溢水量とし，溢水源
となる容器については，全保有水量を想定した溢
水量とする。【2.2　溢水評価条件の設定】
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによ
る溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力
により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ
シングによる漏えい水を溢水源として設定する。
【2.2　溢水評価条件の設定】

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評
価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解
析条件及び溢水量
・溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとし
た機器について，溢水防護対象設備への溢水の影
響が最も大きくなるように評価する。
・溢水源となる系統については全保有水量を考慮
した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震
動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器に
ついて破損を想定し，その影響を評価する。この
場合において，溢水源となる配管においては，破
損形状を完全全周破断とし，溢水源となる容器に
ついては，全保有水量を想定した溢水量とする。
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによ
る溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力
により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ
シングによる漏えい水を溢水源として設定する。
また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング
による溢水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力により生じるスロッシングにより
燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水
量を設定する。

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3 地震起因による溢水
2.4 その他の溢水

20

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量について
は，基準地震動Ｓｓによる地震力により生じるスロッシングにより燃料貯
蔵プール・ピット等の外への漏えい量から設定する。

評価要求

21

6.3.4 　その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢
水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象を想定す
る。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響
と，飛来物等による屋外タンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレ
ン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定し，各事象において
溢水源及び溢水量を設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(その他))

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針(条件設定)
評価条件

19

(2)　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水
燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地
震動Ｓｓによる地震力により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシ
ングによる漏えい水を溢水源として設定する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

17

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護
対象設備への溢水の影響が最も大きくなるように評価する。

冒頭宣言
評価要求

18

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する
機器のうち，基準地震動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器につ
いて破損を想定し，その影響を評価する。この場合において，溢水源とな
る配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢水源となる容器は，全保有水
量を溢水量として設定する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3 地震起因による溢水
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

20

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量について
は，基準地震動Ｓｓによる地震力により生じるスロッシングにより燃料貯
蔵プール・ピット等の外への漏えい量から設定する。

評価要求

21

6.3.4 　その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢
水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象を想定す
る。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響
と，飛来物等による屋外タンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレ
ン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定し，各事象において
溢水源及び溢水量を設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(その他))

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針(条件設定)
評価条件

19

(2)　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水
燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地
震動Ｓｓによる地震力により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシ
ングによる漏えい水を溢水源として設定する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

17

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護
対象設備への溢水の影響が最も大きくなるように評価する。

冒頭宣言
評価要求

18

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する
機器のうち，基準地震動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器につ
いて破損を想定し，その影響を評価する。この場合において，溢水源とな
る配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢水源となる容器は，全保有水
量を溢水量として設定する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3 地震起因による溢水

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとし
た機器について，溢水防護対象設備への溢水の影
響が最も大きくなるように評価する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3　地震起因による溢水

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・溢水源となる系統については全保有水量を考慮
した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震
動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器に
ついて破損を想定し，その影響を評価する。この
場合において，溢水源となる配管は，破損形状を
完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる容
器は，全保有水量を溢水量として設定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3　地震起因による溢水

【2.3　地震起因による溢水】
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評
価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解
析条件及び溢水量
また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング
による溢水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力により生じるスロッシングにより
燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水
量を設定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.4　その他の溢水

【2.4　その他の溢水】
・その他の溢水として，想定する事象の考え方
・地震以外の自然現象に関する溢水評価
・地下水に対する評価の考え方
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

―

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

―

－

－

－

－

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

－ ―

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3　地震起因による溢水

【2.3　地震起因による溢水】
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評
価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解
析条件及び溢水量
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによ
る溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力
により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ
シングによる漏えい水を溢水源として設定する。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

―

－

－

－

－

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(その他))

施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(その他))

―－－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

○
施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を
保安規定に定めて，管理する。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放
する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消
火水の伝播を考慮した溢水経路とする。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそ
れらの組合せによって他の区画と分離される区画
として設定し，溢水防護区画を構成する壁，扉，
堰，床段差等については，現場の設備等の設置状
況を踏まえ，溢水の伝播に対する評価条件を設定
する。
・溢水評価に当たって考慮する溢水経路は，溢水
の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を
損なうおそれがある高さ並びに溢水防護区画とそ
の他の区画(溢水防護対象設備が存在しない区画
又は通路)との間における伝播経路となる防水扉
及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井
開口部及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ド
レンの連接状況並びにこれらに対する流入防止対
策の有無を踏まえ，溢水防護区画内の水位が最も
高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経
路を設定する。

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水防護区画は，溢水防護対象設備が設置され
ている区画，中央制御室，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室並びに運転員が，溢水が
発生した区画を特定するためにアクセスする又は
必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセス
する通路部(以下「アクセス通路部」という。)に
ついて設定する。

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水防護区画は，溢水防護対象設備が設置され
ている区画，中央制御室，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室並びに運転員が，溢水が
発生した区画を特定するためにアクセスする又は
必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセス
する通路部(以下「アクセス通路部」という。)に
ついて設定する。

【3．溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方
【3.1　溢水防護区画の設定】
・溢水防護区画の設定の考え方
・溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下の
とおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定する
ためにアクセスする又は必要により隔離(系統の
ポンプ停止，製造工程の停止を含む。)の操作が
必要な設備にアクセスする通路部

【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，
溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがあ
る高さ並びに溢水防護区画とその他の区画(溢水
防護対象設備が存在しない区画又は通路)との間
における伝播経路となる防水扉及び水密扉以外の
扉，壁開口部及び貫通部，天井開口部及び貫通
部，床面開口部及び貫通部，床ドレンの連接状況
並びにこれらに対する流入防止対策の有無を踏ま
え，溢水防護区画内の水位が最も高くなるよう
に，より厳しい結果を与える溢水経路を設定す
る。

23

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の
区画と分離される区画として設定する。
溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機
能を損なうおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)及び溢水防
護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護区
画内の水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設
定する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

基本方針(条件設定)
評価条件

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

3.　溢水防護区画及び溢水経路の設定
3.1 溢水防護区画の設定
3.2 溢水経路の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそ
れらの組合せによって他の区画と分離される区画
として設定し，溢水防護区画を構成する壁，扉，
堰，床段差等については，現場の設備等の設置状
況を踏まえ，溢水の伝播に対する評価条件を設定
する。
・溢水評価に当たって考慮する溢水経路は，溢水
の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を
損なうおそれがある高さ並びに溢水防護区画とそ
の他の区画(溢水防護対象設備が存在しない区画
又は通路)との間における伝播経路となる防水扉
及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井
開口部及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ド
レンの連接状況並びにこれらに対する流入防止対
策の有無を踏まえ，溢水防護区画内の水位が最も
高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経
路を設定する。
・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放
する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消
火水の伝播を考慮した溢水経路とする。
・防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を
保安規定に定めて，管理する。

【3．溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方
・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放
する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消
火水の伝播を考慮する。
【3.1　溢水防護区画の設定】
・溢水防護区画の設定の考え方
・溢水防護区画は壁，扉，堰，床段差，シャッ
ター及びハッチ又はそれらの組み合わせによって
他の区画と分離される区画として設定し，溢水防
護区画を構成する壁，扉，堰，床段差，シャッ
ター及びハッチについては，現場の設備等の設置
状況を踏まえ，溢水の伝播に対する評価条件を設
定する。

【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水評価において考慮する溢水経路は，溢水防
護区画とその他の区画(溢水防護対象設備が存在
しない区画又は通路)との間における伝播経路と
なる防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫
通部，天井開口部及び貫通部，床面開口部及び貫
通部，床ドレンの連接状況並びにこれらに対する
流入防止対策の有無を踏まえ，溢水防護区画内の
水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与
える経路を設定する。
・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放
する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消
火水の伝播を考慮する。
・溢水経路を構成する壁，扉，堰，床段差，
シャッター及びハッチは，基準地震動Ｓｓによる
地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷
重や環境に対し，必要な健全性を維持できるとと
もに，保守管理並びに防水扉及び水密扉の閉止運
用を適切に実施することにより溢水の伝播を防止
できるものとする。

24

また，消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放し
た防水扉及び水密扉からの消火水の伝播を考慮する。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

基本方針(条件設定)25

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理す
る。

基本方針(条件設定)
評価条件

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

3.　溢水防護区画及び溢水経路の設定
3.1 溢水防護区画の設定
3.2 溢水経路の設定

22

6.4 　溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする通路
部又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路部

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

基本方針(条件設定)
評価条件

運用要求
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

23

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の
区画と分離される区画として設定する。
溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機
能を損なうおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)及び溢水防
護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護区
画内の水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設
定する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

基本方針(条件設定)
評価条件

24

また，消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放し
た防水扉及び水密扉からの消火水の伝播を考慮する。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

基本方針(条件設定)25

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理す
る。

基本方針(条件設定)
評価条件

22

6.4 　溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする通路
部又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路部

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

基本方針(条件設定)
評価条件

運用要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

3.　溢水防護区画及び溢水経路の設定
3.1　溢水防護区画の設定
3.2　溢水経路の設定

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

3.　溢水防護区画及び溢水経路の設定

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

3.2　溢水経路の設定

【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水経路を構成する壁，扉，堰，床段差，
シャッター及びハッチは，基準地震動Ｓｓによる
地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷
重や環境に対し，必要な健全性を維持できるとと
もに，保守管理並びに防水扉及び水密扉の閉止運
用を適切に実施することにより溢水の伝播を防止
できるものとする。

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定) －

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

3.　溢水防護区画及び溢水経路の設定
3.1　溢水防護区画の設定
3.2　溢水経路の設定

【3.溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方
【3.1　溢水防護区画の設定】
・溢水防護区画の設定の考え方
・溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下の
とおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定する
ためにアクセスする又は必要により隔離(系統の
ポンプ停止，製造工程の停止を含む。)の操作が
必要な設備にアクセスする通路部
【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，
溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがあ
る高さ並びに溢水防護区画とその他の区画(溢水
防護対象設備が存在しない区画又は通路)との間
における伝播経路となる防水扉及び水密扉以外の
扉，壁開口部及び貫通部，天井開口部及び貫通
部，床面開口部及び貫通部，床ドレンの連接状況
並びにこれらに対する流入防止対策の有無を踏ま
え，溢水防護区画内の水位が最も高くなるよう
に，より厳しい結果を与える溢水経路を設定す
る。

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

－

【3.溢水防護区画及び溢水経路の設定】
【3.1　溢水防護区画の設定】
・溢水防護区画の設定の考え方
・溢水防護区画は壁，扉，堰，床段差，シャッ
ター及びハッチ又はそれらの組み合わせによって
他の区画と分離される区画として設定し，溢水防
護区画を構成する壁，扉，堰，床段差，シャッ
ター及びハッチについては，現場の設備等の設置
状況を踏まえ，溢水の伝播に対する評価条件を設
定する。

【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水評価において考慮する溢水経路は，溢水防
護区画とその他の区画(溢水防護対象設備が存在
しない区画又は通路)との間における伝播経路と
なる防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫
通部，天井開口部及び貫通部，床面開口部及び貫
通部，床ドレンの連接状況並びにこれらに対する
流入防止対策の有無を踏まえ，溢水防護区画内の
水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与
える経路を設定する。

○
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

－
【3.溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方

・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放
する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消
火水の伝播を考慮する。

－

－

－

－

－

－

〇
施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

－－－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

〇 基本方針 ―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防
護対象設備が設置されている溢水防護区画におい
て水を用いない消火手段を採用することにより，
被水の影響が発生しない設計とする。

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)(保護構造)(評価対象の設
備の抽出)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道
の飛散による被水，消火水等による被水並びに天
井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響
を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機
能を損なわないことを評価する。
・保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を
含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外
で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢水防
護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設
備への被水を防止する対策により，溢水防護対象
設備が被水により安全機能を損なわない設計とす
る。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機能喪失高さの設定)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護
区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，
溢水防護対象設備が安全機能を損なうおそれがあ
る高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比較
し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損
なわないことを評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置
による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防
止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検
知器の設置による溢水量を低減する対策により，
溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわ
ない設計とする。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

Ⅵ－１－１－６－４　溢水影響に関する評価

1.　概要
2.　溢水評価
2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護
区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，
溢水防護対象設備が安全機能を損なうおそれがあ
る高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比較
し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損
なわないことを評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置
による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防
止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検
知器の設置による溢水量を低減する対策により，
溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわ
ない設計とする。
・想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道
の飛散による被水，消火水等による被水並びに天
井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響
を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機
能を損なわないことを評価する。
・保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を
含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外
で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢水防
護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設
備への被水を防止する対策により，溢水防護対象
設備が被水により安全機能を損なわない設計とす
る。
・消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防
護対象設備が設置されている溢水防護区画におい
て水を用いない消火手段を採用することにより，
被水の影響が発生しない設計とする。

【1.　概要】
・本資料の説明概要
【2.　溢水評価】
・溢水評価の考え方
【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・没水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護
区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，
防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれ
がある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比
較し評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置
による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防
止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検
知器の設置による溢水量を低減する対策により，
溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわ
ない設計とする。
・被水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道
の飛散による被水，消火水等による被水並びに天
井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響
を受ける範囲内にある防護すべき設備が要求され
る機能を損なわないことを評価する。
・保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を
含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外
で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢水防
護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設
備への被水を防止する対策により，溢水防護対象
設備が被水により安全機能を損なわない設計とす
る。
・消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防
護対象設備が設置されている溢水防護区画におい
て水を用いない消火手段を採用することにより，
被水の影響が発生しない設計とする。
「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重
大事故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設
備に対する設計方針に基づく溢水評価についても
説明する。

27

6.5.2 　被水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水
等による被水並びに天井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響を
受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価
する。
また，被水の影響を受けないよう保護構造を有する設計，壁(貫通部止水
処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の
流入を防止する対策及び溢水防護板の設置による発生した溢水の溢水防護
対象設備への被水を防止する対策により，溢水防護対象設備が被水により
安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢水防護板等の溢水防護設備の設
計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)(保護構造)(評価対象の設
備の抽出)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(被水影響評
価)

28

消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されてい
る溢水防護区画において固定式消火設備等の水を用いない消火手段を採用
することにより，被水の影響が発生しない設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)

26

6.5 　溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.5.1 　没水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出
した溢水水位に対し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわな
いことを評価する。
また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画
外で発生した溢水の流入を防止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏え
い検知器の設置による溢水量を低減する対策により，溢水防護対象設備が
没水により安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の溢水防護設備の設
計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②
設置要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機能喪失高さの設定)
溢水評価対象の安重設備
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰，遮断弁)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(没水影響評
価)
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別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

27

6.5.2 　被水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水
等による被水並びに天井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響を
受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価
する。
また，被水の影響を受けないよう保護構造を有する設計，壁(貫通部止水
処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の
流入を防止する対策及び溢水防護板の設置による発生した溢水の溢水防護
対象設備への被水を防止する対策により，溢水防護対象設備が被水により
安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢水防護板等の溢水防護設備の設
計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)(保護構造)(評価対象の設
備の抽出)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(被水影響評
価)

28

消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されてい
る溢水防護区画において固定式消火設備等の水を用いない消火手段を採用
することにより，被水の影響が発生しない設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)

26

6.5 　溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.5.1 　没水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出
した溢水水位に対し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわな
いことを評価する。
また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画
外で発生した溢水の流入を防止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏え
い検知器の設置による溢水量を低減する対策により，溢水防護対象設備が
没水により安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の溢水防護設備の設
計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②
設置要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機能喪失高さの設定)
溢水評価対象の安重設備
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰，遮断弁)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(没水影響評
価)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.　溢水評価
2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.　溢水評価
2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

【2.　溢水評価】
・溢水評価の考え方
【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・被水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防
護対象設備が設置されている溢水防護区画におい
て水を用いない消火手段を採用することにより，
被水の影響が発生しない設計とする。

〇

施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機能喪失高さの設定)
溢水防護設備(堰，遮断弁)

【機能要求②】
計測制御設備
計装設備
使用済燃料貯蔵設備(プール水冷却系)
使用済燃料貯蔵設備(補給水設備)
電気設備(ディーゼル発電機)
安全冷却水系
制御室

施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機能喪失高さの設定)
溢水防護設備(堰，遮断弁)

【機能要求②】
溶解設備
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備)
換気設備(前処理建屋給気系)
換気設備(前処理建屋排気系)
安全冷却水系
分配設備
高レベル廃液処理設備(高レベル廃液濃縮系)
塔槽類廃ガス処理設備(塔槽類廃ガス処理系)
塔槽類廃ガス処理設備(パルセータ廃ガス処理系)
換気設備(分離建屋給気系)
換気設備(分離建屋排気系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(溶液系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(焙焼・還元
系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(粉体系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(還元ガス供
給系)
塔槽類廃ガス処理設備(ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備)
換気設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排
気系)
ディーゼル発電機
安全圧縮空気系
安全蒸気系
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
酸回収設備第2酸回収系
冷却水設備安全冷却水系
精製建屋換気設備精製建屋給気系
精製建屋換気設備精製建屋排気系
精製建屋塔槽類排ガス処理設備塔槽類排ガス処理
系(プルトニウム系)
精製建屋塔槽類排ガス処理設備パルセータ排ガス
処理系
圧縮空気設備安全圧縮系
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
換気設備(ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋排気系)
計測制御設備
制御室換気設備
安全保護回路
計装設備
制御室

取付箇所(区画番号，配慮が必要な高さ)

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.　溢水評価
2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

－ －

【2.　溢水評価】
・溢水評価の考え方
【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・没水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護
区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，
防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれ
がある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比
較し評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置
による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防
止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検
知器の設置による溢水量を低減する対策により，
溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわ
ない設計とする。
「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重
大事故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設
備に対する設計方針に基づく溢水評価についても
説明する。

〇
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)(保護構造)(評価対象の設
備の抽出)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)(保護構造)(評価対象の設
備の抽出)

－

【2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価】
・被水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道
の飛散による被水，消火水等による被水並びに天
井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響
を受ける範囲内にある防護すべき設備が要求され
る機能を損なわないことを評価する。
・保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を
含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外
で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢水防
護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設
備への被水を防止する対策により，溢水防護対象
設備が被水により安全機能を損なわない設計とす
る。
「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重
大事故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設
備に対する設計方針に基づく溢水評価についても
説明する。

－

－

－

－

〇
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)

施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水
を用いる消火活動による被水の影響を最小限に止
めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放
水を行わないことを消火活動における運用及び留
意事項として保安規定に定めて，管理する。

29

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被
水の影響を最小限に止めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水
を行わないことを消火活動における運用及び留意事項として保安規定に定
めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(消火水放水時に不用意な放水を行わない運用)

基本方針(評価及び防護
方針)

30

6.5.3 　蒸気影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認す
るために，空調条件や解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，蒸
気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の健全性を確認すること
で，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを評価する。
また，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入を防
止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの
設置及びターミナルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を低減す
る対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水防護対象設備への曝露を
防止する対策により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損
なわない設計とする。
自動検知・遠隔隔離システム，蒸気防護板等の溢水防護設備の設計方針に
ついては，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(蒸気影響評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(蒸気影響評
価)

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

Ⅵ－１－１－６－４　溢水影響に関する評価

2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水
を用いる消火活動による被水の影響を最小限に止
めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放
水を行わないことを消火活動における運用及び留
意事項として保安規定に定めて，管理する。
・想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及
び拡散による影響を確認するために，空調条件や
解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，
蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設
備の健全性を確認することで，蒸気の影響により
要求される機能を損なわないことを評価する。
・蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の
設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流
入を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する
自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナ
ルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を
低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気
の溢水防護対象設備への曝露を防止する対策によ
り，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機
能を損なわない設計とする。

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・水を用いる消火活動を行う場合には，水を用い
る消火活動による被水の影響を最小限に止めるた
め，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行
わないことを消火活動における運用及び留意事項
として保安規定に定めて，管理する。
・想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及
び拡散による影響を確認するために，空調条件や
解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，
蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設
備の健全性を確認することで，蒸気の影響により
要求される機能を損なわないことを評価する。
・蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の
設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流
入を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する
自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナ
ルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を
低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気
の溢水防護対象設備への曝露を防止する対策によ
り，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機
能を損なわない設計とする。

※「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設及び
重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処
設備に対する設計方針に基づく溢水評価について
も説明する。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(蒸気影響評価の実施)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及
び拡散による影響を確認するために，空調条件や
解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，
蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設
備の健全性を確認することで，蒸気の影響により
要求される機能を損なわないことを評価する。
・蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の
設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流
入を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する
自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナ
ルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を
低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気
の溢水防護対象設備への曝露を防止する対策によ
り，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機
能を損なわない設計とする。

〇
施設共通　基本設計方針
(消火水放水時に不用意な放水を行わない運用)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

29

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被
水の影響を最小限に止めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水
を行わないことを消火活動における運用及び留意事項として保安規定に定
めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(消火水放水時に不用意な放水を行わない運用)

基本方針(評価及び防護
方針)

30

6.5.3 　蒸気影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認す
るために，空調条件や解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，蒸
気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の健全性を確認すること
で，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを評価する。
また，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入を防
止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの
設置及びターミナルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を低減す
る対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水防護対象設備への曝露を
防止する対策により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損
なわない設計とする。
自動検知・遠隔隔離システム，蒸気防護板等の溢水防護設備の設計方針に
ついては，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(蒸気影響評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(蒸気影響評
価)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

〇
施設共通　基本設計方針
(消火水放水時に不用意な放水を行わない運用)

施設共通　基本設計方針
(消火水放水時に不用意な放水を行わない運用)

－ － －

【2.　溢水評価】
・溢水評価の考え方

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・被水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・水を用いる消火活動を行う場合には，水を用い
る消火活動による被水の影響を最小限に止めるた
め，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行
わないことを消火活動における運用及び留意事項
として保安規定に定めて，管理する。
また，「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」に示す重大事故等
対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価につ
いても説明する。

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2．　溢水評価
2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・蒸気影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及
び拡散による影響を確認するために，空調条件や
解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，
蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設
備の健全性を確認することで，蒸気の影響により
要求される機能を損なわないことを評価する。
・蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の
設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流
入を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する
自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナ
ルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を
低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気
の溢水防護対象設備への曝露を防止する対策によ
り，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機
能を損なわない設計とする。
また，「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」に示す重大事故等
対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価につ
いても説明する。

－－○
施設共通　基本設計方針
(蒸気影響評価の実施)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(蒸気影響評価の実施)

－
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(スロッシング評価の実施)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵
プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料
貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵
プール・ピット等への給水機能が確保されること
を確認し，それらを用いることにより適切な水温
及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるス
ロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の
外へ漏えいする水の量を三次元流動解析により評
価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水
板及び蓋を設置することによりスロッシング水量
を低減する設計とする。

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

・基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるス
ロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の
外へ漏えいする水の量を三次元流動解析により評
価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水
板及び蓋を設置することによりスロッシング水量
を低減する設計とする。
・算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵
プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料
貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵
プール・ピット等への給水機能が確保されること
を確認し，それらを用いることにより適切な水温
及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるス
ロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の
外へ漏えいする水の量を三次元流動解析により評
価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水
板及び蓋を設置することによりスロッシング水量
を低減する設計とする。
・算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵
プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料
貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵
プール・ピット等への給水機能が確保されること
を確認し，それらを用いることにより適切な水温
及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。
また，スロッシングによる溢水(その他機器の地
震起因による溢水を含む。)の影響を受けて，燃
料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵
プール・ピット等への給水機能の維持に必要な機
器が安全機能を損なうおそれがないことを確認す
る設計とする。溢水防護対象設備が溢水により安
全機能を損なうおそれがある場合には，防護対策
その他の適切な処置を実施する。
また，「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」に示す重大事故等
対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価につ
いても説明する。

基本方針
使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料移送設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料貯蔵設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料送出し設備)
溢水防護設備(止水板及び蓋)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(スロッシング
評価)
設計方針(止水板及び蓋
の設置)

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

Ⅵ－１－１－６－４　溢水影響に関する評価

2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

31

6.5.4 　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する
溢水評価及び防護設計方針
基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯
蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量を三次元流動解析により評価
する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置すること
により溢水量を低減する設計とする。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②

32

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低
下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プー
ル・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いるこ
とにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(スロッシング評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(スロッシング
評価)
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料移送設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料貯蔵設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料送出し設備)
溢水防護設備(止水板及び蓋)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(スロッシング
評価)
設計方針(止水板及び蓋
の設置)

31

6.5.4 　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する
溢水評価及び防護設計方針
基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯
蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量を三次元流動解析により評価
する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置すること
により溢水量を低減する設計とする。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②

32

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低
下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プー
ル・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いるこ
とにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(スロッシング評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(スロッシング
評価)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵
プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料
貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵
プール・ピット等への給水機能が確保されること
を確認し，それらを用いることにより適切な水温
及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。
また，スロッシングによる溢水(その他機器の地
震起因による溢水を含む。)の影響を受けて，燃
料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵
プール・ピット等への給水機能の維持に必要な機
器が安全機能を損なうおそれがないことを確認す
る設計とする。溢水防護対象設備が溢水により安
全機能を損なうおそれがある場合には，防護対策
その他の適切な処置を実施する。
また，「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」に示す重大事故等
対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価につ
いても説明する。

〇

使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料移送設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料貯蔵設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料送出し設備)
溢水防護設備(止水板及び蓋)

－ － －
・主要材料
・主要寸法
・取付箇所(区画番号)

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるス
ロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の
外へ漏えいする水の量を三次元流動解析により評
価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水
板及び蓋を設置することによりスロッシング水量
を低減する設計とする。
また，「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」に示す重大事故等
対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価につ
いても説明する。

〇
施設共通　基本設計方針
(スロッシング評価の実施)

－ － － －
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に
流入しないことを評価する。
・屋外で発生する溢水により溢水防護対象設備が
安全機能を損なわないことを，溢水防護建屋内で
発生する溢水の評価と同様に評価する。
・屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発生を
想定する溢水により没水し，屋外の溢水防護対象
設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を
受けるおそれのある部位に対して，必要な機能喪
失高さを確保する設計とする。また，屋外で発生
を想定する溢水により被水し，屋外の溢水防護対
象設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響
を受けるおそれのある部位に対して，水の浸入経
路からの水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計と
する。

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に
流入しないことを評価する。
屋外で発生を想定する溢水に対しては，防護建屋
外で発生を想定する溢水による影響を評価する上
で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への
流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等に
より防止する設計とすることにより，建屋内の溢
水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とす
る。
・地表面に滞留する溢水に対しては，屋外で発生
を想定する溢水による影響を評価する上で期待す
る範囲を境界とした溢水防護建屋内へ流入しない
よう，建屋外壁の開口部の設置高さを確保する設
計とする。

33

6.6　屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.6.1　溢水防護建屋に対する溢水評価及び防護設計方針
 屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価す
る。
 また，屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢
水による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内へ
の流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等により防止する設計とす
ることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計と
する。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の溢水防護設備の設計方針につい
ては，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(建屋外で発生
する溢水に関する溢水
評価)

34

6.6.2　屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価及び防護設計方針
屋外で発生を想定する溢水により，屋外の溢水防護対象設備が安全機能を
損なわないことを評価する。
また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢水の影響を受けるおそれのある
部位に対して，溢水水位を上回る機能喪失高さを確保すること，保護構造
を有すること及び机上評価にて健全性を確認することにより，屋外の溢水
防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響を受けて，安全機能を損なわな
い設計とする。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(建屋外で発生
する溢水に関する溢水
評価)

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に
流入しないことを評価する。
屋外で発生を想定する溢水に対しては，防護建屋
外で発生を想定する溢水による影響を評価する上
で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への
流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等に
より防止する設計とすることにより，建屋内の溢
水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とす
る。
・地表面に滞留する溢水に対しては，屋外で発生
を想定する溢水による影響を評価する上で期待す
る範囲を境界とした溢水防護建屋内へ流入しない
よう，建屋外壁の開口部の設置高さを確保する設
計とする。
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に
流入しないことを評価する。
・屋外で発生する溢水により溢水防護対象設備が
安全機能を損なわないことを，溢水防護建屋内で
発生する溢水の評価と同様に評価する。
・屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発生を
想定する溢水により没水し，屋外の溢水防護対象
設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を
受けるおそれのある部位に対して，必要な機能喪
失高さを確保する設計とする。また，屋外で発生
を想定する溢水により被水し，屋外の溢水防護対
象設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響
を受けるおそれのある部位に対して，水の浸入経
路からの水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計と
する。

【2.2 屋外で発生する溢水に関する溢水評価】
・屋外タンク等からの流入防止に関する影響評価
方法，判定基準及び評価結果
・地下水からの影響評価方法，判定基準及び評価
結果
・屋外で発生を想定する溢水
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に
流入しないことを評価する。
・屋外で発生を想定する溢水の影響評価結果を踏
まえ，屋外で発生を想定する溢水による影響を評
価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建
屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防
水扉等により防止する設計とすることにより，建
屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない
設計とする。
・地表面に滞留する溢水に対しては，屋外で発生
を想定する溢水による影響を評価する上で期待す
る範囲を境界とした溢水防護建屋内へ流入しない
よう，建屋外壁の開口部の設置高さを確保する設
計とする。
・また，地下水に対しては，流入経路に地下水面
からの水頭圧に耐える壁(貫通部止水処置を含
む。)，扉等による流入防止措置を実施すること
により，地下水の流入による影響を評価する上で
期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流
入を防止する設計とし，建屋内の溢水防護対象設
備が安全機能を損なわない設計とする。
・屋外で発生する溢水により屋外の溢水防護対象
設備が安全機能を損なわないことを，溢水防護建
屋内で発生する溢水の評価と同様に評価する。
・屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発生を
想定する溢水により没水し，屋外の溢水防護対象
設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を
受けるおそれのある部位に対して，必要な機能喪
失高さを確保する設計とする。また，屋外で発生
を想定する溢水により被水し，屋外の溢水防護対
象設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響
を受けるおそれのある部位に対して，水の浸入経
路からの水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計と
する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

Ⅵ－１－１－６－４　溢水影響に関する評価

2.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

33

6.6　屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.6.1　溢水防護建屋に対する溢水評価及び防護設計方針
 屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価す
る。
 また，屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢
水による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内へ
の流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等により防止する設計とす
ることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計と
する。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の溢水防護設備の設計方針につい
ては，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(建屋外で発生
する溢水に関する溢水
評価)

34

6.6.2　屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価及び防護設計方針
屋外で発生を想定する溢水により，屋外の溢水防護対象設備が安全機能を
損なわないことを評価する。
また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢水の影響を受けるおそれのある
部位に対して，溢水水位を上回る機能喪失高さを確保すること，保護構造
を有すること及び机上評価にて健全性を確認することにより，屋外の溢水
防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響を受けて，安全機能を損なわな
い設計とする。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(建屋外で発生
する溢水に関する溢水
評価)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価

【2.2 屋外で発生する溢水に関する溢水評価】
・屋外で発生を想定する溢水
・屋外で発生する溢水により屋外の溢水防護対象
設備が安全機能を損なわないことを，溢水防護建
屋内で発生する溢水の評価と同様に評価する。
・屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発生を
想定する溢水により没水し，屋外の溢水防護対象
設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を
受けるおそれのある部位に対して，必要な機能喪
失高さを確保する設計とする。また，屋外で発生
を想定する溢水により被水し，屋外の溢水防護対
象設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響
を受けるおそれのある部位に対して，水の浸入経
路からの水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計と
する。

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

－ － －

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価

【2.2 屋外で発生する溢水に関する溢水評価】
・屋外タンク等からの流入防止に関する影響評価
方法，判定基準及び評価結果
・地下水からの影響評価方法，判定基準及び評価
結果
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に
流入しないことを評価する。
・屋外で発生を想定する溢水の影響評価結果を踏
まえ，屋外で発生を想定する溢水による影響を評
価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建
屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防
水扉等により防止する設計とすることにより，建
屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない
設計とする。
・地表面に滞留する溢水に対しては，屋外で発生
を想定する溢水による影響を評価する上で期待す
る範囲を境界とした溢水防護建屋内へ流入しない
よう，建屋外壁の開口部の設置高さを確保する設
計とする。
・また，地下水に対しては，流入経路に地下水面
からの水頭圧に耐える壁(貫通部止水処置を含
む。)，扉等による流入防止措置を実施すること
により，地下水の流入による影響を評価する上で
期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流
入を防止する設計とし，建屋内の溢水防護対象設
備が安全機能を損なわない設計とする。

○
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

－

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

○ － －

67



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

35

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他の主要な事項
7.3.5 溢水防護設備
溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項
目の「2.　地盤」，「3.　自然現象等」，「5.　火災等による損傷の防
止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.　再処
理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9.　設備に
対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ
る溢水が発生した場合においても，安全機能を損
なわない設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び
配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，再処
理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大
防止のために設置される系統からの放水による溢
水又は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング
による溢水が発生した場合においても，溢水防護
設備により溢水防護対象設備が安全機能を損なわ
ない設計とする。また，燃料貯蔵プール・ピット
等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への
給水機能を維持できる設計とする。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

1.　概要
2.　設計の基本方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ
る溢水が発生した場合においても，安全機能を損
なわない設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び
配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，再処
理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大
防止のために設置される系統からの放水による溢
水又は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング
による溢水が発生した場合においても，溢水防護
設備により溢水防護対象設備が安全機能を損なわ
ない設計とする。また，燃料貯蔵プール・ピット
等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への
給水機能を維持できる設計とする。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2．設計の基本方針】
・溢水防護設備の設計の基本方針
・再処理施設内における溢水の発生により，添付
書類「Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の
選定」及び「Ⅴ-１－１－４　安全機能を有する
施設及び重大事故等対処施設が使用される条件の
下における健全性に関する説明書」にて選定して
いる防護すべき設備が要求される機能を損なわな
い設計とするため，溢水防護に必要な設備を設置
する。
・溢水防護に必要な設備は，「Ⅵ－１－１－６－
３　溢水評価条件の設定」にて設定している溢水
防護区画及び溢水源，溢水量及び溢水経路，「Ⅵ
－１－１－６－４　溢水影響に関する評価」にて
評価している溢水水位による静水圧，蒸気噴出荷
重及び基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，そ
の機能を維持又は保持できる設計とする。

36

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合にお
いても，安全機能を損なわない設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を
含む。)による溢水，再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡
大防止のために設置される系統からの放水による溢水又は燃料貯蔵プー
ル・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合においても，溢水
防護設備により，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット
等への給水機能を維持できる設計とする。
溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床
ドレン逆止弁，溢水防護板，自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエ
ンド防護カバー，蒸気防護板，地震計，緊急遮断弁，漏えい検知器，液位
計，止水板及び蓋で構成し，以下の設計とすることにより，溢水防護対象
設備が溢水により安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針(防護設備の設
計)
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

35

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他の主要な事項
7.3.5 溢水防護設備
溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項
目の「2.　地盤」，「3.　自然現象等」，「5.　火災等による損傷の防
止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.　再処
理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9.　設備に
対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ―

36

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合にお
いても，安全機能を損なわない設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を
含む。)による溢水，再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡
大防止のために設置される系統からの放水による溢水又は燃料貯蔵プー
ル・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合においても，溢水
防護設備により，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット
等への給水機能を維持できる設計とする。
溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床
ドレン逆止弁，溢水防護板，自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエ
ンド防護カバー，蒸気防護板，地震計，緊急遮断弁，漏えい検知器，液位
計，止水板及び蓋で構成し，以下の設計とすることにより，溢水防護対象
設備が溢水により安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針(防護設備の設
計)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設計

2．　設計の基本方針

基本方針 －

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針

【2．設計の基本方針】
・溢水防護設備の設計の基本方針
・再処理施設内における溢水の発生により，添付
書類「Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の
選定」及び「Ⅴ-１－１－４　安全機能を有する
施設及び重大事故等対処施設が使用される条件の
下における健全性に関する説明書」にて選定して
いる防護すべき設備が要求される機能を損なわな
い設計とするため，溢水防護に必要な設備を設置
する。
・溢水防護に必要な設備は，「Ⅵ－１－１－６－
３　溢水評価条件の設定」にて設定している溢水
防護区画及び溢水源，溢水量及び溢水経路，「Ⅵ
－１－１－６－４　溢水影響に関する評価」にて
評価している溢水水位による静水圧，蒸気噴出荷
重及び基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，そ
の機能を維持又は保持できる設計とする。

－ －

第１回申請と同一

○ 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

－ － － － －

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.1 溢水伝播を防止する設備
4.　機能設計
4.1 溢水伝播を防止する設備

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

1.　概要
2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

Ⅵ－１－１－６－７－１　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算の方針

1.　概要
2.　強度評価の基本方針
3.　構造強度設計
4.　荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界
5.　強度評価方法

Ⅵ－１－１－６－７－２　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算書

1.　概要
2.　基本方針
3.　強度評価方法
4.　評価条件
5.　強度評価結果

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処
置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン
逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏
まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護
区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とす
る。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢
水防護対象設備が没水しないよう設置する設計と
する。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置
を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆
止弁及び貫通部止水処置並びに溢水防護対象設備
周囲に設置する堰は，発生した溢水による水位や
水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とす
るとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢
水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対
して必要な当該機能が損なわれない設計とする。

 
【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備の要求機能及び性能目標
(耐震性に関する具体的な方針及び計算結果は，
Ⅲ-5　溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関す
る説明書に示す)
【3.1　溢水伝播を防止する設備】
・溢水伝播を防止する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.1　溢水伝播を防止する設備】
・溢水伝播を防止する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するため
の溢水への配慮が必要な施設の構造健全性に対す
る強度評価の基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構
造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる
荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界につい
て説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造につい
て説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件につ
いて説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果につ
いて説明する。

37

(1)　流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水
扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況
を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護区画外の溢水に対し
て，流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水し
ないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密
扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，
発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計と
するとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢水の要因となる事象に
伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とす
る。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び壁(貫通部止水処置を含
む。))
溢水防護設備(堰，防水扉，水密扉)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(強度計算)
評価(耐震計算)
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

37

(1)　流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水
扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況
を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護区画外の溢水に対し
て，流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水し
ないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密
扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，
発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計と
するとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢水の要因となる事象に
伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とす
る。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び壁(貫通部止水処置を含
む。))
溢水防護設備(堰，防水扉，水密扉)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(強度計算)
評価(耐震計算)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.1 溢水伝播を防止する設備
4.1 溢水伝播を防止する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備の要求機能及び性能目標
(耐震性に関する具体的な方針及び計算結果は，
Ⅲ-5　溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関す
る説明書に示す)
【3.1　溢水伝播を防止する設備】
・溢水伝播を防止する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.1　溢水伝播を防止する設備】
・溢水伝播を防止する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－６－７－１　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算の方針

2.　 強度評価の基本方針
3.　 構造強度設計
4.　 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界
5.　 強度評価方法

【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するため
の溢水への配慮が必要な施設の構造健全性に対す
る強度評価の基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構
造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる
荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界につい
て説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。

Ⅵ－１－１－６－７－２　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算書

2. 　基本方針
3. 　強度評価方法
4. 　評価条件
5. 　強度評価結果

【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造につい
て説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件につ
いて説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果につ
いて説明する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

〇

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び貫通部止水処置)

【機能要求②】
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び貫通部止水処置)

【機能要求②】
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

主要材料
主要寸法
取付箇所(区画番号)

――

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処
置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン
逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏
まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護
区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とす
る。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢
水防護対象設備が没水しないよう設置する設計と
する。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置
を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆
止弁及び貫通部止水処置並びに溢水防護対象設備
周囲に設置する堰は，発生した溢水による水位や
水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とす
るとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢
水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対
して必要な当該機能が損なわれない設計とする。
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

－ － － － －

－ － － － －

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・溢水防護板は，被水による影響評価を踏まえて
設置し，溢水防護対象設備が被水により安全機能
を損なわないよう設置する設計とする。
溢水源及び溢水経路に対して設置する溢水防護板
は，想定する水圧に耐える設計とし，基準地震動
Ｓｓによる地震力に対して，被水を防止する当該
機能を損なわないよう設置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材
に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作し，基
準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有す
る設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても
当該機能を損なわないことを被水試験等により確
認する設計とする。
・自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸
気遮断弁)は，蒸気影響を緩和するため，溢水源
となる空調用蒸気の漏えいを検知し，自動で漏え
い蒸気を隔離する設計とする。
空調用蒸気設備に設置する蒸気遮断弁は，隔離信
号発信後10秒以内に自動隔離する設計とする。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水
防護対象設備の健全性が確保されない場合には，
破損想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設
置することで蒸気影響を軽減する設計とする。

 
【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備に対する，溢水防護上で期待す
る要求機能及び性能目標
【3.2 被水影響を防止する設備】
・被水影響を防止する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【3.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4．機能設計】
・各溢水防護設備の機能設計
【4.2　被水影響を防止する設備】
・被水影響を防止する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。
【4.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.2 被水影響を防止する設備
3.3 蒸気影響を緩和する設備
4.　機能設計
3.2 被水影響を防止する設備
4.3 蒸気影響を緩和する設備

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

1.　概要
2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

施設共通　基本設計方針
(自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエン
ド防護カバー)

39

(3)　自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸気影
響を緩和するため，蒸気の漏えいを検知し，自動で漏えい蒸気を隔離する
設計とする。
溢水源となる一般蒸気等に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後10秒以
内に自動隔離する設計とする。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が
確保されない場合には，破損想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設
置することで蒸気影響を軽減する設計とする。

設置要求

38

(2)　溢水防護板は，発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止す
る設計とし，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわないよう設
置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性
材料を用いて製作し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有す
る設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても当該機能を損なわないこ
とを被水試験等により確認する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(溢水防護板)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(耐震計算)
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)

施設共通　基本設計方針
(自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエン
ド防護カバー)

39

(3)　自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸気影
響を緩和するため，蒸気の漏えいを検知し，自動で漏えい蒸気を隔離する
設計とする。
溢水源となる一般蒸気等に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後10秒以
内に自動隔離する設計とする。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が
確保されない場合には，破損想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設
置することで蒸気影響を軽減する設計とする。

設置要求

38

(2)　溢水防護板は，発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止す
る設計とし，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわないよう設
置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性
材料を用いて製作し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有す
る設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても当該機能を損なわないこ
とを被水試験等により確認する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(溢水防護板)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(耐震計算)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.2 被水影響を防止する設備
4.2 被水影響を防止する設備

【3.2 被水影響を防止する設備設備】
・被水影響を防止する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。

【4.2 被水影響を防止する設備】
・被水影響を防止する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.3 蒸気影響を緩和する設備
4.3 蒸気影響を緩和する設備

【3.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水防護板)

施設共通　基本設計方針
(溢水防護板)

―

〇
施設共通　基本設計方針
(自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエン
ド防護カバー)

施設共通　基本設計方針
(自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエン
ド防護カバー)

―

―

―

―

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・溢水防護板は，被水による影響評価を踏まえて
設置し，溢水防護対象設備が被水により安全機能
を損なわないよう設置する設計とする。
溢水源及び溢水経路に対して設置する溢水防護板
は，想定する水圧に耐える設計とし，基準地震動
Ｓｓによる地震力に対して，被水を防止する当該
機能を損なわないよう設置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材
に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作し，基
準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有す
る設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても
当該機能を損なわないことを被水試験等により確
認する設計とする。

―

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸
気遮断弁)は，蒸気影響を緩和するため，溢水源
となる空調用蒸気の漏えいを検知し，自動で漏え
い蒸気を隔離する設計とする。
空調用蒸気設備に設置する蒸気遮断弁は，隔離信
号発信後10秒以内に自動隔離する設計とする。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水
防護対象設備の健全性が確保されない場合には，
破損想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設
置することで蒸気影響を軽減する設計とする。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

－ － － － －

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気により
安全機能を損なわないよう，溢水防護対象設備に
対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮し
た耐蒸気性能を有する設計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対
して耐震性を確保する設計及び蒸気配管の破損に
より生じる環境温度及び圧力に対して当該機能が
損なわれない設計とする。

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備に対する，溢水防護上で期待す
る要求機能及び性能目標
【3.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4．機能設計】
・各溢水防護設備の機能設計
【4.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するため
の溢水防護設備の構造健全性に対する強度評価の
基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構
造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる
荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界につい
て説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造につい
て説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件につ
いて説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果につ
いて説明する。

施設共通　基本設計方針
(蒸気防護板)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(強度計算)
評価(耐震計算)

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.3 蒸気影響を緩和する設備
4.　機能設計
4.3 蒸気影響を緩和する設備

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

1.　概要
2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

Ⅵ－１－１－６－７－１　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算の方針

1.　概要
2.　強度評価の基本方針
3.　構造強度設計
4.　荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界
5.　強度評価方法

Ⅵ－１－１－６－７－２　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算書

1.　概要
2.　基本方針
3.　強度評価方法
4.　評価条件
5.　強度評価結果

40

(4)　蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損
なわないよう，溢水防護対象設備に対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設
計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計
並びに蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧力に対して当該機能が
損なわれない設計とする。

設置要求
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別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

施設共通　基本設計方針
(蒸気防護板)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(強度計算)
評価(耐震計算)

40

(4)　蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損
なわないよう，溢水防護対象設備に対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設
計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計
並びに蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧力に対して当該機能が
損なわれない設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気により
安全機能を損なわないよう，溢水防護対象設備に
対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮し
た耐蒸気性能を有する設計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対
して耐震性を確保する設計及び蒸気配管の破損に
より生じる環境温度及び圧力に対して当該機能が
損なわれない設計とする。

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.3 蒸気影響を緩和する設備
4.3 蒸気影響を緩和する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備の要求機能及び性能目標
(耐震性に関する具体的な方針及び計算結果は，
Ⅲ-5　溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関す
る計算書に示す)
【3.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－６－７－１　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算の方針

2.　 強度評価の基本方針
3.　 構造強度設計
4.　 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界
5.　 強度評価方法

【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するため
の溢水防護設備の構造健全性に対する強度評価の
基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構
造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる
荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界につい
て説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。

Ⅵ－１－１－６－７－２　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算書

2. 　基本方針
3. 　強度評価方法
4. 　評価条件
5. 　強度評価結果

【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造につい
て説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件につ
いて説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果につ
いて説明する。

〇
施設共通　基本設計方針
(蒸気防護板)

施設共通　基本設計方針
(蒸気防護板)

―――

【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

－ － － － －

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.4 溢水量を低減する設備
4.　機能設計
4.4 溢水量を低減する設備

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

1.　概要
2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知
し，中央制御室からの手動遠隔操作又は現場操作
により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とす
る。

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備に対する，溢水防護上で期待す
る要求機能及び性能目標
【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で
期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4．機能設計】
・各溢水防護設備の機能設計
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求
される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

施設共通　基本設計方針
(漏えい検知器，液位計)

42

(6)　漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，中央制御室，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの手動遠隔操作又は現場
操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。

設置要求

41

(5)　溢水防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道含む。)に設置する緊急遮
断弁は，制御建屋に設置する地震計からの信号で作動する又は弁の感震機
構で作動することにより，他建屋から流入する系統を隔離できる設計と
し，溢水防護建屋内で発生する溢水量を低減する設計とする。
地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を
有する設計とする。

設置要求 溢水防護設備(遮断弁)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(耐震計算)

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)

施設共通　基本設計方針
(漏えい検知器，液位計)

42

(6)　漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，中央制御室，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの手動遠隔操作又は現場
操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。

設置要求

41

(5)　溢水防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道含む。)に設置する緊急遮
断弁は，制御建屋に設置する地震計からの信号で作動する又は弁の感震機
構で作動することにより，他建屋から流入する系統を隔離できる設計と
し，溢水防護建屋内で発生する溢水量を低減する設計とする。
地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を
有する設計とする。

設置要求 溢水防護設備(遮断弁)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(耐震計算)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.4 溢水量を低減する設備
4.4 溢水量を低減する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備の要求機能及び性能目標
(耐震性に関する具体的な方針及び計算結果は，
Ⅲ-5　溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関す
る計算書に示す)
【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で
期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求
される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知
し，中央制御室からの手動遠隔操作又は現場操作
により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とす
る。

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.4 溢水量を低減する設備
4.4 溢水量を低減する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備の要求機能及び性能目標
(耐震性に関する具体的な方針及び計算結果は，
Ⅲ-5　溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関す
る計算書に示す)
【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で
期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求
される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

〇
施設共通　基本設計方針
(漏えい検知器，液位計)

施設共通　基本設計方針
(漏えい検知器，液位計)

―――

【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

〇 溢水防護設備(遮断弁) ―溢水防護設備(遮断弁) ― ―

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

44

溢水防護設備については，保守点検等の運用を適切に実施することを保安
規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(溢水防護設備の保守点検,補修)

基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・また，溢水防護設備が要求される機能を維持す
るため，計画的に保守管理，点検を実施するとと
もに必要に応じ補修を実施することを保安規定に
定めて，管理する。

○
施設共通　基本設計方針
(溢水防護設備の保守点検,補修)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・また，溢水防護設備が要求される機能を維持す
るため，計画的に保守管理，点検を実施するとと
もに必要に応じ補修を実施することを保安規定に
定めて，管理する。

－ － － － －

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備に対する，溢水防護上で期待す
る要求機能及び性能目標
【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で
期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4．機能設計】
・各溢水防護設備の機能設計
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求
される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するため
の溢水防護設備の構造健全性に対する強度評価の
基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構
造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる
荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界につい
て説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造につい
て説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件につ
いて説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果につ
いて説明する。

溢水防護設備(止水板及び蓋)

設計方針(溢水防護設
備)
評価(強度計算：止水板
及び蓋)
評価(耐震計算：止水
板)

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.4 溢水量を低減する設備
4.　機能設計
4.4 溢水量を低減する設備

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

1.　概要
2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

Ⅵ－１－１－６－７－１　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算の方針

1.　概要
2.　強度評価の基本方針
3.　構造強度設計
4.　荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界
5.　強度評価方法

Ⅵ－１－１－６－７－２　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算書

1.　概要
2.　基本方針
3.　強度評価方法
4.　評価条件
5.　強度評価結果

43

(7)　止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置すること
によりスロッシング水量を低減し，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能
及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，
それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる
設計とする。
止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロッシング水
量を低減する性能が損なわれない設計とする。

設置要求
機能要求②

78



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

44

溢水防護設備については，保守点検等の運用を適切に実施することを保安
規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(溢水防護設備の保守点検,補修)

基本方針

溢水防護設備(止水板及び蓋)

設計方針(溢水防護設
備)
評価(強度計算：止水板
及び蓋)
評価(耐震計算：止水
板)

43

(7)　止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置すること
によりスロッシング水量を低減し，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能
及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，
それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる
設計とする。
止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロッシング水
量を低減する性能が損なわれない設計とする。

設置要求
機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.4 溢水量を低減する設備
4.4 溢水量を低減する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備の要求機能及び性能目標
(耐震性に関する具体的な方針及び計算結果は，
Ⅲ-5　溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関す
る計算書に示す)
【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で
期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求
される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－６－７－１　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算の方針

2.　 強度評価の基本方針
3.　 構造強度設計
4.　 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界
5.　 強度評価方法

【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するため
の溢水防護設備の構造健全性に対する強度評価の
基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構
造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる
荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界につい
て説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。

Ⅵ－１－１－６－７－２　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算書

2. 　基本方針
3. 　強度評価方法
4. 　評価条件
5. 　強度評価結果

【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造につい
て説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件につ
いて説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果につ
いて説明する。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第１回申請と同一

〇 溢水防護設備(止水板及び蓋) ―
主要材料
主要寸法
取付箇所(区画番号)

――

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

第1章　共通項目
6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止
6.1 　溢水から防護する設備及び設計方針
安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれがある場合において，防護措置その他の
適切な措置を講じることにより，溢水に対して安全機能を損なわない設計とする。 冒頭宣言 基本方針

基本方針 【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基本方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれがある場合におい
て，防護措置その他の適切な措置を講じることにより，溢水に対して安全機能を損なわない設計とする。

4

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計であることを確認するために，再処理施設内において発生が想定される溢水の
影響を評価(以下「溢水評価」という。)する。
また，溢水評価に当たっては，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常事象
を収束できる設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針

基本方針 ・再処理施設内において発生が想定される溢水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)し，溢水防護対象設備の安
全性を損なうおそれがある場合は，防護措置その他の適切な措置を講じることにより，安全機能を損なわない設計と
する。

5

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響確認を行うことを保安規定に定めて，管理する。

運用要求

施設共通　基本設計方針
(溢水評価条件の変更の都
度，溢水評価を実施するこ
と)

基本方針 ・溢水評価の条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確認するために，見直しがある場合は，溢水評価へ
の影響確認を実施することを保安規定に定めて，管理する。

2

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を溢水から防
護する設備(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの設備が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわな
い設計(多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計)とする。

冒頭宣言
定義

基本方針

基本方針(対象選
定)

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針
・溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能を有する建物・構築
物，系統及び機器とし，全ての安全機能を有する建物・構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するも
のとして，安全上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を溢水防護対象設備として選定する。

3

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障
のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うことを保安
規定に定めて，管理する。 冒頭宣言

運用要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護対象設備以外の
設備の安全機能の確保・維
持)

基本方針(対象選
定)

・溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全
機能を損なわない設計（多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修
理を行うことを保安規定に定めて，管理する。

6

6.2 　考慮すべき溢水事象
溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を想定する。
(1)　溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水(以下「想定破損による溢水」という。)
(2)　再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水(以下「消火水等の放水に
よる溢水」という。)
(3)　地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングにより発生する溢水を含む。)(以下「地
震起因による溢水」という。)
(4)　その他の要因(地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等)により生じる溢水(以下「その他の溢水」という。)
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図面等)及び必要に応じ現場確認等によ
り抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。なお，「7.3　設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」の
「7.3.1　漏えいによる影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽出」に示す化学薬品についても，機器等に内包される液体であることを
踏まえ，ここで溢水源として想定する。

冒頭宣言
定義

基本方針

基本方針(条件設
定)

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水源及び溢水量は，想定破損による溢水，消火水等の放水による溢水，地震起因による溢水及びその他の溢水を
踏まえ設定する。

7

6.3 　溢水源及び溢水量の設定
6.3.1 　想定破損による溢水
想定破損による溢水は，1系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を
溢水源として設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定(想定破損))

基本方針(条件設
定)

・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，特定の事象に起因しない機器の破損を想定した事象であること
を踏まえ，他の系統及び機器は健全なものと仮定して1系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る
機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として設定する

8

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。

定義 基本方針

基本方針(条件設
定)

・また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分類す
る。

9

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管
肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」という。)」を想定する。

定義 基本方針

基本方針(条件設
定)

・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管
内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」という。)」を想定する。

10

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の比による応力評価の結果に基づく破損形
状を想定する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8
倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は 想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想
定しない。 定義 基本方針

基本方針(条件設
定)

・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の比による応力評価
の結果に基づく破損形状を想定する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破
断」，0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」を想定し，0.4倍以
下であれば破損は想定しない。

11

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を実
施することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求

施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

基本方針(条件設
定)

・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを確認するために
継続的な肉厚管理を実施することを保安規定に定めて，管理する。

12

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の判
断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔
離操作を含む。)により漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の
系統の保有水量を合算して設定する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(隔離操作(溢水量の算出))

基本方針(条件設
定)

・溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は，
異常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)により漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定
する破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。

13

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の
手順)

基本方針(条件設
定)

・なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保安規定に定めて，管理する。

14

6.3.2 　消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，溢水防護対象設備が設置されている建屋(以下「溢水防護建屋」という。)内において，水を使用する消火
設備である屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源として設定する。その他，消火設備ではないが，消火活動に供する設備として，水を
噴霧する連結散水からの放水を溢水源として設定する。
消火水等の放水による溢水量については，消火設備及び消火活動に供する設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間から設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の
算出(消火水))

基本方針(条件設
定)

・消火水等の放水による溢水は，溢水防護建屋内において，水を使用する消火設備である屋内消火栓及び水噴霧消火
設備を溢水源として想定する。その他，消火設備ではないが，消火活動に供する設備として，水を噴霧する連結散水
からの放水を溢水源として設定する。
消火水等の放水による溢水量は，消火設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間から溢水量を設定する。

15

6.3.3 　地震起因による溢水
(1)　再処理施設内に設置された機器の破損による溢水
地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損は生じないことから，流体を内包する系
統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の
算出(地震))

基本方針(条件設
定)

・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損は生じないことか
ら，流体を内包する系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラス
に属する系統を溢水源として設定する。

16
ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保されるものについては，溢水源として設定しな
い。 定義 基本方針

基本方針(条件設
定)

・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保されるものについては，
溢水源として設定しない。

17

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護対象設備への溢水の影響が最も大きくなるように評価する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の
算出(地震))

基本方針(条件設
定)

・溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護対象設備への溢水の影響が最も大きくな
るように評価する。

18

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震動Ｓｓによって破損が生じる可能性のあ
る機器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合において，溢水源となる配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢水源と
なる容器は，全保有水量を溢水量として設定する。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の
算出(地震))

基本方針(条件設
定)

・溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震動Ｓｓによって破
損が生じる可能性のある機器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合において，溢水源となる配管
は，破損形状を完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる容器は，全保有水量を溢水量として設定する。

Ⅵ－１－１－６
－１
溢水による損傷
の防止に対する
基本方針

1．　概要
2．　溢水による損傷の防止に対する
基本方針

展開先(小項目)

2.1　溢水防護対象設備の選定

2.2　溢水評価条件の設定 ※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先(小項目)
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(2)　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水
燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力により生じる燃料貯蔵プール・ピット等
のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定する。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の
算出(地震))

基本方針(条件設
定)

【2.2　溢水評価条件の設定】
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力により生じる燃料
貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定する。

20

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量については，基準地震動Ｓｓによる地震力により生じるスロッシングによ
り燃料貯蔵プール・ピット等の外への漏えい量から設定する。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の
算出(地震))

基本方針(条件設
定)

・また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓｓによる地震力
により生じるスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量を設定する。

21

6.3.4 　その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象
を想定する。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タンク等の破損のような間接的な影響，
機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定し，各事象において溢水源及び溢水量を設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の
算出(その他))

基本方針(条件設
定)

・その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内にて発生が想定され
るその他の漏えい事象を想定する。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タンク等の破損のよ
うな間接的な影響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定し，各事象において溢水源及び溢
水量を設定する。
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6.4 　溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする通路部又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路
部

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経
路の設定)

基本方針(条件設
定)

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水防護区画は，溢水防護対象設備が設置されている区画，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室並びに運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする又は必要により隔離等の操作が必要な設
備にアクセスする通路部(以下「アクセス通路部」という。)について設定する。
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溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画として設定する。
溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)
及び溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護区画内の水位が最も高くなるように，より厳しい結果
を与える溢水経路を設定する。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経
路の設定)

基本方針(条件設
定)

・溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画として設定し，溢
水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等については，現場の設備等の設置状況を踏まえ，溢水の伝播に対する評
価条件を設定する。
・溢水評価に当たって考慮する溢水経路は，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがあ
る高さ並びに溢水防護区画とその他の区画(溢水防護対象設備が存在しない区画又は通路)との間における伝播経路と
なる防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井開口部及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレンの
連接状況並びにこれらに対する流入防止対策の有無を踏まえ，溢水防護区画内の水位が最も高くなるように，より厳
しい結果を与える溢水経路を設定する。
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また，消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消火水の伝播を考慮する。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経
路の設定)

基本方針(条件設
定)

・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消火水の伝播を考慮
した溢水経路とする。

25

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止
運用)

基本方針(条件設
定)

・防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理する。

26

6.5 　溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.5.1 　没水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，溢水防護対象設備が没水により安全機能
を損なわないことを評価する。
また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止する対策並びに緊急遮断弁の設
置及び漏えい検知器の設置による溢水量を低減する対策により，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の溢水防護設備の設計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設
備」に示す。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②
設置要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機
能喪失高さの設定)
溢水評価対象の安重設備
溢水防護設備(防水扉，水
密扉，堰，遮断弁)

基本方針(評価及
び防護方針)

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，溢水防護対象設備
が安全機能を損なうおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比較し，溢水防護対象設備が没水により安
全機能を損なわないことを評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止する対策並びに
緊急遮断弁の設置及び漏えい検知器の設置による溢水量を低減する対策により，溢水防護対象設備が没水により安全
機能を損なわない設計とする。
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6.5.2 　被水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水等による被水並びに天井面の開口部又は貫通部からの被水に対
し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価する。
また，被水の影響を受けないよう保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生し
た溢水の流入を防止する対策及び溢水防護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する対策により，溢水防護対
象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢水防護板等の溢水防護設備の設計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設
備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)(保
護構造)(評価対象の設備の
抽出)

基本方針(評価及
び防護方針)

・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水等による被水並びに天井面の開口部又は
貫通部からの被水に対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価する。
・保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流
入を防止する対策及び溢水防護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する対策により，溢
水防護対象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。
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消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画において固定式消火設備等の水を用いない消火
手段を採用することにより，被水の影響が発生しない設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)

基本方針(評価及
び防護方針)

・消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画において水を用いない消
火手段を採用することにより，被水の影響が発生しない設計とする。
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なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被水の影響を最小限に止めるため，溢水防護対象設備に対して不
用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事項として保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(消火水放水時に不用意な
放水を行わない運用)

基本方針(評価及
び防護方針)

・なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被水の影響を最小限に止めるため，溢水防
護対象設備に対して不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事項として保安規定に定めて，管
理する。
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6.5.3 　蒸気影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，空調条件や解析区画を設定して実施した解析結果を
踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の健全性を確認することで，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを
評価する。
また，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離
システムの設置及びターミナルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水防
護対象設備への曝露を防止する対策により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設計とする。
自動検知・遠隔隔離システム，蒸気防護板等の溢水防護設備の設計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示
す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(蒸気影響評価の実施)

基本方針(評価及
び防護方針)

・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，空調条件や解析区画を設定し
て実施した解析結果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の健全性を確認することで，蒸気
の影響により安全機能を損なわないことを評価する。
・蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入を防止する対
策，自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナルエンド防護カバーの設置による
漏えい蒸気量を低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水防護対象設備への曝露を防止する対策によ
り，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設計とする。
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6.5.4 　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する溢水評価及び防護設計方針
基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量を三次元流動解析
により評価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することにより溢水量を低減する設計とする。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②

基本方針
使用済燃料受入れ設備(燃
料取出し設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料
移送設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料
貯蔵設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料
送出し設備)
溢水防護設備(止水板及び
蓋)

基本方針(評価及
び防護方針)

・基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする水
の量を三次元流動解析により評価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することによりスロッシング水量を低減する設計と
する。
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算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃
料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持で
きる設計とする。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(スロッシング評価の実施)

基本方針(評価及
び防護方針)

・算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピッ
ト等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いることにより
適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。
また，スロッシングによる溢水(その他機器の地震起因による溢水を含む。)の影響を受けて，燃料貯蔵プール・ピッ
ト等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能の維持に必要な機器が安全機能を損なうおそれがないこ
とを確認する設計とする。溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なうおそれがある場合には，防護対策その他
の適切な処置を実施する。

Ⅵ－１－１－６
－１
溢水による損傷
の防止に対する
基本方針

※補足すべき事項の対象なし2.2　溢水評価条件の設定

2.3　溢水評価及び防護設計方針 ※補足すべき事項の対象なし
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6.6　屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.6.1　溢水防護建屋に対する溢水評価及び防護設計方針
 屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価する。
 また，屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護
建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等により防止する設計とすることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能
を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の溢水防護設備の設計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の
実施)
溢水防護設備(防水扉，水
密扉，堰)

基本方針(評価及
び防護方針)

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価する。
屋外で発生を想定する溢水に対しては，防護建屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期待する範囲を
境界とした溢水防護建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等により防止する設計とすることによ
り，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
・地表面に滞留する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期待する範囲を境界とし
た溢水防護建屋内へ流入しないよう，建屋外壁の開口部の設置高さを確保する設計とする。
・また，地下水に対しては，流入経路に地下水面からの水頭圧に耐える壁(貫通部止水処置を含む。)，扉等による流
入防止措置を実施することにより，地下水の流入による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋
内への流入を防止する設計とし，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
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6.6.2　屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価及び防護設計方針
屋外で発生を想定する溢水により，屋外の溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価する。
また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，溢水水位を上回る機能喪失高さを確保するこ
と，保護構造を有すること及び机上評価にて健全性を確認することにより，屋外の溢水防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響を受け
て，安全機能を損なわない設計とする。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の
実施)
溢水防護設備(防水扉，水
密扉，堰)

基本方針(評価及
び防護方針)

・屋外で発生を想定する溢水
・屋外で発生する溢水により溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを，溢水防護建屋内で発生する溢水の評
価と同様に評価する。
・屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水により没水し，屋外の溢水防護対象設備の安全機能を
損なわないよう，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，必要な機能喪失高さを確保する設計とする。ま
た，屋外で発生を想定する溢水により被水し，屋外の溢水防護対象設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を
受けるおそれのある部位に対して，水の浸入経路からの水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計とする。
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安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，再処理施設内で生じる異常状態(火災を含
む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水又は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合
においても，溢水防護設備により，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能を維持できる設計とする。
溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁，溢水防護板，自動検知・遠隔隔離システム，
ターミナルエンド防護カバー，蒸気防護板，地震計，緊急遮断弁，漏えい検知器，液位計，止水板及び蓋で構成し，以下の設計とするこ
とにより，溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計とする。 冒頭宣言 基本方針

基本方針(防護設
備の設計)

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とす
る。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，再処理施設内で生じる
異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水又は燃料貯蔵プール・ピット等の
スロッシングによる溢水が発生した場合においても，溢水防護設備により溢水防護対象設備が安全機能を損なわない
設計とする。
溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁，貫通部止水処置，溢水防護
板，自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエンド防護カバー，蒸気防護板，緊急遮断弁，漏えい検知器，止水板
及び蓋で構成し，以下の設計とすることにより，溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計とする。
また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能を維持できる設計とする。
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(1)　流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設
置状況を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置
する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢
水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び壁(貫
通部止水処置を含む。))
溢水防護設備(堰，防水
扉，水密扉)

基本方針(防護設
備の設計)

・流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，
堰，床段差等の設置状況を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護区画外の溢水に対して，流入を防止す
る設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護
対象設備周囲に設置する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とするととも
に，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損な
われない設計とする。
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(2)　溢水防護板は，発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する設計とし，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわな
いよう設置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐
震性を有する設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても当該機能を損なわないことを被水試験等により確認する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(溢水防護板)

基本方針(防護設
備の設計)

・溢水防護板は，被水による影響評価を踏まえて設置し，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわないよう
設置する設計とする。
溢水源及び溢水経路に対して設置する溢水防護板は，想定する水圧に耐える設計とし，基準地震動Ｓｓによる地震力
に対して，被水を防止する当該機能を損なわないよう設置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作し，基準地震動Ｓｓによ
る地震力に対して耐震性を有する設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても当該機能を損なわないことを被水試
験等により確認する設計とする。
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(3)　自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸気影響を緩和するため，蒸気の漏えいを検知し，自動で漏えい蒸気を
隔離する設計とする。
溢水源となる一般蒸気等に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後10秒以内に自動隔離する設計とする。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が確保されない場合には，破損想定箇所にターミナルエンド防護
カバーを設置することで蒸気影響を軽減する設計とする。 設置要求

施設共通　基本設計方針
(自動検知・遠隔隔離シス
テム，ターミナルエンド防
護カバー)

基本方針(防護設
備の設計)

・自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸気影響を緩和するため，溢水源となる空調用蒸気の
漏えいを検知し，自動で漏えい蒸気を隔離する設計とする。
空調用蒸気設備に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後10秒以内に自動隔離する設計とする。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が確保されない場合には，破損想定箇所に
ターミナルエンド防護カバーを設置することで蒸気影響を軽減する設計とする。
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(4)　蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわないよう，溢水防護対象設備に対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計並びに蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧力に対して
当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(蒸気防護板)

基本方針(防護設
備の設計)

・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針
・蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気により安全機能を損なわないよう，溢水防護対象設備に対して設置する設
計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を確保する設計及び蒸気配管の破損により生じる環境温
度及び圧力に対して当該機能が損なわれない設計とする。
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(6)　漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの手動遠隔操作
又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(漏えい検知器，液位計)

基本方針(防護設
備の設計)

漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
からの手動遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。

44

溢水防護設備については，保守点検等の運用を適切に実施することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(溢水防護設備の保守点検,
補修)

基本方針 ・また，溢水防護設備が要求される機能を維持するため，計画的に保守管理，点検を実施するとともに必要に応じ補
修を実施することを保安規定に定めて，管理する。

- - - - -

3．準拠規格 【3．準拠規格】
・準拠する規格

※補足すべき事項の対象なし

2.4　溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６
－１
溢水による損傷
の防止に対する
基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針 ※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし
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2

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を溢水から防
護する設備(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの設備が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわな
い設計(多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計)とする。

冒頭宣言
定義

基本方針

対象選定

3

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障
のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うことを保安
規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
運用要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護対象設備以外の
設備の安全機能の確保・維
持)

基本方針(対象選
定)

6

6.2 　考慮すべき溢水事象
溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を想定する。
(1)　溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水(以下「想定破損による溢水」という。)
(2)　再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水(以下「消火水等の放水に
よる溢水」という。)
(3)　地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングにより発生する溢水を含む。)(以下「地
震起因による溢水」という。)
(4)　その他の要因(地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等)により生じる溢水(以下「その他の溢水」という。)
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図面等)及び必要に応じ現場確認等によ
り抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。なお，「7.3　設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」の
「7.3.1　漏えいによる影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽出」に示す化学薬品についても，機器等に内包される液体であることを
踏まえ，ここで溢水源として想定する。

冒頭宣言
定義

基本方針

基本方針(条件設
定)

8

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。

定義 基本方針

基本方針(条件設
定)

9
配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管
肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」という。)」を想定する。 定義 基本方針

基本方針(条件設
定)

10

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の比による応力評価の結果に基づく破損形
状を想定する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8
倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は 想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想
定しない。

定義 基本方針

基本方針(条件設
定)

11

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を実
施することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

基本方針(条件設
定)

13

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の
手順)

基本方針(条件設
定)

Ⅵ－１－１－６
－２
溢水防護対象設
備の選定

1．　概要
2．　溢水源及び溢水量の設定
2.1　想定破損による溢水

Ⅵ－１－１－６
－３
溢水評価条件の
設定

1．　概要
2.　溢水防護対象設備の選定
2.1 溢水防護対象設備の選定方針
2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選
定

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2．溢水源及び溢水量の設定】
・溢水源及び溢水量の設定においては，内部溢水ガイドを参考に，発生要因別に分類した以下の溢水を想定して設定
する。
(1)想定破損による溢水
(2)消火水等の放水による溢水
(3)地震起因による溢水
(4)その他の溢水
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図面等)及び必要に
応じ現場確認等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。なお，「Ⅵ－１－１－７－１
化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対する基本方針」の「2.2　再処理施設における化学薬品取扱いの基本方針」
に示す化学薬品についても，機器等に内包される液体であることを踏まえ，ここで溢水源として想定する。

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損において，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，一系統における単一の機器の破損による溢水を想定して，配管
の破損箇所を溢水源として設定する。
・また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分類す
る。
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管
内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」という。)」を想定する。
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の比による応力評価
の結果に基づく破損形状を想定する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破
断」，0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」を想定し，0.4倍以
下であれば破損は想定しない。
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを確認するために
継続的な肉厚管理を実施することを保安規定に定めて，管理する。
・想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は異常の検知，事象の判
断及び漏えい箇所からの特定並びに現場又は中央監視室からの隔離(運転員の状況確認及び遠隔操作を含む。)により
漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損個所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系
統の保有水量を合算して算出する。
・なお，手動による漏えいの停止のために現場及び中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
に表示されるパラメータを確認し操作することを保安規定に定めて，管理する。

【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
・溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能を有する建物・構築
物，系統及び機器とし，その上で事業許可基準規則及びその解釈並びに内部溢水ガイドで定められている，溢水から
防護すべき安全機能を踏まえ，全ての安全機能を有する建物・構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待
するものとして，安全上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を溢水防護対象設備として選定する。
【2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定】
・評価対象の溢水防護対象設備の選定結果
・溢水防護対象設備のうち，溢水により安全機能を損なうおそれのある設備を評価対象として選定する。
・溢水により安全機能を損なわないことが明らかな設備は，溢水評価の対象から除外する。

＜溢水評価対象の溢水防護対象設備の選定＞
⇒評価対象外とした溢水防護対象設備及び除外理由並びに評価
対象の溢水防護対象設備の選定結果について補足説明する。
・[補足溢水02]評価対象外とする溢水防護対象設備の考え方に
ついて

⇒第１回設工認申請において燃料貯蔵プール・ピット等の冷却
及び給水の機能を維持するために必要な設備の扱いについて補
足説明する。
・[補足溢水47]燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機
能を維持するために必要な設備の扱いについて

⇒第１回設工認申請の申請対象設備である安全冷却水B冷却塔
に対する溢水評価に係る概略評価結果について補足説明する。
・[補足溢水48] 安全冷却水B冷却塔の概略評価結果

＜想定破損による溢水評価条件＞
⇒想定破損による溢水評価条件の考え方及び評価に関連する運
用管理について補足説明する。
・[補足溢水18] 配管の応力評価
・[補足溢水19] 高エネルギ配管における貫通クラックについ
て
・[補足溢水20] 応力評価により破損を想定しない配管の管理
について
・[補足溢水21] 想定破損評価に用いる溢水量の算定について

＜設備の経年劣化＞
⇒設備の経年劣化に対する保全内容について補足説明する。
・[補足溢水39] 経年劣化事象と保全内容
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7

6.3 　溢水源及び溢水量の設定
6.3.1 　想定破損による溢水
想定破損による溢水は，1系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を
溢水源として設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定(想定破損))

評価条件

12

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の判
断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔
離操作を含む。)により漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の
系統の保有水量を合算して設定する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(隔離操作(溢水量の算出))

評価条件

14

6.3.2 　消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，溢水防護対象設備が設置されている建屋(以下「溢水防護建屋」という。)内において，水を使用する消火
設備である屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源として設定する。その他，消火設備ではないが，消火活動に供する設備として，水を
噴霧する連結散水からの放水を溢水源として設定する。
消火水等の放水による溢水量については，消火設備及び消火活動に供する設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間から設定する。 冒頭宣言

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の
算出(消火水))

評価条件 2.2　消火水等の放水による溢水 【2.2　消火水等の放水による溢水】
・溢水源として想定する消火設備等
・放水時間及び溢水量の設定方法
・想定する溢水量
・消火水等の放水による溢水は，溢水防護建屋内において，水を使用する消火設備である屋内消火栓及び連結散水装
置からの放水を溢水源として設定する。
消火水等の放水による溢水量の設定においては，消火設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間から溢水量を設
定する。

＜消火水等の放水による溢水評価条件＞
⇒消火水等の放水による溢水評価条件の考え方のうち，床面開
口部からの流下に期待する場合の評価内容について補足説明す
る。
・[補足溢水40] 床面開口部を期待した溢水水位について

16
ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保されるものについては，溢水源として設定しな
い。 定義 基本方針

基本方針(条件設
定)

15

6.3.3 　地震起因による溢水
(1)　再処理施設内に設置された機器の破損による溢水
地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損は生じないことから，流体を内包する系
統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の
算出(地震))

評価条件

17

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護対象設備への溢水の影響が最も大きくなるように評価する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の
算出(地震))

評価条件

18

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震動Ｓｓによって破損が生じる可能性のあ
る機器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合において，溢水源となる配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢水源と
なる容器は，全保有水量を溢水量として設定する。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の
算出(地震))

評価条件

19

(2)　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水
燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力により生じる燃料貯蔵プール・ピット等
のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定する。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の
算出(地震))

評価条件

20

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量については，基準地震動Ｓｓによる地震力により生じるスロッシングによ
り燃料貯蔵プール・ピット等の外への漏えい量から設定する。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の
算出(地震))

評価条件

21

6.3.4 　その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象
を想定する。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タンク等の破損のような間接的な影響，
機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定し，各事象において溢水源及び溢水量を設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の
算出(その他))

評価条件 2.4　その他の溢水 【2.4　その他の溢水】
・その他の溢水として，想定する事象の考え方
・地震以外の自然現象に関する溢水評価
・地下水に対する評価の考え方
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量

＜その他の溢水として想定する事象の考え方＞
⇒その他の溢水として，想定する事象の考え方について補足説
明する。
・[補足溢水35] その他の漏えい事象に対する確認について

25

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止
運用)

基本方針(条件設
定)

22

6.4 　溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする通路部又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路
部

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経
路の設定)

評価条件

23

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画として設定する。
溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)
及び溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護区画内の水位が最も高くなるように，より厳しい結果
を与える溢水経路を設定する。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経
路の設定)

評価条件

24

また，消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消火水の伝播を考慮する。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経
路の設定)

評価条件

1．　概要
2．　溢水源及び溢水量の設定
2.1　想定破損による溢水

3．　溢水防護区画及び溢水経路の設
定
3.1　溢水防護区画の設定
3.2　溢水経路の設定

2.3　地震起因による溢水

Ⅵ－１－１－６
－３
溢水評価条件の
設定

【3．溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方
【3.1　溢水防護区画の設定】
・溢水防護区画の設定の考え方
・溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定する又は必要により隔離の操作が必要な設備にアクセスする通路部
・溢水防護区画は壁，扉，堰，床段差，シャッター及びハッチ又はそれらの組み合わせによって他の区画と分離され
る区画として設定し，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差，シャッター及びハッチについては，現場の設備
等の設置状況を踏まえ，溢水の伝播に対する評価条件を設定する。

【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水評価において考慮する溢水経路は，溢水防護区画とその他の区画(溢水防護対象設備が存在しない区画又は通
路)との間における伝播経路となる防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井開口部及び貫通部，床面
開口部及び貫通部，床ドレンの連接状況並びにこれらに対する流入防止対策の有無を踏まえ，溢水防護区画内の水位
が最も高くなるように，より厳しい結果を与える経路を設定する。

・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消火水等の伝播を考
慮する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2．溢水源及び溢水量の設定】
・溢水源及び溢水量の設定においては，内部溢水ガイドを参考に，発生要因別に分類した以下の溢水を想定して設定
する。
(1)想定破損による溢水
(2)消火水等の放水による溢水
(3)地震起因による溢水
(4)その他の溢水

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損において，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，特定の事象に起因しない機器の破損を想定した事象であること
を踏まえ，他の系統及び機器は健全なものと仮定して1系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る
機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として設定する。
・また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分類す
る。
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管
内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」という。)」を想定する。
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の比による応力評価
の結果に基づく破損形状を想定する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破
断」，0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」を想定し，0.4倍以
下であれば破損は想定しない。
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを確認するために
継続的な肉厚管理を実施することを保安規定に定めて，管理する。
・想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は異常の検知，事象の判
断及び漏えい箇所からの特定並びに現場又は中央監視室からの隔離(運転員の状況確認及び遠隔操作を含む。)により
漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損個所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系
統の保有水量を合算して算出する。
・なお，手動による漏えいの停止のために現場及び中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
に表示されるパラメータを確認し操作することを保安規定に定めて，管理する。

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解析条件及び溢水量
・地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損は生じないことか
ら，流体を内包する系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラス
に属する系統を溢水源として設定する。
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保されるものについては，
溢水源として設定しない。
・溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護対象設備への溢水の影響が最も大きくな
るように評価する。
溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震動Ｓｓによって破損
が生じる可能性のある機器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合において，溢水源となる配管は，
破損形状を完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる容器は，全保有水量を溢水量として設定する。
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力により生じる燃料
貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定する。
また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓｓによる地震力に
より生じるスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量を設定する。

＜想定破損による溢水評価条件＞
⇒想定破損による溢水評価条件の考え方及び評価に関連する運
用管理について補足説明する。
・[補足溢水18] 配管の応力評価
・[補足溢水19] 高エネルギ配管における貫通クラックについ
て
・[補足溢水20] 応力評価により破損を想定しない配管の管理
について
・[補足溢水21] 想定破損評価に用いる溢水量の算定について

＜設備の経年劣化＞
⇒設備の経年劣化に対する保全内容について補足説明する。
・[補足溢水39] 経年劣化事象と保全内容

＜地震起因による溢水評価条件＞
⇒地震起因による溢水評価条件の考え方のうち，耐震性を持た
せた耐震B，Cクラス機器の耐震工事の内容，耐震評価対象設
備・部位の代表性，各区画の地震時の溢水源及び溢水量につい
て補足説明する。
・[補足溢水29] 耐震Ｂ，Ｃクラス機器の耐震工事の内容(個別
機器)
・[補足溢水30] 溢水防護に関する施設の耐震評価対象設備・
部位の代表性及び網羅性について
・[補足溢水11] 地震に起因する溢水源リスト

＜溢水源となる機器＞
⇒溢水防護対象設備を内包する建屋に設置される流体を内包す
る機器を抽出し，地震により溢水源となるかを評価した結果を
補足説明する。
・[補足溢水03] 溢水源となる機器のリスト

＜溢水防護区画の設定，溢水経路の設定＞
⇒溢水評価における建屋内での溢水の流下モデルを補足説明す
る。
・[補足溢水04] 溢水経路のモデル図
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先(小項目)

29

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被水の影響を最小限に止めるため，溢水防護対象設備に対して不
用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事項として保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(消火水放水時に不用意な
放水を行わない運用)

基本方針(評価及
び防護方針)

28

消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画において固定式消火設備等の水を用いない消火
手段を採用することにより，被水の影響が発生しない設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)

基本方針(評価及
び防護方針)

27

6.5.2 　被水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水等による被水並びに天井面の開口部又は貫通部からの被水に対
し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価する。
また，被水の影響を受けないよう保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生し
た溢水の流入を防止する対策及び溢水防護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する対策により，溢水防護対
象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢水防護板等の溢水防護設備の設計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設
備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)(保
護構造)(評価対象の設備の
抽出)

設計方針(被水影
響評価)

26

6.5 　溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.5.1 　没水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，溢水防護対象設備が没水により安全機能
を損なわないことを評価する。
また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止する対策並びに緊急遮断弁の設
置及び漏えい検知器の設置による溢水量を低減する対策により，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の溢水防護設備の設計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設
備」に示す。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②
設置要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機
能喪失高さの設定)
溢水評価対象の安重設備
溢水防護設備(防水扉，水
密扉，堰，遮断弁)

設計方針(没水影
響評価)

＜溢水評価＞
⇒溢水評価における各段階での確認内容及び評価における保守
性並びに溢水発生後の運用に関して補足説明する。
・[補足溢水41] 溢水評価における確認内容について
・[補足溢水42] 溢水評価に用いる各項目の保守性と有効数字
の処理について
・[補足溢水44] 想定破損の現場確認における環境想定につい
て
・[補足溢水45] 溢水最終滞留区画における溢水発生後の復旧
について

＜没水影響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒溢水防護区画内に設置される溢水防護対象設備及び機能喪失
高さの整理結果並びに没水影響評価における床勾配の取扱い及
び想定する各溢水事象に対する評価結果について補足説明す
る。
・[補足溢水01] 機能喪失高さについて
・[補足溢水05] 想定破損による没水影響評価について
・[補足溢水06] 想定破損により生じる没水影響評価結果(溢水
防護対象設備)
・※[補足溢水07] 想定破損により生じる没水影響評価結果(重
大事故等対処設備)
・[補足溢水08] 消火活動に伴う溢水について
・[補足溢水09] 消火水等の放水により生じる没水影響評価結
果(溢水防護対象設備)
・※[補足溢水10] 消火水等の放水により生じる没水影響評価
結果(重大事故等対処設備)
・[補足溢水12] 地震に起因する溢水により生じる没水影響評
価結果(溢水防護対象設備)
・※[補足溢水13] 地震に起因する溢水により生じる没水影響
評価結果(重大事故等対処設備)
・[補足溢水28] 消火水等の放水による溢水に対する評価の概
要について
・[補足溢水36] 溢水防護区画ごとにおける機能喪失高さ
・[補足溢水37] 没水影響評価における床勾配について

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対
処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」
からの展開

＜被水影響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒被水影響評価における想定する各溢水事象に対する評価結果
について補足説明する。
・※[補足溢水14] 被水影響評価結果

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対
処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」
からの展開

1．　概要
2．　溢水評価
2.1　防護すべき設備を内包する建屋
内で発生する溢水に関する溢水評価

Ⅵ－１－１－６
－４
溢水影響に関す
る評価

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2．溢水評価】
・溢水評価の考え方
【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】
・没水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，防護すべき設備が
要求される機能を損なうおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比較し評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止する対策並びに
緊急遮断弁の設置及び漏えい検知器の設置による溢水量を低減する対策により，溢水防護対象設備が没水により安全
機能を損なわない設計とする。

※「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する
説明書」に示す重大事故等対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価についても説明する。

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】
・被水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被水の影響を最小限に止めるため，溢水防護対象
設備に対して不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事項として保安規定に定めて，管理す
る。
・消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画において水を用いない消
火手段を採用することにより，被水の影響が発生しない設計とする。
・想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水等による被水並びに天井面の開口部又は
貫通部からの被水に対し，影響を受ける範囲内にある防護すべき設備が要求される機能を損なわないことを評価す
る。
・また，溢水源又は溢水経路に対する溢水防護板の設置等の対策，溢水防護対象設備に保護構造を持たせる対策によ
り，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。
・保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流
入を防止する対策及び溢水防護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する対策により，溢
水防護対象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。
※「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する
説明書」に示す重大事故等対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価についても説明する。
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30

6.5.3 　蒸気影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，空調条件や解析区画を設定して実施した解析結果を
踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の健全性を確認することで，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを
評価する。
また，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離
システムの設置及びターミナルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水防
護対象設備への曝露を防止する対策により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設計とする。
自動検知・遠隔隔離システム，蒸気防護板等の溢水防護設備の設計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示
す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(蒸気影響評価の実施)

設計方針(蒸気影
響評価)

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】
・蒸気影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，空調条件や解析区画を設定し
て実施した解析結果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の健全性を確認することで，蒸気
の影響により要求される機能を損なわないことを評価する。
・蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入を防止する対
策，自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナルエンド防護カバーの設置による
漏えい蒸気量を低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水防護対象設備への曝露を防止する対策によ
り，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設計とする。
「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説
明書」に示す重大事故等対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価についても説明する。

＜蒸気影響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒蒸気影響評価における蒸気拡散解析結果の例示，蒸気の直接
噴出に対する影響，蒸気曝露試験結果，蒸気影響緩和対策及び
想定する各溢水事象に対する評価結果について補足説明する。
・[補足溢水15] 蒸気影響評価に用いる環境条件について
・[補足溢水22] GOTHICコードの妥当性について
・[補足溢水24] 破損配管からの蒸気噴流の影響について
・[補足溢水25] 蒸気拡散解析の結果例
・[補足溢水26] 蒸気曝露試験について
・[補足溢水27] 蒸気漏えい量が少ない場合における影響評価
・[補足溢水16] 蒸気影響評価結果(溢水防護対象設備)
・※[補足溢水17] 蒸気影響評価結果(重大事故等対処設備)

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対
処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」
からの展開

31

6.5.4 　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する溢水評価及び防護設計方針
基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量を三次元流動解析
により評価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することにより溢水量を低減する設計とする。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②

基本方針
使用済燃料受入れ設備(燃
料取出し設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料
移送設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料
貯蔵設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料
送出し設備)
溢水防護設備(止水板及び
蓋)

設計方針(スロッ
シング評価)

32

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃
料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持で
きる設計とする。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(スロッシング評価の実施)

設計方針(スロッ
シング評価)

31

6.5.4 　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する溢水評価及び防護設計方針
基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量を三次元流動解析
により評価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することにより溢水量を低減する設計とする。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②

基本方針
使用済燃料受入れ設備(燃
料取出し設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料
移送設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料
貯蔵設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料
送出し設備)
溢水防護設備(止水板及び
蓋)

設計方針(止水板
及び蓋の設置)

33

6.6　屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.6.1　溢水防護建屋に対する溢水評価及び防護設計方針
 屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価する。
 また，屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護
建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等により防止する設計とすることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能
を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の溢水防護設備の設計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の
実施)
溢水防護設備(防水扉，水
密扉，堰)

設計方針(建屋外
で発生する溢水に
関する溢水評価)

【2.2 屋外で発生する溢水に関する溢水評価】
・屋外タンク等からの流入防止に関する影響評価方法，判定基準及び評価結果
・地下水からの影響評価方法，判定基準及び評価結果
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価する。
・屋外で発生を想定する溢水の影響評価結果を踏まえ，屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期待す
る範囲を境界とした溢水防護建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等により防止する設計とするこ
とにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
・また，地下水に対しては，流入経路に地下水面からの水頭圧に耐える壁(貫通部止水処置を含む。)，扉等による流
入防止措置を実施することにより，地下水の流入による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋
内への流入を防止する設計とし，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。

34

6.6.2　屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価及び防護設計方針
屋外で発生を想定する溢水により，屋外の溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価する。
また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，溢水水位を上回る機能喪失高さを確保するこ
と，保護構造を有すること及び机上評価にて健全性を確認することにより，屋外の溢水防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響を受け
て，安全機能を損なわない設計とする。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の
実施)
溢水防護設備(防水扉，水
密扉，堰)

設計方針(建屋外
で発生する溢水に
関する溢水評価)

【2.2 屋外で発生する溢水に関する溢水評価】
・屋外で発生を想定する溢水
・屋外で発生する溢水により屋外の溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを，溢水防護建屋内で発生する溢
水の評価と同様に評価する。
・屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水により没水し，屋外の溢水防護対象設備の安全機能を
損なわないよう，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，必要な機能喪失高さを確保する設計とする。ま
た，屋外で発生を想定する溢水により被水し，屋外の溢水防護対象設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を
受けるおそれのある部位に対して，水の浸入経路からの水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計とする。

＜燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関
する影響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算
出方法及び東日本大震災時に福島第二発電所で起こったスロッ
シング事象に対する対策の検討結果について補足説明する。
・[補足溢水31] 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングに
よる溢水量の算出
・[補足溢水43] 福島第二発電所で起こった事象に対する対策
の検討について

＜屋外で発生する溢水に関する評価＞
⇒屋外で発生する溢水に対する影響評価方法及び結果について
補足説明する。
・[補足溢水33] 屋外タンク等の溢水による影響評価
・[補足溢水34] 地下水による影響評価

1．　概要
2．　溢水評価
2.1　防護すべき設備を内包する建屋
内で発生する溢水に関する溢水評価

Ⅵ－１－１－６
－４
溢水影響に関す
る評価

2.2　屋外で発生する溢水に関する溢
水評価

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】

・基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする水
の量を三次元流動解析により評価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することによりスロッシング水量を低減する設計と
する。

・算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピッ
ト等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いることにより
適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。
また，スロッシングによる溢水(その他機器の地震起因による溢水を含む。)の影響を受けて，燃料貯蔵プール・ピッ
ト等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能の維持に必要な機器が安全機能を損なうおそれがないこ
とを確認する設計とする。溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なうおそれがある場合には，防護対策その他
の適切な処置を実施する。
また，「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関
する説明書」に示す重大事故等対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価についても説明する。
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36

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，再処理施設内で生じる異常状態(火災を含
む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水又は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合
においても，溢水防護設備により，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能を維持できる設計とする。
溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁，溢水防護板，自動検知・遠隔隔離システム，
ターミナルエンド防護カバー，蒸気防護板，地震計，緊急遮断弁，漏えい検知器，液位計，止水板及び蓋で構成し，以下の設計とするこ
とにより，溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針(防護設
備の設計)

1．　概要
2．　設計の基本方針

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2．設計の基本方針】
・溢水防護設備の設計の基本方針
・再処理施設内における溢水の発生により，添付書類「Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選定」にて選定し
ている溢水防護対象設備が要求される機能を損なわない設計とするため，溢水防護に必要な設備を設置する。
・溢水防護に必要な設備は，添付書類「Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選定」にて選定している溢水防護
区画，添付書類「Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定」にて設定している溢水源，溢水量及び溢水経路，添付
書類「Ⅵ－１－１－６－４　溢水影響に関する評価」にて評価している溢水水位による静水圧，蒸気噴出荷重及び基
準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その機能を維持又は保持できる設計とする。

※「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する
説明書」に示す重大事故等対処設備に対する溢水防護に必要な設備についても説明する。

※補足すべき事項の対象なし
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(1)　流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設
置状況を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置
する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢
水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び壁(貫
通部止水処置を含む。))
溢水防護設備(堰，防水
扉，水密扉)

設計方針(溢水防
護設備)

38

(2)　溢水防護板は，発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する設計とし，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわな
いよう設置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐
震性を有する設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても当該機能を損なわないことを被水試験等により確認する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(溢水防護板)

設計方針(溢水防
護設備)

39

(3)　自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸気影響を緩和するため，蒸気の漏えいを検知し，自動で漏えい蒸気を
隔離する設計とする。
溢水源となる一般蒸気等に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後10秒以内に自動隔離する設計とする。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が確保されない場合には，破損想定箇所にターミナルエンド防護
カバーを設置することで蒸気影響を軽減する設計とする。 設置要求

施設共通　基本設計方針
(自動検知・遠隔隔離シス
テム，ターミナルエンド防
護カバー)

設計方針(溢水防
護設備)

40

(4)　蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわないよう，溢水防護対象設備に対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計並びに蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧力に対して
当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(蒸気防護板)

設計方針(溢水防
護設備)

41

(5)　溢水防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道含む。)に設置する緊急遮断弁は，制御建屋に設置する地震計からの信号で作動する又は弁
の感震機構で作動することにより，他建屋から流入する系統を隔離できる設計とし，溢水防護建屋内で発生する溢水量を低減する設計と
する。
地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計とする。

設置要求 溢水防護設備(遮断弁)

設計方針(溢水防
護設備)

42

(6)　漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの手動遠隔操作
又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(漏えい検知器，液位計)

設計方針(溢水防
護設備)

43

(7)　止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置することによりスロッシング水量を低減し，燃料貯蔵プール・ピット等の
冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要
な水位を維持できる設計とする。
止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロッシング水量を低減する性能が損なわれない設計とする。 設置要求

機能要求②
溢水防護設備(止水板及び
蓋)

設計方針(溢水防
護設備)
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(1)　流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設
置状況を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置
する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢
水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び壁(貫
通部止水処置を含む。))
溢水防護設備(堰，防水
扉，水密扉)

評価(耐震計算)

38

(2)　溢水防護板は，発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する設計とし，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわな
いよう設置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐
震性を有する設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても当該機能を損なわないことを被水試験等により確認する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(溢水防護板)

評価(耐震計算)

40

(4)　蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわないよう，溢水防護対象設備に対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計並びに蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧力に対して
当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(蒸気防護板)

評価(耐震計算)

41

(5)　溢水防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道含む。)に設置する緊急遮断弁は，制御建屋に設置する地震計からの信号で作動する又は弁
の感震機構で作動することにより，他建屋から流入する系統を隔離できる設計とし，溢水防護建屋内で発生する溢水量を低減する設計と
する。
地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計とする。

設置要求 溢水防護設備(遮断弁)

評価(耐震計算)

43

(7)　止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置することによりスロッシング水量を低減し，燃料貯蔵プール・ピット等の
冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要
な水位を維持できる設計とする。
止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロッシング水量を低減する性能が損なわれない設計とする。 設置要求

機能要求②
溢水防護設備(止水板及び
蓋)

評価(耐震計算：
止水板)

＜溢水防護設備の構造強度設計＞
⇒溢水防護設備の止水性に関する評価結果を補足説明する。
・[補足溢水38] 溢水防護設備の止水性について

＜溢水防護対策＞
⇒溢水防護対策として実施する蒸気防護対策の例示，緊急遮断
弁の設計概要及び溢水経路としない貫通部の止水処置実施箇所
を補足説明する。
・[補足溢水23] 蒸気漏えいに対する隔離システムについて
・[補足溢水32] 緊急遮断弁について
・[補足溢水46] 貫通部止水処置の実施箇所について

Ⅵ－１－１－６
－５
溢水防護設備の
詳細設計

Ⅵ－１－１－６
－６　溢水への
配慮が必要な施
設の耐震設計

1.　概要
2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防
護設備の基本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水
防護設備の対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水
防護設備の耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防
護設備に要求される機能及び機能維持
の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防
護設備のその他耐震設計に係る事項

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針について説明する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支持方針について説
明する。

※補足すべき事項の対象なし

3．　要求機能及び性能目標
3.1　溢水伝播を防止する設備
3.2  被水影響を防止する設備
3.3　蒸気影響を緩和する設備
3.4　溢水量を低減する設備
4．　機能設計
4.1　溢水伝播を防止する設備
4.2  被水影響を防止する設備
4.3　蒸気影響を緩和する設備
4.4　溢水量を低減する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標
【3.1　溢水伝播を防止する設備】
・溢水伝播を防止する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【3.2  被水影響を防止する設備設備】
・被水影響を防止する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【3.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【3.3　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4．機能設計】
・各溢水防護設備の機能設計
【4.1　溢水伝播を防止する設備】
・溢水伝播を防止する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機能設計の方針を
説明する。
【4.2  被水影響を防止する設備】
・被水影響を防止する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機能設計の方針を
説明する。
【4.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機能設計の方針を
説明する。
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機能設計の方針を説
明する。

88



基本設計方針の添付書類への展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先(小項目)

37

(1)　流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設
置状況を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置
する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢
水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び壁(貫
通部止水処置を含む。))
溢水防護設備(堰，防水
扉，水密扉)

評価(強度計算)

40

(4)　蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわないよう，溢水防護対象設備に対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計並びに蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧力に対して
当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(蒸気防護板)

評価(強度計算)

43

(7)　止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置することによりスロッシング水量を低減し，燃料貯蔵プール・ピット等の
冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要
な水位を維持できる設計とする。
止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロッシング水量を低減する性能が損なわれない設計とする。 設置要求

機能要求②
溢水防護設備(止水板及び
蓋)

評価(強度計算：
止水板及び蓋)

- － － － －

6.　 準拠規格 【6. 準拠規格】
・準拠する規格

※補足すべき事項の対象なし
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(1)　流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設
置状況を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置
する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢
水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び壁(貫
通部止水処置を含む。))
溢水防護設備(堰，防水
扉，水密扉)

評価(強度計算)

40

(4)　蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわないよう，溢水防護対象設備に対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計並びに蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧力に対して
当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(蒸気防護板)

評価(強度計算)

43

(7)　止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置することによりスロッシング水量を低減し，燃料貯蔵プール・ピット等の
冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要
な水位を維持できる設計とする。
止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロッシング水量を低減する性能が損なわれない設計とする。 設置要求

機能要求②
溢水防護設備(止水板及び
蓋)

評価(強度計算：
止水板及び蓋)
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(1)　流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設
置状況を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置
する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢
水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び壁(貫
通部止水処置を含む。))
溢水防護設備(堰，防水
扉，水密扉)

評価(耐震計算)
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(2)　溢水防護板は，発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する設計とし，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわな
いよう設置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐
震性を有する設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても当該機能を損なわないことを被水試験等により確認する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(溢水防護板)

評価(耐震計算)

40

(4)　蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわないよう，溢水防護対象設備に対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計並びに蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧力に対して
当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(蒸気防護板)

評価(耐震計算)

41

(5)　溢水防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道含む。)に設置する緊急遮断弁は，制御建屋に設置する地震計からの信号で作動する又は弁
の感震機構で作動することにより，他建屋から流入する系統を隔離できる設計とし，溢水防護建屋内で発生する溢水量を低減する設計と
する。
地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計とする。

設置要求 溢水防護設備(遮断弁)

評価(耐震計算)

43

(7)　止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置することによりスロッシング水量を低減し，燃料貯蔵プール・ピット等の
冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要
な水位を維持できる設計とする。
止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロッシング水量を低減する性能が損なわれない設計とする。 設置要求

機能要求②
溢水防護設備(止水板及び
蓋)

評価(耐震計算：
止水板)

35

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他の主要な事項
7.3.5 溢水防護設備
溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目の「2.　地盤」，「3.　自然現象等」，「5.　火災等による損
傷の防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」
及び「9.　設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ― ― ― ― ―

－ 耐震B，Cクラスで申請する溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設のうち，基準地震動Ｓｓに対して機能維持が必要
となるものに係る具体的な方針及び計算結果は「Ⅳ－４　溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設の耐震性に関する
説明書」にて示す。

Ⅵ－１－１－６
－７－２
溢水への配慮が
必要な施設の強
度計算書

1. 　概要
2. 　基本方針
3. 　強度評価方法
4. 　評価条件
5. 　強度評価結果

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造について説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法について説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件について説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果について説明する。

Ⅳ－４
溢水及び化学薬
品への配慮が必
要な施設の耐震
性に関する説明
書

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なしⅥ－１－１－６
－７－１
溢水への配慮が
必要な施設の強
度計算の方針

1.　 概要
2.　 強度評価の基本方針
3.　 構造強度設計
4.　 荷重及び荷重の組合せ並びに許
容限界
5.　 強度評価方法

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するための溢水への配慮が必要な施設の構造健全性に対する強度評価の基本
方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界について説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法について説明する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

1.
概要 【1．概要】

・本資料の説明概要 〇 本資料の説明概要 △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

2.
溢水による損傷の防止に対する基本方針 【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】

・技術基準を満足するための溢水防護に関する基本方針 〇 技術基準を満足するための溢水防護に関する基本方針 △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

2.1
溢水防護対象設備の選定 【2.1　溢水防護対象設備の選定】

・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針 〇 「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針 △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

2.2
溢水評価条件の設定 【2.2　溢水評価条件の設定】

・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針 〇 「溢水評価条件の設定」に関する基本方針 △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

2.3
溢水評価及び防護設計方針 【2.3　溢水評価及び防護設計方針】

・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針 〇 「溢水影響に関する評価」に関する基本方針 〇
燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング及び溢水防護対象設備を内包する建屋外で発生する溢水
に関する基本方針の追加 －

2.4
溢水防護設備の設計方針 【2.4　溢水防護設備の設計方針】

・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針 ○ 「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針 〇 「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針の追加 －

3.
準拠規格   【3．準拠規格】

・準拠する規格 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 準拠する規格 －

1.
概要 【1．概要】

・本資料の説明概要 〇 本資料の説明概要 △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

2. 溢水防護対象設備の選定

2.1

溢水防護対象設備の選定方針 【2.1　溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針

〇 溢水防護対象設備の選定方針 △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし

[補足溢水47]燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及
び給水の機能を維持するために必要な設備の扱い
について

2.2

評価対象の溢水防護対象設備の選定 【2.2　評価対象の溢水防護対象設備の選定】
・評価対象の溢水防護対象設備の選定結果

〇 溢水評価が必要な設備の選定結果 〇 評価対象の溢水防護対象設備の選定結果

[補足溢水02] 評価対象外とする溢水防護対象設
備の考え方について
[補足溢水48] 安全冷却水B冷却塔の概略評価結果

1.
概要 【1．概要】

・本資料の説明概要 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 本資料の説明概要 －

2.
溢水源及び溢水量の設定 【2. 溢水源及び溢水量の設定】

・想定する溢水事象 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 想定する溢水事象 －

2.1

想定破損による溢水 【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損において，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇

破損を想定する機器の考え方
高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損において，想定する破損形状と溢水量の考え方
想定する破損形状と溢水量
溢水源となりえる機器及び想定する溢水量

[補足溢水18] 配管の応力評価
[補足溢水20] 応力評価により破損を想定しない
配管の管理について
[補足溢水19] 高エネルギ配管における貫通ク
ラックについて
[補足溢水21] 想定破損評価に用いる溢水量の算
定について
[補足溢水39] 経年劣化事象と保全内容

2.2

消火水等の放水による溢水 【2.2　消火水等の放水による溢水】
・溢水源として想定する消火設備等
・放水時間及び溢水量の設定方法
・想定する溢水量 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇

溢水源として想定する消火設備
放水時間及び溢水量の設定方法

[補足溢水40] 床面開口部を期待した溢水水位に
ついて

2.3

地震起因による溢水 【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解析条件及び溢水量 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇

地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
溢水量の算定方法
想定する溢水量
燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評価方針
燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解析条件及び溢水量

[補足溢水03] 溢水源となる機器のリスト
[補足溢水11] 地震に起因する溢水源リスト
[補足溢水29] 耐震B，Cクラス機器の耐震工事の
内容(個別機器)
[補足溢水30] 溢水防護に関する施設の耐震評価
対象設備・部位の代表性及び網羅性について

2.4

その他の溢水 【2.4　その他の溢水】
・その他の溢水として，想定する事象の考え方
・地震以外の自然現象に関する溢水評価
・地下水に対する評価の考え方 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇

その他の溢水として，想定する事象の考え方
地震以外の自然現象に関する溢水評価
地下水に対する評価の考え方

[補足溢水35] その他の漏えい事象に対する確認
について

3.
溢水防護区画及び溢水経路の設定 【3．溢水防護区画及び溢水経路の設定】

・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方
[補足溢水04] 溢水経路のモデル図

3.1
溢水防護区画の設定 【3.1　溢水防護区画の設定】

・溢水防護区画の設定の考え方 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 溢水防護区画の設定の考え方 －

3.2
溢水経路の設定 【3.2　溢水経路の設定】

・溢水経路の設定の考え方 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 溢水防護区画内漏えいでの溢水経路の設定の考え方 －

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対する基本方針

Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次

1.
概要 【1．概要】

・本資料の説明概要 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 本資料の説明概要 －

2.

溢水評価 【2．溢水評価】
・溢水評価の考え方

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 溢水評価の考え方

[補足溢水42] 溢水評価に用いる各項目の保守性
と有効数字の処理について
[補足溢水44] 想定破損の現場確認における環境
想定について
[補足溢水41] 溢水評価における確認内容につい
て
[補足溢水45] 溢水最終滞留区画における溢水発
生後の復旧について

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】
・被水影響評価方法，判定基準及び評価結果

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 被水影響評価方法，判定基準，評価結果

[補足溢水14] 被水影響評価結果
※「Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書」からの展開

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】
・蒸気影響評価方法，判定基準及び評価結果

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 蒸気影響評価方法，判定基準，評価結果

[補足溢水15] 蒸気影響評価に用いる環境条件に
ついて
[補足溢水22] GOTHICコードの妥当性について
[補足溢水24] 破損配管からの蒸気噴流の影響に
ついて
[補足溢水25] 蒸気拡散解析の結果例
[補足溢水26] 蒸気曝露試験について
[補足溢水27] 蒸気漏えい量が少ない場合におけ
る影響評価
[補足溢水16] 蒸気影響評価結果(溢水防護対象設
備)
※[補足溢水17] 蒸気影響評価結果(重大事故等対
処設備)
※「Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書」からの展開

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する影響評価方法，判定基準及び評
価結果 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する影響評価方法，判定基準及び評価
結果

[補足溢水31] 燃料貯蔵プール・ピット等のス
ロッシングによる溢水量の算出
[補足溢水43] 福島第二発電所で起こった事象に
対する対策の検討について

2.2

屋外で発生する溢水に関する溢水評価 【2.2 屋外で発生する溢水に関する溢水評価】
・屋外タンク等からの流入防止に関する影響評価方法，判定基準及び評価結果
・地下水からの影響評価方法，判定基準及び評価結果 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇

屋外タンク等からの流入防止に関する影響評価方法，判定基準及び評価結果
地下水からの影響評価方法，判定基準及び評価結果

[補足溢水33] 屋外タンク等の溢水による影響評
価
[補足溢水34] 地下水による影響評価

1.
概要 【1．概要】

・本資料の説明概要 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 本資料の説明概要 －

2.
設計の基本方針 【2．設計の基本方針】

・溢水防護設備の設計の基本方針 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 溢水防護設備の設計の基本方針 －

3.
要求機能及び性能目標 【3．要求機能及び性能目標】

・各溢水防護設備の要求機能及び性能目標 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 各溢水防護設備の要求機能及び性能目標 －

3.1
溢水伝播を防止する設備 【3.1　溢水伝播を防止する設備】

・溢水伝播を防止する設備の要求機能及び性能目標 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 溢水伝播を防止する設備の要求機能及び性能目標
[補足溢水38] 溢水防護設備の止水性について

3.2
被水影響を防止する設備 【3.2  被水影響を防止する設備】

・被水影響を防止する設備の要求機能及び性能目標 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 被水影響を防止する設備の要求機能及び性能目標 －

3.3
蒸気影響を緩和する設備 【3.3　蒸気影響を緩和する設備】

・蒸気影響を緩和する設備の要求機能及び性能目標 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 蒸気影響を緩和する設備の要求機能及び性能目標 －

3.4
溢水量を低減する設備 【3.4　溢水量を低減する設備】

・溢水量を低減する設備の要求機能及び性能目標 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 溢水量を低減する設備の要求機能及び性能目標 －

4.
機能設計 【4．機能設計】

・各溢水防護設備の機能設計 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 各溢水防護設備の機能設計 －

4.1
溢水伝播を防止する設備 【4.1　溢水伝播を防止する設備】

・溢水伝播を防止する設備の機能設計 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 溢水伝播を防止する設備の機能設計
[補足溢水46] 貫通部止水処置の実施箇所につい
て

4.2
被水影響を防止する設備 【4.2  被水影響を防止する設備】

・被水影響を防止する設備の機能設計 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 被水影響を防止する設備の機能設計 －

4.3
蒸気影響を緩和する設備 【4.3　蒸気影響を緩和する設備】

・蒸気影響を緩和する設備の機能設計 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 蒸気影響を緩和する設備の機能設計
[補足溢水23] 蒸気漏えいに対する隔離システム
について

4.4
溢水量を低減する設備 【4.4　溢水量を低減する設備】

・溢水量を低減する設備の機能設計 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 溢水量を低減する設備の機能設計
[補足溢水32]　緊急遮断弁について

Ⅵ－１－１－６－４　溢水影響に関する評価

2.1

防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし 〇 没水影響評価方法，判定基準，評価結果

[補足溢水01]機能喪失高さについて
[補足溢水36] 溢水防護区画ごとにおける機能喪
失高さ
[補足溢水37] 没水影響評価における床勾配につ
いて
[補足溢水05] 想定破損による没水影響評価につ
いて
[補足溢水28] 消火水等の放水による溢水に対す
る評価の概要について
[補足溢水08] 消火活動に伴う溢水について
[補足溢水06] 想定破損により生じる没水影響評
価結果(溢水防護対象設備)
※[補足溢水07] 想定破損により生じる没水影響
評価結果(重大事故等対処設備)
[補足溢水09] 消火水等の放水により生じる没水
影響評価結果(溢水防護対象設備)
※[補足溢水10] 消火水等の放水により生じる没
水影響評価結果(重大事故等対処設備)
[補足溢水12] 地震に起因する溢水により生じる
没水影響評価結果(溢水防護対象設備)
※[補足溢水13] 地震に起因する溢水により生じ
る没水影響評価結果(重大事故等対処設備)
※「Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書」からの展開

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】
・没水影響評価方法，判定基準及び評価結果
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次

1.
概要 【1. 概要】

・本資料の説明概要 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 本資料の説明概要 －

2.
耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針 【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針】

・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針 －

2.1
基本方針 【2.1 基本方針】

・基本方針 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 基本方針 －

2.2
耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象 【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象】

・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象 －

2.3
耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針 【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針】

・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針 －

3.
地震力の設定 【3. 地震力の設定】

・地震力の設定 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 地震力の設定 －

4.
耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針 【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針】

・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針 －

5.

耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項 【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○

・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について

－

1.
概要 【1. 概要】

・本資料の説明概要 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 本資料の説明概要 －

2.
強度評価の基本方針 【2. 強度評価の基本方針】

・溢水への配慮が必要な施設の構造健全性に対する強度評価の基本方針 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 溢水への配慮が必要な施設の構造健全性に対する強度評価の基本方針 －

3.
構造強度設計 【3. 構造強度設計】

・要求機能を維持できる構造強度の設計方針の設定 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 要求機能を維持できる構造強度の設計方針の設定 －

4.
荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】

・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界 －

5.
強度評価方法 【5. 強度評価方法】

・強度評価方法 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 強度評価方法 －

6.
準拠規格 【6. 準拠規格】

・準拠する規格 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 準拠する規格 －

1.
概要 【1. 概要】

・本資料の説明概要 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 本資料の説明概要 －

2.
基本方針 【2. 基本方針】

・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 溢水への配慮が必要な施設の位置，構造 －

3.
強度評価方法 【3. 強度評価方法】

・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法 －

4.
評価条件 【4. 評価条件】

・強度評価条件 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 強度評価条件 －

5.
強度評価結果 【5. 強度評価結果】

・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果 －

凡例

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設の耐震設計

・「申請回次」について

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ－１－１－６－７　溢水への配慮が必要な施設の強度に関する説明書
Ⅵ－１－１－６－７－１　溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針

Ⅵ－１－１－６－７－２　溢水への配慮が必要な施設の強度計算書
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Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象
設備の選定
2. 溢水防護対象設備の選定

2.1 溢水防護対象設備の選定方針
2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定

第1回設工認申請で示す範囲，項⽬は示すが詳細は後次回以降の申請で示す範囲とする。
各添付書類の「1.概要」については，提出回次以降全て記載するため，下図には記載していない。

基本設計方針
第1章 共通項目
6. 再処理施設内
における溢水による
損傷の防止
⇒後次回申請を含
めて全て記載する
第2章 個別項目
7.3 その他の主
要な事項
7.3.5 溢水防護
設備
⇒共通事項を第1
回設工認申請で示
す

別紙4

Ⅵ－１－１－６－３ 溢水評価条
件の設定
2. 溢水源及び溢水量の設定

2.1 想定破損による溢水
2.2 消火水等の放水による溢水
2.3 地震起因による溢水
2.4 その他の溢水

3. 溢水防護区画及び溢水経路の設
定

3.1 溢水防護区画の設定
3.2 溢水経路の設定

Ⅵ－１－１－６－７－
１ 溢水への配慮が必要
な施設の強度計算の方針
2. 強度評価の基本方針

2.1 評価対象施設
2.2 評価方針

3. 構造強度設計
3.1 構造強度の設計方針
3.2 機能維持の方針

4. 荷重及び荷重の組合
せ並びに許容限界

4.1 荷重及び荷重の組合せ
4.2 許容限界

5. 強度評価方法

Ⅵ－１－１－６－５ 溢水防護設
備の詳細設計
2. 設計の基本方針
3. 要求機能及び性能目標

3.1 溢水伝播を防止する設備
3.2 被水影響を防止する設備
3.3 蒸気影響を緩和する設備
3.4 溢水量を低減する設備

4. 機能設計
4.1 溢水伝播を防止する設備
4.2 被水影響を防止する設備
4.3 蒸気影響を緩和する設備
4.4 溢水量を低減する設備

Ⅵ－１－１－６
－７－２ 溢水へ
の配慮が必要な施
設の強度計算書
2. 基本方針
3. 強度評価方法
4. 評価条件
5. 強度評価結果

Ⅵ－１－１－６－４ 溢水影響に関
する評価
2. 溢水評価

2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

2.2 屋外で発生する溢水に関する溢水評価

Ⅵ-1-1-４
安全機能を有する施設及び
重大事故等対処設備が使用
される条件の下における健全
性に関する説明書

Ⅵ－１－１－６
－１ 溢水によ
る損傷の防止に
対する基本方針
2. 溢水による
損傷の防止に対
する基本方針
2.1 溢水防護対

象設備の選定
2.2 溢水評価条

件の設定
2.3 溢水評価及

び防護設計方
針

⇒後次回申請を
含めて全て記載
する

2.4 溢水防護設
備の設計方針

⇒共通事項を第
1回設工認申請
で示す
3. 準拠規格
⇒基本方針で取
り扱うものを示す

溢⽔防護設備の強度
及び耐震性についての
評価結果を展開する。

溢⽔源の設定等の条件
設定で考慮した強度及
び地震で損傷しないこと
の確認結果を展開する。

Ⅵ-1-1-4において，重大事故等
対処設備のうち，溢⽔によって必
要な機能が損なわれない静的な構
築物，系統及び機器を除く設備
が没⽔，被⽔等の影響を受けて
機能を損なわない設計とすることと
している。想定する溢⽔に対する評
価方針及び評価結果については，
Ⅵ-1-1-6に示すこととしている。
上記に対して，重大事故等対処
設備の評価方針及び評価結果は，
Ⅵ-1-1-6-4において展開する。

Ⅵ －１－１－６－７ 溢水への配慮が必要な施設の強
度に関する説明書

Ⅵ－１－１－６－６ 溢水へ
の配慮が必要な施設の耐震設
計
2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及
び溢水防護設備の基本方針

2.1 基本方針
2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水

防護設備の対象
2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水

防護設備の耐震設計の基本方針
3. 地震⼒の設定
4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及
び溢水防護設備に要求される
機能及び機能維持の方針
5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及
び溢水防護設備のその他耐震
設計に係る事項

Ⅳ-4 溢水及び化
学薬品への配慮が
必要な施設の耐震
性に関する説明書
（大項目のみ）

⇒後次回以降に詳
細を示す

Ⅳ 耐震性に関する説明書（大項目のみ）
Ⅳ－１ 耐震性に関する基本方針

Ⅳ－１－２ 耐震計算に関する基本方針
耐震性の説明書に基づき作成

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

Ⅳ－4－１ 溢水及
び化学薬品への配慮
が必要な施設の耐震
計算の基本方針

Ⅳ－4－２ 溢水及
び化学薬品への配慮
が必要な施設の耐震
性に関する計算書
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資料№ 名称 提出日 Rev

別紙４－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針 12/2 17

別紙４－２ 溢水防護対象設備の選定 12/2 17

別紙
備考

(1/1) 95



 

 

令和４年 12 月２日 Ｒ17 

 

 

 

別紙４－１ 
 

 

 

溢水による損傷の防止に対する 
基本方針 

 
  

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる

差異 
二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

破線下線： 
・基本設計方針での後次回申請による差異 

【凡例】 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 1 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ－１－１－６－１  

溢水による損傷の防止に対する基本方針 

 

目   次 

 

1. 概要 

 

2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針 

2.1 溢水防護対象設備の選定 

2.2 溢水評価条件の設定 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.4 溢水防護設備の設計方針 

 

3. 準拠規格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ-1-1-8-1  

溢水等による損傷防止の基本方針 

 

目次 

 

1. 概要 

 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

2.1 防護すべき設備の設定 

2.2 溢水評価条件の設定 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

 

3. 適用規格 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 2 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

第 1 章 共通項目 

6. 再処理施設内における溢水による損傷の

防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.1  溢水から防護する設備及び設計方針 

安全機能を有する施設は，再処理施設内に

おける溢水の発生によりその安全機能を損な

うおそれがある場合において，防護措置その

他の適切な措置を講じることにより，溢水に

対して安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

1. 概要 

 

本資料は，再処理施設の溢水防護設計が 「再

処理施設の技術基準に関する規則」(以下 「技

術基準規則」という。)第十二条に適合するこ

とを説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針 

安全機能を有する施設は，再処理施設内に

おける溢水の発生によりその安全機能を損な

うおそれがある場合において，防護措置その

他の適切な措置を講じることにより，溢水に

対して安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

1. 概要 

 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則」（以下「技術

基準規則」という。）第12条及び第54条並び

に「実用発電用原子炉及びその附属施設の技

術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」

という。）に適合する設計とするため，設計

基準対象施設及び重大事故等対処設備が発電

所施設内における溢水の発生によりその要求

される機能を損なうおそれがある場合に，防

護処置その他の適切な処置を講じることを説

明するものである。 

 

 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は，重大事故等対

処設備の環境条件等を

考慮した対策について

「Ⅵ－１－１－４ 安

全機能を有する施設及

び重大事故等対処設備

が使用される条件の下

における健全性に関す

る説明書」にて示すこ

ととしているため。 

 

 

基本設計方針の構成を

踏まえた記載であり，

新たに論点が生じるも

のではない。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 3 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

ここで，安全機能を有する施設のうち，安

全評価上機能を期待する安全上重要な機能を

有する建物・構築物，系統及び機器を溢水か

ら防護する設備(以下「溢水防護対象設備」と

いう。)とし，これらの設備が，没水，被水及

び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損な

わない設計(多重性又は多様性を有する設備

が同時にその安全機能を損なわない設計)と

する。 

 

 

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を

損なわない設計であることを確認するため

に，再処理施設内において発生が想定される

溢水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)

する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで，安全機能を有する施設のうち，安

全評価上機能を期待する安全上重要な機能を

有する建物・構築物，系統及び機器を溢水か

ら防護する設備(以下 「溢水防護対象設備」と

いう。)とし，これらの設備が，没水，被水及

び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損な

わない設計(多重性又は多様性を有する設備

が同時にその安全機能を損なわない設計)と

する。 

 

 

そのために，「原子力発電所の内部溢水影

響評価ガイド」(以下 「内部溢水ガイド」とい

う。)を参考に，溢水防護に係る設計時に再処

理施設内において発生が想定される溢水の影

響を評価(以下「溢水評価」という。)し，溢

水防護対象設備の安全性を損なうおそれがあ

る場合は，防護措置その他の適切な措置を講

じることにより，安全機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

これらの機能を維持するために必要な設備

（以下「溢水防護対象設備」という。）が発

生を想定する没水，被水及び蒸気の影響を受

けて，要求される機能を損なうおそれがない

設計（多重性又は多様性を有する設備が同時

にその安全機能を損なわない設計）とする。 

 

 

 

 

 

「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」

（以下 「評価ガイド」という。）を踏まえて，

溢水防護に係る設計時に発電用原子炉施設内

で発生が想定される溢水の影響を評価（以下

「溢水評価」という。）し，運転状態にある

場合は発電用原子炉施設内における溢水が発

生した場合においても，発電用原子炉を高温

停止及び引き続き低温停止することができ，

並びに放射性物質の閉じ込め機能を維持でき

る設計とする。また，停止状態にある場合は，

引き続きその状態を維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②(5/61)から 

②(14/61)から 

①(8/61)，(12/61)へ 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 4 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然現象により発生する溢水及びその波及

的影響により発生する溢水に関しては，溢水

防護対象設備の配置を踏まえ， も厳しい条

件となる影響を考慮し，溢水防護対象設備が

安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

また，事業指定基準規則の解釈に基づき，

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故

(以下「事故等」という。)の対処に必要な機

器の単一故障を考慮しても異常事象を収束で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，使用済燃料プールにおいては，使

用済燃料プールの冷却機能及び使用済燃料プ

ールへの給水機能を維持できる設計とする。 

 

また，「発電用軽水型原子炉施設の安全評

価に関する審査指針」を踏まえ，溢水により

発生し得る原子炉外乱及び溢水の原因となり

得る原子炉外乱を抽出し，主給水流量喪失，

原子炉冷却材喪失等の運転時の異常な過渡変

化又は設計基準事故の対処に必要な機器の単

一故障を考慮しても異常状態を収束できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドに規定されてい

ない溢水事象に対する

考慮について示すもの

であり，新たに論点が

生じるものではない。 

 

(8/61)で比較結果を示

す。 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①(8/61)へ 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 5 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護対象設備の選定方針を 「2.1 溢水

防護対象設備の選定」に示す。 

 

 

 

 

 

これらの機能を維持するために必要な設備

（以下「溢水防護対象設備」という。）が発

生を想定する没水，被水及び蒸気の影響を受

けて，要求される機能を損なうおそれがない

設計（多重性又は多様性を有する設備が同時

にその安全機能を損なわない設計）とする。 

 

重大事故等対処設備については，溢水影響

を受けて設計基準事故対処設備並びに使用済

燃料プールの冷却設備及び給水設備 （以下 「設

計基準事故対処設備等」という。）又は同様

の機能を有する重大事故等対処設備と同時に

機能を損なうおそれがないよう，被水及び蒸

気影響に対しては可能な限り設計基準事故対

処設備等又は同様の機能を有する重大事故等

対処設備との位置的分散を図り，没水の影響

に対しては溢水水位を考慮した位置に設置又

は保管する。 

 

溢水防護対象設備及び重大事故等対処設備

を防護すべき設備とし，設定方針を 「2.1 防

護すべき設備の設定」に示す。 

 

 

 

 

(3/61)で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

当社は，重大事故等対

処設備の環境条件等を

考慮した対策について

「Ⅵ－１－１－４ 安

全機能を有する施設及

び重大事故等対処設備

が使用される条件の下

における健全性に関す

る説明書」にて示すこ

ととしているため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②(3/61)へ 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 6 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

(1) 溢水の影響を評価するために想定する

機器の破損等により生じる溢水(以下「想

定破損による溢水」という。) 

(2) 再処理施設内で生じる異常状態(火災を

含む。)の拡大防止のために設置される系

統からの放水による溢水(以下「消火水等

の放水による溢水」という。) 

(3) 地震に起因する機器の破損等により生

じる溢水(燃料貯蔵プール・ピット等のス

ロッシングにより発生する溢水を含

む。)(以下「地震起因による溢水」という。) 

(4) その他の要因(地下水の流入，地震以外

の自然現象，誤操作等)により生じる溢水

(以下「その他の溢水」という。) 

溢水源となり得る機器は，流体を内包する

配管及び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計

図書(施工図面等)及び必要に応じ現場確認等

により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力

評価を踏まえ選定する。なお，「7.3 設計上

考慮すべき化学薬品の設定のための方針」の

「7.3.1 漏えいによる影響を検討する化学

薬品及び構成部材の抽出」に示す化学薬品に

ついても，機器等に内包される液体であるこ

とを踏まえ，ここで溢水源として想定する。 

 

 

溢水評価では，溢水を発生要因別に分類し，

溢水の影響を評価するために想定する機器の

破損等により生じる溢水(以下 「想定破損によ

る溢水」という。)，再処理施設内で生じる異

常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設

置される系統からの放水による溢水(以下 「消

火水等の放水による溢水」という。)並びに地

震に起因する機器の破損及び使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出しピット，

燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール，チャン

ネルボックス・バーナブルポイズン取扱いピ

ット，燃料移送水路及び燃料送出しピット(以

下 「燃料貯蔵プール・ピット等」という。)の

スロッシングにより生じる溢水(以下 「地震起

因による溢水」という。)を踏まえ溢水源及び

溢水量を設定する。 

また，その他の要因による溢水として，地

下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等

により生じる溢水(以下 「その他の溢水」とい

う。)を想定し，溢水源及び溢水量を設定する。 

溢水源となり得る機器は，流体を内包する

配管及び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計

図書(施工図面等)及び必要に応じ現場確認等

により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力

評価を踏まえ選定する。なお，「Ⅵ－１－１

 

溢水評価を実施するに当たり，溢水源及び

溢水量を，想定する機器の破損等により生じ

る溢水 （以下 「想定破損による溢水」という。），

発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）

の拡大防止のために設置される系統からの放

水による溢水（以下「消火水の放水による溢

水」という。）並びに地震に起因する機器の

破損及び使用済燃料プール等のスロッシング

により生じる溢水（以下「地震起因による溢

水」という。）を踏まえ設定する。 

 

なお，施設定期検査中においては，使用済

燃料プール，原子炉ウェル及びドライヤセパ

レータプールのスロッシングにより生じる溢

水を踏まえ溢水源及び溢水量を設定する。 

 

その他の要因による溢水として，地下水の

流入，地震以外の自然現象，機器の誤作動等

により生じる溢水（以下「その他の溢水」と

いう。）を考慮し，溢水源及び溢水量を設定

する。 

 

 

 

 

「機器の破損等」の

「等」の指す内容は後

次回に「Ⅵ－１－１－

６－３ 溢水評価条件

の設定」にて示す。 

施設の違いによる差異

であり，新たに論点が

生じるものではない。 

「消火水等」の「等」

の指す内容は後次回に

「Ⅵ－１－１－６－３ 

溢水評価条件の設定」

にて示す。 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

「誤操作等」の「等」

の指す内容は，機器の

誤作動に伴う漏えい，

配管フランジ部や弁グ

ランド部からの漏えい

であり，後次回に「Ⅵ

－１－１－６－３ 溢

水評価条件の設定」に

て示す。 

④(15/61)，(16/61)から 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 7 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又は

それらの組合せによって他の区画と分離され

る区画として設定する。 

 

 

溢水評価に当たっては，溢水の影響を受け

て，溢水防護対象設備の安全機能を損なうお

それがある高さ(以下「機能喪失高さ」とい

う。)及び溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，

床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護区画

内の水位が も高くなるように，より厳しい

結果を与える溢水経路を設定する。 

 

－７－１ 化学薬品の漏えいによる損傷の防

止に対する基本方針」の 「2.2 再処理施設に

おける化学薬品取扱いの基本方針」に示す化

学薬品についても，機器等に内包される液体

であることを踏まえ，ここで溢水源として想

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

溢水影響を評価するために，壁，扉，堰，

床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護に対

する評価対象区画とする溢水防護区画及び溢

水経路を設定する。溢水防護区画内外で発生

を想定する溢水に対して，溢水評価がより厳

しい結果を与えるように溢水経路を設定す

る。 

 

 

 

溢水源，溢水量，溢水防護区画及び溢水経

路の設定方針を「2.2 溢水評価条件の設定」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護に対する評価対象区画（以下「溢

水防護区画」という。）及び溢水経路は，溢

水防護区画内外で発生を想定する溢水に対し

て，当該区画内の溢水水位が も高くなるよ

うに設定する。 

 

 

 

 

 

溢水源，溢水量，溢水防護区画及び溢水経

路の設定方針を 「2.2溢水評価条件の設定」に

示す。 

「施工図面等」及び「現

場確認等」の「等」の

指す内容は，後次回に

「Ⅵ－１－１－６－３ 

溢水評価条件の設定」

にて示す。 

「機器等」の「等」の

指す内容は，後次回に

「Ⅵ－１－１－６－３ 

溢水評価条件の設定」

にて示す。 

発電炉は，添付書類「Ⅴ

－１－１－８－３」に

記載されており，記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い。 

「床段差等」とは評価

のため設定する区画の

境界面に設置されるシ

ャッタ，ハッチ等の要

素の総称として示して

おり，後次回に「Ⅵ－

１－１－６－３ 溢水

評価条件の設定」にて

示す。 

⑤(27/61)から 

⑥(28/61)から 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 8 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

ここで，安全機能を有する施設のうち，安

全評価上機能を期待する安全上重要な機能を

有する建物・構築物，系統及び機器を溢水か

ら防護する設備(以下「溢水防護対象設備」と

いう。)とし，これらの設備が，没水，被水及

び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損な

わない設計(多重性又は多様性を有する設備

が同時にその安全機能を損なわない設計)と

する。 

 

 

 

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を

損なわない設計であることを確認するため

に，再処理施設内において発生が想定される

溢水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)

する。  

 

 

 

 

溢水評価では，溢水防護対象設備が，没水，

被水及び蒸気の影響を受けて安全機能を損な

うおそれがないことを評価するとともに，防

護対策を実施する。 

 

具体的な評価及び防護設計方針を，「2.3.1 

溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水

評価及び防護設計方針」のうち 「(1) 没水の

影響に対する評価及び防護設計方針」，「(2) 

被水の影響に対する評価及び防護設計方針」

及び 「(3) 蒸気影響に対する評価及び防護設

計方針」に示す。 

 

基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じ

るスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピ

ット等の外へ漏えいする溢水を三次元流動解

析により評価する。その際，燃料貯蔵プール・

ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置するこ

とにより溢水量を低減する設計とする。算出

した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プ

ール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃

料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料

貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保さ

れることを確認し，それらを用いることによ

り適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持で

きる設計とする。 

溢水評価では，没水，被水及び蒸気の影響

を受けて要求される機能を損なうおそれがあ

る防護すべき設備に対して，溢水影響評価を

実施し，必要に応じて防護対策を実施する。 

 

具体的な評価及び防護設計方針を，「2.3.1 

防護すべき設備を内包する建屋内及びエリア

内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護

設計方針」のうち 「(1) 没水の影響に対する

評価及び防護設計方針」，「(2) 被水の影響

に対する評価及び防護設計方針」及び「(3) 

蒸気影響に対する評価及び防護設計方針」に

示す。 

使用済燃料プールの機能維持に関しては，

発生を想定する溢水の影響を受けて，使用済

燃料プール冷却系統及び給水系統が要求され

る機能を損なうおそれがないことを評価す

る。 

 

さらに，使用済燃料プールにおいては，使

用済燃料プールの冷却機能及び使用済燃料プ

ールへの給水機能を維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社固有の設計である

ため，止水板及び蓋の

設置については，論点

として管理する。 

 

 

 

 

 

 

①(4/61)から 

①(3/61)から

②(14/61)から 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 9 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

また，屋外で発生を想定する溢水に対して

は，屋外で発生を想定する溢水による影響を

評価する上で期待する範囲を境界とした溢水

防護建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を

含む。)，防水扉等により防止する設計とする

ことにより，建屋内の溢水防護対象設備が安

全機能を損なわない設計とする。 

 

 

また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢

水の影響を受けるおそれのある部位に対し

て，溢水水位を上回る機能喪失高さを確保す

ること，保護構造を有すること及び机上評価

にて健全性を確認することにより，屋外の溢

水防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響

を受けて，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

具体的な評価及び防護設計方針を， 「2.3.1 

溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水

評価及び防護設計方針」のうち「(4)  燃料

貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機

能維持に関する溢水評価及び防護設計方針」

に示す。 

 

屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋

外で発生を想定する溢水による影響を評価す

る上で期待する範囲を境界とした溢水防護対

象設備が設置されている建屋(以下 「溢水防護

建屋」という。)内への流入を壁(貫通部止水

処置を含む。)，防水扉等により防止する設計

とし，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能

を損なわない設計とする。また，屋外で発生

を想定する溢水に対しては，屋外の溢水防護

対象設備のうち，溢水の影響を受けるおそれ

のある部位に対して，溢水防護対象設備の安

全機能を損なうおそれがある高さ(以下 「機能

喪失高さ」という。)が地表面に滞留を想定す

る溢水水位を上回る設計，水の浸入経路から

の水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計及び

机上評価にて健全性を確認する設計とするこ

とにより，屋外の溢水防護対象設備が没水，

被水及び蒸気の影響を受けて，安全機能を損

なわない設計とする。 

具体的な評価及び防護設計方針を，「2.3.2 

使用済燃料プールの機能維持に関する評価及

び防護設計方針」に示す。 

 

 

 

 

溢水防護区画を内包する建屋外から溢水が

流入するおそれがある場合には，防護対策に

より溢水の流入を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「防水扉等」の「等」

の指す内容は，後次回

に「Ⅵ－１－１－６－

５ 溢水防護設備の詳

細設計」にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦(44/61)から 

⑧(49/61)から 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 10 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な評価及び防護設計方針を，「2.3.2 

屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防

護設計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護対象設備が発生を想定する溢水に

より安全機能を損なわないよう，防護対策そ

の他の適切な処置を実施する。 

 

 

 

発生を想定する溢水から溢水防護対象設備

を防護するための設備(以下「溢水防護設備」

という。)について，実施する防護対策その他

具体的な評価及び防護設計方針を，「2.3.3 

防護すべき設備を内包する建屋外及びエリア

外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護

設計方針」に示す。 

発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液

体を内包する容器，配管その他の設備（ポン

プ，弁，使用済燃料プール，サイトバンカプ

ール，原子炉ウェル，ドライヤセパレータプ

ール）から放射性物質を含む液体があふれ出

るおそれがある場合において，放射性物質を

含む液体が管理区域外へ漏えいすることを防

止する設計とする。管理区域外への漏えい防

止に関する評価及び防護設計方針を 「2.3.4放

射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏え

い防止に関する溢水評価及び防護設計方針」

に示す。 

 

防護すべき設備が発生を想定する溢水によ

り要求される機能を損なうおそれがある場

合，又は放射性物質を含む液体が管理区域外

に漏えいするおそれがある場合には，防護対

策その他の適切な処置を実施する。 

 

発生を想定する溢水から防護すべき設備を

防護するための施設（以下「溢水防護に関す

る施設」という。）について，実施する防護

技術基準要求の差異で

あり，新たに論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準要求の差異で

あり，新たに論点が生

じるものではない。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 11 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合

は，溢水評価への影響確認を行うことを保安

規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

の適切な処置の設計方針を 「2.4 溢水防護設

備の設計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価の条件の変更により評価結果が影

響を受けないことを確認するために，各種設

備の追加，改造若しくは撤去又は資機材の持

込みにより評価条件としている溢水源，溢水

経路，滞留面積等に見直しがある場合は，溢

水評価への影響確認を実施することを保安規

定に定めて，管理する。 

 

 

対策その他の適切な処置の設計方針を「2.4 

溢水防護に関する施設の設計方針」に示す。 

 

原子炉建屋原子炉棟6階については，原子炉

建屋原子炉棟6階で発生した溢水が，原子炉建

屋原子炉棟内の東側の区画へ流下しない設計

とする。また，発生した溢水は流下開口によ

り西側の区画へ流下する設計とする。 

施設定期検査時については，使用済燃料プ

ール，原子炉ウェル及びドライヤセパレータ

プールのスロッシングにより発生する溢水を

それぞれのプール等へ戻すことで，原子炉建

屋原子炉棟6階よりも下層階に流下させない

設計とし，原子炉建屋原子炉棟6階よりも下層

階に設置される防護すべき設備がその機能を

損なうおそれがない設計とする。 

 

溢水評価条件の変更により評価結果が影響

を受けないことを確認するために，溢水防護

区画において，各種設備の追加及び資機材の

持込みにより評価条件としている溢水源，溢

水経路及び滞留面積等に見直しがある場合

は，溢水評価への影響確認を行うこととし，

保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価の再検討を漏

れなく実施できるよう

記載を適正化したこと

に伴う差異。 

「滞留面積等」の「等」

は将来的に溢水評価の

再検討を漏れなく実施

できるよう，運用への

反映事項として示して

いる。 

③(14/61)から 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 12 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

ここで，安全機能を有する施設のうち，安

全評価上機能を期待する安全上重要な機能を

有する建物・構築物，系統及び機器を溢水か

ら防護する設備(以下「溢水防護対象設備」と

いう。)とし，これらの設備が，没水，被水及

び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損な

わない設計(多重性又は多様性を有する設備

が同時にその安全機能を損なわない設計)と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 溢水防護対象設備の選定 

 

 

溢水によってその安全機能が損なわれない

ことを確認する必要がある施設を全ての安全

機能を有する建物・構築物，系統及び機器と

し，その上で事業指定基準規則及びその解釈

並びに内部溢水ガイドで定められている，溢

水から防護すべき安全機能を踏まえ，全ての

安全機能を有する建物・構築物，系統及び機

器の中から安全評価上機能を期待するものと

して，安全上重要な機能を有する建物・構築

物，系統及び機器を溢水防護対象設備として

選定する。 

具体的には，以下の設備を溢水防護対象設

備とする。 

・安全機能の喪失により，公衆又は従事者

に放射線障害を及ぼすおそれがある設備 

・設計基準事故時において，公衆又は従事

者への放射線障害を防止するため，放射

性物質又は放射線が再処理施設外へ放出

されることを抑制又は防止するために必

要な設備(燃料貯蔵プール・ピット等の冷

却及び給水の機能を適切に維持するため

に必要な設備並びに事故等の拡大防止及

び影響緩和のために必要な設備を含む。) 

2.1 防護すべき設備の設定 

評価ガイドを踏まえ，以下のとおり溢水防

護対象設備を設定する。 

(1) 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重

要度分類に関する審査指針」における分類の

クラス１,２に属する構築物，系統及び機器に

加え，安全評価上その機能を期待するクラス

３に属する構築物，系統及び機器のうち，以

下の機能を達成するための重要度の特に高い

安全機能を有する系統が，その安全機能を適

切に維持するために必要な設備。 

・運転状態にある場合には，原子炉を高温停

止及び，引き続き低温停止することができ，

並びに放射性物質の閉じ込め機能を維持する

ための設備。 

・停止状態にある場合は引き続きその状態を

維持する設備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉には安全機能の

重要度分類に関する審

査指針があるが，再処

理施設に対して同様の

指針がないことによる

差異であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①(3/61)から 

108



再処理施設－発電炉 記載比較 ( 13 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する

施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上

支障のない期間での修理の対応を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，

その安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記の施設に対する損傷を考慮して

代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間での修理を行うことを

保安規定に定めて，管理する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する

施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上

支障のない期間での修理の対応を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，

その安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記の施設に対する損傷を考慮して

代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間での修理を行うことを

保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)使用済燃料プールの冷却機能及び使用済

燃料プールへの給水機能を適切に維持するた

めに必要な設備 

 

また，重大事故等対処設備についても溢水

から防護すべき設備として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針の構成を

踏まえた記載であり，

新たに論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

「Ⅵ－１－１－６－２ 

溢水防護対象設備の選

定」にて示す。 

当社は，重大事故等対

処設備の環境条件等を

考慮した対策について

「Ⅵ－１－１－４ 安

全機能を有する施設及

び重大事故等対処設備

が使用される条件の下

における健全性に関す

る説明書」にて示すこ

ととしているため。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 14 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を

損なわない設計であることを確認するため

に，再処理施設内において発生が想定される

溢水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)

する。  

 

また，溢水評価に当たっては，運転時の異

常な過渡変化又は設計基準事故に対処するた

めに必要な機器の単一故障を考慮しても異常

事象を収束できる設計とする。 

 

 

 

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合

は，溢水評価への影響確認を行うことを保安

規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を

損なわない設計であることを確認するため，

溢水評価を実施する。 

溢水防護対象設備のうち，溢水影響を受け

ても必要な機能を損なうおそれがない臨界管

理対象機器，静的機器，水中に設置される機

器及び動的機能が喪失しても安全機能に影響

しない機器については，溢水評価の対象とし

ない。 

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合

は，溢水評価への影響確認を行うことを保安

規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護対象設備の選定及び溢水評価の対

象の設定に係る具体的な内容を「Ⅵ－１－１

－６－２ 溢水防護対象設備の選定」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防護すべき設備の設定の具体的な内容を添

付書類「Ⅴ-1-1-8-2防護すべき設備の設定」

に示す。 

 

 

溢水評価の対象を明確

化するため記載したも

のであり，具体的な内

容を「Ⅵ－１－１－６

－２ 溢水防護対象設

備の選定」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示

す。 

 

 

 

②(3/61)，(8/61)へ 

③(11/61)へ 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 15 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

6.2  考慮すべき溢水事象 

溢水評価では，溢水源として発生要因別に分

類した以下の溢水を想定する。 

(1) 溢水の影響を評価するために想定する

機器の破損等により生じる溢水(以下「想

定破損による溢水」という。) 

(2) 再処理施設内で生じる異常状態(火災を

含む。)の拡大防止のために設置される系

統からの放水による溢水(以下「消火水等

の放水による溢水」という。) 

(3) 地震に起因する機器の破損等により生

じる溢水(燃料貯蔵プール・ピット等のス

ロッシングにより発生する溢水を含

む。)(以下「地震起因による溢水」という。) 

(4) その他の要因(地下水の流入，地震以外

の自然現象，誤操作等)により生じる溢水

(以下「その他の溢水」という。) 

溢水源となり得る機器は，流体を内包する

配管及び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計

図書(施工図面等)及び必要に応じ現場確認等

により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力

評価を踏まえ選定する。なお，「7.3 設計上

考慮すべき化学薬品の設定のための方針」の

「7.3.1 漏えいによる影響を検討する化学

薬品及び構成部材の抽出」に示す化学薬品に

ついても，機器等に内包される液体であるこ

2.2 溢水評価条件の設定 

2.2.1 溢水源及び溢水量の設定 

溢水源及び溢水量は，想定破損による溢水，

消火水等の放水による溢水，地震起因による

溢水及びその他の溢水を踏まえ設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 溢水評価条件の設定 

(1) 溢水源及び溢水量の設定 

溢水源及び溢水量は，想定破損による溢水，

消火水の放水による溢水及び地震起因による

溢水を踏まえ設定する。また，その他の溢水

も評価する。 
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111



再処理施設－発電炉 記載比較 ( 16 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

とを踏まえ，ここで溢水源として想定する。 

 

6.3  溢水源及び溢水量の設定 

6.3.1  想定破損による溢水 

想定破損による溢水は，1 系統における単

一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る

機器は流体を内包する配管とし，配管の破損

箇所を溢水源として設定する。 

 

 

 

また，破損を想定する配管は，内包する流

体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は

低エネルギ配管に分類する。 

配管の破損形状の想定に当たっては，高エ

ネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネ

ルギ配管は，原則「配管内径の 1/2 の長さと

配管肉厚の 1/2 の幅を有する貫通クラック

(以下「貫通クラック」という。)」を想定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 想定破損による溢水 

想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを

参考に，特定の事象に起因しない機器の破損

を想定した事象であることを踏まえ，他の系

統及び機器は健全なものと仮定して1系統に

おける単一の機器の破損を想定し，溢水源と

なり得る機器は流体を内包する配管とし，配

管の破損箇所を溢水源として設定する。 

また，破損を想定する配管は，内包する流

体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は

低エネルギ配管に分類する。 

配管の破損形状の想定に当たっては，高エ

ネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エ

ネルギ配管は，原則 「配管内径の1/2の長さと

配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以

下「貫通クラック」という。)」を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定破損による溢水では，評価ガイドを参

照し，高エネルギー配管は 「完全全周破断」，

低エネルギー配管は「配管内径の1／2の長さ

と配管肉厚の1／2の幅を有する貫通クラック

（以下「貫通クラック」という。）」の破損

を想定した評価とし，想定する破損箇所は溢

水影響が も大きくなる位置とする。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 17 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細

な応力評価を実施する場合は，発生応力と許

容応力の比による応力評価の結果に基づく破

損形状を想定する。 

高エネルギ配管については，ターミナルエ

ンド部を除き，発生応力が許容応力の 0.8 倍

を超える場合は「完全全周破断」，0.4 倍を超

え 0.8 倍以下であれば「貫通クラック」を想

定し，0.4 倍以下であれば破損は想定しない。 

 

 

 

 

 

また，低エネルギ配管については，発生応

力が許容応力の 0.4 倍を超える場合は「貫通

クラック」を想定し，0.4 倍以下であれば破

損は想定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細

な応力評価を実施する場合は，発生応力と許

容応力の比による応力評価の結果に基づく破

損形状を想定する。 

高エネルギ配管については，ターミナルエ

ンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を

超える場合は 「完全全周破断」，0.4倍を超え

0.8倍以下であれば 「貫通クラック」を想定し，

0.4倍以下であれば破損は想定しない。 

 

 

 

 

 

また，低エネルギ配管については，発生応

力が許容応力の0.4倍を超える場合は 「貫通ク

ラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は

想定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，高エネルギー配管については，タ

ーミナルエンドを除き，応力評価の結果によ

り，以下のとおり破損形状を想定する。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格

納容器バウンダリの配管であれば発生応力が

許容応力の0.8倍以下であれば破損を想定し

ない。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格

納容器バウンダリ以外の配管であれば発生応

力が許容応力の0.4倍を超え0.8倍以下であれ

ば「貫通クラック」による溢水を想定した評

価とし，0.4倍以下であれば破損は想定しな

い。 

 

低エネルギー配管については，配管の発生

応力が許容応力の0.4倍以下であれば破損は

想定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 18 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応力評価の結果により破損形状の想定を行

う場合は，評価結果に影響するような減肉が

ないことを確認するために継続的な肉厚管理

を実施することを保安規定に定めて，管理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応力評価の結果により破損形状の想定を行

う場合は，評価結果に影響するような減肉が

ないことを確認するために継続的な肉厚管理

を実施することを保安規定に定めて，管理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には，高エネルギー配管のうち，原

子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容

器バウンダリ以外の配管である原子炉隔離時

冷却系蒸気配管及び原子炉建屋廃棄物処理棟

の所内蒸気配管の一般部 （1Bを超える。）は，

発生応力が許容応力の0.8倍以下を確保する

設計とし，「貫通クラック」による溢水を想

定した評価とする。破損を想定しない低エネ

ルギー配管は発生応力が許容応力の0.4倍以

下を確保する設計とする。 

 

発生応力と許容応力の比較により破損形状

の想定を行う原子炉隔離時冷却系蒸気配管及

び原子炉建屋廃棄物処理棟の所内蒸気配管の

一般部（1Bを超える。）及び破損を想定しな

い低エネルギー配管は，評価結果に影響する

ような配管減肉がないことを確認するため

に，継続的な肉厚管理を実施することとし，

保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 19 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢

水防護対象設備への溢水の影響が も大きく

なる位置とし，溢水量は，異常の検知，事象

の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確

認及び隔離操作を含む。)により漏えい停止す

るまでの時間を適切に考慮し，想定する破損

箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔

離範囲内の系統の保有水量を合算して設定す

る。 

なお，手動による漏えいの停止のために現

場等を確認し操作することを保安規定に定め

て，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢

水防護対象設備への溢水の影響が も大きく

なる位置とし，溢水量は，異常の検知，事象

の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確

認及び隔離操作を含む。)により漏えい停止す

るまでの時間を適切に考慮し，想定する破損

箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔

離範囲内の系統の保有水量を合算して設定す

る。 

なお，手動による漏えいの停止のために現

場，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室を確認し操作するこ

とを保安規定に定めて，管理する。 

 

また，高エネルギー配管として運転してい

る時間の割合が，当該系統の運転している時

間の2％又はプラント運転期間の1％より小さ

いことから低エネルギー配管とする系統（ほ

う酸水注入系，残留熱除去系，残留熱除去系

海水系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプ

レイ系及び原子炉隔離時冷却系）については，

運転時間実績管理を実施することとし，保安

規定に定めて管理する。 

 

溢水量の設定において，隔離による漏えい

停止を期待する場合には，漏えい停止までの

適切な隔離時間を考慮し，配管の破損箇所か

ら流出した漏水量と隔離後の溢水量として隔

離範囲内の系統の保有水量を合算して設定す

る。ここで漏水量は，配管の破損箇所からの

流出流量に隔離時間を乗じて設定する。なお，

手動による漏えい停止の手順は，保安規定に

定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤(25/61)から 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 20 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

6.3.2  消火水等の放水による溢水 

消火水等の放水による溢水は，溢水防護対

象設備が設置されている建屋(以下「溢水防護

建屋」という。)内において，水を使用する消

火設備である屋内消火栓及び水噴霧消火設備

を溢水源として設定する。その他，消火設備

ではないが，消火活動に供する設備として，

水を噴霧する連結散水からの放水を溢水源と

して設定する。 

 

消火水等の放水による溢水量については，

消火設備及び消火活動に供する設備からの単

位時間当たりの放水量と放水時間から設定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 消火水等の放水による溢水 

消火水等の放水による溢水は，溢水防護建

屋内において，水を使用する消火設備である

屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源とし

て設定する。その他，消火設備ではないが，

消火活動に供する設備として，水を噴霧する

連結散水からの放水を溢水源として設定す

る。 

 

 

消火水等の放水による溢水量については，

消火設備及び消火活動に供する設備からの単

位時間当たりの放水量と放水時間から設定す

る。 

 

なお，溢水防護建屋内には，自動作動する

スプリンクラを設置しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火水の放水による溢水では，消火活動に

伴う消火栓からの放水量を溢水量として設定

する。消火栓以外の設備である発電所内で生

じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止の

ために設置されるスプリンクラ及び格納容器

スプレイ系統からの溢水については，防護す

べき設備が溢水影響を受けない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には，防護すべき設備が設置される

建屋には，スプリンクラは設置しない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

発電炉は，添付書類「Ｖ

－１－１－８－３」に

記載されており，新た

な論点が生じるもので

はない。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 21 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器スプレイ系統の作動により発生す

る溢水については，原子炉絡納容器内の防護

すべき設備が要求される機能を損なうおそれ

がない設計とし，詳細は添付書類「Ⅴ-1-1-6

安全設備及び重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書」

の 「2.3環境条件等」に示す。また，格納容器

スプレイ系統は，作動信号系の単一故障によ

り誤作動しないように設計されることから，

誤作動による溢水は想定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 22 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

6.3.3  地震起因による溢水 

(1) 再処理施設内に設置された機器の破

損による溢水 

地震起因による溢水については，耐震Ｓク

ラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によ

って破損は生じないことから，流体を内包す

る系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対する耐震性が確認されていない耐震Ｂ，

Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定す

る。 

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確

保されるものについては，溢水源として設定

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 地震起因による溢水 

 a. 再処理施設内に設置された機器の

破損による溢水 

地震起因による溢水については，耐震Ｓク

ラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によ

って破損は生じないことから，流体を内包す

る系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対する耐震性が確認されていない耐震Ｂ，

Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定す

る。 

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確

保されるものについては，溢水源として設定

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震起因による溢水では，流体を内包する

ことで溢水源となり得る機器のうち，基準地

震動Ｓｓによる地震力により破損するおそれ

がある機器からの漏水及び使用済燃料プール

のスロッシングによる漏水を溢水源として設

定する。施設定期検査中においては，使用済

燃料プール，原子炉ウェル及びドライヤセパ

レータプールのスロッシングによる漏水を溢

水源として設定する。廃棄物処理建屋におい

ては，耐震重要度分類に応じた要求される地

震力によるサイトバンカプールのスロッシン

グによる漏水を溢水源として設定する。 

 

耐震Ｓクラス機器については，基準地震動

Ｓｓによる地震力によって破損は生じないこ

とから溢水源として想定しない。また，耐震

Ｂ，Ｃクラス機器のうち，耐震対策工事の実

施あるいは設計上の裕度の考慮により，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確

保されているものについては溢水源として想

定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(24/61)から 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 23 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じる

とした機器について，溢水防護対象設備への

溢水の影響が も大きくなるように評価す

る。 

 

溢水源となる系統については全保有水量を

考慮した上で，流体を内包する機器のうち，

基準地震動Ｓｓによって破損が生じる可能性

のある機器について破損を想定し，その影響

を評価する。この場合において，溢水源とな

る配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢

水源となる容器は，全保有水量を溢水量とし

て設定する。 

(2) 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシ

ングによる溢水 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング

による溢水については，基準地震動Ｓｓによ

る地震力により生じる燃料貯蔵プール・ピッ

ト等のスロッシングによる漏えい水を溢水源

として設定する。 

 

 

 

 

 

 

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じる

とした機器について，溢水防護対象設備への

溢水の影響が も大きくなるように評価す

る。 

 

溢水源となる系統については全保有水量を

考慮した上で，流体を内包する機器のうち，

基準地震動Ｓｓによって破損が生じる可能性

のある機器について破損を想定し，その影響

を評価する。この場合において，溢水源とな

る配管は，破損形状を完全全周破断とした溢

水量とし，溢水源となる容器は，全保有水量

を溢水量として設定する。 

b. 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ

シングによる溢水 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング

による溢水については，基準地震動Ｓｓによ

る地震力により生じる燃料貯蔵プール・ピッ

ト等のスロッシングによる漏えい水を溢水源

として設定する。 

 

 

 

 

 

 

溢水量の算出に当たっては，漏水が生じる

とした機器のうち防護すべき設備への溢水の

影響が も大きくなる位置で漏水が生じるも

のとして評価する。 

 

その際，配管については破断形状として完

全全周破断を考慮した溢水流量，容器につい

ては全保有水量の流出を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール，原子炉ウェル及びドラ

イヤセパレータプールのスロッシングによる

溢水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓｓ

により生じるスロッシングにてプール外へ漏

えいする溢水量を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 24 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ

シングによる溢水量については，基準地震動

Ｓｓによる地震力により生じるスロッシング

により燃料貯蔵プール・ピット等の外への漏

えい量から設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ

シングによる溢水量については，基準地震動

Ｓｓによる地震力により生じるスロッシング

により燃料貯蔵プール・ピット等の外への漏

えい量から設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震Ｓクラス機器については，基準地震動

Ｓｓによる地震力によって破損は生じないこ

とから溢水源として想定しない。また，耐震

Ｂ，Ｃクラス機器のうち，耐震対策工事の実

施あるいは設計上の裕度の考慮により，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確

保されているものについては溢水源として想

定しない。 

 

 

溢水量の算出に当たっては，漏水が生じる

とした機器のうち防護すべき設備への溢水の

影響が も大きくなる位置で漏水が生じるも

のとして評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22/61)で比較結果を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23/61)で比較結果を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(22/61)へ 

④(23/61)へ 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 25 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水量の設定において，隔離による漏えい

停止を期待する場合には，漏えい停止までの

適切な隔離時間を考慮し，配管の破損箇所か

ら流出した漏水量と隔離後の溢水量として隔

離範囲内の系統の保有水量を合算して設定す

る。ここで漏水量は，配管の破損箇所からの

流出流量に隔離時間を乗じて設定する。なお，

手動による漏えい停止の手順は，保安規定に

定めて管理する。 

 

溢水量の算出に当たっては，配管の保有水

量に10％の保守性を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19/61)で比較結果を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅵ－１－１－６－３ 

溢水評価条件の設定」

にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤(19/61)へ 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 26 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

6.3.4  その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外の自然

現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護

区画内にて発生が想定されるその他の漏えい

事象を想定する。 

具体的には，地下水の流入，降水のような

再処理施設への直接的な影響と，飛来物等に

よる屋外タンク等の破損のような間接的な影

響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的

過誤及び誤作動を想定し，各事象において溢

水源及び溢水量を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外の自然

現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護

区画内にて発生が想定されるその他の漏えい

事象を想定する。 

具体的には，地下水の流入，降水のような

再処理施設への直接的な影響と，飛来物等に

よる屋外タンク等の破損のような間接的な影

響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的

過誤及び誤作動を想定し，各事象において溢

水源及び溢水量を設定する。 

 

 

 

溢水源及び溢水量の設定の具体的な内容を

「Ⅵ－１－１－６－３ 溢水評価条件の設

定」のうち「2. 溢水源及び溢水量の設定」

に示す。 

 

また，応力評価により溢水源から除外する

設備の評価の具体的な内容を「Ⅵ－１－１－

６－７ 溢水への配慮が必要な施設の強度に

関する説明書」に，耐震性の確認により溢水

源から除外する設備の評価の具体的な内容を

「Ⅳ－４ 溢水及び化学薬品への配慮が必要

な施設の耐震性に関する説明書」に示す。 

 

その他の溢水については，地下水の流入，

降水，屋外タンクの竜巻による飛来物の衝突

による破損を伴う漏えい等の地震以外の自然

現象により発生する溢水及び機器の誤作動等

による漏えい事象を想定し，これらの溢水に

ついても防護すべき設備が溢水の影響を受け

て要求される機能を損なうおそれがない設計

とする。 

 

 

 

 

 

溢水源及び溢水量の設定の具体的な内容を

添付書類「Ⅴ-1-1-8-3 溢水評価条件の設定」

のうち 「2.溢水源及び溢水量の設定」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「飛来物等」の「等」

の指す内容は，竜巻，

火山の影響であり，後

次回に「Ⅵ－１－１－

６－３ 溢水評価条件

の設定」にて示す。 

「屋外タンク等」の

「等」の指す内容は，

変圧器，貯水池，冷却

塔，空調機であり，後

次回に「Ⅵ－１－１－

６－４ 溢水影響に関

する評価」にて示す。 

 

後次回で比較結果を示

す。 

 

 

 

強度及び耐震評価に関

する関連書類の紐づけ

として記載したもので

あり，新たに論点が生

じるものではない。 

 

 

122



再処理施設－発電炉 記載比較 ( 27 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

6.4  溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以

下のとおり設定する。 

(1) 溢水防護対象設備が設置されている区

画 

(2) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室 

(3) 運転員が，溢水が発生した区画を特定す

るためにアクセスする通路部又は必要に

より隔離等の操作が必要な設備にアクセ

スする通路部 

 

 

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又は

それらの組合せによって他の区画と分離され

る区画として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水評価に当たっては，壁，扉，堰，床段

差等を境界とした評価に用いる区画を設定す

る。溢水防護区画は，設定した区画のうち溢

水評価を実施する区画として，以下のとおり

設定する。 

(1) 溢水防護対象設備が設置されている

区画 

(2) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室 

(3) 運転員が，溢水が発生した区画を特定

するためにアクセスする通路部又は必要によ

り隔離等の操作が必要な設備にアクセスする

通路部(以下「アクセス通路部」という。)  

 

 

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又

はそれらの組合せによって他の区画と分離さ

れる区画として設定し，溢水防護区画を構成

する壁，扉，堰，床段差等については，現場

の設備等の設置状況を踏まえ，溢水の伝播に

対する評価条件を設定する。 

 

 

 

 (2) 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水防護区画は，防護すべき設備が設置さ

れているすべての区画並びに中央制御室及び

現場操作が必要な設備へのアクセス通路につ

いて設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護区画は壁，扉，堰，床段差等又は

それらの組み合わせによって他の区画と分離

される区画として設定する。 

 

 

 

 

 

 

溢水評価で用いる区画

及び評価対象の区画の

設定について記載を詳

細化したことに伴う差

異であり，新たに論点

が生じるものではな

い。 

「床段差等」とは評価

のため設定する区画の

境界面に設置されるシ

ャッタ，ハッチ等の要

素の総称として示して

おり，後次回に「Ⅵ－

１－１－６－３ 溢水

評価条件の設定」にて

示す。 

「隔離等」の「等」の

指す内容は，系統のポ

ンプの停止であり，後

次回に「Ⅵ－１－１－

６－３ 溢水評価条件

の設定」にて示す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 28 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

溢水評価に当たっては，溢水の影響を受け

て，溢水防護対象設備の安全機能を損なうお

それがある高さ(以下「機能喪失高さ」とい

う。)及び溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，

床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護区画

内の水位が も高くなるように，より厳しい

結果を与える溢水経路を設定する。 

 

 

 

また，消火活動により区画の防水扉及び水

密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び

水密扉からの消火水の伝播を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運

用を保安規定に定めて，管理する。 

 

溢水評価に当たっては，溢水の影響を受け

て，溢水防護対象設備の機能喪失高さ並びに

溢水防護区画とその他の区画(溢水防護対象

設備が存在しない区画又は通路)との間にお

ける伝播経路となる防水扉及び水密扉以外の

扉，壁開口部及び貫通部，天井面開口部及び

貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレンの

連接状況並びにこれらに対する流入防止対策

の有無を踏まえ，溢水防護区画内の水位が

も高くなるように，より厳しい結果を与える

溢水経路を設定する。 

 

消火活動により区画の防水扉及び水密扉を

開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉

からの消火水の伝播を考慮した溢水経路とす

る。また，壁貫通部止水処置は，原則火災に

より機能を損なわない設計とする。ただし，

熱膨張を考慮する必要があり耐火性能を有す

る壁貫通部止水処置の使用が不適切となる箇

所及び狭隘部で耐火性能を有する壁貫通部止

水処置の施工が困難な箇所は，消火水の溢水

経路として考慮する。 

 

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運

用を保安規定に定めて，管理する。 

 

溢水経路は，溢水防護区画内外で発生を想

定する溢水に対して，当該区画内の溢水水位

が も高くなるように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火活動により区画の扉を開放する場合

は，開放した扉からの消火水の伝播を考慮し

た溢水経路とする。また，壁貫通部止水処置

は，火災により機能を損なうおそれがない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，溢水経路を構成する水密扉について

は，閉止状態を確実にするために，中央制御

室における閉止状態の確認，開放後の確実な

 

 

 

 

 

 

 

 

壁貫通部止水処置に耐

火性を有さない材料し

か適用できない場合が

あることに伴う差異で

あり，壁貫通部止水処

置の耐火性については

後次回に「Ⅵ－１－１

－６－５ 溢水防護設

備の詳細設計」にて示

す。 

なお，耐火性を有する

材料を適用できない場

合は貫通部止水処置と

火災防護対策を個別に

設けることから，耐火

性は損なわれない。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 29 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護区画及び溢水経路の設定の具体的

な内容を「Ⅵ－１－１－６－３ 溢水評価条

件の設定」のうち「3. 溢水防護区画及び溢

水経路の設定」に示す。 

閉止操作及び閉止されていない状態が確認さ

れた場合の閉止操作の手順書の整備を行うこ

ととし，保安規定に定めて管理する。 

また，原子炉建屋原子炉棟6階については，

大物機器搬入口開口部及び燃料輸送容器搬出

口開口部に関して，キャスク搬出入時におけ

る原子炉建屋原子炉棟溢水拡大防止堰6-4 （鋼

板部）の取り外し，並びに原子炉建屋原子炉

棟6階の残留熱除去系Ａ系及びＢ系の熱交換

器ハッチ開口部に関して，ハッチを開放する

前には原子炉建屋原子炉棟止水板6-1及び原

子炉建屋原子炉棟止水板6-2の設置並びにそ

の他の流下経路 （床ファンネル及び流下開口）

の閉止措置を行い，溢水が下層階へ流下する

ことを防止する設計とする。また，この堰，

止水板の設置及び流下経路の閉止措置に係る

運用は保安規定に定めて管理する。 

現場操作が必要な設備へのアクセス通路に

ついて， 終的な滞留水位が200mmより高くな

る区画には想定される水位に応じて必要な高

さの歩廊を設置し，アクセスに影響のない措

置を講じる。 

溢水防護区画及び溢水経路の設定の具体的

な内容を添付書類「Ⅴ-1-1-8-3溢水評価条件

の設定」のうち「3.溢水防護区画及び溢水経

路の設定」に示す。 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示

す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 30 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

6.5  溢水防護建屋内で発生する溢水に関す

る溢水評価及び防護設計方針 

 

 

6.5.1  没水の影響に対する評価及び防護設

計方針 

想定した溢水源から発生する溢水量，溢水

防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位

に対し，溢水防護対象設備が没水により安全

機能を損なわないことを評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.1 溢水防護建屋内で発生する溢水に

関する溢水評価及び防護設計方針 

 

(1) 没水の影響に対する評価及び防護設

計方針 

想定した溢水源から発生する溢水量，溢水

防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位

に対し，機能喪失高さを比較し，溢水防護対

象設備が没水により安全機能を損なわないこ

とを評価する。 

 

 

 

また，溢水の流入状態，溢水源からの距離，

溢水が滞留している区画での人のアクセスに

よる一時的な水位変動を考慮し，機能喪失高

さは発生した溢水による水位に対して安全余

裕を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.1 防護すべき設備を内包する建屋内及

びエリア内で発生する溢水に関する溢水評価

及び防護設計方針 

(1) 没水の影響に対する評価及び防護設計

方針 

発生を想定する溢水量，溢水防護区画及び

溢水経路から算出される溢水水位と，防護す

べき設備が要求される機能を損なうおそれが

ある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）

を評価し，防護すべき設備が没水の影響によ

り要求される機能を損なうおそれがないこと

を評価する。 

 

また，溢水の流入状態，溢水源からの距離，

人のアクセス等による一時的な水位変動を考

慮し，機能喪失高さは，溢水水位に対して裕

度を確保する設計とする。具体的には，防護

すべき設備の機能喪失高さが溢水防護区画ご

とに算出される溢水水位に対して一律100mm

以上の裕度を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅵ－１－１－６－４ 

溢水影響に関する評

価」にて示す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 31 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉

等の設置による溢水防護区画外で発生した溢

水の流入を防止する対策並びに緊急遮断弁の

設置及び漏えい検知器の設置による溢水量を

低減する対策により，溢水防護対象設備が没

水により安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，床勾配のある区画については，床

面高さのばらつきを考慮し安全余裕を確保す

る設計とする。 

 

 

没水の影響に対する防護設計として，壁(貫

通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置によ

る溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防

止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏え

い検知器の設置による溢水量を低減する対策

により，溢水防護対象設備が没水により安全

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，区画の床勾配による床面高さのば

らつきを考慮し，評価に用いる溢水水位に一

律100mmの裕度を確保する設計とする。 

 

 

防護すべき設備が溢水による水位に対し機

能喪失高さを確保できないおそれがある場合

は，溢水水位を上回る高さまで，止水性を維

持する壁，扉，蓋，堰，逆流防止装置又は貫

通部止水処置により溢水伝播を防止する対策

を実施する。 

 

 

 

 

 

止水性を維持する溢水防護に関する施設に

ついては，試験又は机上評価にて止水性を確

認する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅵ－１－１－６－４ 

溢水影響に関する評

価」にて示す。 

 

 

「床ドレン逆止弁の設

置等」の「等」の指す

内容は，漏えい検知器，

地震計及び緊急遮断弁

の設置及び貫通部止水

処置であり，後次回に

「Ⅵ－１－１－６－５ 

溢水防護設備の詳細設

計」にて示す。 

 

 

当社では具体設計であ

ることを踏まえ「Ⅵ－

１－１－６－５ 溢水

防護設備の詳細設計」

にて示す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 32 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火水の放水による没水影響で溢水防護対

象設備の機能を損なうおそれがある場合に

は，水を用いない消火手段(窒素消火装置によ

る消火，二酸化炭素消火装置による消火，消

火器による消火)を採用することで没水の影

響が発生しない設計とする。 

さらに当該エリアへの不用意な放水を行わ

ない運用とすることとし保安規定に定めて，

管理する。 

 

重大事故等対処設備については，溢水水位

を踏まえた位置に設置又は保管することで，

没水影響により設計基準事故対処設備等又は

同様の機能を有する重大事故等対処設備と同

時に機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

使用済燃料プールの水位及び温度の監視に

必要な設備は，使用済燃料プールのスロッシ

ング等により一時的に水没するおそれがある

ことから，没水に対して機能喪失しない設計

とする。 

 

消火水の放水による没水影響で防護すべき

設備の機能を損なうおそれがある場合には，

水消火を行わない消火手段（ハロゲン化物消

火設備による消火，二酸化炭素自動消火設備

による消火，消火器による消火）を採用する

ことで没水の影響が発生しない設計とする。 

さらに当該エリアへの不用意な放水を行わ

ない運用とすることとし保安規定に定めて管

理する。 

 

当社は，重大事故等対

処設備の環境条件等を

考慮した対策について

「Ⅵ－１－１－４ 安

全機能を有する施設及

び重大事故等対処設備

が使用される条件の下

における健全性に関す

る説明書」にて示すこ

ととしているため。 

再処理工場では，発電

炉と同様に燃料貯蔵プ

ール・ピット等の冷却

機能及び給水機能を確

保するための設備を溢

水防護対象として溢水

に対して機能喪失しな

いことを確認するもの

の，発電炉で溢水防護

対象としている発電炉

の使用済燃料プールと

の環境上の違いを踏ま

え，水位及び温度の監

視設備については，溢

水防護対象設備としな

い。（再処理工場は，

128



再処理施設－発電炉 記載比較 ( 33 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊

急遮断弁等の溢水防護設備の設計方針につい

ては，第 2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護

設備」に示す。 

 

 

 

6.5.2  被水の影響に対する評価及び防護設

計方針 

想定した溢水源からの直線軌道及び放物線

軌道の飛散による被水，消火水等による被水

並びに天井面の開口部又は貫通部からの被水

に対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護

対象設備が安全機能を損なわないことを評価

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

没水影響に対する評価の具体的な内容を

「Ⅵ－１－１－６－４ 溢水影響に関する評

価」のうち「2.1.1 没水影響に対する評価」

に，没水影響に対する溢水防護設備の詳細設

計を「Ⅵ－１－１－６－５ 溢水防護設備の

詳細設計」に示す。 

 

(2) 被水の影響に対する評価及び防護設

計方針 

想定した溢水源からの直線軌道及び放物線

軌道の飛散による被水，消火水等による被水

並びに天井面の開口部又は貫通部からの被水

に対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護

対象設備が安全機能を損なわないことを評価

する。 

 

なお，溢水防護対象設備があらゆる方向か

らの水の飛まつによっても有害な影響を生じ

ないよう，保護構造を有していれば，溢水防

護対象設備は安全機能を損なわない。 

 

 

 

 

 

 

没水影響評価の具体的な内容を添付書類

「Ⅴ-1-1-8-4 溢水影響に関する評価」のう

ち「2.1 没水影響に対する評価」に示す。 

 

 

 

 

(2) 被水の影響に対する評価及び防護設計

方針 

溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛

散による被水若しくは天井面の開口部又は貫

通部からの被水の影響により，防護すべき設

備が要求される機能を損なうおそれがないこ

とを評価する。 

 

 

防護すべき設備は，浸水に対する保護構造

（以下「保護構造」という。）を有し被水影

響を受けても要求される機能を損なうおそれ

がない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

発電炉と比較して異常

事態発生時の温度上

昇，水位低下が極めて

緩やかであること，独

立した建屋として燃料

貯蔵プール・ピット等

を配置していることか

ら，異常発生時のアク

セスも可能であるなど

の違いによる） 

 

後次回で比較結果を示

す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 34 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

また，被水の影響を受けないよう保護構造

を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，

防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生

した溢水の流入を防止する対策及び溢水防護

板の設置による発生した溢水の溢水防護対象

設備への被水を防止する対策により，溢水防

護対象設備が被水により安全機能を損なわな

い設計とする。 

 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢

水防護板等の溢水防護設備の設計方針につい

ては，第 2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護

設備」に示す。 

 

消火水等の放水による溢水に対しては，溢

水防護対象設備が設置されている溢水防護区

画において固定式消火設備等の水を用いない

消火手段を採用することにより，被水の影響

が発生しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

被水の影響に対する防護設計として，被水

の影響を受けないよう保護構造を有する設

計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等

の設置による溢水防護区画外で発生した溢水

の流入を防止する対策及び溢水防護板の設置

による発生した溢水の溢水防護対象設備への

被水を防止する対策により，溢水防護対象設

備が被水により安全機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

保護構造を有さない場合は，機能を損なう

おそれがない配置設計又は消火水等の放水に

よる被水の影響が発生しないよう溢水防護対

象設備が設置されている溢水防護区画におい

て水を用いない消火手段(窒素消火装置によ

る消火，二酸化炭素消火装置による消火又は

消火器による消火)を採用することにより，被

水の影響が発生しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護構造を有さない場合は，機能を損なう

おそれがない配置設計又は被水の影響が発生

しないよう当該設備が設置される溢水防護区

画において水消火を行わない消火手段（ハロ

ゲン化物消火設備による消火，二酸化炭素自

動消火設備による消火，消火器による消火）

を採用する設計とする。 

 

 

 

 

 

基本設計方針の構成を

踏まえた記載であり，

新たに論点が生じるも

のではない。 

「溢水防護板の設置

等」の「等」の指す内

容は，防水扉及び水密

扉，堰，床ドレン逆止

弁の設置，壁(貫通部止

水処置を含む。)であ

り，後次回に「Ⅵ－１

－１－６－５ 溢水防

護設備の詳細設計」に

て示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨(36/61)へ 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 35 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，

水を用いる消火活動による被水の影響を 小

限に止めるため，溢水防護対象設備に対して

不用意な放水を行わないことを消火活動にお

ける運用及び留意事項として保安規定に定め

て，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護構造により安全機能を損なわない設計

とする設備については，評価された被水条件

を考慮しても安全機能を損なわないことを設

計時に確認し，保護構造を維持するための保

守管理を実施することを保安規定に定めて，

管理する。 

 

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，

水を用いる消火活動による被水の影響を 小

限に止めるため，溢水防護対象設備に対して

不用意な放水を行わないことを消火活動にお

ける運用及び留意事項として保安規定に定め

て，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護構造により要求される機能を損なうお

それがない設計とする設備については，評価

された被水条件を考慮しても要求される機能

を損なうおそれがないことを設計時に確認

し，保護構造を維持するための保守管理を実

施する。 

 

また，水消火を行う場合には，消火対象以

外の設備への誤放水がないよう，消火放水時

に不用意な放水を行わない運用とすることと

し保安規定に定めて管理する。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 36 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢

水防護板等の溢水防護設備の設計方針につい

ては，第 2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護

設備」に示す。 

 

 

 

6.5.3  蒸気影響に対する評価及び防護設

計方針 

想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴

出及び拡散による影響を確認するために，空

調条件や解析区画を設定して実施した解析結

果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価によ

り溢水防護対象設備の健全性を確認すること

で，蒸気の影響により安全機能を損なわない

ことを評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被水影響に対する評価の具体的な内容を

「Ⅵ－１－１－６－４ 溢水影響に関する評

価」のうち「2.1.2 被水影響に対する評価」

に，被水影響に対する溢水防護設備の詳細設

計を「Ⅵ－１－１－６－５ 溢水防護設備の

詳細設計」に示す。 

 

(3) 蒸気影響に対する評価及び防護設計

方針 

想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴

出及び拡散による影響を確認するために，空

調条件や解析区画を設定して実施した解析結

果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価によ

り溢水防護対象設備の健全性を確認すること

で，蒸気の影響により安全機能を損なわない

ことを評価する。 

 

重大事故等対処設備については，位置的分

散により，被水影響により設計基準事故対処

設備等又は同様の機能を有する重大事故等対

処設備と同時に機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

被水影響評価の具体的な内容を添付書類

「Ⅴ-1-1-8-4 溢水影響に関する評価」のう

ち「2.2 被水影響に対する評価」に示す。 

 

 

 

 

(3) 蒸気影響に対する評価及び防護設計方

針 

溢水防護区画内で発生を想定する漏えい蒸

気，区画間を拡散する漏えい蒸気及び破損想

定箇所近傍での漏えい蒸気の直接噴出による

影響を，建設時の蒸気漏えい発生時の環境条

件を基に設定した条件，設定した空調条件及

び解析区画条件により評価し，防護すべき設

備が蒸気影響により要求される機能を損なう

おそれがないことを評価する。 

当社は，重大事故等対

処設備の環境条件等を

考慮した対策について

「Ⅵ－１－１－４ 安

全機能を有する施設及

び重大事故等対処設備

が使用される条件の下

における健全性に関す

る説明書」にて示すこ

ととしているため。 

 

後次回で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

⑨(34/61)から 

132



再処理施設－発電炉 記載比較 ( 37 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，壁，扉等の設置による溢水防護区画

外からの漏えい蒸気の流入を防止する対策，

自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔

隔離システムの設置及びターミナルエンド防

護カバーの設置による漏えい蒸気量を低減す

る対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の

溢水防護対象設備への曝露を防止する対策に

より，溢水防護対象設備が蒸気の影響により

安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には，溢水防護対象設備が，溢水源

から漏えいした蒸気の直接噴出及び拡散によ

る影響を受け，蒸気曝露試験又は机上評価に

よって溢水防護対象設備の健全性が確認され

ている条件(温度，湿度及び圧力)を超えない

耐蒸気性を有することを確認する。 

 

 

 

 

蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉

等の設置による溢水防護区画外からの漏えい

蒸気の流入を防止する対策，自動で漏えい蒸

気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの

設置及びターミナルエンド防護カバーの設置

による漏えい蒸気量を低減する対策並びに蒸

気防護板による漏えい蒸気の溢水防護対象設

備への曝露を防止する対策により，溢水防護

対象設備が蒸気の影響により安全機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

漏えい蒸気による影響が蒸気曝露試験又は

机上評価により設備の健全性が確認されてい

る条件を超え防護すべき設備が要求される機

能を損なうおそれがある場合並びに躯体形状

の変更等により解析区画条件が建設時の蒸気

漏えい発生時の環境条件を基に設定した条件

を超えるおそれがある場合には，漏えい蒸気

影響を緩和するための対策を実施する。 

 

 

蒸気影響評価において期待する溢水防護対

策を以下に示す。 

漏えい蒸気影響を緩和するために，蒸気漏

えいを早期自動検知し，直ちに自動隔離を行

うために，自動検知・遠隔隔離システム（温

度検出器，蒸気遮断弁及び検知制御 ・監視盤）

を設置する。 

蒸気遮断弁は，所内蒸気系統に設置し隔離

信号発信後■秒以内に自動隔離する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

「自動で漏えい蒸気を

早期隔離する自動検

知・遠隔隔離システム

の設置等」の「等」の

指す内容は，蒸気防護

板，ターミナルエンド

防護カバー，壁，扉の

設置であり，後次回に

「Ⅵ－１－１－６－５ 

溢水防護設備の詳細設

計」にて示す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 38 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気曝露試験は，漏えい蒸気による環境に

おいて要求される機能を損なうおそれがある

設備を対象に，漏えい蒸気による環境条件(温

度，湿度及び圧力)により対象設備が要求され

る機能を損なわないことを評価するために実

施する。ただし，試験実施が困難な機器につ

いては，漏えい蒸気による環境条件に対する

耐性を机上評価する。 

 

 

 

蒸気の漏えいの自動検知及び自動遠隔隔離

だけでは解析区画条件が建設時の蒸気漏えい

発生時の環境条件を基に設定した条件を超え

るおそれがある配管破断想定箇所には，防護

カバーを設置し，防護カバーと配管のすき間

（両側合計■mm以下）を設定することで漏え

い蒸気影響を緩和する。 

 

なお，微小な蒸気漏えい等により温度検出

器を設置した区画内の温度が自動検知・遠隔

隔離システムの作動に必要となる温度まで到

達せず，自動検知・遠隔隔離システムが作動

しない場合を考慮し，手動にて隔離を行うこ

とを保安規定に定め管理する。 

 

蒸気曝露試験は，漏えい蒸気による環境に

おいて要求される機能を損なうおそれがある

電気設備又は計装設備を対象に，漏えい蒸気

による環境条件（温度，湿度及び圧力）によ

り対象設備が要求される機能を損なわないこ

とを評価するために実施する。ただし，試験

実施が困難な機器については，漏えい蒸気に

よる環境条件に対する耐性を机上評価する。 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

自動検知・遠隔隔離シ

ステムの詳細設計と併

せて，後次回で示す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 39 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動検知・遠隔隔離システム，蒸気防護板

等の溢水防護設備の設計方針については，第

2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護対象設備が蒸気環境に曝された場

合，溢水防護対象設備の安全機能が損なわれ

ていないことを確認することとし，保安規定

に定めて，管理する。 

 

蒸気影響に対する評価の具体的な内容を

「Ⅵ－１－１－６－４ 溢水影響に関する評

価」のうち「2.1.3 蒸気影響に対する評価」

に，蒸気影響に対する溢水防護設備の詳細設

計を「Ⅵ－１－１－６－５ 溢水防護設備の

詳細設計」に示す。 

主蒸気管破断事故時等には，原子炉建屋原

子炉棟内外の差圧による原子炉建屋外側ブロ

ーアウトパネルの開放により，溢水防護区画

内において蒸気影響を軽減する設計とする。 

 

重大事故等対処設備については，位置的分

散により，蒸気影響により設計基準事故対処

設備等又は同様の機能を有する重大事故等対

処設備と同時に機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

防護すべき設備が蒸気環境に曝された場

合，防護すべき設備の要求される機能が損な

われていないことを確認することとし，保安

規定に定めて管理する。 

 

蒸気影響評価の具体的な内容を添付書類

「Ⅴ-1-1-8-4 溢水影響に関する評価」のう

ち「2.3 蒸気影響に対する評価」に示す。 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

当社は，重大事故等対

処設備の環境条件等を

考慮した対策について

「Ⅵ－１－１－４ 安

全機能を有する施設及

び重大事故等対処設備

が使用される条件の下

における健全性に関す

る説明書」にて示すこ

ととしているため。 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示

す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 40 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

6.5.4  燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ

シング後の機能維持に関する溢水評価及び防

護設計方針 

基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じ

るスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピ

ット等の外へ漏えいする溢水量を三次元流動

解析により評価する。 

 

 

 

 

 

その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲

に止水板及び蓋を設置することにより溢水量

を低減する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ

シング後の機能維持に関する溢水評価及び防

護設計方針 

基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じ

るスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピ

ット等の外へ漏えいする水の量を三次元流動

解析により評価する。 

 

 

 

 

 

その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲

に止水板及び蓋を設置することによりスロッ

シング水量を低減する設計とする。 

燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置す

る止水板及び蓋の詳細設計を「Ⅵ－１－１－

６－５ 溢水防護設備の詳細設計」に示す。 

 

 

原子炉建屋外側ブローアウトパネルに関す

る具体的な設計方針については，添付書類 「Ⅴ

-1-1-6安全設備及び重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関する説

明書」に示す。 

 

2.3.2 使用済燃料プールの機能維持に関す

る評価及び防護設計方針 

 

使用済燃料プールのスロッシングによる溢

水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓｓに

よる地震力によって生じるスロッシング現象

をスロッシング後の使用済燃料プール水位及

び使用済燃料プール外へ漏えいする水量がそ

れぞれ保守的になるよう設定した評価条件で

３次元流動解析により評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社固有の設計上の考

慮であり，新たに論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

⑥(42/61)から 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 41 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

算出した溢水量からスロッシング後の燃料

貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮して

も，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及

び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が

確保されることを確認し，それらを用いるこ

とにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を

維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算出した溢水量からスロッシング後の燃料

貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮して

も，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及

び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が

確保されることを確認し，それらを用いるこ

とにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を

維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，スロッシングによる溢水(その他機器

の地震起因による溢水を含む。)の影響を受け

て，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及

び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能の

維持に必要な機器が安全機能を損なうおそれ

がないことを評価する。 

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を

損なうおそれがある場合には，防護対策その

他の適切な処置を実施する。 

 

 

 

使用済燃料プールに関しては，発生を想定

する溢水の影響を受けても，使用済燃料プー

ル冷却系統及び給水系統に要求される機能が

損なわれるおそれがないことを評価する。具

体的には，基準地震動Ｓｓによる地震力によ

って生じるスロッシング後の使用済燃料プー

ル水位が，使用済燃料プールの冷却機能（水

温65℃以下）の維持に必要な水位（サージタ

ンクに流入するオーバーフローラインの下端

位置以上）及び保安規定で定めた管理区域内

における特別措置を講じる基準である線量率

（≦1.0mSv/h）を満足する水位を上回ること

を評価する。 

 

また，スロッシングによる溢水（その他機

器の地震起因による溢水を含む。）の影響を

受けて，使用済燃料プールの冷却機能及び使

用済燃料プールへの給水機能の維持に必要な

機器が要求される機能を損なうおそれがない

ことを評価する。 

防護すべき設備が溢水により要求される機

能を損なうおそれがある場合には，防護対策

その他の適切な処置を実施する。 

 

 

 

 

 

 

当社では具体的な評価

内容であることを踏ま

え「Ⅵ－１－１－６－

４ 溢水影響に関する

評価」にて示す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 42 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プールのスロッシングによる溢

水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓｓに

よる地震力によって生じるスロッシング現象

をスロッシング後の使用済燃料プール水位及

び使用済燃料プール外へ漏えいする水量がそ

れぞれ保守的になるよう設定した評価条件で

３次元流動解析により評価する。 

 

施設定期検査時においては，スロッシング

による溢水が使用済燃料プール，原子炉ウェ

ル及びドライヤセパレータプールへ戻ること

を踏まえ，スロッシング後にも使用済燃料プ

ールの適切な水温及び遮蔽水位を維持できる

設計とする。なお，プール等周りの縁石には，

スロッシングによる溢水がプール等へ戻りや

すくなるよう切欠きを設置する。 

スロッシングによる溢水がプール等へ戻る

際のプール内への異物落下防止措置及び異物

による切欠きの閉塞防止措置について，保安

規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

(40/61)で比較結果を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥(40/61)へ 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 43 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関

する評価の具体的な内容を「Ⅵ－１－１－６

－４ 溢水影響に関する評価」のうち 「2.1.4 

燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関す

る評価」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール機能維持評価の具体的な

内容を添付書類「Ⅴ-1-1-8-4 溢水影響に関

する評価」のうち 「2.4 使用済燃料プールの

機能維持に関する溢水評価」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示

す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 44 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

6.6 屋外で発生する溢水に関する溢水評価

及び防護設計方針 

 

6.6.1 溢水防護建屋に対する溢水評価及び

防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区

画に流入しないことを評価する。 

 

また，屋外で発生を想定する溢水に対して

は，屋外で発生を想定する溢水による影響を

評価する上で期待する範囲を境界とした溢水

防護建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を

含む。)，防水扉等により防止する設計とする

ことにより，建屋内の溢水防護対象設備が安

全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 屋外で発生する溢水に関する溢水

評価及び防護設計方針 

 

(1) 溢水防護建屋に対する溢水評価及び

防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水は，溢水防護建

屋内の溢水防護区画に流入することにより，

建屋内の溢水防護対象設備の安全機能を損な

う可能性がある。このため，屋外で発生を想

定する溢水が，溢水防護区画に流入しないこ

とを評価する。 

屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋

外で発生を想定する溢水による影響を評価す

る上で期待する範囲を境界とした溢水防護建

屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，

防水扉等により防止する設計とすることによ

り，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を

損なわない設計とする。 

 

 

 

地表面に滞留する溢水に対しては，屋外で

発生を想定する溢水による影響を評価する上

で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内

へ流入しないよう，建屋外壁の開口部の設置

高さを確保する設計とする。 

2.3.3 防護すべき設備を内包する建屋外及

びエリア外で発生する溢水に関する溢水評価

及び防護設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

防護すべき設備を内包する建屋及びエリア

において，建屋外及びエリア外で発生を想定

する溢水である循環水管の伸縮継手の破損に

よる溢水，屋外タンクで発生を想定する溢水，

地下水等が，建屋内及びエリア内に流入する

おそれがある場合には，壁，扉，蓋の設置及

び貫通部止水処置を実施することで建屋内及

びエリア内への流入を防止する設計とし，防

護すべき設備が要求される機能を損なうおそ

れがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社固有の設計上の考

慮であり，新たに論点

が生じるものではな

い。 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 

 

「堰等」の「等」の指

す内容は，後次回に「Ⅵ

－１－１－６－５ 溢

水防護設備の詳細設

計」にて示す。 

 

 

 

当社固有の設計上の考

慮であり，新たに論点

が生じるものではな

い。 

 

⑦(9/61)へ 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 45 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，建屋外及びエリア外で発生する溢水

量の低減対策として以下に期待する。 

海水ポンプエリア外及びタービン建屋内に

おける循環水管の伸縮継手の破損箇所からの

溢水を早期に自動検知し，隔離（地震起因に

よる伸縮継手の破損の場合は自動隔離，それ

以外は中央制御室からの遠隔手動隔離）を行

うために，循環水系隔離システム（漏えい検

知器，循環水ポンプ出口弁，復水器水室出入

口弁，検知制御盤及び検知監視盤等）を設置

する。隔離信号発信後■分以内に循環水ポン

プ，循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出入

口弁を自動隔離する設計とする。さらに，海

水ポンプエリア外の循環水管については，伸

縮継手を可撓継手構造とし，継手部のすき間

（合計■mm以下）を設定する設計とすること

で，破損箇所からの溢水量を低減する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものではな

い。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 46 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の

溢水防護設備の設計方針については，第 2 章 

個別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地下水に対しては，流入経路に地下

水面からの水頭圧に耐える壁(貫通部止水処

置を含む。)，扉等による流入防止措置等を実

施することにより，地下水の流入による影響

を評価する上で期待する範囲を境界とした溢

水防護建屋内への流入を防止する設計とし，

溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

溢水防護建屋内への流入に対する溢水評価

の具体的な内容を「Ⅵ－１－１－６－４ 溢

水影響に関する評価」のうち 「2.2.1 防護す

べき設備を内包する建屋に対する評価」に，

溢水防護建屋内への流入に対する溢水防護設

備の詳細設計を「Ⅵ－１－１－６－５ 溢水

防護設備の詳細設計」に示す。 

 

 

 

 

 

地下水については，排水ポンプの故障等に

より建屋周囲の水位が地表面まで上昇するこ

とを想定し，建屋外周部における壁及び貫通

部止水処置により防護すべき設備を内包する

建屋への流入を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防護すべき設備を内包する建屋外及びエリア

外で発生する溢水に関する溢水評価の具体的

な内容を添付書類「Ⅴ-1-1-8-4溢水影響に関

する評価」のうち「3.溢水防護区画を内包す

る建屋外からの流入防止」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「扉等」の「等」の指

す内容は，後次回に「Ⅵ

－１－１－６－５ 溢

水防護設備の詳細設

計」にて示す。 

「流入防止措置等」の

「等」の指す内容は，

後次回に「Ⅵ－１－１

－６－５ 溢水防護設

備の詳細設計」にて示

す。 

 

後次回で比較結果を示

す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 47 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 放射性物質を含んだ液体の管理区域

外への漏えい防止に関する溢水評価及び防護

設計方針 

発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液

体を内包する容器，配管及びその他の設備 （ポ

ンプ，弁，使用済燃料プール，サイトバンカ

プール，原子炉ウェル，ドライヤセパレータ

プール）からあふれ出る放射性物質を含む液

体について，溢水量，溢水防護区画及び溢水

経路により溢水水位を算出し，放射性物質を

内包する液体が管理区域外へ漏えいすること

を防止し伝播するおそれがないことを評価す

る。なお，地震時における放射性物質を含む

液体の溢水量の算出については，耐震重要度

分類に応じた要求される地震力を用いて設計

する。 

放射性物質を含む液体が管理区域外に伝播

するおそれがある場合には管理区域外への溢

水伝播を防止するため，防護対策を実施する。 

評価で期待する溢水防護対策として，漏え

いする溢水水位を上回る高さを有する伝播防

止処置を実施し，放射性物質を含む液体が管

理区域外へ伝播しない設計とする。また，溢

水防護対策は，溢水水位に対して原則200mm以

上の裕度を確保する設計とする。具体的には，

溢水の流入状態，溢水源からの距離，人のア

技術基準要求の差異で

あり，新たに論点が生

じるものではない。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 48 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クセス等による一時的な水位変動を考慮し，

溢水水位に対して原則100mm以上の裕度を確

保するとともに，区画の床勾配による床面高

さのばらつきを考慮し，溢水水位に原則100mm

以上の裕度を確保する。ただし，溢水水位が

低い場合や溢水防護対策の設置位置が床勾配

の上端部であることが明らかな位置にある場

合には，適切な裕度を確保する設計とする。 

管理区域外への漏えい防止に関する溢水評

価の具体的な内容を添付書類「Ⅴ-1-1-8-4溢

水影響に関する評価」のうち「4.管理区域外

への漏えい防止に関する溢水評価」に示す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 49 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

6.6.2 屋外の溢水防護対象設備に対する溢

水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水により，屋外の

溢水防護対象設備が安全機能を損なわないこ

とを評価する。 

また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢

水の影響を受けるおそれのある部位に対し

て，溢水水位を上回る機能喪失高さを確保す

ること，保護構造を有すること及び机上評価

にて健全性を確認することにより，屋外の溢

水防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響

を受けて，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 屋外の溢水防護対象設備に対する溢

水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水により，屋外の

溢水防護対象設備が安全機能を損なわないこ

とを評価する。 

屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発

生を想定する溢水のうち屋外タンク等の破損

による溢水により没水し，屋外の溢水防護対

象設備の安全機能を損なわないよう，溢水の

影響を受けるおそれのある部位に対して，必

要な機能喪失高さを確保する設計とする。ま

た，屋外で発生を想定する溢水のうち屋外タ

ンク等の破損による溢水により被水し，屋外

の溢水防護対象設備の安全機能を損なわない

よう，溢水の影響を受けるおそれのある部位

に対して，水の浸入経路からの水の浸入を防

ぐ保護構造を有する設計とする。さらに，屋

外タンク等の破損により発生する蒸気の影響

を受けて，屋外の溢水防護対象設備の安全機

能を損なわないよう，蒸気の影響を受けるお

それのある部位に対して，机上評価にて健全

性を確認する設計とする。 

屋外で発生を想定する溢水のうち降水に対

する影響評価については，「Ⅵ－１－１－１

－１ 自然現象等への配慮に関する説明書」

にて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社固有の設計上の考

慮であり，新たに論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧(9/61)へ 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 50 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の溢水防護対象設備で，本申請の申請

対象設備である安全冷却水B冷却塔に対する

溢水影響の概略評価の内容を「Ⅵ－１－１－

６－２ 溢水防護対象設備の選定」のうち

「2.3 屋外の溢水防護対象設備に対する評

価」に示す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 51 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

第 2 章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.5 溢水防護設備 

溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方

針については，第 1 章 共通項目の「2. 地

盤」，「3. 自然現象等」，「5. 火災等による

損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢

水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内に

おける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」

及び「9. 設備に対する要求」に基づくもの

とする。 

安全機能を有する施設は，再処理施設内に

おける溢水が発生した場合においても，安全

機能を損なわない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置された機

器及び配管の破損(地震起因を含む。)による

溢水，再処理施設内で生じる異常状態(火災を

含む。)の拡大防止のために設置される系統か

らの放水による溢水又は燃料貯蔵プール・ピ

ット等のスロッシングによる溢水が発生した

場合においても，溢水防護設備により，溢水

防護対象設備が安全機能を損なわない設計と

する。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能

及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能

 

 

 

2.4 溢水防護設備の設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，再処理施設内に

おける溢水が発生した場合においても，安全

機能を損なわない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置された機

器及び配管の破損(地震起因を含む。)による

溢水，再処理施設内で生じる異常状態(火災を

含む。)の拡大防止のために設置される系統か

らの放水による溢水又は燃料貯蔵プール・ピ

ット等のスロッシングによる溢水が発生した

場合においても，溢水防護設備により，溢水

防護対象設備が安全機能を損なわない設計と

する。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機

能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機

 

 

 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

「2.2溢水評価条件の設定」及び「2.3溢水

評価及び防護設計方針」を踏まえ，溢水防護

区画の設定，溢水経路の設定及び溢水評価に

おいて期待する溢水防護に関する施設の設計

方針を以下に示す。 

設計に当たっては，溢水防護に関する施設

が要求される機能を踏まえ，溢水の伝播を防

止する設備及び蒸気影響を緩和する設備に分

類し設計方針を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針の構成を

踏まえた記載であり，

新たに論点が生じるも

のではない。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 52 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

を維持できる設計とする。 

 

 

溢水防護設備については，保守点検等の運

用を適切に実施することを保安規定に定め

て，管理する。 

 

 

溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含

む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁，

溢水防護板，自動検知・遠隔隔離システム，

ターミナルエンド防護カバー，蒸気防護板，

地震計，緊急遮断弁，漏えい検知器，液位計，

止水板及び蓋で構成し，以下の設計とするこ

とにより，溢水防護対象設備が溢水により安

全機能を損なわない設計とする。  

 

 (1) 流入防止対策として設置する壁(貫通

部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，

堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床

段差等の設置状況を踏まえて流入防止対

策を図ることにより，溢水防護区画外の溢

水に対して，流入を防止する設計とする。 

 

また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰

は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置

能を維持できる設計とする。 

 

 

溢水防護設備が要求される機能を維持する

ため，計画的に保守管理，点検を実施すると

ともに必要に応じ補修を実施することを保安

規定に定めて，管理する。 

 

再処理施設に設置する溢水防護設備及びそ

の設計方針については，溢水防護設備及び溢

水評価の申請に合わせて次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，溢水防護に期待する施設は，要求さ

れる機能を維持するため，計画的に保守管理

を実施するとともに，必要に応じ補修を実施

することとし，保安規定に定めて管理する。 

 

溢水防護に関する施設の設計方針を添付書

類「Ⅴ-1-1-8-5溢水防護施設の詳細設計」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

(1) 水密扉（浸水防止設備と一部兼用） 

原子炉建屋原子炉棟内で発生を想定する溢

水が，溢水防護区画へ伝播しない設計とする

ために，止水性を有する残留熱除去系A系ポン

プ室水密扉，原子炉隔離時冷却系室北側水密

扉，原子炉隔離時冷却系室南側水密扉及び高

圧炉心スプレイ系ポンプ室水密扉を設置す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧(55/61)から 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 53 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁(貫通部止

水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床

ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に

設置する堰は，発生した溢水による水位や水

圧に対して流入防止機能が維持できる設計と

するとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力

等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重

や環境に対して必要な当該機能が損なわれな

い設計とする。 

 (2) 溢水防護板は，発生した溢水の溢水防

護対象設備への被水を防止する設計とし，

溢水防護対象設備が被水により安全機能

を損なわないよう設置する設計とする。 

溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主

要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて

製作し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て耐震性を有する設計及び実機を想定した被

水条件を考慮しても当該機能を損なわないこ

とを被水試験等により確認する設計とする。 

 (3) 自動検知・遠隔隔離システム(温度検出

器，蒸気遮断弁)は，蒸気影響を緩和する

ため，蒸気の漏えいを検知し，自動で漏え

い蒸気を隔離する設計とする。 

溢水源となる一般蒸気等に設置する蒸気遮

断弁は，隔離信号発信後 10 秒以内に自動隔離

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，屋外で発生を想定する溢水が，溢水

防護区画内（常設代替高圧電源装置用カルバ

ート内）へ伝播しない設計とするために，止

水性を有する常設代替高圧電源装置用カルバ

ート原子炉建屋側水密扉（浸水防止設備と兼

用）を設置する。 

水密扉は，発生を想定する溢水水位による

静水圧に対し，溢水伝播を防止する機能を維

持する設計とする。また，地震時及び地震後

において，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，溢水伝播を防止する機能を維持する設

計とする。 

(2) 浸水防止蓋，水密ハッチ（浸水防止設備

と兼用） 

屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区

画を内包する建屋へ伝播しない設計とするた

めに，止水性を有する海水ポンプ室ケーブル

点検口浸水防止蓋，緊急用海水ポンプ点検用

開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプ室人員

用開口部浸水防止蓋，格納容器圧力逃がし装

置格納槽点検用水密ハッチ，常設低圧代替注

水系格納槽点検用水密ハッチ及び常設低圧代

替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチを

設置する。 

浸水防止蓋及び水密ハッチは，発生を想定

する溢水水位による静水圧に対し，溢水伝播
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 54 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

する設計とする。 

また，自動検知・遠隔隔離システムだけで

は溢水防護対象設備の健全性が確保されない

場合には，破損想定箇所にターミナルエンド

防護カバーを設置することで蒸気影響を軽減

する設計とする。 

 (4) 蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸

気の影響により安全機能を損なわないよ

う，溢水防護対象設備に対して設置する設

計とする。 

蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を

考慮した耐蒸気性能を有する設計とする。 

蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対して耐震性を有する設計並びに蒸気配

管の破損により生じる環境温度及び圧力に対

して当該機能が損なわれない設計とする。 

 (5) 溢水防護建屋内又は建屋間(建屋外の

洞道含む。)に設置する緊急遮断弁は，制

御建屋に設置する地震計からの信号で作

動する又は弁の感震機構で作動すること

により，他建屋から流入する系統を隔離で

きる設計とし，溢水防護建屋内で発生する

溢水量を低減する設計とする。 

地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓ

による地震力に対して耐震性を有する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を防止する機能を維持する設計とする。また，

地震時及び地震後において，基準地震動Ｓｓ

による地震力に対して，溢水伝播を防止する

機能を維持する設計とする。 

(3) 溢水拡大防止堰，止水板 

原子炉建屋原子炉棟及び原子炉建屋付属棟

で発生を想定する溢水が，原子炉建屋原子炉

棟内及び原子炉建屋付属棟内の区画間を伝播

しない設計及び防護すべき設備の没水影響を

防止する設計とするために，原子炉建屋原子

炉棟溢水拡大防止堰B1-1からB1-4，原子炉建

屋原子炉棟溢水拡大防止堰1-1から1-3，原子

炉建屋原子炉棟溢水拡大防止堰2-1から2-2，

原子炉建屋原子炉棟溢水拡大防止堰3-1から

3-2，原子炉建屋原子炉棟溢水拡大防止堰4-1，

原子炉建屋原子炉棟溢水拡大防止堰5-1から

5-2，原子炉建屋原子炉棟溢水拡大防止堰6-1

から6-5，原子炉建屋付属棟溢水拡大防止堰，

原子炉建屋原子炉棟止水板B2-1からB2-3，原

子炉建屋原子炉棟止水板B1-1からB1-3，原子

炉建屋原子炉棟止水板2-1，原子炉建屋原子炉

棟止水板3-1から3-7，原子炉建屋原子炉棟止

水板4-1から4-5，原子炉建屋原子炉棟止水板

5-1，原子炉建屋原子炉棟止水板6-1及び原子

炉建屋原子炉棟止水板6-2を設置する。 

溢水拡大防止堰及び止水板は，発生を想定
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 55 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 (6) 漏えい検知器及び液位計は，溢水の発

生を検知し，中央制御室，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの手

動遠隔操作又は現場操作により漏えい箇

所を早期に隔離できる設計とする。 

 

(7) 止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピッ

ト等の周囲に設置することによりスロッシ

ング水量を低減し，燃料貯蔵プール・ピッ

ト等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピッ

ト等への給水機能が確保されることを確認

し，それらを用いることにより適切な水温

及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計と

する。 

 

止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境

条件に対して，スロッシング水量を低減する

性能が損なわれない設計とする。 

 

 

溢水防護設備については，保守点検等の運

用を適切に実施することを保安規定に定め

て，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する溢水水位による静水圧に対し，溢水伝播

を防止する機能を維持する設計とする。また，

地震時及び地震後において，基準地震動Ｓｓ

による地震力に対して，溢水伝播を防止する

機能を維持する設計とする。 

(4) 管理区域外伝播防止堰（放射性廃棄物の

廃棄施設と一部兼用） 

管理区域内で発生を想定する放射性物質を

含む液体が，管理区域外へ伝播しない設計と

するために，原子炉建屋廃棄物処理棟管理区

域伝播防止堰1-1から1-2，タービン建屋管理

区域外伝播防止堰1-1から1-4を設置する。ま

た，放射性廃棄物の廃棄施設におけるキャス

ク搬出入用出入口，サイトバンカトラックエ

リア出入口，廃棄物処理建屋機器搬出入用出

入口，雑固体ドラム搬出入用出入口，ドラム

搬入室出入口，廃棄物処理建屋出入口及び焼

却設備機器搬出入用出入口も管理区域外伝播

防止堰として兼用する。 

管理区域外伝播防止堰のうち耐震設計上の

重要度分類がＣ－２クラスの堰は，発生を想

定する溢水水位による静水圧に対し，溢水伝

播を防止する機能を維持する設計とする。ま

た，地震時及び地震後において，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，溢水伝播を防止

する機能を維持する設計とする。上記以外の
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 56 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理区域伝播防止堰については，地震時及び

地震後において，耐震重要度分類にて要求さ

れる地震力に対して，溢水伝播を防止する機

能を維持する設計とする。 

(5) 逆流防止装置 

原子炉建屋原子炉棟内で滞留する溢水が，

床ドレンラインを介して原子炉建屋原子炉棟

内の溢水防護区画へ伝播しない設計とするた

めに，床ドレンラインに止水性を有する逆流

防止装置を設置する。 

逆流防止装置は，発生を想定する溢水水位

による静水圧に対し，溢水伝播を防止する機

能を維持する設計とする。また，地震時及び

地震後において，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対して，溢水伝播を防止する機能を維持

する設計とする。 

(6) 貫通部止水処置（浸水防止設備と一部兼

用） 

以下の設計のため，貫通部止水処置を実施す

る。 

・防護すべき設備を内包する建屋外及びエリ

ア外にて発生を想定する溢水が，溢水防護区

画へ伝播しない設計とするため。 

・原子炉建屋原子炉棟内で発生を想定する溢

水により，防護すべき設備の機能を損なうお

それがない設計とするため。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 57 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・管理区域内で発生を想定する放射性物質を

含む液体が管理区域外へ伝播しない設計とす

るため。 

これらの貫通部止水処置は，発生を想定する

溢水水位による静水圧に対し，溢水伝播を防

止する機能を維持する設計とする。また，地

震時及び地震後において，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して，溢水伝播を防止する機

能を維持する設計とする。 

(7) 循環水系隔離システム 

タービン建屋復水器エリア及び海水ポンプ

室循環水ポンプエリアで発生を想定する循環

水系配管破断箇所からの溢水量を低減するた

めに，循環水系配管破断箇所からの溢水を早

期に自動検知し，隔離（地震起因による伸縮

継手の破損の場合は自動隔離，それ以外は中

央制御室からの遠隔手動隔離）を行うために，

循環水系隔離システム（漏えい検知器，循環

水ポンプ出口弁，復水器水室出入口弁，検知

制御盤及び検知監視盤等）を設置する。 

また，地震時及び地震後において，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対して，溢水量を低

減する機能を維持する設計とする。 

(8) 循環水管可撓継手 

海水ポンプ室循環水ポンプエリア内で発生

を想定する循環水系配管破断箇所からの溢水
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 58 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

量を低減するために，伸縮継手を可撓継手構

造に取替える。継手部のすき間寸法を管理し，

溢水流量を制限することで溢水量を低減する

設計とする。 

また，地震時及び地震後において，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対して，溢水量を低

減する機能を維持する設計とする。 

2.4.2  蒸気影響を緩和する設備 

(1) 自動検知・遠隔隔離システム 

配管の想定破損による漏えい蒸気の影響を

緩和するために，蒸気漏えいを早期自動検知

し，直ちに自動隔離を行うために，自動検知 ・

遠隔隔離システム（温度検出器，蒸気遮断弁

及び検知制御・監視盤）を設置する。 

(2) 防護カバー 

配管の想定破損による漏えい蒸気が防護す

べき設備へ与える影響を緩和するために，配

管破断想定箇所に防護カバーを設置する。防

護カバーと配管とのすき間寸法を管理し，漏

えい蒸気流量を制限することで蒸気影響を緩

和する設計とする。 

防護カバーは配管からの蒸気の噴出による

荷重により防護カバーの各構成部材に発生す

る応力に対して，蒸気影響を緩和する機能を

損なうおそれがない設計とする。 

また，地震時及び地震後において，基準地
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 59 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

3. 準拠規格 

準拠する規格としては，既設工認で適用実

績がある規格のほか， 新の規格基準につい

ても技術的妥当性及び適用性を示したうえで

適用可能とする。 

準拠する規格，基準，指針等を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

・原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド

(平成25年６月19日 原規技発第1306191

3号 原子力規制委員会決定) 

 

なお，次回以降に申請する施設に係る準拠

規格については，当該施設の申請に合わせて

次回以降に示す。 

 

 

震動Ｓｓによる地震力に対して，十分な構造

強度を有し，上位クラス施設に対して波及的

影響を及ぼすおそれのない設計とする。 

 

 

3. 適用規格 

適用する規格としては，既往工認で適用実

績がある規格のほか， 新の規格基準につい

ても技術的妥当性及び適用性を示したうえで

適用可能とする。 

適用する規格，基準，指針等を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発電用原子力設備規格設計・建設規格（Ｊ

ＳＭＥＳＮＣ1－2005/2007） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ

４６０１－1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針重要度分

 

 

 

 

 

後次回申請の準拠規

格，準拠基準及び指針

等は該当回次時に追記

する。 

 

「指針等」の「等」の

指す内容は，本項目に

て具体を展開する。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 60 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類 ・許容応力編 （ＪＥＡＧ４６０１ ・補－1984） 

・原子力発電所配管破損防護設計技術指針

（ＪＥＡＧ４６１３－1998） 

・原子力発電所の火災防護指針（ＪＥＡＧ４

６０７－2010） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ

４６０１－1991追補版） 

・電気機械器具の外郭による保護等級（ＩＰ

コード）（ＪＩＳＣ０９２０－2003） 

・ステンレス鋼棒 （ＪＩＳＧ４３０３－2012） 

・熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯（ＪＩＳ

Ｇ４３０４－2012） 

・熱間成形ステンレス鋼形鋼（ＪＩＳＧ４３

１７－2013） 

・建築基準法 （昭和25年5月24日法律第201号） 

・建築基準法施行令（昭和25年11月16日政令

第338号） 

・消防法（昭和23年7月24日法律第186号） 

・消防法施行令（昭和36年3月25日政令第37

号） 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術

基準に関する規則の解釈 （平成25年6月19日原

規技発第1306194号） 

・鉄筋コンクリート構造計算規準日本建築学

会1991年 

・鉄筋コンクリート構造計算規準-許容応力
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再処理施設－発電炉 記載比較 ( 61 / 61 ) 

【Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方針】                  別紙４－１ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－６－１ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度設計法-日本建築学会1999年 

・鉄筋コンクリート構造計算規準日本建築学

会2010年 

・鋼構造設計規準-許容応力度設計法-日本建

築学会2005年 

・各種合成構造設計指針・同解説日本建築学

会2010年 

・発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関す

る審査指針（平成2年8月30日原子力安全委員

会） 

・原子力施設における建築物の維持管理指

針・同解説日本建築学会2015年 

・水道施設耐震工法指針・解説日本水道協会

1997年 

・水道施設耐震工法指針・解説日本水道協会

2009年 

・コンクリート標準示方書 ［構造性能照査編]

土木学会2002年 
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令和４年 12 月２日 Ｒ17 

 

 

 

別紙４－２ 
 

 

 

溢水防護対象設備の選定 

 

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる

差異 
二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

破線下線： 
・基本設計方針での後次回申請による差異 

【凡例】 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (1／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ－１－１－６－２  

溢水防護対象設備の選定 

 

目   次 

 

1. 概要 

 

2. 溢水防護対象設備の選定 

2.1 溢水防護対象設備の選定方針 

2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定 

2.3 屋外の溢水防護対象設備に対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ-1-1-8-2  

防護すべき設備の設定 

 

目次 

 

1. 概要 

 

2. 防護すべき設備の設定 

2.1 防護すべき設備の設定方針 

2.2 溢水防護対象設備の抽出 

2.3 防護すべき設備のうち評価対象の選定

について 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (2／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

第 1 章 共通項目 

6. 再処理施設内における溢水による損傷

の防止 

6.1 溢水から防護する設備及び設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，再処理施設の溢水防護設計が技術

基準規則第十二条及び内部溢水ガイドを踏ま

えて，再処理施設内で発生を想定する溢水から

防護する対象設備の選定の考え方を説明する

ものである。 

2. 溢水防護対象設備の選定 

2.1 溢水防護対象設備の選定方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，技術基準規則第 12 条，第 54 条

及びその解釈並びに評価ガイドを踏まえて，

発電用原子炉施設内で発生を想定する溢水

の影響から防護すべき設備の設定の考え方

を説明するものである。 

2. 防護すべき設備の設定 

2.1 防護すべき設備の設定方針 

溢水から防護すべき設備として，「発電用

軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類

に関する審査指針」における分類のクラス

１,クラス２に属する構築物，系統及び機器

に加え，安全評価上その機能を期待するクラ

ス３に属する構築物，系統及び機器のうち，

重要度の特に高い安全機能を有する系統が

その安全機能を維持するために必要な設備

並びに使用済燃料プールの冷却機能及び使

用済燃料プールへの給水機能を維持するた

めに必要な設備である溢水防護対象設備を

設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉には安全機能

の重要度分類に関す

る審査指針があるが，

再処理施設に対して

同様の指針がないた

め，記載の差異により

新たに論点が生じる

ものではない。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (3／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

  

 

安全機能を有する施設は，再処理施設内

における溢水の発生によりその安全機能を

損なうおそれがある場合において，防護措

置その他の適切な措置を講じることによ

り，溢水に対して安全機能を損なわない設

計とする。 

 

ここで，安全機能を有する施設のうち，安

全評価上機能を期待する安全上重要な機能

を有する建物・構築物，系統及び機器を溢

水から防護する設備(以下「溢水防護対象設

備」という。)とし，これらの設備が，没水，

被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機

能を損なわない設計(多重性又は多様性を

有する設備が同時にその安全機能を損なわ

ない設計)とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水によってその安全機能が損なわれない

ことを確認する必要がある施設を全ての安全

機能を有する建物 ・構築物，系統及び機器とし，

その上で事業指定基準規則及びその解釈並び

に内部溢水ガイドで定められている，溢水から

防護すべき安全機能を踏まえ，全ての安全機能

を有する建物 ・構築物，系統及び機器の中から

安全評価上機能を期待するものとして，安全上

重要な機能を有する建物 ・構築物，系統及び機

器を溢水防護対象設備として選定する。 

具体的には，以下の設備を溢水防護対象設備

とする。 

・安全機能の喪失により，公衆又は従事者に

放射線障害を及ぼすおそれがある設備 

・設計基準事故時において，公衆又は従事者

への放射線障害を防止するため，放射性物

質又は放射線が再処理施設外へ放出され

ることを抑制又は防止するために必要な

設備(燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及

び給水の機能を適切に維持するために必

要な設備並びに事故等の拡大防止及び影

響緩和のために必要な設備を含む。) 

 

 

 

 

溢水によってその安全機能が損なわれな

いことを確認する必要がある施設を，発電用

軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類

に関する審査指針（以下「重要度分類審査指

針」という。）における分類のクラス１，ク

ラス２及びクラス３に属する構築物，系統及

び機器とする。 

この中から，溢水防護上必要な機能を有す

る構築物，系統及び機器を選定する。 

 

具体的には，運転状態にある場合には原子

炉を高温停止及び引き続き低温停止するこ

とができ並びに放射性物質の閉じ込め機能

を維持するため，停止状態にある場合は引き

続きその状態を維持するため及び使用済燃

料プールの冷却機能及び給水機能を維持す

るために必要となる，重要度分類審査指針に

おける分類のクラス１，クラス２に属する構

築物，系統及び機器に加え，安全評価上その

機能を期待するクラス３に属する構築物，系

統及び機器を抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①(6/17)から 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (4／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護対象設備以外の安全機能を有す

る施設は，溢水による損傷を考慮して，代

替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間での修理の対応を行

うこと又はそれらを適切に組み合わせるこ

とにより，その安全機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する

施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修理の対応を行うこと又はそ

れらを適切に組み合わせることにより，その安

全機能を損なわない設計とする。 

 

 

以上を踏まえ，防護すべき設備のうち溢水

防護対象設備として，重要度の特に高い安全

機能を有する構築物，系統及び機器並びに使

用済燃料プールの冷却機能及び給水機能を

維持するために必要な構築物，系統及び機器

を抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社固有の設計上の

考慮であり，新たに論

点が生じるものでは

ない。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (5／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，上記の施設に対する損傷を考慮し

て代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間での修理を行う

ことを保安規定に定めて，管理する。 

溢水防護対象設備が溢水により安全機能

を損なわない設計であることを確認するた

めに，再処理施設内において発生が想定さ

れる溢水の影響を評価(以下「溢水評価」と

いう。)する。 

また，溢水評価に当たっては，運転時の異

常な過渡変化又は設計基準事故に対処する

ために必要な機器の単一故障を考慮しても

異常事象を収束できる設計とする。 

なお，溢水評価の条件に見直しがある場

合は，溢水評価への影響確認を行うことを

保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，重大事故等対処設備についても溢水

から防護すべき設備として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は，重大事故等対

処設備の環境条件等

を考慮した対策につ

いて「Ⅵ－１－１－４ 

安全機能を有する施

設及び重大事故等対

処設備が使用される

条件の下における健

全性に関する説明書」

にて示すこととして

いるため。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (6／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 溢水防護対象設備の抽出 

防護すべき設備のうち，溢水防護対象設備

の具体的な抽出の考え方を以下に示す。 

 

溢水によってその安全機能が損なわれな

いことを確認する必要がある施設を，発電用

軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類

に関する審査指針（以下「重要度分類審査指

針」という。）における分類のクラス１，ク

ラス２及びクラス３に属する構築物，系統及

び機器とする。 

この中から，溢水防護上必要な機能を有す

る構築物，系統及び機器を選定する。 

具体的には，運転状態にある場合には原子

炉を高温停止及び引き続き低温停止するこ

とができ並びに放射性物質の閉じ込め機能

を維持するため，停止状態にある場合は引き

続きその状態を維持するため及び使用済燃

料プールの冷却機能及び給水機能を維持す

るために必要となる，重要度分類審査指針に

おける分類のクラス１，クラス２に属する構

築物，系統及び機器に加え，安全評価上その

機能を期待するクラス３に属する構築物，系

統及び機器を抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①(3/17)へ 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (7／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上を踏まえ，防護すべき設備のうち溢水

防護対象設備として，重要度の特に高い安全

機能を有する構築物，系統及び機器並びに使

用済燃料プールの冷却機能及び給水機能を

維持するために必要な構築物，系統及び機器

を抽出する。 

 

(1) 重要度の特に高い安全機能を有する系

統がその安全機能を適切に維持するために

必要な設備 

重要度の特に高い安全機能を有する系統

がその安全機能を適切に維持するために必

要な設備として，運転状態にある場合は原子

炉を高温停止及び引き続き低温停止するこ

とができ並びに放射性物質の閉じ込め機能

を維持するために必要な設備，また，停止状

態にある場合は引き続きその状態を維持す

るために必要な設備を溢水防護対象設備と

して抽出する。 

重要度の特に高い安全機能を有する系統・

機器を表 2-1 に示す。また「発電用軽水型原

子炉施設の安全評価に関する審査指針」を参

考に，運転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故のうち，溢水により発生し得る原子炉外

乱及び溢水の原因となり得る原子炉外乱を

抽出し，その対処に必要な系統を抽出する。

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (8／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果として，原子炉冷却材喪失（LOCA）や主

蒸気管破断といった溢水源となり得る事象

も抽出される。 

原子炉外乱としては，以下の溢水により発

生し得る原子炉外乱及び溢水の原因となり

得る原子炉外乱を考慮する。地震に対しては

溢水だけではなく，地震に起因する外乱（給

水流量の全喪失，外部電源喪失等）も考慮す

る。 

・想定破損による溢水（単一機器の破損を想

定） 

・消火水の放水による溢水（単一の溢水源を

想定） 

・地震起因による溢水 

溢水評価上想定する起因事象として抽出

する運転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を表 2-2 及び表 2-3 に，溢水評価上想定

する事象とその対処系統を表 2-4 に示す。な

お，抽出に当たっては溢水事象となり得る事

故事象も評価対象とする。 

 

(2) 使用済燃料プールの冷却及び給水機能

維持に必要な設備 

使用済燃料プールを保安規定で定められ

た水温（65℃以下）に維持するため，使用済

燃料プールの冷却系統の機能維持に必要な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅵ－１－１－６－

１ 溢水による損傷

の防止に対する基本

方針」にて示す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (9／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備を抽出する。 

使用済燃料プールの放射線を遮蔽するた

めの水量を確保するため，使用済燃料プール

への給水系統の機能維持に必要な設備を抽

出する。 

具体的には，表 2-5 に示すとおり燃料プー

ル冷却浄化系及び残留熱除去系を抽出する。 

 

また，使用済燃料プールの水位及び温度の

監視計器については，重要度分類指針におけ

る分類のクラス３に属する機器であるが，使

用済燃料プールの状態を直接的に把握する

ことができ，異常事態発生時の円滑な対応に

資する設備であるため抽出する。 

 

なお，「使用済燃料プール水位・温度（Ｓ

Ａ広域）」については，重大事故等対処設備

として新たに設置するが，使用済燃料プール

のスロッシングにより水位が一時的に低下

した状態での水位監視に必要な設備である

ため，水位監視機能を設計基準対象設備とし

て設定し，溢水防護対象設備として抽出す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たな

論点が生じるもので

はない。 

 

再処理工場では，発

電炉と同様に燃料貯

蔵プール・ピット等

の冷却機能及び給水

機能を確保するため

の設備を溢水防護対

象として溢水に対し

て機能喪失しないこ

とを確認するもの

の，発電炉で溢水防

護対象としている発

電炉の使用済燃料プ

ールとの環境上の違

いを踏まえ，水位及

び温度の監視設備に

ついては，溢水防護
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再処理施設－発電炉 記載比較 (10／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定 

2.1 で選定した溢水防護対象設備のうち，溢

水により安全機能を損なうおそれのある設備

を評価対象として選定する。そのため，溢水に

より安全機能を損なわないことが明らかな以

下に該当する設備は，影響評価の対象から除外

する。 

(1) 臨界管理対象機器のうち溢水により臨界

の発生に至らないもの 

内部に水が浸入する経路がなく，且つ溢

水による水反射条件を考慮しても臨界の発

生に至らない臨界管理対象機器は，溢水に

より安全機能を損なわないため，評価対象

外とする。 

(2) 溢水によって安全機能が損なわれない静

的な安全機能を有する建物・構築物，系

統及び機器 

外部から動力の供給を必要としない静的

な機器は，溢水の影響を受けてもその機能

を喪失させる損傷は起きないことから，溢

水により安全機能を損なわないため，評価

対象外とする。 

 

 

 

 

2.3 防護すべき設備のうち評価対象の選定

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象設備としない。

（再処理工場は，発

電炉と比較して異常

事態発生時の温度上

昇，水位低下が極め

て緩やかであるこ

と，独立した建屋と

して燃料貯蔵プー

ル・ピット等を配置

していることから，

異常発生時のアクセ

スも可能であるなど

の違いによる） 

 

当社は，重大事故等対

処設備の環境条件等

を考慮した対策につ

いて「Ⅵ－１－１－４ 

安全機能を有する施

設及び重大事故等対

処設備が使用される

条件の下における健

全性に関する説明書」

にて示すこととして

いるため。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (11／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

 

(3) 水中に設置される機器 

水中に設置される機器は，内部も常時水

が充填されている環境において駆動可能な

設計であることから，溢水により安全機能

を損なわないため，評価対象外とする。 

(4) 動的機能が喪失しても安全機能に影響し

ない機器(フェイルセーフ機能を持つ機

器を含む。) 

静的な部位により安全機能を担保又はフ

ェイルセーフ機能により安全機能を維持す

る機器は，溢水の影響を受けて動的機能が

喪失しても，安全機能を損なわないため，

評価対象外とする。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (12／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

評価対象外とする溢水防護対象設備の考え

方を踏まえ，具体的に溢水評価が必要となる溢

水防護対象設備を選定する。その結果を第 2-1

表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽出された防護すべき設備について，表

2-6 に基づき，具体的に溢水評価が必要とな

る溢水防護対象設備及び重大事故等対処設

備を選定した。その結果を表 2-7 及び表 2-8

に示すとともに溢水防護区画を図 2-1 に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機

器 

表 2-2 溢水評価上想定する起因事象の抽出 

（ 運転時の異常な過渡変化） 

表 2-3 溢水評価上想定する起因事象の抽出 

（ 設計基準事故） 

表 2-4 溢水評価上想定する事象とその対処

系統 

表 2-5 燃料プール冷却及びプールへの給水

機能を有する系統・機器 

 

当社は，重大事故等対

処設備の環境条件等

を考慮した対策につ

いて「Ⅵ－１－１－４ 

安全機能を有する施

設及び重大事故等対

処設備が使用される

条件の下における健

全性に関する説明書」

にて示すこととして

いるため。 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たな

論点が生じるもので

はない。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (13／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-6 溢水影響評価対象外とする防護すべ

き設備の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は，溢水評価対

象外とする溢水防護

対象設備の考え方の

理由について「2.2 

評価対象の溢水防護

対象設備の選定」の

文中にて示すことと

しているため。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (14／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

第 2-1 表溢水評価対象の防護対象設備リスト 

 
 
 

2.3 屋外の溢水防護対象設備に対する評価 
屋外の溢水防護対象設備は,屋外で発生を想

定する溢水のうち屋外タンク等の破損による

溢水により没水し，当該設備の安全機能を損な

わないよう，溢水の影響を受けるおそれのある

部位に対して，機能喪失高さを確保する設計と

する。また，屋外で発生を想定する溢水のうち

屋外タンク等の破損による溢水により被水し，

当該設備の安全機能を損なわないよう，溢水の

影響を受けるおそれのある部位に対して，水の

浸入経路からの水の浸入を防ぐ保護構造を有

する設計とする。さらに，屋外タンク等の破損

により発生する蒸気の影響を受けて，当該設備

の安全機能を損なわないよう，蒸気の影響を受

けるおそれのある部位に対して，机上評価にて

健全性を確認する設計とする。 

なお，屋外の溢水防護対象設備で，本申請の

申請対象設備である安全冷却水 B 冷却塔につ

いて，屋外で発生を想定する溢水に伴う没水，

被水及び蒸気による影響に対する概略評価を

行い，没水影響に対しては，屋外タンク等の破

損により内包する流体の全量が地表面に滞留

表 2-7 溢水評価対象の防護対象設備リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.00 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (15／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

した場合の溢水水位が，溢水により影響を受け

る原動機の設置高さである機能喪失高さを下

回ることにより，安全機能を損なわないことを

確認した。 

屋外の溢水水位の算出にあたっては，より厳

しい結果を与えるように以下の条件を考慮す

る。 

・屋外の溢水源は敷地内に点在しており，溢

水防護対象設備の近傍に設置されていな

いことから，溢水防護対象設備を収納する

建屋が設置されている範囲を溢水滞留面

積として設定し，その面積の範囲外におけ

る溢水源からの溢水量も含め滞留するも

のとする。 

・溢水量としては，破損の箇所及び形状にか

かわらず，溢水源となる屋外タンク等の内

包量全てを合計する。 

・屋外タンク等からの溢水に対し，排水路か

らの排水及び地中への浸透並びに溢水滞

留範囲外への流出を考慮しないものとす

る。 

また，被水影響に対しては，屋外タンク等の

破損により溢水が発生しても，想定される水の

浸入経路となる部位が外部からの水による浸

入を防ぐ保護構造となっているため，安全機能

を損なわないことを確認した。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (16／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

さらに，蒸気影響に対しては，安全冷却水B

冷却塔の周辺には，当該設備の健全性に影響を

与えるような蒸気漏えい源となる屋外タンク

等がないため，安全機能を損なわないことを確

認した。 

安全冷却水B冷却塔の機能喪失高さ(溢水防

護上の配慮が必要な高さ)について，「Ⅵ－２

－５ 構造図」の「第2.5.1.1.1.1-1図 安全

冷却水冷却塔( )の構造図」に示す。 

 

屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価

については，次回以降に「Ⅵ－１－１－６－４

 溢水影響に関する評価」のうち「2.2.2 屋

外の防護すべき設備に対する評価」で詳細を説

明する。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 (17／17) 

【Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定】                    別紙４－２ 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ －１－１－６－２ 添付書類 Ⅴ-1-1-8-2 

表 2-8 溢水評価対象の重大事故等対処設備

リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 溢水防護区画 

 

当社は，重大事故等対

処設備の環境条件等

を考慮した対策につ

いて「Ⅵ－１－１－４ 

安全機能を有する施

設及び重大事故等対

処設備が使用される

条件の下における健

全性に関する説明書」

にて示すこととして

いるため。 

 

 

 

 

後次回で比較結果を

示す。 
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令和４年 12 月２日 Ｒ13 

 

 

 

 

 

別紙５ 
 

 

 

補足説明すべき項目の抽出 
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項

1

第1章　共通項目
6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止
6.1 　溢水から防護する設備及び設計方針
安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれがある
場合において，防護措置その他の適切な措置を講じることにより，溢水に対して安全機能を損なわない
設計とする。

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基本方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれが
ある場合において，防護措置その他の適切な措置を講じることにより，溢水に対して安全機能を損な
わない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針
・溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能を有す
る建物・構築物，系統及び機器とし，全ての安全機能を有する建物・構築物，系統及び機器の中から
安全評価上機能を期待するものとして，安全上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を溢
水防護対象設備として選定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－２
溢水防護対象設備の選
定

【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
・溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能を有す
る建物・構築物，系統及び機器とし，その上で事業許可基準規則及びその解釈並びに内部溢水ガイド
で定められている，溢水から防護すべき安全機能を踏まえ，全ての安全機能を有する建物・構築物，
系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，安全上重要な機能を有する建物・構築
物，系統及び機器を溢水防護対象設備として選定する。
【2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定】
・評価対象の溢水防護対象設備の選定結果
・溢水防護対象設備のうち，溢水により安全機能を損なうおそれのある設備を評価対象として選定す
る。
・溢水により安全機能を損なわないことが明らかな設備は，溢水評価の対象から除外する。

＜溢水評価対象の溢水防護対象設備の選定＞
⇒評価対象外とした溢水防護対象設備及び除外理由並びに評価対象の
溢水防護対象設備の選定結果について補足説明する。
・[補足溢水02]評価対象外とする溢水防護対象設備の考え方について

⇒第１回設工認申請において燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給
水の機能を維持するために必要な設備の扱いについて補足説明する。
・[補足溢水47]燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を維
持するために必要な設備の扱いについて

⇒第１回設工認申請の申請対象設備である安全冷却水B冷却塔に対する
溢水評価に係る概略評価結果について補足説明する。
・[補足溢水48] 安全冷却水B冷却塔の概略評価結果

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針
・溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必
要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み
合わせることにより，その安全機能を損なわない設計(多重性又は多様性を有する設備が同時にその
安全機能を損なわない設計)とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の
ない期間での修理を行うことを保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－２
溢水防護対象設備の選
定

【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要
な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合
わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。

＜溢水評価対象の溢水防護対象設備の選定＞
⇒第１回設工認申請において燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給
水の機能を維持するために必要な設備の扱いについて補足説明する。
・[補足溢水47]燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を維
持するために必要な設備の扱いについて

4

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計であることを確認するために，再処理施設内
において発生が想定される溢水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)する。
また，溢水評価に当たっては，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するために必要な機器
の単一故障を考慮しても異常事象を収束できる設計とする。

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基本方針
・再処理施設内において発生が想定される溢水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)し，溢水防
護対象設備の安全性を損なうおそれがある場合は，防護措置その他の適切な措置を講じることによ
り，安全機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

5

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響確認を行うことを保安規定に定めて，
管理する。

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基本方針
・溢水評価の条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確認するために，見直しがある場合
は，溢水評価への影響確認を実施することを保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

基本設計方針 添付書類

2

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する建物・構
築物，系統及び機器を溢水から防護する設備(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの設備
が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計(多重性又は多様性を有する
設備が同時にその安全機能を損なわない設計)とする。

3

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要な
機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせ
ることにより，その安全機能を損なわない設計とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな
い期間での修理を行うことを保安規定に定めて，管理する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水源及び溢水量は，想定破損による溢水，消火水等の放水による溢水，地震起因による溢水及び
その他の溢水を踏まえ設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2．溢水源及び溢水量の設定】
・想定する溢水事象
・溢水源及び溢水量の設定においては，内部溢水ガイドを参考に，発生要因別に分類した以下の溢水
を想定して設定する。
(1)想定破損による溢水
(2)消火水等の放水による溢水
(3)地震起因による溢水
(4)その他の溢水
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図
面等)及び必要に応じ現場確認等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定す
る。なお，「Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対する基本方針」の「2.2
再処理施設における化学薬品取扱いの基本方針」に示す化学薬品についても，機器等に内包される液
体であることを踏まえ，ここで溢水源として想定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，特定の事象に起因しない機器の破損を想定した
事象であることを踏まえ，他の系統及び機器は健全なものと仮定して1系統における単一の機器の破
損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として設定
する

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損において，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，特定の事象に起因しない機器の破損を想定した
事象であることを踏まえ，他の系統及び機器は健全なものと仮定して1系統における単一の機器の破
損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として設定
する。

＜想定破損による溢水評価条件＞
⇒想定破損による溢水評価条件の考え方及び評価に関連する運用管理
について補足説明する。
・[補足溢水18] 配管の応力評価
・[補足溢水19] 高エネルギ配管における貫通クラックについて
・[補足溢水20] 応力評価により破損を想定しない配管の管理について
・[補足溢水21] 想定破損評価に用いる溢水量の算定について

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ
配管に分類する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損において，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ
配管に分類する。

＜想定破損による溢水評価条件＞
⇒想定破損による溢水評価条件の考え方及び評価に関連する運用管理
について補足説明する。
・[補足溢水18] 配管の応力評価
・[補足溢水19] 高エネルギ配管における貫通クラックについて
・[補足溢水20] 応力評価により破損を想定しない配管の管理について
・[補足溢水21] 想定破損評価に用いる溢水量の算定について

8

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管
に分類する。

6.2 　考慮すべき溢水事象
溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を想定する。
(1)　溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水(以下「想定破損による溢
水」という。)
(2)　再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水に
よる溢水(以下「消火水等の放水による溢水」という。)
(3)　地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングにより
発生する溢水を含む。)(以下「地震起因による溢水」という。)
(4)　その他の要因(地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等)により生じる溢水(以下「その他の
溢水」という。)
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図面
等)及び必要に応じ現場確認等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。な
お，「7.3　設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」の「7.3.1　漏えいによる影響を検討する
化学薬品及び構成部材の抽出」に示す化学薬品についても，機器等に内包される液体であることを踏ま
え，ここで溢水源として想定する。

7

6.3 　溢水源及び溢水量の設定
6.3.1 　想定破損による溢水
想定破損による溢水は，1系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を内
包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として設定する。

6
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管
は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」
という。)」を想定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損において，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管
は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」
という。)」を想定する。

＜想定破損による溢水評価条件＞
⇒想定破損による溢水評価条件の考え方及び評価に関連する運用管理
について補足説明する。
・[補足溢水18] 配管の応力評価
・[補足溢水19] 高エネルギ配管における貫通クラックについて
・[補足溢水20] 応力評価により破損を想定しない配管の管理について
・[補足溢水21] 想定破損評価に用いる溢水量の算定について

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の比
による応力評価の結果に基づく破損形状を想定する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場合
は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれ
ば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」を
想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損において，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の比
による応力評価の結果に基づく破損形状を想定する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場合
は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれ
ば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」を
想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。

＜想定破損による溢水評価条件＞
⇒想定破損による溢水評価条件の考え方及び評価に関連する運用管理
について補足説明する。
・[補足溢水18] 配管の応力評価
・[補足溢水20] 応力評価により破損を想定しない配管の管理について
・[補足溢水21] 想定破損評価に用いる溢水量の算定について
・[補足溢水19] 高エネルギ配管における貫通クラックについて

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを
確認するために継続的な肉厚管理を実施することを保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.1　想定破損による溢水】
・想定する破損形状と溢水量
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを
確認するために継続的な肉厚管理を実施することを保安規定に定めて，管理する。

＜設備の経年劣化＞
⇒設備の経年劣化に対する保全内容について補足説明する。
・[補足溢水39] 経年劣化事象と保全内容

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は，異常
の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)により漏えい停止するま
での時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統
の保有水量を合算して設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.1　想定破損による溢水】
・想定する破損形状と溢水量
・想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は異常の
検知，事象の判断及び漏えい箇所からの特定並びに現場又は中央監視室からの隔離(運転員の状況確
認及び遠隔操作を含む。)により漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損個所から
の流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。

※補足すべき事項の対象なし

9

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管は，
原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」とい
う。)」を想定する。

10

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の比によ
る応力評価の結果に基づく破損形状を想定する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場合は
「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破
損は 想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」を想
定し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。

11

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを確認
するために継続的な肉厚管理を実施することを保安規定に定めて，管理する。

12

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が最も大きくなる位置とし，
溢水量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央制御室，使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)により漏えい停止
するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の
系統の保有水量を合算して設定する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保安規定に定めて，管理す
る。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.1　想定破損による溢水】
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・なお，手動による漏えいの停止のために現場及び中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室に表示されるパラメータを確認し操作することを保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・消火水等の放水による溢水は，溢水防護建屋内において，水を使用する消火設備である屋内消火栓
及び水噴霧消火設備を溢水源として想定する。その他，消火設備ではないが，消火活動に供する設備
として，水を噴霧する連結散水からの放水を溢水源として設定する。
消火水等の放水による溢水量は，消火設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間から溢水量を設
定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.2　消火水等の放水による溢水】
・溢水源として想定する消火設備
・放水時間及び溢水量の設定方法
・想定する溢水量
・消火水等の放水による溢水は，溢水防護建屋内において，水を使用する消火設備である屋内消火栓
及び連結散水装置からの放水を溢水源として設定する。
消火水等の放水による溢水量の設定においては，消火設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間
から溢水量を設定する。

＜消火水等の放水による溢水評価条件＞
⇒消火水等の放水による溢水評価条件の考え方のうち，床面開口部か
らの流下に期待する場合の評価内容について補足説明する。
・[補足溢水40] 床面開口部を期待した溢水水位について

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損は
生じないことから，流体を内包する系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認
されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損は
生じないことから，流体を内包する系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認
されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。

＜溢水源となる機器＞
⇒溢水防護対象設備を内包する建屋に設置される流体を内包する機器
を抽出し，地震により溢水源となるかを評価した結果を補足説明す
る。
・[補足溢水03] 溢水源となる機器のリスト

＜地震起因による溢水評価条件＞
⇒地震起因による溢水評価条件の考え方のうち，耐震性を持たせた耐
震B，Cクラス機器の耐震工事の内容，耐震評価対象設備・部位の代表
性，各区画の地震時の溢水源及び溢水量について補足説明する。
・[補足溢水11] 地震に起因する溢水源リスト

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保されるも
のについては，溢水源として設定しない。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保されるも
のについては，溢水源として設定しない。

＜地震起因による溢水評価条件＞
⇒地震起因による溢水評価条件の考え方のうち，耐震性を持たせた耐
震B，Cクラス機器の耐震工事の内容，耐震評価対象設備・部位の代表
性，各区画の地震時の溢水源及び溢水量について補足説明する。
・[補足溢水29] 耐震B，Cクラス機器の耐震工事の内容(個別機器)
・[補足溢水30] 溢水防護に関する施設の耐震評価対象設備・部位の代
表性及び網羅性について
・[補足溢水11] 地震に起因する溢水源リスト

6.3.3 　地震起因による溢水
(1)　再処理施設内に設置された機器の破損による溢水
地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損は生じ
ないことから，流体を内包する系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されて
いない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。

16

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保されるものに
ついては，溢水源として設定しない。

13

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保安規定に定めて，管理する。

14

6.3.2 　消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，溢水防護対象設備が設置されている建屋(以下「溢水防護建屋」とい
う。)内において，水を使用する消火設備である屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源として設定す
る。その他，消火設備ではないが，消火活動に供する設備として，水を噴霧する連結散水からの放水を
溢水源として設定する。
消火水等の放水による溢水量については，消火設備及び消火活動に供する設備からの単位時間当たりの
放水量と放水時間から設定する。

15
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護対象設備への溢水の影響
が最も大きくなるように評価する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.1　想定破損による溢水】
・想定する破損形状と溢水量
【2.2　消火水等の放水による溢水】
・放水時間及び溢水量の設定方法
【2.3　地震起因による溢水】
・溢水量の算定方法
・溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護対象設備への溢水の影響
が最も大きくなるように評価する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震動
Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合
において，溢水源となる配管については，破損形状を完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる
容器については，全保有水量を溢水量して設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震動
Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合
において，溢水源となる配管は，破損形状を完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる容器は，
全保有水量を溢水量として設定する。

＜地震起因による溢水評価条件＞
⇒地震起因による溢水評価条件の考え方のうち，各区画の地震時の溢
水源及び溢水量について補足説明する。
・[補足溢水11] 地震に起因する溢水源リスト

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力に
より生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解析条件及び溢水量
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力に
より生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力により生じるスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量
を設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.3　地震起因による溢水】
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解析条件及び溢水量
・また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力により生じるスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量
を設定する。

※補足すべき事項の対象なし

19

(2)　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水
燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力により
生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定する。

20

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量については，基準地震動Ｓｓによる地震
力により生じるスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の外への漏えい量から設定する。

17

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護対象設備への溢水の影響が最
も大きくなるように評価する。

18

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震動Ｓｓ
によって破損が生じる可能性のある機器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合におい
て，溢水源となる配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢水源となる容器は，全保有水量を溢水量と
して設定する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内にて
発生が想定されるその他の漏えい事象を想定する。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タン
ク等の破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定
し，各事象において溢水源及び溢水量を設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.4　その他の溢水】
・その他の溢水として，想定する事象の考え方
・地震以外の自然現象に関する溢水評価
・地下水に対する評価の考え方

＜その他の溢水として想定する事象の考え方＞
⇒その他の溢水として，想定する事象の考え方について補足説明す
る。
・[補足溢水35] その他の漏えい事象に対する確認について

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水防護区画は，溢水防護対象設備が設置されている区画，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室並びに運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする又は必要
により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路部(以下「アクセス通路部」という。)について
設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【3.溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方
【3.1　溢水防護区画の設定】
・溢水防護区画の設定の考え方
・溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする又は必要により隔離(系統のポン
プ停止，製造工程の停止を含む。)の操作が必要な設備にアクセスする通路部
【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある
高さ並びに溢水防護区画とその他の区画(溢水防護対象設備が存在しない区画又は通路)との間におけ
る伝播経路となる防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井開口部及び貫通部，床面開
口部及び貫通部，床ドレンの連接状況並びにこれらに対する流入防止対策の有無を踏まえ，溢水防護
区画内の水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設定する。

＜溢水防護区画の設定，溢水経路の設定＞
⇒溢水評価における建屋内での溢水の流下モデルを補足説明する。
・[補足溢水04] 溢水経路のモデル図

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等の組合せによって他の区画と分離される区画として設定
し，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等については，現場の設備等の設置状況を踏まえ，
溢水の伝播に対する評価条件を設定する。
・溢水評価に当たって考慮する溢水経路は，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損
なうおそれがある高さ並びに溢水防護区画とその他の区画(溢水防護対象設備が存在しない区画又は
通路)との間における伝播経路となる防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井開口部
及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレンの連接状況並びにこれらに対する流入防止対策の有無
を踏まえ，溢水防護区画内の水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設定す
る。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【3.溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方
【3.1　溢水防護区画の設定】
・溢水防護区画の設定の考え方
・溢水防護区画は壁，扉，堰，床段差，シャッター及びハッチ又はそれらの組み合わせによって他の
区画と分離される区画として設定し，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差，シャッター及び
ハッチについては，現場の設備等の設置状況を踏まえ，溢水の伝播に対する評価条件を設定する。
【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水評価において考慮する溢水経路は，溢水防護区画とその他の区画(溢水防護対象設備が存在し
ない区画又は通路)との間における伝播経路となる防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通
部，天井開口部及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレンの連接状況並びにこれらに対する流入
防止対策の有無を踏まえ，溢水防護区画内の水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与える経
路を設定する。

＜溢水防護区画の設定，溢水経路の設定＞
⇒溢水評価における建屋内での溢水の流下モデルを補足説明する。
・[補足溢水04] 溢水経路のモデル図

22

6.4 　溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする通路部又は必要により隔離等の操
作が必要な設備にアクセスする通路部

23

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画として
設定する。
溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ
(以下「機能喪失高さ」という。)及び溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏ま
え，溢水防護区画内の水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設定する。

21

6.3.4 　その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内にて発生
が想定されるその他の漏えい事象を想定する。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タンク
等の破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定し，各
事象において溢水源及び溢水量を設定する。

182



補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消火
水の伝播を考慮した溢水経路とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【3.溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方
・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消火
水の伝播を考慮する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方

・溢水経路を構成する壁，扉，堰，床段差，シャッター及びハッチは，基準地震動Ｓｓによる地震力
等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対し，必要な健全性を維持できるとともに，保
守管理並びに防水扉及び水密扉の閉止運用を適切に実施することにより溢水の伝播を防止できるもの
とする。

※補足すべき事項の対象なし25

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理する。

24

また，消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消
火水の伝播を考慮する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，溢
水防護対象設備が安全機能を損なうおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比較し，溢
水防護対象設備が没水により安全機能を損なわないことを評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止
する対策及び緊急遮断弁又は漏えい検知器の設置による溢水量を低減する対策により，溢水防護対象
設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水等による被水並びに天井
面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を
損なわないことを評価する。
・保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発
生した溢水の流入を防止する対策又は溢水防護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設備への
被水を防止する対策により，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

【2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】
・被水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水等による被水並びに天井
面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響を受ける範囲内にある防護すべき設備が要求される機
能を損なわないことを評価する。
・保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発
生した溢水の流入を防止する対策又は溢水防護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設備への
被水を防止する対策により，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。
「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価についても説明
する。

＜被水影響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒被水影響評価における想定する各溢水事象に対する評価結果につい
て補足説明する。
・※[補足溢水14] 被水影響評価結果

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する説明書」からの展開

＜溢水評価＞
⇒溢水評価における各段階での確認内容及び評価における保守性並び
に溢水発生後の運用に関して補足説明する。
・[補足溢水41] 溢水評価における確認内容について
・[補足溢水42] 溢水評価に用いる各項目の保守性と有効数字の処理に
ついて
・[補足溢水44] 想定破損の現場確認における環境想定について
・[補足溢水45] 溢水最終滞留区画における溢水発生後の復旧について

＜没水影響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒没水影響評価における床勾配の取扱い及び想定する各溢水事象に対
する評価結果について補足説明する。
・[補足溢水01] 機能喪失高さについて
・[補足溢水05] 想定破損による没水影響評価について
・[補足溢水06] 想定破損により生じる没水影響評価結果(溢水防護対
象設備)
・※[補足溢水07] 想定破損により生じる没水影響評価結果(重大事故
等対処設備)
・[補足溢水08] 消火活動に伴う溢水について
・[補足溢水09] 消火水等の放水により生じる没水影響評価結果(溢水
防護対象設備)
・※[補足溢水10] 消火水等の放水により生じる没水影響評価結果(重
大事故等対処設備)
・[補足溢水12] 地震に起因する溢水により生じる没水影響評価結果
(溢水防護対象設備)
・※[補足溢水13] 地震に起因する溢水により生じる没水影響評価結果
(重大事故等対処設備)
・[補足溢水28] 消火水等の放水による溢水に対する評価の概要につい
て
・[補足溢水36] 溢水防護区画ごとにおける機能喪失高さ
・[補足溢水37] 没水影響評価における床勾配について

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する説明書」からの展開

27

6.5.2 　被水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水等による被水並びに天井面の
開口部又は貫通部からの被水に対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を損なわ
ないことを評価する。
また，被水の影響を受けないよう保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設
置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢水防護板の設置による発生した溢
水の溢水防護対象設備への被水を防止する対策により，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損な
わない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢水防護板等の溢水防護設備の設計方針については，第2章
個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

26

6.5 　溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.5.1 　没水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，溢水防
護対象設備が没水により安全機能を損なわないことを評価する。
また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防
止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検知器の設置による溢水量を低減する対策により，溢水
防護対象設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の溢水防護設備の設計方針については，第2章
個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

【2.　溢水評価】
・溢水評価の考え方
【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】
・没水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，防
護すべき設備が要求される機能を損なうおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比較し
評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止
する対策及び緊急遮断弁又は漏えい検知器の設置による溢水量を低減する対策により，溢水防護対象
設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。
「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価についても説明
する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画において
水を用いない消火手段を採用することにより，被水の影響が発生しない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】
・被水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画において
水を用いない消火手段を採用することにより，被水の影響が発生しない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被水の影響を最小限に止め
るため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事
項として保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

【2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】
・被水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被水の影響を最小限に止めるた
め，防護すべき設備に対して不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事項とし
て保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，空調条件や解
析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の
健全性を確認することで，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを評価する。
・蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入
を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの設置若しくはターミナ
ルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を低減する対策，蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水
防護対象設備への曝露を防止する対策又は溢水防護対象設備への蒸気曝露試験若しくは机上評価によ
る健全性の確認により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】
・蒸気影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，空調条件や解
析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の
健全性を確認することで，蒸気の影響により要求される機能を損なわないことを評価する。
・蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入
を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの設置若しくはターミナ
ルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を低減する対策，蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水
防護対象設備への曝露を防止する対策又は溢水防護対象設備への蒸気曝露試験若しくは机上評価によ
る健全性の確認により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設計とする。
また，「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価について
も説明する。

＜蒸気影響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒蒸気影響評価における蒸気拡散解析結果の例示，蒸気の直接噴出に
対する影響，蒸気曝露試験結果及び想定する各溢水事象に対する評価
結果について補足説明する。
・[補足溢水15] 蒸気影響評価に用いる環境条件について
・[補足溢水22] GOTHICコードの妥当性について
・[補足溢水24] 破損配管からの蒸気噴流の影響について
・[補足溢水25] 蒸気拡散解析の結果例
・[補足溢水26] 蒸気曝露試験について
・[補足溢水27] 蒸気漏えい量が少ない場合における影響評価
・[補足溢水16] 蒸気影響評価結果(溢水防護対象設備)
・※[補足溢水17] 蒸気影響評価結果(重大事故等対処設備)

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する説明書」からの展開

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の外
へ漏えいする水の量を三次元流動解析により評価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することによりスロッシング水量を
低減する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】

・基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の外
へ漏えいする水の量を三次元流動解析により評価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することによりスロッシング水量を
低減する設計とする。
また，「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価について
も説明する。

＜燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する影
響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出方法
及び東日本大震災時に福島第二発電所で起こったスロッシング事象に
対する対策の検討結果について補足説明する。
・[補足溢水31] 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水
量の算出
・[補足溢水43] 福島第二発電所で起こった事象に対する対策の検討に
ついて
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6.5.3 　蒸気影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，空調条件や解析区
画を設定して実施した解析結果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の健全性
を確認することで，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを評価する。
また，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入を防止する対策，自動で漏えい蒸
気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナルエンド防護カバーの設置による漏えい
蒸気量を低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水防護対象設備への曝露を防止する対策
により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設計とする。
自動検知・遠隔隔離システム，蒸気防護板等の溢水防護設備の設計方針については，第2章　個別項目
の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。
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6.5.4 　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する溢水評価及び防護設計方針
基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏
えいする溢水量を三次元流動解析により評価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することにより溢水量を低減する設計
とする。

28

消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画において固定
式消火設備等の水を用いない消火手段を採用することにより，被水の影響が発生しない設計とする。

29

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被水の影響を最小限に止めるた
め，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事項とし
て保安規定に定めて，管理する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料貯
蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認
し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する溢水評価】

・算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料貯
蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認
し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。
また，スロッシングによる溢水(その他機器の地震起因による溢水を含む。)の影響を受けて，燃料貯
蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能の維持に必要な機器が安
全機能を損なうおそれがないことを確認する設計とする。溢水防護対象設備が溢水により安全機能を
損なうおそれがある場合には，防護対策その他の適切な処置を実施する。
また，「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価について
も説明する。

＜燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する影
響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出方法
及び東日本大震災時に福島第二発電所で起こったスロッシング事象に
対する対策の検討結果について補足説明する。
・[補足溢水31] 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水
量の算出
・[補足溢水43] 福島第二発電所で起こった事象に対する対策の検討に
ついて
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算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料貯蔵
プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，
それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価する。
・屋外で発生を想定する溢水に対しては，建屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期
待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等により防
止する設計とすることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
・地表面に滞留する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期待する
範囲を境界とした溢水防護建屋内へ流入しないよう，建屋外壁の開口部の設置高さを確保する設計と
する。
・また，地下水に対しては，流入経路に地下水面からの水頭圧に耐える壁(貫通部止水処置を含
む。)，扉等による流入防止措置を実施することにより，地下水の流入による影響を評価する上で期
待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流入を防止する設計とし，建屋内の溢水防護対象設備が
安全機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

【2.2 屋外で発生する溢水に関する溢水評価】
・屋外タンク等からの流入防止に関する影響評価方法，判定基準及び評価結果
・地下水からの影響評価方法，判定基準及び評価結果
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価する。
・屋外で発生を想定する溢水の影響評価結果を踏まえ，屋外で発生を想定する溢水による影響を評価
する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉
等により防止する設計とすることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計と
する。
・地表面に滞留する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期待する
範囲を境界とした溢水防護建屋内へ流入しないよう，建屋外壁の開口部の設置高さを確保する設計と
する。
・また，地下水に対しては，流入経路に地下水面からの水頭圧に耐える壁(貫通部止水処置を含
む。)，扉等による流入防止措置を実施することにより，地下水の流入による影響を評価する上で期
待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流入を防止する設計とし，建屋内の溢水防護対象設備が
安全機能を損なわない設計とする。

＜屋外で発生する溢水に関する評価＞
⇒屋外で発生する溢水に対する影響評価方法及び結果について補足説
明する。
・[補足溢水33] 屋外タンク等の溢水による影響評価
・[補足溢水34] 地下水による影響評価

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・屋外で発生を想定する溢水
・屋外で発生する溢水により屋外の溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを，溢水防護建屋
内で発生する溢水の評価と同様に評価する。
・屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水により没水し，屋外の溢水防護対象設
備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，必要な機能喪失高
さを確保する設計とする。また，屋外で発生を想定する溢水により被水し，屋外の溢水防護対象設備
の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，水の浸入経路からの
水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

【2.2 屋外で発生する溢水に関する溢水評価】
・屋外で発生を想定する溢水
・屋外で発生する溢水により屋外の溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを，溢水防護建屋
内で発生する溢水の評価と同様に評価する。
・屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水により没水し，屋外の溢水防護対象設
備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，必要な機能喪失高
さを確保する設計とする。また，屋外で発生を想定する溢水により被水し，屋外の溢水防護対象設備
の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，水の浸入経路からの
水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計とする。

＜屋外で発生する溢水に関する評価＞
⇒屋外で発生する溢水に対する影響評価方法及び結果について補足説
明する。
・[補足溢水33] 屋外タンク等の溢水による影響評価
・[補足溢水34] 地下水による影響評価

33

6.6　屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.6.1　溢水防護建屋に対する溢水評価及び防護設計方針
 屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価する。
 また，屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で
期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等により防
止する設計とすることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の溢水防護設備の設計方針については，第2章　個別項目の
「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

34

6.6.2　屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価及び防護設計方針
屋外で発生を想定する溢水により，屋外の溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価する。
また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，溢水水位を上
回る機能喪失高さを確保すること，保護構造を有すること及び机上評価にて健全性を確認することによ
り，屋外の溢水防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響を受けて，安全機能を損なわない設計とす
る。
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

35

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他の主要な事項
7.3.5 溢水防護設備
溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目の「2.　地盤」，「3.　自
然現象等」，「5.　火災等による損傷の防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防
止」，「7.　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9.　設備に対する要
求」に基づくものとする。

― ― ―

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，安全機能を損な
わない設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，再処理
施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水又
は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合においても，溢水防護設備に
より溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
溢水防護設備は，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁，貫通部止水処置，溢水防護板，自動検知・
遠隔隔離システム，ターミナルエンド防護カバー，蒸気防護板，緊急遮断弁及び漏えい検知器，止水
板及び蓋で構成し，以下の設計とすることにより，溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわ
ない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設
計

【2．設計の基本方針】
・溢水防護設備の設計の基本方針
・再処理施設内における溢水の発生により，添付書類「Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選
定」及び「Ⅴ-1-1-４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書」にて選定している防護すべき設備が要求される機能を損なわない設計とす
るため，溢水防護に必要な設備を設置する。
・溢水防護に必要な設備は，「Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定」にて設定している溢水防
護区画及び溢水源，溢水量及び溢水経路，「Ⅵ－１－１－６－４　溢水影響に関する評価」にて評価
している溢水水位による静水圧，蒸気噴出荷重及び基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その機能
を維持又は保持できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

36

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，安全機能を損なわな
い設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，再処理施
設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水又は燃
料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合においても，溢水防護設備により，
溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能を維持できる
設計とする。
溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁，溢水防護板，
自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエンド防護カバー，蒸気防護板，地震計，緊急遮断弁，漏え
い検知器，液位計，止水板及び蓋で構成し，以下の設計とすることにより，溢水防護対象設備が溢水に
より安全機能を損なわない設計とする。
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針
・流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁
及び貫通部止水処置は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえて流入防止対策を図ることによ
り，溢水防護区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置する設計とす
る。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁及
び貫通部止水処置並びに溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対
して流入防止機能が維持できる設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢水の要因と
なる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設
計

【3.1　溢水伝播を防止する設備】
・溢水伝播を防止する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.1　溢水伝播を防止する設備】
・溢水伝播を防止する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

＜溢水防護設備の構造強度設計＞
⇒溢水防護設備の止水性に関する評価結果を補足説明する。
・[補足溢水38]溢水防護設備の止水性について

＜溢水防護対策＞
⇒溢水経路としない貫通部の止水処置実施箇所を補足説明する。
・[補足溢水46] 貫通部止水処置の実施箇所について

Ⅵ－１－１－６－６
溢水への配慮が必要な
施設の耐震設計

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針について説明する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支持
方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－７－
１　溢水への配慮が必
要な施設の強度計算の
方針

【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するための溢水への配慮が必要な施設の構造健全性に対する
強度評価の基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界について
説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－７－
２　溢水への配慮が必
要な施設の強度計算書

【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造について説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法について説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件について説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－４
溢水及び化学薬品への
配慮が必要な施設の耐
震性に関する説明書

耐震B，Cクラスで申請する溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設のうち，基準地震動Ｓｓに対して
機能維持が必要となるものに係る具体的な方針及び計算結果は「Ⅳ－４　溢水及び化学薬品への配慮
が必要な施設の耐震性に関する説明書」にて示す。

※補足すべき事項の対象なし

37

(1)　流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆
止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護区画外
の溢水に対して，流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置する設計とす
る。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁並
びに溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維
持できる設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷
重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針
・溢水防護板は，被水による影響評価を踏まえて設置し，溢水防護対象設備が被水により安全機能を
損なわないよう設置する設計とする。
溢水源及び溢水経路に対して設置する溢水防護板は，想定する水圧に耐える設計とし，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対して，被水を防止する当該機能を損なわないよう設置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作し，基準
地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても当該
機能を損なわないことを被水試験等により確認する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設
計

【3.2 被水影響を防止する設備】
・被水影響を防止する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。

【4.2 被水影響を防止する設備】
・被水影響を防止する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－６
溢水への配慮が必要な
施設の耐震設計

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針について説明する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－４
溢水及び化学薬品への
配慮が必要な施設の耐
震性に関する説明書

耐震B，Cクラスで申請する溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設のうち，基準地震動Ｓｓに対して
機能維持が必要となるものに係る具体的な方針及び計算結果は「Ⅳ－４　溢水及び化学薬品への配慮
が必要な施設の耐震性に関する説明書」にて示す。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針
・自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸気影響を緩和するため，溢水源とな
る空調用蒸気の漏えいを検知し，自動で漏えい蒸気を隔離する設計とする。
空調用蒸気設備に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後10秒以内に自動隔離する設計とする。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が確保されない場合には，破
損想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設置することで蒸気影響を軽減する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設
計

【3.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

＜蒸気影響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒蒸気影響緩和対策について補足説明する。
・[補足溢水23]蒸気漏えいに対する隔離システムについて

38

(2)　溢水防護板は，発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する設計とし，溢水防護対象設
備が被水により安全機能を損なわないよう設置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作し，基準地
震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても当該機能
を損なわないことを被水試験等により確認する設計とする。

39

(3)　自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸気影響を緩和するため，蒸気の漏
えいを検知し，自動で漏えい蒸気を隔離する設計とする。
溢水源となる一般蒸気等に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後10秒以内に自動隔離する設計とす
る。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が確保されない場合には，破損
想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設置することで蒸気影響を軽減する設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針
・蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気により安全機能を損なわないよう，溢水防護対象設備に対
して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を確保する設計及び蒸気配管の破損によ
り生じる環境温度及び圧力に対して当該機能が損なわれない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設
計

【3.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。

【4.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－６
溢水への配慮が必要な
施設の耐震設計

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針について説明する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－７－
１　溢水への配慮が必
要な施設の強度計算の
方針

【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するための溢水への配慮が必要な施設の構造健全性に対する
強度評価の基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界について
説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－７－
２　溢水への配慮が必
要な施設の強度計算書

【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造について説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法について説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件について説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－４
溢水及び化学薬品への
配慮が必要な施設の耐
震性に関する説明書

耐震B，Cクラスで申請する溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設のうち，基準地震動Ｓｓに対して
機能維持が必要となるものに係る具体的な方針及び計算結果は「Ⅳ－４　溢水及び化学薬品への配慮
が必要な施設の耐震性に関する説明書」にて示す。

※補足すべき事項の対象なし

40

(4)　蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわないよう，溢水防護対象
設備に対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計並びに蒸気配管の破損により
生じる環境温度及び圧力に対して当該機能が損なわれない設計とする。

191



補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設
計

【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機能
設計の方針を説明する。

＜溢水防護対策＞
⇒溢水防護対策として実施する緊急遮断弁の設計概要を補足説明す
る。
・[補足溢水32]　緊急遮断弁について

Ⅵ－１－１－６－６
溢水への配慮が必要な
施設の耐震設計

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針について説明する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－４
溢水及び化学薬品への
配慮が必要な施設の耐
震性に関する説明書

耐震B，Cクラスで申請する溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設のうち，基準地震動Ｓｓに対して
機能維持が必要となるものに係る具体的な方針及び計算結果は「Ⅳ－４　溢水及び化学薬品への配慮
が必要な施設の耐震性に関する説明書」にて示す。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針
・漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，中央制御室からの手動遠隔操作又は現場操作に
より漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設
計

【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機能
設計の方針を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

(5)　溢水防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道含む。)に設置する緊急遮断弁は，制御建屋に設置する
地震計からの信号で作動する又は弁の感震機構で作動することにより，他建屋から流入する系統を隔離
できる設計とし，溢水防護建屋内で発生する溢水量を低減する設計とする。
地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計とする。

41

42

(6)　漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室からの手動遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。

192



補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設
計

【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機能
設計の方針を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－６
溢水への配慮が必要な
施設の耐震設計

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針について説明する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－７－
１　溢水への配慮が必
要な施設の強度計算の
方針

【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するための溢水への配慮が必要な施設の構造健全性に対する
強度評価の基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界について
説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－７－
２　溢水への配慮が必
要な施設の強度計算書

【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造について説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法について説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件について説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－４
溢水及び化学薬品への
配慮が必要な施設の耐
震性に関する説明書

耐震B，Cクラスで申請する溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設のうち，基準地震動Ｓｓに対して
機能維持が必要となるものに係る具体的な方針及び計算結果は「Ⅳ－４　溢水及び化学薬品への配慮
が必要な施設の耐震性に関する説明書」にて示す。

※補足すべき事項の対象なし

44

溢水防護設備については，保守点検等の運用を適切に実施することを保安規定に定めて，管理する。 Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針
・また，溢水防護設備が要求される機能を維持するため，計画的に保守管理，点検を実施するととも
に必要に応じ補修を実施することを保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

43

(7)　止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置することによりスロッシング水量を低
減し，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保される
ことを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。
止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロッシング水量を低減する性能が損なわれ
ない設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５②

展開要否 理由
【2 溢水防護対象設備の選
定】
【2.1 溢水防護対象設備の選
定方針】
・溢水防護対象設備の選定方
針

[補足溢水
47]

燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を維持するため
に必要な設備の扱いについて

[補足溢水
02]

評価対象外とする溢水防護対象設備の考え方について 1.2 溢水防護対象設備の選定について

〇

[補足溢水
48]

安全冷却水B冷却塔の概略評価結果

[補足溢水
18]

配管の応力評価 5.1 高エネルギー配管の応力評価

〇

[補足溢水
20]

応力評価により破損を想定しない配管の管理について 5.4 減肉等による評価について

〇

[補足溢水
21]

想定破損評価に用いる溢水量の算定について 5.5 想定破損評価に用いる溢水量の算定について

〇

[補足溢水
19]

高エネルギ配管における貫通クラックについて 5.3 高エネルギー配管における貫通クラックについて

〇

＜設備の経年劣化＞ [補足溢水
39]

経年劣化事象と保全内容 9.7 経年劣化事象と保全内容

〇

【2.2　消火水等の放水によ
る溢水】
・溢水源として想定する消火
設備
・放水時間及び溢水量の設定
方法
・想定する溢水量

＜消火水等の放水による溢水評価
条件＞

[補足溢水
40]

床面開口部を期待した溢水水位について 9.9 流下開口を考慮した没水高さについて

〇

[補足溢水
29]

耐震B，Cクラス機器の耐震工事の内容(個別機器) 7.1 耐震B,Cクラス機器の耐震工事の内容(個別機器)

〇

[補足溢水
30]

溢水防護に関する施設の耐震評価対象設備・部位の代表性及び網
羅性について

7.2 溢水防護に関する施設の耐震評価対象設備・部位の代表性及び網羅性について

〇

[補足溢水
11]

地震に起因する溢水源リスト 2.9 地震に起因する溢水源リスト

〇

＜溢水源となる機器＞ [補足溢水
03]

溢水源となる機器のリスト 2.1 溢水源となる機器のリスト

〇

【2.4　その他の溢水】
・その他の溢水として，想定
する事象の考え方
・地震以外の自然現象に関す
る溢水評価
・地下水に対する評価の考え
方
・溢水源となりえる機器及び
想定する溢水量

＜その他の溢水として想定する事
象の考え方＞

[補足溢水
35]

その他の漏えい事象に対する確認について 8.5 その他の漏えい事象に対する確認について

〇

【3．溢水防護区画及び溢水
経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路
の設定の考え方
【3.1　溢水防護区画の設
定】
・溢水防護区画の設定の考え
方
【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方

＜溢水防護区画の設定，溢水経路
の設定＞

[補足溢水
04]

溢水経路のモデル図 2.2 溢水経路のモデル図

〇

Ⅵ－１－１－６－２
溢水防護対象設備の選定

【2. 溢水源及び溢水量の設
定】
・想定する溢水事象
【2.1　想定破損による溢
水】
・破損を想定する機器の考え
方
・高エネルギ配管及び低エネ
ルギ配管の破損において，想
定する破損形状と溢水量の考
え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となり得る機器及び
想定する溢水量

＜溢水評価対象の溢水防護対象設
備の選定＞

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
【補足-310】　その他発
電用原子炉の附属施設の
うち溢水防護に関する施
設に係る補足説明資料

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

【2.3　地震起因による溢
水】
・地震起因の溢水源として想
定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・燃料貯蔵プール・ピット等
のスロッシングの評価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等
のスロッシングの解析条件及
び溢水量

＜想定破損による溢水評価条件＞

＜地震起因による溢水評価条件＞

【2.2 評価対象の溢水防護対
象設備の選定】
・評価対象の溢水防護対象設
備の選定結果
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
[補足溢水
41]

溢水評価における確認内容について 9.10 内部溢水影響評価における確認内容について
〇

[補足溢水
42]

溢水評価に用いる各項目の保守性と有効数字の処理について 9.11 内部溢水影響評価に用いる各項目の保守性と有効数字の処理について
〇

[補足溢水
44]

想定破損の現場確認における環境想定について 9.13 現場操作の実施可能性について
〇

[補足溢水
45]

溢水最終滞留区画における溢水発生後の復旧について 9.17 原子炉建屋原子炉棟最終滞留区画における溢水発生後の復旧について
〇

[補足溢水
01]

機能喪失高さについて 1.1 機能喪失高さについて
〇

[補足溢水
36]

溢水防護区画ごとにおける機能喪失高さ 9.1 溢水防護区画ごとにおける機能喪失高さ
〇

[補足溢水
37]

没水影響評価における床勾配について 9.3 没水影響評価における床勾配について
〇

[補足溢水
05]

想定破損による没水影響評価について 2.3 想定破損による没水影響評価について
〇

[補足溢水
28]

消火水等の放水による溢水に対する評価の概要について 6.1 消火水の放水による溢水に対する評価の概要について
〇

[補足溢水
06]

想定破損により生じる没水影響評価結果(溢水防護対象設備) 2.4 想定破損により生じる没水影響評価結果(設計基準対象施設)
〇

[補足溢水
07]

想定破損により生じる没水影響評価結果(重大事故等対処設備) 2.5 想定破損により生じる没水影響評価結果(重大事故等対処設備)
〇

[補足溢水
08]

消火活動に伴う溢水について 2.6 消火活動に伴う溢水について
〇

[補足溢水
09]

消火水等の放水により生じる没水影響評価結果(溢水防護対象設
備)

2.7 消火水の放水により生じる没水影響評価結果(設計基準対象施設)
〇

[補足溢水
10]

消火水等の放水により生じる没水影響評価結果(重大事故等対処設
備)

2.8 消火水の放水により生じる没水影響評価結果(重大事故等対処設備)
〇

[補足溢水
12]

地震に起因する溢水により生じる没水影響評価結果(溢水防護対象
設備)

2.10 地震に起因する溢水により生じる没水影響評価(設計基準対象施設)
〇

[補足溢水
13]

地震に起因する溢水により生じる没水影響評価結果(重大事故等対
処設備)

2.11 地震に起因する溢水により生じる没水影響評価(重大事故等対処設備)
〇

＜被水影響評価方法，判定基準及
び評価結果＞

[補足溢水
14]

被水影響評価結果 3.1 被水影響評価結果

〇

[補足溢水
15]

蒸気影響評価に用いる環境条件について 4.1 蒸気影響評価に用いる環境条件について

〇

[補足溢水
22]

GOTHICコードの妥当性について 5.7 ＧＯＴＨＩＣコードの妥当性について

〇

[補足溢水
24]

破損配管からの蒸気噴流の影響について 5.9 破損配管からの蒸気噴流の影響について
〇

[補足溢水
25]

蒸気拡散解析の結果例 5.10 蒸気拡散解析の結果例
〇

[補足溢水
26]

蒸気曝露試験について 5.11 蒸気曝露試験について
〇

[補足溢水
27]

蒸気漏えい量が少ない場合における影響評価 5.12 蒸気漏えい量が少ない場合における影響評価
〇

[補足溢水
16]

蒸気影響評価結果(溢水防護対象設備) 4.2 蒸気影響評価結果(設計基準対象施設)
〇

[補足溢水
17]

蒸気影響評価結果(重大事故等対処設備) 4.3 蒸気影響評価結果(重大事故等対処設備)
〇

[補足溢水
31]

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出 7.3 使用済燃料プール等のスロッシングによる溢水量の算出

〇

[補足溢水
43]

福島第二発電所で起こった事象に対する対策の検討について 9.12 使用済燃料プール水のダクト流入防止対策について

〇

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

【2.1　防護すべき設備を内
包する建屋内で発生する溢水
に関する溢水評価】
・没水影響評価方法，判定基
準及び評価結果
・被水影響評価方法，判定基
準及び評価結果
・蒸気影響評価方法，判定基
準及び評価結果
・燃料貯蔵プール・ピット等
のスロッシング後の機能維持
に関する影響評価方法，判定
基準及び評価結

【2．溢水評価】
・溢水評価の考え方

＜溢水評価＞

＜燃料貯蔵プール・ピット等のス
ロッシング後の機能維持に関する
影響評価方法，判定基準及び評価
結果＞

【補足-310】　その他発
電用原子炉の附属施設の
うち溢水防護に関する施
設に係る補足説明資料

＜蒸気影響評価方法，判定基準及
び評価結果＞

＜没水影響評価方法，判定基準及
び評価結果＞
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
[補足溢水
33]

屋外タンク等の溢水による影響評価 8.3 屋外タンク等の溢水による影響評価

〇

[補足溢水
34]

地下水による影響評価 8.4 地下水による影響評価

〇

＜溢水防護設備の構造強度設計＞ [補足溢水
38]

溢水防護設備の止水性について 9.5 浸水防護施設の止水性について

〇

[補足溢水
23]

蒸気漏えいに対する隔離システムについて 5.8 溢水及び蒸気漏えいに対する隔離システムについて
〇

[補足溢水
46]

貫通部止水処置の実施箇所について 9.19 建屋内貫通部止水処置の実施箇所について
〇

＜溢水防護対策＞

【2.2　屋外で発生する溢水
に関する溢水評価】
・屋外タンク等からの流入防
止に関する影響評価方法，判
定基準及び評価結果
・地下水からの影響評価方
法，判定基準及び評価結果

＜屋外で発生する溢水に関する評
価＞

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

【補足-310】　その他発
電用原子炉の附属施設の
うち溢水防護に関する施
設に係る補足説明資料

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設計

[補足溢水
32]

緊急遮断弁について

【2．設計の基本方針】
・溢水防護設備の設計の基本
方針
【3．要求機能及び性能目
標】
・各溢水防護設備の要求機能
及び性能目標
【3.1　溢水伝播を防止する
設備】
・溢水伝播を防止する設備の
要求機能及び性能目標
【3.2 被水影響を防止する設
備】
・被水影響を防止する設備の
要求機能及び性能目標
【3.3　蒸気影響を緩和する
設備】
・蒸気影響を緩和する設備の
要求機能及び性能目標
【3.4　溢水量を低減する設
備】
・溢水量を低減する設備の要
求機能及び性能目標
【4．機能設計】
・各溢水防護設備の機能設計
【4.1　溢水伝播を防止する
設備】
・溢水伝播を防止する設備の
機能設計
【4.2 被水影響を防止する設
備】
・被水影響を防止する設備の
機能設計
【4.2　蒸気影響を緩和する
設備】
・蒸気影響を緩和する設備の
機能設計
【4.3　溢水量を低減する設
備】
・溢水量を低減する設備の機
能設計
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
1.3 溢水評価対象の重大事故等対処設備の選定について

－

本補足説明資料については第36条重
大事故等対処設備の補足説明資料と
するため。

1.4 内部溢水影響評価の対象について(設計基準対象施設)

－

本補足説明資料の内容については設
備と各条文の関連をまとめて説明す
るため。

1.5 内部溢水，火災防護及び外部事象における防護対象設備の比較について(重大事故等対処設
備)

－

本補足説明資料の内容については設
備と各条文の関連をまとめて説明す
るため。

5.2 高エネルギー配管のうち低エネルギー配管に分類できる系統について

－

再処理施設ではプラント運転期間の
うち高エネルギ配管として運転して
いる時間の割合で低エネルギ配管に
分類する系統がないため

5.6 防護カバーの管理について

－

蒸気漏えい影響軽減対策として発電
炉で実施したターミナルエンド防護
カバーと同じ対策がないため

5.13 原子炉建屋内における所内蒸気系統からの蒸気漏えい対策

－

発電炉では使用していない蒸気配管
を蒸気漏えい影響がないように撤去
する特有事項であり再処理施設では
同様の対策はないため

8.1 タービン建屋における溢水影響評価

－

発電炉のタービン建屋では復水器の
冷却水として循環水ポンプからの海
水を大量に供給しているが，この海
水が溢水となる場合の特有の評価を
しているため

8.2 海水ポンプ室循環水ポンプエリアにおける溢水影響評価

－

発電炉の復水器の冷却水として循環
水ポンプからの海水を大量に供給し
ているが，この海水が循環水ポンプ
エリアにおいて溢水となる場合の特9.2 ケーブルの被水影響評価について

－
高経年プラント特有の評価のため

9.4 鉄筋コンクリート壁の水密性について

－

技術基準要求の違いによる発電炉特
有の評価のため

9.6 放射性物質を含む液体の管理区域外漏えい防止対策について
－

技術基準要求の違いによる発電炉特
有の評価のため

9.8 内部溢水影響評価における判定表

－

発電炉の安全解析で求められる機能
別に必要な設備が，溢水発生時に機
能維持できるかを判別する内容を記
している発電炉特有事項のため

9.14 ほう酸水漏えい等による影響について
－

ほう酸水を扱う発電炉特有事項のた
め

9.15 原子炉建屋原子炉棟６階に関する対策・運用について

－

東海第二の溢水評価上，原子炉建屋
原子炉棟６階では東側エリアに溢水
を流下させない発電炉特有事項のた
め

9.16 床ドレンファンネル排水における漏えい系統の検知時間及び溢水量評価について

－

床ドレンファンネルからの排水に期
待する発電炉特有事項のため

9.18 想定破損による溢水検知のための漏えい検知器設置の考え方について

－

漏えい検知器を設置する発電炉特有
事項のため

9.20 使用済燃料プールの冷却・給水機能の維持について

－

燃料プール冷却浄化系の機能が喪失
する場合，残留熱除去系による燃料
プール冷却，給水機能が期待できる
ことから，これに関する切り替え操
作の説明であり発電炉特有事項のた
め

9.21 管理区域外伝播防止堰の評価方法について
－

技術基準要求の違いによる発電炉特
有の評価のため

【補足-310】　その他発
電用原子炉の附属施設の
うち溢水防護に関する施
設に係る補足説明資料

基本設計方針からの展開で抽出された補足すべき事項と発電炉の補足説明資料の説明項

目を比較した結果，追加で補足すべき事項はない。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

1. 溢水影響評価について 1. 溢水評価について

1.1 機能喪失高さについて 機能喪失高さについて
溢水による機能喪失高さの考え方及び評価対象の溢水防
護対象設備のリスト

[補足溢水01]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○

溢水による機能喪失高さの考え方及び評価対象の溢水防
護対象設備のリスト

評価対象外とする溢水防護対象設備の考え方及び評価対
象外とする溢水防護対象設備のリスト

[補足溢水02]

溢水02
評価対象外とする溢
水防護対象設備の考

え方について

第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○ 評価対象外の溢水防護対象設備のリスト追加

2. 没水影響評価について 2. 没水影響評価について

2.1 溢水源となる機器のリスト 溢水源となる機器のリスト 溢水源となる機器のリスト [補足溢水03]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 溢水源となる機器のリスト

2.2 溢水経路のモデル図 溢水経路のモデル図 溢水経路のモデル図 [補足溢水04]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○ 溢水経路のモデル図

防護すべき設備に対する評価結果の代表例 [補足溢水05]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○ 防護すべき設備に対する評価結果の代表例

想定破損没水影響評価結果 [補足溢水06]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 想定破損没水影響評価結果

想定破損没水影響評価結果
(重大事故等対処設備)

[補足溢水07]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○

想定破損没水影響評価結果
(重大事故等対処設備)

2.6 消火活動に伴う溢水について 消火活動に伴う溢水について

再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防
止のために設置される系統からの放水による溢水を想定
し，防護すべき設備に対する影響評価方法及び各建屋で
の放水による溢水発生区画を示す

[補足溢水08]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○

再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防
止のために設置される系統からの放水による溢水を想定
し，防護すべき設備に対する影響評価方法及び各建屋で
の放水による溢水発生区画を示す

消火水等による没水影響評価結果 [補足溢水09]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 消火水等による没水影響評価結果

消火水等による没水影響評価結果
(重大事故等対処設備) [補足溢水10]

－
(次回以降)

評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○
消火水等による没水影響評価結果
(重大事故等対処設備)

2.9 地震に起因する溢水源リスト 地震に起因する溢水源リスト 地震に起因する溢水源リスト [補足溢水11]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 地震に起因する溢水源リスト

地震に起因する溢水による没水影響評価結果 [補足溢水12]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 地震に起因する溢水による没水影響評価結果

地震に起因する溢水による没水影響評価結果
(重大事故等対処設備)

[補足溢水13]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○

地震に起因する溢水による没水影響評価結果
(重大事故等対処設備)

3. 被水影響評価について 3. 被水影響評価について

3.1 被水影響評価結果 被水影響評価結果 被水影響評価結果 [補足溢水14]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 被水影響評価結果

4. 蒸気影響評価について 4. 蒸気影響評価について

蒸気影響に対する評価に用いる環境条件 [補足溢水15]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 蒸気影響に対する評価に用いる環境条件

蒸気影響評価結果 [補足溢水16]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 蒸気影響評価結果

蒸気影響評価結果
(重大事故等対処設備)

[補足溢水17]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○

蒸気影響評価結果
(重大事故等対処設備)

記載概要
申請回次

東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料
補足説明

すべき事項

2.3 想定破損による没水影響評価について 想定破損による没水影響評価について

2.4 想定破損により生じる没水影響評価結
果(設計基準対象施設)

想定破損により生じる没水影響評価結果
(溢水防護対象設備)

評価対象外とする溢水防護対象設備の考
え方について

1.2 溢水防護対象設備の選定について

2.5 想定破損により生じる没水影響評価結
果(重大事故等対処設備)

想定破損により生じる没水影響評価結果
(重大事故等対処設備)

2.7 消火水の放水により生じる没水影響評
価結果(設計基準対象施設)

消火水等の放水により生じる没水影響評
価結果(溢水防護対象設備)

2.8 消火水の放水により生じる没水影響評
価結果(重大事故等対処設備)

消火水等の放水により生じる没水影響評
価結果(重大事故等対処設備)

2.10 地震に起因する溢水により生じる没
水影響評価(設計基準対象施設)

地震に起因する溢水により生じる没水影
響評価結果(溢水防護対象設備)

2.11 地震に起因する溢水により生じる没
水影響評価(重大事故等対処設備)

地震に起因する溢水により生じる没水影
響評価結果(重大事故等対処設備)

4.1 蒸気影響評価に用いる環境条件につい
て

蒸気影響評価に用いる環境条件について

4.2 蒸気影響評価結果(設計基準対象施設) 蒸気影響評価結果(溢水防護対象設備)

4.3 蒸気影響評価結果(重大事故等対処設
備)

蒸気影響評価結果(重大事故等対処設備)
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料

補足説明
すべき事項

5. 想定破損による溢水影響評価について

5.1 高エネルギー配管の応力評価 配管の応力評価 配管の応力評価に用いる許容応力 [補足溢水18]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○ 配管の応力評価に用いる許容応力

高エネルギ配管における貫通クラックの考え方
[補足溢水19]

－
(次回以降)

第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○ 高エネルギ配管における貫通クラックの考え方

5.4 減肉等による評価について 応力評価により破損を想定しない配管の管理について [補足溢水20]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○ 応力評価により破損を想定しない配管の管理について

想定破損評価に用いる溢水量の算定方法及び溢水量の算
定結果 [補足溢水21]

－
(次回以降)

評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○
想定破損評価に用いる溢水量の算定方法及び溢水量の算
定結果

GOTHICコードの妥当性について
[補足溢水22]

－
(次回以降)

第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○ GOTHICコードの妥当性について

蒸気漏えいに対する隔離システムの説明
[補足溢水23]

－
(次回以降)

評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 蒸気漏えいに対する隔離システムの説明

破損配管からの蒸気噴流の影響範囲及び影響範囲内に設
置されている設備のリスト [補足溢水24]

－
(次回以降)

評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○
破損配管からの蒸気噴流の影響範囲及び影響範囲内に設
置されている設備のリスト

蒸気拡散解析の結果例
蒸気拡散解析の結果例

[補足溢水25]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 蒸気拡散解析の結果例

5.11 蒸気曝露試験について 蒸気曝露試験について
蒸気曝露試験及び机上評価の方法と結果例

[補足溢水26]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 蒸気曝露試験及び机上評価の方法と結果例

小規模の蒸気漏えい時の影響評価
[補足溢水27]

－
(次回以降)

評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 小規模の蒸気漏えい時の影響評価

消火活動に伴い発生する消火水等の放水による溢水評価
の考え方及び代表的な評価例 [補足溢水28]

－
(次回以降)

第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○
消火活動に伴い発生する消火水等の放水による溢水評価
の考え方及び代表的な評価例

7. 地震起因による溢水影響評価について

耐震B，Cクラス機器の耐震工事の内容
[補足溢水29]

－
(次回以降)

評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 耐震B，Cクラス機器の耐震工事の内容

溢水防護に関する施設の耐震評価対象設備・部位の代表
性及び網羅性の説明

[補足溢水30]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○

溢水防護に関する施設の耐震評価対象設備・部位の代表
性及び網羅性の説明

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量
の算出方法及び結果 [補足溢水31]

－
(次回以降)

第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○
燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量
の算出方法及び結果

緊急遮断弁の概要 [補足溢水32]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 緊急遮断弁の概要

5.3 高エネルギー配管における貫通クラッ
クについて

高エネルギ配管における貫通クラックに
ついて

応力評価により破損を想定しない配管の
管理について

5. 想定破損による溢水影響評価について

5.8 溢水及び蒸気漏えいに対する隔離シス
テムについて

蒸気漏えいに対する隔離システムについ
て

5.9 破損配管からの蒸気噴流の影響につい
て

破損配管からの蒸気噴流の影響について

5.10 蒸気拡散解析の結果例

5.5 想定破損評価に用いる溢水量の算定に
ついて

想定破損評価に用いる溢水量の算定につ
いて

5.7 ＧＯＴＨＩＣコードの妥当性について GOTHICコードの妥当性について

6.1 消火水の放水による溢水に対する評価
の概要について

消火水等の放水による溢水に対する評価
の概要について

7. 地震起因による溢水影響評価について

7.1 耐震B,Cクラス機器の耐震工事の内容
(個別機器)

耐震B，Cクラス機器の耐震工事の内容
(個別機器)

5.12 蒸気漏えい量が少ない場合における
影響評価

蒸気漏えい量が少ない場合における影響
評価

6. 消火水の放水による溢水影響評価につい
て

6. 消火水等の放水による溢水影響評価に
ついて

7.2 溢水防護に関する施設の耐震評価対象
設備・部位の代表性及び網羅性について

溢水防護に関する施設の耐震評価対象設
備・部位の代表性及び網羅性について

7.3 使用済燃料プール等のスロッシングに
よる溢水量の算出

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシン
グによる溢水量の算出

－ 緊急遮断弁について
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料

補足説明
すべき事項

屋外タンク等の溢水による影響評価方法及び結果
[補足溢水33]

－
(次回以降)

評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 屋外タンク等の溢水による影響評価方法及び結果

8.4 地下水による影響評価 地下水による影響評価結果 [補足溢水34]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 地下水による影響評価結果

その他の漏えい事象に対する確認 [補足溢水35]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ その他の漏えい事象に対する確認

9. 全般

溢水防護区画ごとにおける機能喪失高さ [補足溢水36]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○ 溢水防護区画ごとにおける機能喪失高さ

没水影響評価における床勾配の考慮について説明
[補足溢水37]

－
(次回以降)

第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○ 没水影響評価における床勾配の考慮について説明

9.5 浸水防護施設の止水性について
溢水防護設備の止水性について説明

[補足溢水38]
－

(次回以降)
防護対策に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 溢水防護設備の止水性について説明

9.7 経年劣化事象と保全内容
経年劣化事象と保全内容の説明

[補足溢水39]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 経年劣化事象と保全内容の説明

開口床面部からの流出量の説明 [補足溢水40]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 開口床面部からの流出量の説明

溢水評価における確認内容について説明
[補足溢水41]

－
(次回以降)

評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 溢水評価における確認内容について説明

溢水評価に用いる各項目の保守性と有効数字の処理の説
明

[補足溢水42]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○

溢水評価に用いる各項目の保守性と有効数字の処理の説
明

福島第二発電所で起こった事象に対する対策の検討につ
いて説明

[補足溢水43]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○

福島第二発電所で起こった事象に対する対策の検討につ
いて説明

9.13 現場操作の実施可能性について
溢水発生後の現場操作が必要な場合における実施可能性
について説明

[補足溢水44]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし ○

溢水発生後の現場操作が必要な場合における実施可能性
について説明

溢水最終滞留区画における溢水発生後の復旧について説
明 [補足溢水45]

－
(次回以降)

評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。 ○
溢水最終滞留区画における溢水発生後の復旧について説
明

貫通部止水処置の実施箇所について説明 [補足溢水46]
－

(次回以降)
防護対策に係る記載内容のため第２回で示す。 ○ 貫通部止水処置の実施箇所について説明

燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を維持
するために必要な設備の扱いについて説明

[補足溢水47]

溢水04
燃料貯蔵プール・

ピット等の冷却及び
給水の機能を維持す
るために必要な設備

の扱いについて

燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を維持
するために必要な設備の扱いについて説明

－ 第１回で全て説明されるため，追加事項なし。

安全冷却水B冷却塔の概略評価結果 [補足溢水48]
溢水03

安全冷却水B冷却塔
の概略評価結果

安全冷却水B冷却塔に対する溢水評価に係る概略評価結
果について説明

－ 第１回で全て説明されるため，追加事項なし。

8.3 屋外タンク等の溢水による影響評価 屋外タンク等の溢水による影響評価

地下水による影響評価

8.5 その他の漏えい事象に対する確認につ
いて

その他の漏えい事象に対する確認につい
て

8. その他の溢水による溢水影響評価につい
て

8. その他の溢水による溢水影響評価につ
いて

経年劣化事象と保全内容

9.9 流下開口を考慮した没水高さについて 床面開口部を期待した溢水水位について

溢水防護設備の止水性について

9. 全般

9.1 溢水防護区画ごとにおける機能喪失高
さ

溢水防護区画ごとにおける機能喪失高さ

9.3 没水影響評価における床勾配について 没水影響評価における床勾配について

安全冷却水B冷却塔の概略評価結果

9.17 原子炉建屋原子炉棟最終滞留区画に
おける溢水発生後の復旧について

溢水最終滞留区画における溢水発生後の
復旧について

想定破損の現場確認における環境想定に
ついて

9.10 内部溢水影響評価における確認内容
について

溢水評価における確認内容について

9.11 内部溢水影響評価に用いる各項目の
保守性と有効数字の処理について

溢水評価に用いる各項目の保守性と有効
数字の処理について

9.12 使用済燃料プール水のダクト流入防
止対策について

福島第二発電所で起こった事象に対する
対策の検討について

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

9.19 建屋内貫通部止水処置の実施箇所に
ついて

貫通部止水処置の実施箇所について

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給
水の機能を維持するために必要な設備の
扱いについて

－

－
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第1章 共通項目 

6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止 

6.1 溢水から防護する設備及び設計方針 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれが

ある場合において，防護措置その他の適切な措置を講じることにより，溢水に対して安全機能を損な

わない設計とする。 

第1章 共通項目 

6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止 

6.1 溢水から防護する設備及び設計方針 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれが

ある場合において，防護措置その他の適切な措置を講じることにより，溢水に対して安全機能を損な

わない設計とする。 

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する建物・

構築物，系統及び機器を溢水から防護する設備(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの

設備が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計(多重性又は多様性を有

する設備が同時にその安全機能を損なわない設計)とする。 

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する建物・

構築物，系統及び機器を溢水から防護する設備(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの

設備が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計(多重性又は多様性を有

する設備が同時にその安全機能を損なわない設計)とする。 

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み

合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修理を行うことを保安規定に定めて，管理する。 

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み

合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修理を行うことを保安規定に定めて，管理する。 

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計であることを確認するために，再処理施

設内において発生が想定される溢水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)する。 

また，溢水評価に当たっては，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するために必要な

機器の単一故障を考慮しても異常事象を収束できる設計とする。 

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計であることを確認するために，再処理施

設内において発生が想定される溢水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)する。 

また，溢水評価に当たっては，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するために必要な

機器の単一故障を考慮しても異常事象を収束できる設計とする。 

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響確認を行うことを保安規定に定め

て，管理する。 

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響確認を行うことを保安規定に定め

て，管理する。 

6.2 考慮すべき溢水事象 

溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を想定する。 

(1) 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水(以下「想定破損による溢水」

という。) 

(2) 再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水によ

る溢水(以下「消火水等の放水による溢水」という。) 

(3) 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングにより

発生する溢水を含む。)(以下「地震起因による溢水」という。) 

(4) その他の要因(地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等)により生じる溢水(以下「その他の溢

水」という。) 

溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図

面等)及び必要に応じ現場確認等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。

なお，「7.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」の「7.3.1 漏えいによる影響を検討す

る化学薬品及び構成部材の抽出」に示す化学薬品についても，機器等に内包される液体であることを

踏まえ，ここで溢水源として想定する。 

6.2 考慮すべき溢水事象 

溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を想定する。 

(1) 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水(以下「想定破損による溢水」

という。) 

(2) 再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水によ

る溢水(以下「消火水等の放水による溢水」という。) 

(3) 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングにより

発生する溢水を含む。)(以下「地震起因による溢水」という。) 

(4) その他の要因(地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等)により生じる溢水(以下「その他の溢

水」という。) 

溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図

面等)及び必要に応じ現場確認等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。

なお，「7.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」の「7.3.1 漏えいによる影響を検討す

る化学薬品及び構成部材の抽出」に示す化学薬品についても，機器等に内包される液体であることを

踏まえ，ここで溢水源として想定する。 
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6.3 溢水源及び溢水量の設定 

6.3.1 想定破損による溢水 

想定破損による溢水は，1系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流

体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として設定する。 

6.3 溢水源及び溢水量の設定 

6.3.1 想定破損による溢水 

想定破損による溢水は，1系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流

体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として設定する。 

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネ

ルギ配管に分類する。 

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネ

ルギ配管に分類する。 

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配

管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラッ

ク」という。)」を想定する。 

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配

管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラッ

ク」という。)」を想定する。 

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力

の比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定する。 

高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える

場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下

であれば破損は 想定しない。 

また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラッ

ク」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。 

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力

の比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定する。 

高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える

場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下

であれば破損は 想定しない。 

また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラッ

ク」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。 

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないこ

とを確認するために継続的な肉厚管理を実施することを保安規定に定めて，管理する。 

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないこ

とを確認するために継続的な肉厚管理を実施することを保安規定に定めて，管理する。 

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が も大きくなる

位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央制御室，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔離操作を含

む。)により漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後

の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。 

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が も大きくなる

位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央制御室，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔離操作を含

む。)により漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後

の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。 

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保安規定に定めて，管

理する。 

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保安規定に定めて，管

理する。 

6.3.2 消火水等の放水による溢水 

消火水等の放水による溢水は，溢水防護対象設備が設置されている建屋(以下「溢水防護建屋」

という。)内において，水を使用する消火設備である屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源とし

て設定する。その他，消火設備ではないが，消火活動に供する設備として，水を噴霧する連結散

水からの放水を溢水源として設定する。 

消火水等の放水による溢水量については，消火設備及び消火活動に供する設備からの単位時間

当たりの放水量と放水時間から設定する。 

6.3.2 消火水等の放水による溢水 

消火水等の放水による溢水は，溢水防護対象設備が設置されている建屋(以下「溢水防護建屋」

という。)内において，水を使用する消火設備である屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源とし

て設定する。その他，消火設備ではないが，消火活動に供する設備として，水を噴霧する連結散

水からの放水を溢水源として設定する。 

消火水等の放水による溢水量については，消火設備及び消火活動に供する設備からの単位時間

当たりの放水量と放水時間から設定する。 

6.3.3 地震起因による溢水 

(1) 再処理施設内に設置された機器の破損による溢水 

地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破

損は生じないことから，流体を内包する系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震

性が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。 

6.3.3 地震起因による溢水 

(1) 再処理施設内に設置された機器の破損による溢水 

地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破

損は生じないことから，流体を内包する系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震

性が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。 
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ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保され

るものについては，溢水源として設定しない。 

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保され

るものについては，溢水源として設定しない。 

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護対象設備への溢水の

影響が も大きくなるように評価する。 

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護対象設備への溢水の

影響が も大きくなるように評価する。 

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する機器のうち，基準地

震動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器について破損を想定し，その影響を評価する。

この場合において，溢水源となる配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢水源となる容器は，

全保有水量を溢水量として設定する。 

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する機器のうち，基準地

震動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器について破損を想定し，その影響を評価する。

この場合において，溢水源となる配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢水源となる容器は，

全保有水量を溢水量として設定する。 

(2) 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震

力により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定す

る。 

(2) 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震

力により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定す

る。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量については，基準地震動Ｓｓに

よる地震力により生じるスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の外への漏えい量から設

定する。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量については，基準地震動Ｓｓに

よる地震力により生じるスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の外への漏えい量から設

定する。 

6.3.4 その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内

にて発生が想定されるその他の漏えい事象を想定する。 

具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響と，飛来物等による屋

外タンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作

動を想定し，各事象において溢水源及び溢水量を設定する。 

6.3.4 その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内

にて発生が想定されるその他の漏えい事象を想定する。 

具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響と，飛来物等による屋

外タンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作

動を想定し，各事象において溢水源及び溢水量を設定する。 

6.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。 

(1) 溢水防護対象設備が設置されている区画 

(2) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

(3) 運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする通路部又は必要により隔離等の操作

が必要な設備にアクセスする通路部 

6.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。 

(1) 溢水防護対象設備が設置されている区画 

(2) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

(3) 運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする通路部又は必要により隔離等の操作

が必要な設備にアクセスする通路部 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画と

して設定する。 

溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある

高さ(以下「機能喪失高さ」という。)及び溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況

を踏まえ，溢水防護区画内の水位が も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設定す

る。 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画と

して設定する。 

溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある

高さ(以下「機能喪失高さ」という。)及び溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況

を踏まえ，溢水防護区画内の水位が も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設定す

る。 

また，消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉から

の消火水の伝播を考慮する。 

また，消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉から

の消火水の伝播を考慮する。 

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理する。 防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理する。 
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6.5 溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 

6.5.1 没水の影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対

し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわないことを評価する。 

また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の

流入を防止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検知器の設置による溢水量を低減する

対策により，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の溢水防護設備の設計方針については，

第 2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

6.5 溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 

6.5.1 没水の影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対

し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわないことを評価する。 

また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の

流入を防止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検知器の設置による溢水量を低減する

対策により，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の溢水防護設備の設計方針については，

第 2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

6.5.2 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水等による被水並びに

天井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安

全機能を損なわないことを評価する。 

また，被水の影響を受けないよう保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水

扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢水防護板の設置

による発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する対策により，溢水防護対象設備が被

水により安全機能を損なわない設計とする。 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢水防護板等の溢水防護設備の設計方針については，

第 2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

 

6.5.2 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水等による被水並びに

天井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安

全機能を損なわないことを評価する。 

また，被水の影響を受けないよう保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水

扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢水防護板の設置

による発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する対策により，溢水防護対象設備が被

水により安全機能を損なわない設計とする。 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢水防護板等の溢水防護設備の設計方針については，

第 2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

 

消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画にお

いて固定式消火設備等の水を用いない消火手段を採用することにより，被水の影響が発生しない

設計とする。 

消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画にお

いて固定式消火設備等の水を用いない消火手段を採用することにより，被水の影響が発生しない

設計とする。 

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被水の影響を 小限に

止めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及

び留意事項として保安規定に定めて，管理する。  

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被水の影響を 小限に

止めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及

び留意事項として保安規定に定めて，管理する。  

6.5.3 蒸気影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，空調条件

や解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対

象設備の健全性を確認することで，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを評価する。 

また，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入を防止する対策，自動で

漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナルエンド防護カバーの設

置による漏えい蒸気量を低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水防護対象設備

への曝露を防止する対策により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設

計とする。 

 

6.5.3 蒸気影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，空調条件

や解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対

象設備の健全性を確認することで，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを評価する。 

また，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入を防止する対策，自動で

漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナルエンド防護カバーの設

置による漏えい蒸気量を低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水防護対象設備

への曝露を防止する対策により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設

計とする。 

 

205



別紙６① 

基本設計⽅針の第 1 回申請範囲 
全体 第１回申請範囲 

自動検知・遠隔隔離システム，蒸気防護板等の溢水防護設備の設計方針については，第 2章 個

別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

 

自動検知・遠隔隔離システム，蒸気防護板等の溢水防護設備の設計方針については，第 2章 個

別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

 

6.5.4 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する溢水評価及び防護設計方針 

基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等

の外へ漏えいする溢水量を三次元流動解析により評価する。 

その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することにより溢水量を低減

する設計とする。 

6.5.4 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する溢水評価及び防護設計方針 

基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等

の外へ漏えいする溢水量を三次元流動解析により評価する。 

その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することにより溢水量を低減

する設計とする。 

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃

料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されるこ

とを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とす

る。 

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃

料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されるこ

とを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とす

る。 

6.6 屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 

6.6.1 溢水防護建屋に対する溢水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価する。 

また，屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水による影響を評価す

る上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水

扉等により防止する設計とすることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない

設計とする。 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の溢水防護設備の設計方針については，第 2章 個別

項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

6.6 屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 

6.6.1 溢水防護建屋に対する溢水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価する。 

また，屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水による影響を評価す

る上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水

扉等により防止する設計とすることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない

設計とする。 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の溢水防護設備の設計方針については，第 2章 個別

項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

6.6.2 屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水により，屋外の溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評

価する。 

また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，溢水

水位を上回る機能喪失高さを確保すること，保護構造を有すること及び机上評価にて健全性を確

認することにより，屋外の溢水防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響を受けて，安全機能を

損なわない設計とする。 

6.6.2 屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水により，屋外の溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評

価する。 

また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，溢水

水位を上回る機能喪失高さを確保すること，保護構造を有すること及び机上評価にて健全性を確

認することにより，屋外の溢水防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響を受けて，安全機能を

損なわない設計とする。 

 

第2章 個別項目  

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.5 溢水防護設備 

溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章 共通項目の「2. 地盤」，「3.

 自然現象等」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の

防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9. 設備に対す

る要求」に基づくものとする。 

第2章 個別項目  

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.5 溢水防護設備 

溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章 共通項目の「2. 地盤」，「3.

 自然現象等」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の

防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9. 設備に対す

る要求」に基づくものとする。 
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安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，安全機能を

損なわない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，

再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水に

よる溢水又は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合においても，

溢水防護設備により，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能を維

持できる設計とする。 

溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁，溢水

防護板，自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエンド防護カバー，蒸気防護板，地震計，緊

急遮断弁，漏えい検知器，液位計，止水板及び蓋で構成し，以下の設計とすることにより，溢水

防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計とする。 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，安全機能を

損なわない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，

再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水に

よる溢水又は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合においても，

溢水防護設備により，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能を維

持できる設計とする。 

(再処理施設に設置する溢水防護設備及びその基本設計方針については，溢水防護設備の詳細

設計の対象となる申請書で示す。) 

 

(1) 流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン

逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防

護区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とする。 

また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置する設

計とする。 

流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン

逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対して流

入防止機能が維持できる設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢水の要因とな

る事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。 

 

(2) 溢水防護板は，発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する設計とし，溢水防護対象

設備が被水により安全機能を損なわないよう設置する設計とする。 

溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作

し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計及び実機を想定した被水条件を考

慮しても当該機能を損なわないことを被水試験等により確認する設計とする。 

 

 

(3) 自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸気影響を緩和するため，蒸気の

漏えいを検知し，自動で漏えい蒸気を隔離する設計とする。 

溢水源となる一般蒸気等に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後10秒以内に自動隔離する設

計とする。 

また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が確保されない場合に

は，破損想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設置することで蒸気影響を軽減する設計とす

る。 
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(4) 蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわないよう，溢水防護対

象設備に対して設置する設計とする。 

蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設計とする。 

蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計並びに蒸気配管の破

損により生じる環境温度及び圧力に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

 

(5) 溢水防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道含む。)に設置する緊急遮断弁は，制御建屋に設置す

る地震計からの信号で作動する又は弁の感震機構で作動することにより，他建屋から流入する系

統を隔離できる設計とし，溢水防護建屋内で発生する溢水量を低減する設計とする。 

地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計とする。 

 

(6) 漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室からの手動遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計

とする。 

 

(7) 止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置することによりスロッシング水量を

低減し，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確

保されることを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持でき

る設計とする。 

止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロッシング水量を低減する性能が

損なわれない設計とする。 

 

溢水防護設備については，保守点検等の運用を適切に実施することを保安規定に定めて，管理

する。 

溢水防護設備については，保守点検等の運用を適切に実施することを保安規定に定めて，管理

する。 
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第1章 共通項目 

 

－ 

第1章 共通項目 

6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止 

6.1 溢水から防護する設備及び設計方針 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれが

ある場合において，防護措置その他の適切な措置を講じることにより，溢水に対して安全機能を損な

わない設計とする。 

 ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する建物・

構築物，系統及び機器を溢水から防護する設備(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの

設備が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計(多重性又は多様性を有

する設備が同時にその安全機能を損なわない設計)とする。 

 溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み

合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修理を行うことを保安規定に定めて，管理する。 

 溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計であることを確認するために，再処理施

設内において発生が想定される溢水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)する。 

また，溢水評価に当たっては，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するために必要な

機器の単一故障を考慮しても異常事象を収束できる設計とする。 

 なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響確認を行うことを保安規定に定め

て，管理する。 

 6.2 考慮すべき溢水事象 

溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を想定する。 

(1) 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水(以下「想定破損による溢水」

という。) 

(2) 再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水によ

る溢水(以下「消火水等の放水による溢水」という。) 

(3) 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングにより

発生する溢水を含む。)(以下「地震起因による溢水」という。) 

(4) その他の要因(地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等)により生じる溢水(以下「その他の溢

水」という。) 

溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図

面等)及び必要に応じ現場確認等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。

なお，「7.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」の「7.3.1 漏えいによる影響を検討す

る化学薬品及び構成部材の抽出」に示す化学薬品についても，機器等に内包される液体であることを

踏まえ，ここで溢水源として想定する。 
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 6.3 溢水源及び溢水量の設定 

6.3.1 想定破損による溢水 

想定破損による溢水は，1系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流

体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として設定する。 

 また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネ

ルギ配管に分類する。 

 配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配

管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラッ

ク」という。)」を想定する。 

 ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力

の比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定する。 

高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える

場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下

であれば破損は 想定しない。 

また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラッ

ク」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。 

 応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないこ

とを確認するために継続的な肉厚管理を実施することを保安規定に定めて，管理する。 

 溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が も大きくなる

位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央制御室，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔離操作を含

む。)により漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後

の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。 

 なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保安規定に定めて，管

理する。 

 6.3.2 消火水等の放水による溢水 

消火水等の放水による溢水は，溢水防護対象設備が設置されている建屋(以下「溢水防護建屋」

という。)内において，水を使用する消火設備である屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源とし

て設定する。その他，消火設備ではないが，消火活動に供する設備として，水を噴霧する連結散

水からの放水を溢水源として設定する。 

消火水等の放水による溢水量については，消火設備及び消火活動に供する設備からの単位時間

当たりの放水量と放水時間から設定する。 

 6.3.3 地震起因による溢水 

(1) 再処理施設内に設置された機器の破損による溢水 

地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破

損は生じないことから，流体を内包する系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震

性が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。 
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 ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保され

るものについては，溢水源として設定しない。 

 溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護対象設備への溢水の

影響が も大きくなるように評価する。 

 溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する機器のうち，基準地

震動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器について破損を想定し，その影響を評価する。

この場合において，溢水源となる配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢水源となる容器は，

全保有水量を溢水量として設定する。 

 (2) 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震

力により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定す

る。 

 また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量については，基準地震動Ｓｓに

よる地震力により生じるスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の外への漏えい量から設

定する。 

 6.3.4 その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内

にて発生が想定されるその他の漏えい事象を想定する。 

具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響と，飛来物等による屋

外タンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作

動を想定し，各事象において溢水源及び溢水量を設定する。 

 6.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。 

(1) 溢水防護対象設備が設置されている区画 

(2) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

(3) 運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする通路部又は必要により隔離等の操作

が必要な設備にアクセスする通路部 

 溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画と

して設定する。 

溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある

高さ(以下「機能喪失高さ」という。)及び溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況

を踏まえ，溢水防護区画内の水位が も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設定す

る。 

 また，消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉から

の消火水の伝播を考慮する。 

 防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理する。 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ 
変 更 前 変 更 後 

 6.5 溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 

6.5.1 没水の影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対

し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわないことを評価する。 

また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の

流入を防止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検知器の設置による溢水量を低減する

対策により，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の溢水防護設備の設計方針については，

第 2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

 6.5.2 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水等による被水並びに

天井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安

全機能を損なわないことを評価する。 

また，被水の影響を受けないよう保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水

扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢水防護板の設置

による発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する対策により，溢水防護対象設備が被

水により安全機能を損なわない設計とする。 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢水防護板等の溢水防護設備の設計方針については，

第 2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

 

 消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画にお

いて固定式消火設備等の水を用いない消火手段を採用することにより，被水の影響が発生しない

設計とする。 

 なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被水の影響を 小限に

止めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及

び留意事項として保安規定に定めて，管理する。  

 6.5.3 蒸気影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，空調条件

や解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対

象設備の健全性を確認することで，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを評価する。 

また，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入を防止する対策，自動で

漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナルエンド防護カバーの設

置による漏えい蒸気量を低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水防護対象設備

への曝露を防止する対策により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設

計とする。 
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別紙６②
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ

変 更 前 変 更 後 

自動検知・遠隔隔離システム，蒸気防護板等の溢水防護設備の設計方針については，第 2章 個

別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

6.5.4 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する溢水評価及び防護設計方針 

基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等

の外へ漏えいする溢水量を三次元流動解析により評価する。 

その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することにより溢水量を低減

する設計とする。 

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃

料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されるこ

とを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とす

る。 

6.6 屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 

6.6.1 溢水防護建屋に対する溢水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価する。 

また，屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水による影響を評価す

る上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水

扉等により防止する設計とすることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない

設計とする。 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の溢水防護設備の設計方針については，第 2章 個別

項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

6.6.2 屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水により，屋外の溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評

価する。 

また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，溢水

水位を上回る機能喪失高さを確保すること，保護構造を有すること及び机上評価にて健全性を確

認することにより，屋外の溢水防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響を受けて，安全機能を

損なわない設計とする。 

第2章 個別項目 

－ 

第2章 個別項目  

7. その他再処理設備の附属施設

7.3 その他の主要な事項 

7.3.5 溢水防護設備 

溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章 共通項目の「2. 地盤」，「3.

 自然現象等」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の

防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9. 設備に対す

る要求」に基づくものとする。 
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別紙６② 

変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ 
変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，安全機能を

損なわない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，

再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水に

よる溢水又は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合においても，

溢水防護設備により，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能を維

持できる設計とする。 

(再処理施設に設置する溢水防護設備及びその基本設計方針については，溢水防護設備の詳細

設計の対象となる申請書で示す。) 

溢水防護設備については，保守点検等の運用を適切に実施することを保安規定に定めて，管理

する。 
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溢水 00-01 R22 別添 1 

提出日：2022 年 12 月６日 

 

基本設計方針(別紙 1①) 比較表 

1 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違(赤字)について相違点を説明する。 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 基本設計方針 (9/6 申請補正書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 基本設計方針 (溢水 00-01 R22) 
相違点※ 

第1章 共通項目 

6. 加工施設内における溢水による損傷の防止 

6.1 溢水から防護する設備及び設計方針 

安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設内における溢水の発生

によりその安全機能を損なうおそれがある場合において，防護措置

その他の適切な措置を講じることにより，溢水に対して安全機能を

損なわない設計とする。 

 

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待す

る安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を溢水から防護

する設備(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの設備

が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損

傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上

支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組

み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うことを

保安規定に定めて，管理する。 

 

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計である

ことを確認するために，MOX燃料加工施設内において発生が想定され

る溢水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)する。 

 

 

 

 

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響

確認を行うことを保安規定に定めて，管理する。 

 

第1章 共通項目 

6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止 

 6.1  溢水から防護する設備及び設計方針 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によ

りその安全機能を損なうおそれがある場合において，防護措置その

他の適切な措置を講じることにより，溢水に対して安全機能を損な

わない設計とする。 

 

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する

安全上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を溢水から

防護する設備(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの

設備が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損な

わない設計(多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能

を損なわない設計)とする。 

 

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損

傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上

支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み

合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うことを

保安規定に定めて，管理する。 

 

 

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計である

ことを確認するために，再処理施設内において発生が想定される溢

水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)する。  

また，溢水評価に当たっては，運転時の異常な過渡変化又は設計基

準事故に対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常事

象を収束できる設計とする。 

 

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響確

認を行うことを保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前提条件の相違(MOX 燃料加工施設に対しては，安全上重要な施設の多

重化又は多様化に係る規則要求がない。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前提条件の相違(MOX 燃料加工施設に対しては，運転時の異常な過渡変

化及び機器の単一故障に係る規則要求がない。) 
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提出日：2022 年 12 月６日 

 

基本設計方針(別紙 1①) 比較表 

2 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違(赤字)について相違点を説明する。 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 基本設計方針 (9/6 申請補正書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 基本設計方針 (溢水 00-01 R22) 
相違点※ 

6.2 考慮すべき溢水事象 

溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を

想定する。 

 

(1) 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生

じる溢水(以下「想定破損による溢水」という。) 

(2) MOX燃料加工施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防

止のために設置される系統からの放水による溢水(以下「消火水

等の放水による溢水」という。) 

(3) 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(以下「地震起

因による溢水」という。)  

(4) その他の要因(地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等)

により生じる溢水(以下「その他の溢水」という。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 溢水源及び溢水量の設定 

6.3.1 想定破損による溢水 

想定破損による溢水は，1系統における単一の機器の破損を想定し，

溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を

溢水源として設定する。 

 

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，

高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。 

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完

全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配

管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」とい

う。)」を想定する。 

6.2 考慮すべき溢水事象 

溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を

想定する。 

 

(1) 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生

じる溢水(以下「想定破損による溢水」という。) 

(2) 再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のた

めに設置される系統からの放水による溢水(以下「消火水等の放

水による溢水」という。) 

(3) 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(燃料貯蔵プー

ル・ピット等のスロッシングにより発生する溢水を含む。)(以下

「地震起因による溢水」という。) 

(4) その他の要因(地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等)

により生じる溢水(以下「その他の溢水」という。) 

溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽

類を含む。)とし，設計図書(施工図面等)及び必要に応じ現場確認

等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定

する。なお，「7.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方

針」の「7.3.1 漏えいによる影響を検討する化学薬品及び構成部

材の抽出」に示す化学薬品についても，機器等に内包される液体

であることを踏まえ，ここで溢水源として想定する。 

 

6.3  溢水源及び溢水量の設定 

6.3.1  想定破損による溢水 

想定破損による溢水は，1系統における単一の機器の破損を想定

し，溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損

箇所を溢水源として設定する。 

 

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，

高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。 

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完

全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配

管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」とい

う。)」を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設の相違 

 

 

 

 

・前提条件の相違(MOX燃料加工施設では，「化学薬品の漏えい」が想定

されない。) 
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溢水 00-01 R22 別添 1 

提出日：2022 年 12 月６日 

 

基本設計方針(別紙 1①) 比較表 

3 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違(赤字)について相違点を説明する。 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 基本設計方針 (9/6 申請補正書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 基本設計方針 (溢水 00-01 R22) 
相違点※ 

 

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場

合は，発生応力と許容応力の比による応力評価の結果に基づく破損

形状を想定する。 

 

 

高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力

が許容応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.

8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破

損は想定しない。 

また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を

超える場合は「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は

想定しない。 

 

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影

響するような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を実

施することを保安規定に定めて，管理する。 

 

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢

水の影響が も大きくなる位置とし，溢水量は，異常の検知，事象

の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央監視室からの隔離

(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)により漏えい停止するま

での時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後

の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。 

 

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作する

ことを保安規定に定めて，管理する。 

 

6.3.2 消火水等の放水による溢水 

消火水等の放水による溢水は，燃料加工建屋内において，水を使

用する消火設備である屋内消火栓及び連結散水装置からの放水を

溢水源として設定する。 

 

 

 

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場

合は，発生応力と許容応力の比による応力評価の結果に基づく破損

形状を想定する。 

 

 

高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力

が許容応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.

8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破

損は想定しない。 

また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を

超える場合は「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は

想定しない。 

 

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に

影響するような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理

を実施することを保安規定に定めて，管理する。 

 

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢

水の影響が も大きくなる位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の

判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央制御室，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認

及び隔離操作を含む。)により漏えい停止するまでの時間を適切に考

慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離

範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。 

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作するこ

とを保安規定に定めて，管理する。 

 

6.3.2 消火水等の放水による溢水 

消火水等の放水による溢水は，溢水防護対象設備が設置されてい

る建屋(以下「溢水防護建屋」という。)内において，水を使用する

消火設備である屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源として設定

する。その他，消火設備ではないが，消火活動に供する設備として，

水を噴霧する連結散水からの放水を溢水源として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違(再処理は複数の建屋を１つに纏めて定義している

ことによる相違) 
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溢水 00-01 R22 別添 1 

提出日：2022 年 12 月６日 

 

基本設計方針(別紙 1①) 比較表 

4 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違(赤字)について相違点を説明する。 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 基本設計方針 (9/6 申請補正書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 基本設計方針 (溢水 00-01 R22) 
相違点※ 

 

消火水等の放水による溢水量については，消火設備からの単位時

間当たりの放水量と放水時間から設定する。 

 

 

 

6.3.3 地震起因による溢水 

 

地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動

Ｓｓによる地震力によって破損は生じないことから，流体を内包す

る系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認

されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定す

る。 

 

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震

力に対して耐震性が確保されるものについては，溢水源として設定

しない。 

 

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，

溢水防護対象設備への溢水の影響が も大きくなるように評価す

る。 

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を

内包する機器のうち，基準地震動Ｓｓによって破損が生じる可能性

のある機器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合

において，溢水源となる配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢

水源となる容器は，全保有水量を溢水量として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火水等の放水による溢水量については，消火設備及び消火活動

に供する設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間から設定す

る。 

 

 

6.3.3 地震起因による溢水 

(1) 再処理施設内に設置された機器の破損による溢水 

地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動

Ｓｓによる地震力によって破損は生じないことから，流体を内包す

る系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認

されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定す

る。 

 

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して耐震性が確保されるものについては，溢水源として設定し

ない。 

 

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢

水防護対象設備への溢水の影響が も大きくなるように評価する。 

 

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を

内包する機器のうち，基準地震動Ｓｓによって破損が生じる可能性

のある機器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合

において，溢水源となる配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢

水源となる容器は，全保有水量を溢水量として設定する。 

 

(2) 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，

基準地震動Ｓｓによる地震力により生じる燃料貯蔵プール・ピット

等のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定する。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量につ

いては，基準地震動Ｓｓによる地震力により生じるスロッシングに

より燃料貯蔵プール・ピット等の外への漏えい量から設定する。 

 

・施設の相違(再処理施設は消火活動に供する設備に水噴霧消火設備

があるため，許可の記載に準じた記載とした。) 

 

 

 

 

・記載表現の相違(再処理は燃料貯蔵・ピットに係る項があるため，項

を分割しサブタイトルを記載した。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違(再処理は燃料貯蔵・ピットに係る項があるため，項

を分割しサブタイトルを記載した。) 
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溢水 00-01 R22 別添 1 

提出日：2022 年 12 月６日 

 

基本設計方針(別紙 1①) 比較表 

5 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違(赤字)について相違点を説明する。 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 基本設計方針 (9/6 申請補正書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 基本設計方針 (溢水 00-01 R22) 
相違点※ 

 

6.3.4 その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響

に伴う溢水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい

事象を想定する。 

具体的には，地下水の流入，降水のようなMOX燃料加工施設への直接

的な影響と，飛来物等による屋外タンク等の破損のような間接的な影

響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定し，

各事象において溢水源及び溢水量を設定する。 

 

6.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。 

(1) 溢水防護対象設備が設置されている区画 

(2) 中央監視室等 

(3) 運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする

又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路部 

 

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによ

って他の区画と分離される区画として設定する。 

溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備

の安全機能を損なうおそれがある高さ及び溢水防護区画を構成す

る壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護区画内の水

位が も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設定

する。 

また，消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合

は，開放した防水扉及び水密扉からの消火水の伝播を考慮する。 

 

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，

管理する。 

 

 

 

 

 

6.3.4 その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響

に伴う溢水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい

事象を想定する。 

具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な

影響と，飛来物等による屋外タンク等の破損のような間接的な影響，

機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定し，

各事象において溢水源及び溢水量を設定する。 

 

6.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。 

(1) 溢水防護対象設備が設置されている区画 

(2) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

(3) 運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする

通路部又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする

通路部 

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによっ

て他の区画と分離される区画として設定する。 

溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の

安全機能を損なうおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)

及び溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏

まえ，溢水防護区画内の水位が も高くなるように，より厳しい結

果を与える溢水経路を設定する。 

また，消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，

開放した防水扉及び水密扉からの消火水の伝播を考慮する。 

 

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，

管理する。 
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溢水 00-01 R22 別添 1 

提出日：2022 年 12 月６日 

 

基本設計方針(別紙 1①) 比較表 

6 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違(赤字)について相違点を説明する。 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 基本設計方針 (9/6 申請補正書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 基本設計方針 (溢水 00-01 R22) 
相違点※ 

6.5 燃料加工建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計

方針 

6.5.1 没水の影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路か

ら算出した溢水水位に対し，溢水防護対象設備が没水により安全機能

を損なわないことを評価する。 

 

また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ド

レン逆止弁の設置等の対策を行うことにより，溢水防護対象設備が没

水により安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

6.5.2 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被

水，消火水等による被水並びに天井面の開口部又は貫通部からの被

水に対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能

を損なわないことを評価する。 

 

また，保護構造を有する設計，溢水防護板の設置等の対策により，

溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計

方針 

6.5.1 没水の影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路

から算出した溢水水位に対し，溢水防護対象設備が没水により安全

機能を損なわないことを評価する。 

 

また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防

護区画外で発生した溢水の流入を防止する対策並びに緊急遮断弁の

設置及び漏えい検知器の設置による溢水量を低減する対策により，

溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。 

 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の溢水防護設

備の設計方針については，第2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護設

備」に示す。 

 

6.5.2 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被

水，消火水等による被水並びに天井面の開口部又は貫通部からの被

水に対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能

を損なわないことを評価する。 

 

また，被水の影響を受けないよう保護構造を有する設計，壁(貫通

部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生

した溢水の流入を防止する対策及び溢水防護板の設置による発生し

た溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する対策により，溢水防

護対象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。 

 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢水防護板等の溢水防護設

備の設計方針については，第2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護設

備」に示す。 

 

 

 

・記載方針の相違の相違(再処理は複数の建屋を１つに纏めて定義し

ていることによる相違) 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違の相違(施設の特徴として，再処理とMOXでは扱う液

体の量に大きな差があり，量が多い再処理は溢水による影響を防止

又は低減するために必要な溢水防護設備が多種必要になり得るた

め，各設備の目的と具体を明確にし，わかりやすい記載とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違の相違(施設の特徴として，再処理とMOXでは扱う液

体の量に大きな差があり，量が多い再処理は溢水による影響を防止

又は低減するために必要な溢水防護設備が多種必要になり得るた

め，各設備の目的と具体を明確にし，わかりやすい記載とした。) 
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溢水 00-01 R22 別添 1 
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7 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違(赤字)について相違点を説明する。 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 基本設計方針 (9/6 申請補正書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 基本設計方針 (溢水 00-01 R22) 
相違点※ 

消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置

されている溢水防護区画において水を放水する屋内消火栓及び連結

散水装置は用いず，放水しない消火手段を採用することにより，被

水の影響が発生しない設計とする。 

 

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動に

よる被水の影響を 小限に止めるため，溢水防護対象設備に対して

不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事項

として保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

6.5.3 蒸気影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影

響を確認するために，空調条件や解析区画を設定して解析を実施

し，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわないこ

とを評価する。 

 

 

また，自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システム

の設置等の対策，溢水防護対象設備への蒸気曝露試験又は机上評価

による健全性の確認により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により

安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置

されている溢水防護区画において固定式消火設備等の水を用いない

消火手段を採用することにより，被水の影響が発生しない設計とす

る。 

 

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動に

よる被水の影響を 小限に止めるため，溢水防護対象設備に対して

不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事項

として保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

6.5.3 蒸気影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影

響を確認するために，空調条件や解析区画を設定して実施した解析

結果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備

の健全性を確認することで，蒸気の影響により安全機能を損なわな

いことを評価する。 

 

また，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の

流入を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔

隔離システムの設置及びターミナルエンド防護カバーの設置によ

る漏えい蒸気量を低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸

気の溢水防護対象設備への曝露を防止する対策により，溢水防護対

象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設計とする。 

 

自動検知・遠隔隔離システム，蒸気防護板等の溢水防護設備の設

計方針については，第2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 (許可の記載に準じた記載とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違の相違(施設の特徴として，再処理とMOXでは扱う液

体の量に大きな差があり，量が多い再処理は溢水による影響を防止

又は低減するために必要な溢水防護設備が多種必要になり得るた

め，各設備の目的と具体を明確にし，わかりやすい記載とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222



溢水 00-01 R22 別添 1 

提出日：2022 年 12 月６日 

 

基本設計方針(別紙 1①) 比較表 

8 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違(赤字)について相違点を説明する。 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 基本設計方針 (9/6 申請補正書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 基本設計方針 (溢水 00-01 R22) 
相違点※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 燃料加工建屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設

計方針 

燃料加工建屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入し

ないことを評価する。 

また，燃料加工建屋外で発生を想定する溢水に対しては，燃料加

工建屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期待す

る範囲を境界とした燃料加工建屋内への流入を壁(貫通部止水処置

を含む。)，扉，堰等により防止する設計とすることにより，溢水防

護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.4  燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関

する溢水評価及び防護設計方針 

基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングによ

り，燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量を三次元流

動解析により評価する。 

その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置す

ることにより溢水量を低減する設計とする。 

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等

の水位低下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及

び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認

し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を

維持できる設計とする。 

 

6.6 屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 

6.6.1 溢水防護建屋に対する溢水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを

評価する。  

また，屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定

する溢水による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした溢

水防護建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等に

より防止する設計とすることにより，建屋内の溢水防護対象設備が

安全機能を損なわない設計とする。 

 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の溢水防護設備の設計方

針については，第2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

 

6.6.2 屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水により，屋外の溢水防護対象設備が安

全機能を損なわないことを評価する。 

また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢水の影響を受けるおそ

れのある部位に対して，溢水水位を上回る機能喪失高さを確保する

こと，保護構造を有すること及び机上評価にて健全性を確認するこ

とにより，屋外の溢水防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響を

受けて，安全機能を損なわない設計とする。 

・施設の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理では屋外に溢水防護対象設備があることによる相違 

(屋外に設置される設備を評価対象にしたことに伴い，屋外で想定

される溢水源に対して，屋外設備への影響評価および屋内設備への

影響評価を明確に分ける章構成とした。以下，この相違の理由を「相

違理由①」と称する。) 

・相違理由① 

 

・相違理由① 

 

 

 

 

 

・相違理由① 
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 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違(赤字)について相違点を説明する。 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 基本設計方針 (9/6 申請補正書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 基本設計方針 (溢水 00-01 R22) 
相違点※ 

第2章 個別項目 

7. その他の加工施設 

7.4 その他の主要な事項 

7.4.1 溢水防護設備 

溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章 

共通項目の「3．自然現象等」，「5．火災等による損傷の防止」，「6．

加工施設内における溢水による損傷の防止」及び「8．設備に対する

要求」に基づくものとする。 

 

安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設内における溢水が発生

した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。 

そのために，MOX燃料加工施設内に設置された機器及び配管の破損

(地震起因を含む。)による溢水，MOX燃料加工施設内で生じる異常状

態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水に

よる溢水が発生した場合においても，溢水防護設備により，溢水防

護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，

堰，床ドレン逆止弁，溢水防護板，自動検知・遠隔隔離システム，タ

ーミナルエンド防護カバー，蒸気防護板，地震計，緊急遮断弁，漏

えい検知器及び液位計で構成し，以下の設計とすることにより，溢

水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

(1) 流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防

水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等

の設置状況を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護

区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とする。 

 

また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設

備が没水しないよう設置する設計とする。 

第2章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.5 溢水防護設備 

溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章 

共通項目の「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「5. 火災等による損

傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.

 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び

「9. 設備に対する要求」に基づくものとする。 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した

場合においても，安全機能を損なわない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震

起因を含む。)による溢水，再処理施設内で生じる異常状態(火災を

含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水又

は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した

場合においても，溢水防護設備により，溢水防護対象設備が安全機

能を損なわない設計とする。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・

ピット等への給水機能を維持できる設計とする。 

 

溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，

堰，床ドレン逆止弁，溢水防護板，自動検知・遠隔隔離システム，タ

ーミナルエンド防護カバー，蒸気防護板，地震計，緊急遮断弁，漏

えい検知器，液位計，止水板及び蓋で構成し，以下の設計とするこ

とにより，溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設

計とする。 

 

(1) 流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防

水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等

の設置状況を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護

区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とする。 

 

また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設

備が没水しないよう設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・前提条件の相違(MOX 燃料加工施設では，「化学薬品の漏えい」が想

定されない。) 

 

 

 

 

 

・施設の相違 

 

 

 

・施設の相違 

 

 

 

 

 

・溢水防護設備の相違 
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 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違(赤字)について相違点を説明する。 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 基本設計方針 (9/6 申請補正書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 基本設計方針 (溢水 00-01 R22) 
相違点※ 

 

流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防

水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周

囲に設置する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対して流入

防止機能が維持できる設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによ

る地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に

対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。 

 

(2) 溢水防護板は，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損な

わないよう設置する設計とする。 

溢水源及び溢水経路に対して設置する溢水防護板は，想定する

水圧に耐える設計とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，

被水を防止する当該機能を損なわないよう設置する設計とする。 

 

溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料

又は難燃性材料を用いて製作し，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して耐震性を有する設計及び実機を想定した被水条件を考慮

しても当該機能を損なわないことを被水試験等により確認する

設計とする。 

 

 (3) 自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸

気影響を緩和するため，蒸気の漏えいを検知し，自動で漏えい蒸

気を隔離する設計とする。 

 

溢水源となる空調用蒸気設備に設置する蒸気遮断弁は，隔離信

号発信後10秒以内に自動隔離する設計とする。 

また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備

の健全性が確保されない場合には，破損想定箇所にターミナルエ

ンド防護カバーを設置することで蒸気影響を軽減する設計とす

る。 

 

(4) 蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機

能を損なわないよう，溢水防護対象設備に対して設置する設計と

する。 

 

流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防

水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周

囲に設置する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対して流入

防止機能が維持できる設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによ

る地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に

対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。 

 

(2) 溢水防護板は，発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防

止する設計とし，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損な

わないよう設置する設計とする。 

 

 

 

溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料

又は難燃性材料を用いて製作し，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して耐震性を有する設計及び実機を想定した被水条件を考慮

しても当該機能を損なわないことを被水試験等により確認する

設計とする。 

 

 (3) 自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸

気影響を緩和するため，蒸気の漏えいを検知し，自動で漏えい蒸

気を隔離する設計とする。 

 

溢水源となる一般蒸気等に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発

信後10秒以内に自動隔離する設計とする。 

また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備

の健全性が確保されない場合には，破損想定箇所にターミナルエ

ンド防護カバーを設置することで蒸気影響を軽減する設計とす

る。 

 

 (4) 蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機

能を損なわないよう，溢水防護対象設備に対して設置する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設の相違(MOX 燃料加工施設では新設であるため，溢水源と溢水経

路に板を直付する設計とできるが，再処理は既設なので，溢水源と

溢水経路に板を直付けせず，溢水防護対象設備を覆う形状で板を設

置する。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違(空調用に限らず，液移送に用いる蒸気を含むため，

許可の記載に準じた記載とした。) 
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溢水 00-01 R22 別添 1 

提出日：2022 年 12 月６日 

 

基本設計方針(別紙 1①) 比較表 

11 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違(赤字)について相違点を説明する。 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 基本設計方針 (9/6 申請補正書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 基本設計方針 (溢水 00-01 R22) 
相違点※ 

蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能

を有する設計とする。 

蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を

有する設計並びに蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧

力に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

 

 (5) 燃料加工建屋内に設置する緊急遮断弁は，緊急遮断弁と併設

する地震計にて地震の発生を検知し，他建屋から流入する系統及

び燃料加工建屋内を循環する系統を隔離できる設計とし，燃料加

工建屋内で発生する溢水量を低減する設計とする。 

 

 

地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て耐震性を有する設計とする。 

 

(6) 漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，中央監視室

からの手動遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔

離できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護設備については，保守点検等の運用を適切に実施するこ

とを保安規定に定めて，管理する。 

 

蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能

を有する設計とする。 

蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を

有する設計並びに蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧

力に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

 

 (5) 溢水防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道含む。)に設置する

緊急遮断弁は，制御建屋に設置する地震計からの信号で作動する

又は弁の感震機構で作動することにより，他建屋から流入する系

統を隔離できる設計とし，溢水防護建屋内で発生する溢水量を低

減する設計とする。 

 

地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て耐震性を有する設計とする。 

 

(6) 漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，中央制御室，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの手動遠隔

操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計と

する。 

 

(7) 止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置する

ことによりスロッシング水量を低減し，燃料貯蔵プール・ピット

等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確

保されることを確認し，それらを用いることにより適切な水温

及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。 

止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロ

ッシング水量を低減する性能が損なわれない設計とする。 

 

溢水防護設備については，保守点検等の運用を適切に実施するこ

とを保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 (許可の記載に準じた記載とした。) 

 

・記載方針の相違の相違(再処理は複数の建屋を１つに纏めて定義し

ていることによる相違) 

 

 

 

 

 

・施設の相違 

 

 

 

 

・溢水防護設備の相違 
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溢水 00-01 R22 別添 4 

提出日：2022 年 12 月６日 

 

基本設計方針(別紙 4-①) 比較表 

1 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

Ⅴ－１－１－７－１ 

溢水による損傷の防止に対する基本方針 

 

目   次 

 

1. 概要 

 

2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針 

2.1 溢水防護対象設備の選定 

2.2 溢水評価条件の設定 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.4 溢水防護設備の設計方針 

 

3. 準拠規格 

 

 

1. 概要 

本資料は，MOX燃料加工施設の溢水防護設計が「加工施設の技術基準

に関する規則」(以下「技術基準規則」という。)第十二条に適合する

ことを説明するものである。 

 

2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針 

安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設内における溢水の発生

によりその安全機能を損なうおそれがある場合において，防護措置そ

の他の適切な措置を講じることにより，溢水に対して安全機能を損な

わない設計とする。 

 

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する

安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を溢水から防護する

設備(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの設備が，没

水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計と

する。 

 

Ⅵ－１－１－６－１  

溢水による損傷の防止に対する基本方針 

 

目   次 

 

1. 概要 

 

2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針 

2.1 溢水防護対象設備の選定 

2.2 溢水評価条件の設定 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.4 溢水防護設備の設計方針 

 

3. 準拠規格 

 

 

1. 概要 

本資料は，再処理施設の溢水防護設計が 「再処理施設の技術基準に

関する規則」(以下 「技術基準規則」という。)第十二条に適合するこ

とを説明するものである。 

 

2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生により

その安全機能を損なうおそれがある場合において，防護措置その他の

適切な措置を講じることにより，溢水に対して安全機能を損なわない

設計とする。 

 

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する

安全上重要な機能を有する建物 ・構築物，系統及び機器を溢水から防

護する設備(以下 「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの設備

が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない

設計 （多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわ

ない設計）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前提条件の相違(MOX 燃料加工施設に対しては，安全上重要な施設の

多重化又は多様化に係る規則要求がない。) 
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溢水 00-01 R22 別添 4 

提出日：2022 年 12 月６日 

 

基本設計方針(別紙 4-①) 比較表 

2 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

そのために，「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」(以下「内

部溢水ガイド」という。)を参考に，溢水防護に係る設計時にMOX燃料

加工施設内において発生が想定される溢水の影響を評価(以下「溢水

評価」という。)し，溢水防護対象設備の安全性を損なうおそれがある

場合は，防護措置その他の適切な措置を講じることにより，安全機能

を損なわない設計とする。 

 

自然現象により発生する溢水及びその波及的影響により発生する

溢水に関しては，溢水防護対象設備の配置を踏まえ， も厳しい条件

となる影響を考慮し，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

溢水防護対象設備の選定方針を「2.1 溢水防護対象設備の選定」に

示す。 

 

溢水評価では，溢水を発生要因別に分類し，溢水の影響を評価する

ために想定する機器の破損等により生じる溢水(以下「想定破損によ

る溢水」という。)，MOX燃料加工施設内で生じる異常状態(火災を含

む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水(以下

「消火水等の放水による溢水」という。)及び地震に起因する機器の破

損等により生じる溢水(以下「地震起因による溢水」という。)を踏ま

え溢水源及び溢水量を設定する。 

 

 

 

 

 

また，その他の要因による溢水として，地下水の流入，地震以外の

自然現象，誤操作等により生じる溢水(以下「その他の溢水」という。)

を想定し，溢水源及び溢水量を設定する。 

そのために，「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」(以下 「内

部溢水ガイド」という。)を参考に，溢水防護に係る設計時に再処理施

設内において発生が想定される溢水の影響を評価(以下 「溢水評価」と

いう。)し，溢水防護対象設備の安全性を損なうおそれがある場合は，

防護措置その他の適切な措置を講じることにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

自然現象により発生する溢水及びその波及的影響により発生する

溢水に関しては，溢水防護対象設備の配置を踏まえ， も厳しい条件

となる影響を考慮し，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計

とする。 

また，事業指定基準規則の解釈に基づき，運転時の異常な過渡変化

又は設計基準事故(以下 「事故等」という。)の対処に必要な機器の単

一故障を考慮しても異常事象を収束できる設計とする。 

 

溢水防護対象設備の選定方針を 「2.1 溢水防護対象設備の選定」に

示す。 

 

溢水評価では，溢水を発生要因別に分類し，溢水の影響を評価する

ために想定する機器の破損等により生じる溢水(以下「想定破損によ

る溢水」という。)，再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の

拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水(以下「消火

水等の放水による溢水」という。)並びに地震に起因する機器の破損及

び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出しピット，燃料仮

置きピット，燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン取扱いピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット(以下 「燃料貯

蔵プール・ピット等」という。)のスロッシングにより生じる溢水(以

下 「地震起因による溢水」という。)を踏まえ溢水源及び溢水量を設定

する。 

 

また，その他の要因による溢水として，地下水の流入，地震以外の

自然現象，誤操作等により生じる溢水(以下 「その他の溢水」という。)

を想定し，溢水源及び溢水量を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・規則要求の相違(再処理施設は運転時の異常な過渡変化も含めてい

るため。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設の相違 
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基本設計方針(別紙 4-①) 比較表 

3 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水影響を評価するために，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏

まえ，溢水防護に対する評価対象区画とする溢水防護区画及び溢水経

路を設定する。溢水防護区画内外で発生を想定する溢水に対して，溢

水評価がより厳しい結果を与えるように溢水経路を設定する。 

 

溢水源，溢水量，溢水防護区画及び溢水経路の設定方針を「2.2 溢

水評価条件の設定」に示す。 

溢水評価では，溢水防護対象設備が，没水，被水及び蒸気の影響を

受けて安全機能を損なうおそれがないことを評価するとともに，防護

対策を実施する。 

 

具体的な評価及び防護設計方針を，「2.3.1 燃料加工建屋内で発生

する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針」のうち「(1) 没水の影

響に対する評価及び防護設計方針」，「(2) 被水の影響に対する評価

及び防護設計方針」及び「(3) 蒸気影響に対する評価及び防護設計方

針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を

含む。)とし，設計図書(施工図面等)及び必要に応じ現場確認等により

抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。なお，

「Ⅵ－１－１－７－１ 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対す

る基本方針」の「2.2 再処理施設における化学薬品取扱いの基本方

針」に示す化学薬品についても，機器等に内包される液体であること

を踏まえ，ここで溢水源として想定する。 

 

溢水影響を評価するために，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏

まえ，溢水防護に対する評価対象区画とする溢水防護区画及び溢水経

路を設定する。溢水防護区画内外で発生を想定する溢水に対して，溢

水評価がより厳しい結果を与えるように溢水経路を設定する。 

 

溢水源，溢水量，溢水防護区画及び溢水経路の設定方針を 「2.2 溢

水評価条件の設定」に示す。 

溢水評価では，溢水防護対象設備が，没水，被水及び蒸気の影響を

受けて安全機能を損なうおそれがないことを評価するとともに，防護

対策を実施する。 

 

具体的な評価及び防護設計方針を，「2.3.1 溢水防護建屋内で発生

する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針」のうち 「(1) 没水の影

響に対する評価及び防護設計方針」，「(2) 被水の影響に対する評価

及び防護設計方針」及び 「(3) 蒸気影響に対する評価及び防護設計方

針」に示す。 

 

基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，

燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水を三次元流動解析に

より評価する。その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及

び蓋を設置することにより溢水量を低減する設計とする。算出した溢

水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考

慮しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・

ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いるこ

とにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。 

・前提条件の相違(MOX燃料加工施設では，「化学薬品の漏えい」が想定

されない。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違(再処理は複数の建屋を１つに纏めて定義している

ことによる相違) 

 

 

 

 

・施設の相違 
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4 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

 

 

 

 

 

燃料加工建屋外で発生を想定する溢水に対しては，燃料加工建屋外

で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期待する範囲を境

界とした燃料加工建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，扉，

堰等により防止する設計とし，溢水防護対象設備が安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な評価及び防護設計方針を，「2.3.2 燃料加工建屋外で発生

する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針」に示す。 

 

溢水防護対象設備が発生を想定する溢水により安全機能を損なわ

ないよう，防護対策その他の適切な処置を実施する。 

 

発生を想定する溢水から溢水防護対象設備を防護するための設備

(以下「溢水防護設備」という。)について，実施する防護対策その他

の適切な処置の設計方針を「2.4 溢水防護設備の設計方針」に示す。 

 

溢水評価の条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確

認するために，各種設備の追加，改造若しくは撤去又は資機材の持込

みにより評価条件としている溢水源，溢水経路，滞留面積等に見直し

がある場合は，溢水評価への影響確認を実施することを保安規定に定

めて，管理する。 

具体的な評価及び防護設計方針を，「2.3.1 溢水防護建屋内で発生

する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針」のうち 「(4)  燃料貯

蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する溢水評価及

び防護設計方針」に示す。 

 

屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水

による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護対象

設備が設置されている建屋(以下 「溢水防護建屋」という。)内への流

入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等により防止する設計とし，

建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。ま

た，屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外の溢水防護対象設備

のうち，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，溢水防護対

象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ(以下 「機能喪失高さ」と

いう。)が地表面に滞留を想定する溢水水位を上回る設計，水の浸入経

路からの水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計及び机上評価にて健

全性を確認する設計とすることにより，屋外の溢水防護対象設備が没

水，被水及び蒸気の影響を受けて，安全機能を損なわない設計とする。 

 

具体的な評価及び防護設計方針を，「2.3.2 屋外で発生する溢水に

関する溢水評価及び防護設計方針」に示す。 

 

溢水防護対象設備が発生を想定する溢水により安全機能を損なわ

ないよう，防護対策その他の適切な処置を実施する。 

 

発生を想定する溢水から溢水防護対象設備を防護するための設備

(以下 「溢水防護設備」という。)について，実施する防護対策その他

の適切な処置の設計方針を 「2.4 溢水防護設備の設計方針」に示す。 

 

溢水評価の条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確

認するために，各種設備の追加，改造若しくは撤去又は資機材の持込

みにより評価条件としている溢水源，溢水経路，滞留面積等に見直し

がある場合は，溢水評価への影響確認を実施することを保安規定に定

めて，管理する。 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違(再処理では屋外に溢水防護対象設備があるため，屋

外の溢水防護対象設備の防護に係る設計の記載を追記したことに

よる相違) 

・記載方針の相違(再処理は複数の建屋を１つに纏めて定義している

ことによる相違) 

・記載方針の相違の相違(施設の特徴として，再処理とMOXでは扱う液

体の量に大きな差があり，量が多い再処理は溢水による影響を防止

又は低減するために必要な溢水防護設備が多種必要になり得るた

め，各設備の目的と具体を明確にし，わかりやすい記載とした。) 

 

 

 

 

・記載方針の相違(再処理では屋外の溢水防護対象設備の防護に係る

設計の記載を追記したことに伴う項構成の見直していることによ

る相違) 
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5 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

 

2.1 溢水防護対象設備の選定 

溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要が

ある施設を全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とし，その

上で事業許可基準規則及びその解釈並びに内部溢水ガイドで定めら

れている，溢水から防護すべき安全機能を踏まえ，全ての安全機能を

有する構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するもの

として，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を溢水防護

対象設備として選定する。 

 

具体的には，以下の設備を溢水防護対象設備とする。 

・安全機能の喪失により，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすお

それがある設備 

・設計基準事故時において，公衆又は従事者への放射線障害を防止

するため，放射性物質又は放射線がMOX燃料加工施設外へ放出さ

れることを抑制又は防止するために必要な設備(設計基準事故の

拡大防止及び影響緩和のために必要な設備を含む) 

 

 

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷

を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わ

せることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うことを保安

規定に定めて，管理する。 

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計である

ことを確認するため，溢水評価を実施する。 

溢水防護対象設備のうち，溢水影響を受けても必要な機能を損なう

おそれがない静的機器，駆動源を失っても要求される機能を損なわな

い機器については，溢水評価の対象としない。 

 

 

 

2.1 溢水防護対象設備の選定 

溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要が

ある施設を全ての安全機能を有する建物 ・構築物，系統及び機器とし，

その上で事業指定基準規則及びその解釈並びに内部溢水ガイドで定

められている，溢水から防護すべき安全機能を踏まえ，全ての安全機

能を有する建物 ・構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期

待するものとして，安全上重要な機能を有する建物 ・構築物，系統及

び機器を溢水防護対象設備として選定する。 

 

具体的には，以下の設備を溢水防護対象設備とする。 

・安全機能の喪失により，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそ

れがある設備 

・設計基準事故時において，公衆又は従事者への放射線障害を防止す

るため，放射性物質又は放射線が再処理施設外へ放出されることを

抑制又は防止するために必要な設備(燃料貯蔵プール・ピット等の

冷却及び給水の機能を適切に維持するために必要な設備並びに事

故等の拡大防止及び影響緩和のために必要な設備を含む。) 

 

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷

を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わ

せることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うことを保安

規定に定めて，管理する。 

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計である

ことを確認するため，溢水評価を実施する。 

溢水防護対象設備のうち，溢水影響を受けても必要な機能を損なう

おそれがない臨界管理対象機器，静的機器，水中に設置される機器及

び動的機能が喪失しても安全機能に影響しない機器については，溢水

評価の対象としない。 

 

 

 

 

 

・規則名称の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設の相違 
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 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響確

認を行うことを保安規定に定めて，管理する。 

 

溢水防護対象設備の選定及び溢水評価の対象の設定に係る具体的

な内容を「Ｖ－１－１－７－２ 溢水防護対象設備の選定」に示す。 

 

 

2.2 溢水評価条件の設定 

2.2.1 溢水源及び溢水量の設定  

溢水源及び溢水量は，想定破損による溢水，消火水等の放水による

溢水，地震起因による溢水及びその他の溢水を踏まえ設定する。  

 

(1) 想定破損による溢水 

想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，1系統における単

一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を内包する配

管とし，配管の破損箇所を溢水源として設定する。 

 

 

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，

高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。 

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完

全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管

肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」という。)」

を想定する。 

 

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場

合は，発生応力と許容応力の比による応力評価の結果に基づく破損形

状を想定する。 

高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力

が許容応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.

8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損

は想定しない。 

 

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響確

認を行うことを保安規定に定めて，管理する。 

 

溢水防護対象設備の選定及び溢水評価の対象の設定に係る具体的

な内容を「Ⅵ－１－１－６－２ 溢水防護対象設備の選定」に示す。 

 

 

2.2 溢水評価条件の設定 

2.2.1 溢水源及び溢水量の設定 

溢水源及び溢水量は，想定破損による溢水，消火水等の放水による

溢水，地震起因による溢水及びその他の溢水を踏まえ設定する。 

 

(1) 想定破損による溢水 

想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，特定の事象に起

因しない機器の破損を想定した事象であることを踏まえ，他の系統及

び機器は健全なものと仮定して1系統における単一の機器の破損を想

定し，溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損

箇所を溢水源として設定する。 

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，

高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。 

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則 「完

全全周破断」，低エネルギ配管は，原則 「配管内径の1/2の長さと配管

肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下 「貫通クラック」という。)」

を想定する。 

 

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場

合は，発生応力と許容応力の比による応力評価の結果に基づく破損形

状を想定する。 

高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力

が許容応力の0.8倍を超える場合は 「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8

倍以下であれば 「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は

想定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 
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 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超

える場合は「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定

しない。 

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影

響するような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を

実施することを保安規定に定めて，管理する。 

 

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢

水の影響が も大きくなる位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の

判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央監視室からの隔離(運

転員の状況確認及び隔離操作を含む。)により漏えい停止するまでの

時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後の溢水

量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。 

 

 

なお，手動による漏えいの停止のために現場及び中央監視室を確認

し操作することを保安規定に定めて，管理する。 

 

 

(2) 消火水等の放水による溢水 

消火水等の放水による溢水は，燃料加工建屋内において，水を使用

する消火設備である屋内消火栓及び連結散水装置からの放水を溢水

源として設定する。 

 

 

消火水等の放水による溢水量については，消火設備からの単位時間

当たりの放水量と放水時間から設定する。 

 

なお，燃料加工建屋内には，自動作動するスプリンクラを設置しな

い設計とする。 

 

 

 

また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超

える場合は 「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定

しない。 

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影

響するような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を

実施することを保安規定に定めて，管理する。 

 

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢

水の影響が も大きくなる位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の

判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央制御室，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び

隔離操作を含む。)により漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，

想定する破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内

の系統の保有水量を合算して設定する。 

 

なお，手動による漏えいの停止のために現場，中央制御室並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室を確認し操作すること

を保安規定に定めて，管理する。 

 

(2) 消火水等の放水による溢水 

消火水等の放水による溢水は，溢水防護建屋内において，水を使用

する消火設備である屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源として

設定する。その他，消火設備ではないが，消火活動に供する設備とし

て，水を噴霧する連結散水からの放水を溢水源として設定する。 

 

消火水等の放水による溢水量については，消火設備及び消火活動に

供する設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間から設定する。 

 

なお，溢水防護建屋内には，自動作動するスプリンクラを設置しな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設名称の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違(再処理は複数の建屋を１つに纏めて定義している

ことによる相違) 

・施設の相違(保有する設備の相違) 

 

 

・施設の相違(保有する設備の相違) 

 

 

・記載方針の相違(再処理は複数の建屋を１つに纏めて定義している

ことによる相違) 
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 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

(3) 地震起因による溢水 

 

地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓ

ｓによる地震力によって破損は生じないことから，流体を内包する系

統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されて

いない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。 

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して耐震性が確保されるものについては，溢水源として設定しな

い。 

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢

水防護対象設備への溢水の影響が も大きくなるように評価する。 

 

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内

包する機器のうち，基準地震動Ｓｓによって破損が生じる可能性のあ

る機器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合におい

て，溢水源となる配管は，破損形状を完全全周破断とした溢水量とし，

溢水源となる容器は，全保有水量を溢水量として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に

伴う溢水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象

を想定する。 

具体的には，地下水の流入，降水のようなMOX燃料加工施設への直接

的な影響と，飛来物等による屋外タンク等の破損のような間接的な影

(3) 地震起因による溢水 

 a. 再処理施設内に設置された機器の破損による溢水 

地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓ

ｓによる地震力によって破損は生じないことから，流体を内包する系

統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されて

いない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。 

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して耐震性が確保されるものについては，溢水源として設定しな

い。 

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢

水防護対象設備への溢水の影響が も大きくなるように評価する。 

 

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内

包する機器のうち，基準地震動Ｓｓによって破損が生じる可能性のあ

る機器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合におい

て，溢水源となる配管は，破損形状を完全全周破断とした溢水量とし，

溢水源となる容器は，全保有水量を溢水量として設定する。 

 

b. 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，

基準地震動Ｓｓによる地震力により生じる燃料貯蔵プール・ピット等

のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定する。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量につ

いては，基準地震動Ｓｓによる地震力により生じるスロッシングによ

り燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えい量から設定する。 

 

 

(4) その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に

伴う溢水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象

を想定する。 

具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な

影響と，飛来物等による屋外タンク等の破損のような間接的な影響，

 

・記載表現の相違（再処理は燃料貯蔵・ピットに係る項があるため，

項を分割しサブタイトルを記載した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違（再処理は燃料貯蔵・ピットに係る項があるため，

項を分割しサブタイトルを記載した。） 
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 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定し，

各事象において溢水源及び溢水量を設定する。 

溢水源及び溢水量の設定の具体的な内容を「Ｖ－１－１－７－３ 

溢水評価条件の設定」のうち「2. 溢水源及び溢水量の設定」に示す。 

また，応力評価により溢水源から除外する設備の評価の具体的な内

容を「Ⅴ－１－１－７－６ 溢水への配慮が必要な施設の強度に関す

る説明書」に，耐震性の確認により溢水源から除外する設備の評価の

具体的な内容を「Ⅲ－５ 溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関す

る説明書」に示す。 

 

2.2.2 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水評価に当たっては，壁，扉，堰，床段差等を境界とした評価に

用いる区画を設定する。溢水防護区画は，設定した区画のうち溢水評

価を実施する区画として，以下のとおり設定する。 

(1) 評価対象の溢水防護対象設備が設置されている区画 

(2) 中央監視室，制御第1室，制御第4室 

(3) 運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスす

る又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路部

(以下「アクセス通路部」という。) 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによっ

て他の区画と分離される区画として設定し，溢水防護区画を構成する

壁，扉，堰，床段差等については，現場の設備等の設置状況を踏まえ，

溢水の伝播に対する評価条件を設定する。 

 

溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の

安全機能を損なうおそれがある高さ並びに溢水防護区画とその他の

区画(溢水防護対象設備が存在しない区画又は通路)との間における

伝播経路となる防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，天

井面開口部及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレンの連接状況

並びにこれらに対する流入防止対策の有無を踏まえ，溢水防護区画内

の水位が も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設

定する。 

 

機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定し，各

事象において溢水源及び溢水量を設定する。 

溢水源及び溢水量の設定の具体的な内容を「Ⅵ－１－１－６－３ 

溢水評価条件の設定」のうち 「2. 溢水源及び溢水量の設定」に示す。 

また，応力評価により溢水源から除外する設備の評価の具体的な内

容を「Ⅵ－１－１－７－６ 溢水への配慮が必要な施設の強度に関す

る説明書」に，耐震性の確認により溢水源から除外する設備の評価の

具体的な内容を「Ⅳ－４ 溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設の

耐震性に関する説明書」に示す。  

 

2.2.2 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水評価に当たっては，壁，扉，堰，床段差等を境界とした評価に

用いる区画を設定する。溢水防護区画は，設定した区画のうち溢水評

価を実施する区画として，以下のとおり設定する。 

(1) 溢水防護対象設備が設置されている区画 

(2) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

(3) 運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスす

る通路部又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする

通路部(以下「アクセス通路部」という。)  

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによっ

て他の区画と分離される区画として設定し，溢水防護区画を構成する

壁，扉，堰，床段差等については，現場の設備等の設置状況を踏まえ，

溢水の伝播に対する評価条件を設定する。 

 

溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の

機能喪失高さ並びに溢水防護区画とその他の区画(溢水防護対象設備

が存在しない区画又は通路)との間における伝播経路となる防水扉及

び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井面開口部及び貫通部，

床面開口部及び貫通部，床ドレンの連接状況並びにこれらに対する流

入防止対策の有無を踏まえ，溢水防護区画内の水位が も高くなるよ

うに，より厳しい結果を与える溢水経路を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前提条件の相違(MOX 燃料加工施設では，「化学薬品の漏えい」が想

定されない。) 
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 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放し

た防水扉及び水密扉からの消火水の伝播を考慮した溢水経路とする。

また，壁貫通部止水処置は，原則火災により機能を損なわない設計と

する。ただし，熱膨張を考慮する必要があり耐火性能を有する壁貫通

部止水処置の使用が不適切となる箇所及び狭隘部で耐火性能を有す

る壁貫通部止水処置の施工が困難な箇所は，消火水の溢水経路として

考慮する。 

 

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，

管理する。 

溢水防護区画及び溢水経路の設定の具体的な内容を「Ⅴ－１－１－

７－３ 溢水評価条件の設定」のうち「3. 溢水防護区画及び溢水経

路の設定」に示す。 

 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.1 燃料加工建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設

計方針 

(1) 没水の影響に対する評価及び防護設計方針  

想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路か

ら算出した溢水水位に対し，溢水防護対象設備が安全機能を損なうお

それがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比較し，溢水防護

対象設備が没水により安全機能を損なわないことを評価する。 

 

また，溢水の流入状態，溢水源からの距離，溢水が滞留している区

画での人のアクセスによる一時的な水位変動を考慮し，機能喪失高さ

は発生した溢水による水位に対して安全余裕を確保する設計とする。 

さらに，床勾配のある区画については，床面高さのばらつきを考慮

し安全余裕を確保する設計とする。 

没水の影響に対する防護設計として，壁(貫通部止水処置を含む。)，

防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁の設置等の対策を行うことに

より，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放し

た防水扉及び水密扉からの消火水の伝播を考慮した溢水経路とする。

また，壁貫通部止水処置は，原則火災により機能を損なわない設計と

する。ただし，熱膨張を考慮する必要があり耐火性能を有する壁貫通

部止水処置の使用が不適切となる箇所及び狭隘部で耐火性能を有す

る壁貫通部止水処置の施工が困難な箇所は，消火水の溢水経路として

考慮する。 

 

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，

管理する。 

溢水防護区画及び溢水経路の設定の具体的な内容を 「Ⅵ－１－１－

６－３ 溢水評価条件の設定」のうち 「3. 溢水防護区画及び溢水経

路の設定」に示す。 

 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.1 溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護

設計方針 

(1) 没水の影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路か

ら算出した溢水水位に対し，機能喪失高さを比較し，溢水防護対象設

備が没水により安全機能を損なわないことを評価する。 

 

 

また，溢水の流入状態，溢水源からの距離，溢水が滞留している区

画での人のアクセスによる一時的な水位変動を考慮し，機能喪失高さ

は発生した溢水による水位に対して安全余裕を確保する設計とする。 

さらに，床勾配のある区画については，床面高さのばらつきを考慮

し安全余裕を確保する設計とする。 

没水の影響に対する防護設計として，壁(貫通部止水処置を含む。)，

防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止

する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検知器の設置による溢

水量を低減する対策により，溢水防護対象設備が没水により安全機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違(再処理は複数の建屋を１つに纏めて定義している

ことによる相違) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違の相違(施設の特徴として，再処理とMOXでは扱う液

体の量に大きな差があり，量が多い再処理は溢水による影響を防止

又は低減するために必要な溢水防護設備が多種必要になり得るた

め，各設備の目的と具体を明確にし，わかりやすい記載とした。) 
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 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

 

消火水の放水による没水影響で溢水防護対象設備の機能を損なう

おそれがある場合には，水を用いない消火手段(窒素消火装置による

消火，二酸化炭素消火装置による消火，消火器による消火)を採用する

ことで没水の影響が発生しない設計とする。 

さらに当該エリアへの不用意な放水を行わない運用とすることと

し保安規定に定めて，管理する。 

 

没水影響に対する評価の具体的な内容を「Ⅴ－１－１－７－４ 溢

水影響に関する評価」のうち「2.1.1 没水影響に対する評価」に示す。 

 

 

 

(2) 被水の影響に対する評価及び防護設計方針  

想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，

消火水等による被水並びに天井面の開口部又は貫通部からの被水に

対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を損な

わないことを評価する。 

 

なお，溢水防護対象設備があらゆる方向からの水の飛まつによって

も有害な影響を生じないよう，保護構造を有していれば，溢水防護対

象設備は安全機能を損なわない。 

 

被水の影響に対する防護設計として，保護構造を有する設計，溢水

防護板の設置等の対策により，溢水防護対象設備が被水により安全機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火水の放水による没水影響で溢水防護対象設備の機能を損なう

おそれがある場合には，水を用いない消火手段(窒素消火装置による

消火，二酸化炭素消火装置による消火，消火器による消火)を採用する

ことで没水の影響が発生しない設計とする。 

さらに当該エリアへの不用意な放水を行わない運用とすることと

し保安規定に定めて，管理する。 

 

没水影響に対する評価の具体的な内容を 「Ⅵ－１－１－６－４ 溢

水影響に関する評価」のうち 「2.1.1 没水影響に対する評価」に，没

水影響に対する溢水防護設備の詳細設計を 「Ⅵ－１－１－６－５ 溢

水防護設備の詳細設計」に示す。 

 

(2) 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，

消火水等による被水並びに天井面の開口部又は貫通部からの被水に

対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を損な

わないことを評価する。 

 

なお，溢水防護対象設備があらゆる方向からの水の飛まつによって

も有害な影響を生じないよう，保護構造を有していれば，溢水防護対

象設備は安全機能を損なわない。 

 

被水の影響に対する防護設計として，被水の影響を受けないよう保

護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置

による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢

水防護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を

防止する対策により，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違の相違(施設の特徴として，再処理と MOX では扱う

液体の量に大きな差があり，量が多い再処理は溢水による影響を防止

又は低減するために必要な溢水防護設備が多種必要になり得るため，

各設備の目的と具体を明確にし，わかりやすい記載とした。) 
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12 

 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

保護構造を有さない場合は，機能を損なうおそれがない配置設計又

は消火水等の放水による被水の影響が発生しないよう溢水防護対象

設備が設置されている溢水防護区画において水を放水する屋内消火

栓及び連結散水装置は用いず，放水しない消火手段(窒素消火装置に

よる消火，二酸化炭素消火装置による消火又は消火器による消火)を

採用することにより，被水の影響が発生しない設計とする。 

保護構造により安全機能を損なわない設計とする設備については，

評価された被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを設計

時に確認し，保護構造を維持するための保守管理を実施することを保

安規定に定めて，管理する。 

 

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動に

よる被水の影響を 小限に止めるため，溢水防護対象設備に対して不

用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事項と

して保安規定に定めて，管理する。 

 

被水影響に対する評価の具体的な内容を「Ⅴ－１－１－７－４ 溢

水影響に関する評価」のうち「2.1.2 被水影響に対する評価」に示す。 

 

 

 

(3) 蒸気影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響

を確認するために，空調条件や解析区画を設定して解析を実施し，溢

水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわないことを評

価する。 

 

蒸気の影響に対しては，蒸気曝露試験又は机上評価によって蒸気の

影響に対して耐性を有することを確認する。 

具体的には，溢水防護対象設備が，溢水源から漏えいした蒸気の直

接噴出及び拡散による影響を受け，蒸気曝露試験又は机上評価によっ

て溢水防護対象設備の健全性が確認されている条件(温度，湿度及び

圧力)を超えない耐蒸気性を有する設計とする。 

保護構造を有さない場合は，機能を損なうおそれがない配置設計又

は消火水等の放水による被水の影響が発生しないよう溢水防護対象

設備が設置されている溢水防護区画において水を用いない消火手段

(窒素消火装置による消火，二酸化炭素消火装置による消火又は消火

器による消火)を採用することにより，被水の影響が発生しない設計

とする。 

保護構造により安全機能を損なわない設計とする設備については，

評価された被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを設計

時に確認し，保護構造を維持するための保守管理を実施することを保

安規定に定めて，管理する。 

 

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動に

よる被水の影響を 小限に止めるため，溢水防護対象設備に対して不

用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事項と

して保安規定に定めて，管理する。 

 

被水影響に対する評価の具体的な内容を 「Ⅵ－１－１－６－４ 溢

水影響に関する評価」のうち 「2.1.2 被水影響に対する評価」に，被

水影響に対する溢水防護設備の詳細設計を 「Ⅵ－１－１－６－５ 溢

水防護設備の詳細設計」に示す。 

 

(3) 蒸気影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響

を確認するために，空調条件や解析区画を設定して実施した解析結果

を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の健全

性を確認することで，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを

評価する。 

 

 

具体的には，溢水防護対象設備が，溢水源から漏えいした蒸気の直

接噴出及び拡散による影響を受け，蒸気曝露試験又は机上評価によっ

て溢水防護対象設備の健全性が確認されている条件(温度，湿度及び

圧力)を超えない耐蒸気性を有することを確認する。 

 

 

・記載方針の相違 (許可の記載に準じた記載とした。) 
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 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

 

蒸気影響に対する防護設計として，自動で漏えい蒸気を早期隔離す

る自動検知・遠隔隔離システムの設置等の対策，溢水防護対象設備へ

の蒸気曝露試験又は机上評価による健全性の確認により，溢水防護対

象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

蒸気曝露試験は，漏えい蒸気による環境において要求される機能を

損なうおそれがある設備を対象に，漏えい蒸気による環境条件(温度，

湿度及び圧力)により対象設備が要求される機能を損なわないことを

評価するために実施する。ただし，試験実施が困難な機器については，

漏えい蒸気による環境条件に対する耐性を机上評価する。 

 

溢水防護対象設備が蒸気環境に曝された場合，溢水防護対象設備の

安全機能が損なわれていないことを確認することとし，保安規定に定

めて，管理する。 

 

蒸気影響に対する評価の具体的な内容を「Ｖ－１－１－７－４ 溢

水影響に関する評価」のうち「2.1.3 蒸気影響に対する評価」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の設置による溢水防護

区画外からの漏えい蒸気の流入を防止する対策，自動で漏えい蒸気を

隔離する自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナルエンド防

護カバーの設置による漏えい蒸気量を低減する対策並びに蒸気防護

板による漏えい蒸気の溢水防護対象設備への曝露を防止する対策に

より，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設

計とする。 

 

蒸気曝露試験は，漏えい蒸気による環境において要求される機能を

損なうおそれがある設備を対象に，漏えい蒸気による環境条件 （温度，

湿度及び圧力）により対象設備が要求される機能を損なわないことを

評価するために実施する。ただし，試験実施が困難な機器については，

漏えい蒸気による環境条件に対する耐性を机上評価する。 

 

溢水防護対象設備が蒸気環境に曝された場合，溢水防護対象設備の

安全機能が損なわれていないことを確認することとし，保安規定に定

めて，管理する。 

 

蒸気影響に対する評価の具体的な内容を 「Ⅵ－１－１－６－４ 溢

水影響に関する評価」のうち 「2.1.3 蒸気影響に対する評価」に，蒸

気影響に対する溢水防護設備の詳細設計を 「Ⅵ－１－１－６－５ 溢

水防護設備の詳細設計」に示す。 

 

(4)  燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関す

る溢水評価及び防護設計方針 

基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，

燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする水の量を三次元流動解析

により評価する。 

その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置す

ることによりスロッシング水量を低減する設計とする。 

燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置する止水板及び蓋の詳細設

計を「Ⅵ－１－１－６－５ 溢水防護設備の詳細設計」に示す。 

 

・記載方針の相違の相違(施設の特徴として，再処理とMOXでは扱う液

体の量に大きな差があり，量が多い再処理は溢水による影響を防止又

は低減するために必要な溢水防護設備が多種必要になり得るため，各

設備の目的と具体を明確にし，わかりやすい記載とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設の相違 
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 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 燃料加工建屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設

計方針 

屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評

価する。 

 

 

燃料加工建屋外で発生を想定する溢水に対しては，燃料加工建屋外

で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期待する範囲を境

界とした燃料加工建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，扉，

堰等により防止する設計とすることにより，溢水防護対象設備が安全

機能を損なわない設計とする。 

地表面に滞留する溢水に対しては，燃料加工建屋外で発生を想定す

る溢水による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした燃料加

工建屋内へ流入しないよう，建屋外壁の開口部の設置高さを確保する

設計とする。 

 

建屋外壁の開口部の設置高さについて，「Ⅴ－２－２ 平面図及び

断面図」の「第2.2.1-5図 燃料加工建屋地上1階平面図(T.M.S.L.56.

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の

水位低下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃

料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，そ

れらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持で

きる設計とする。 

また，スロッシングによる溢水(その他機器の地震起因による溢水

を含む。)の影響を受けて，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び

燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能の維持に必要な機器が安全機

能を損なうおそれがないことを評価する。 

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なうおそれがある場

合には，防護対策その他の適切な処置を実施する。 

 

燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関する評価の具体的な内容

を 「Ⅵ－１－１－６－４ 溢水影響に関する評価」のうち 「2.1.4 燃

料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関する評価」に示す。 

2.3.2 屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 

(1)溢水防護建屋に対する溢水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水は，溢水防護建屋内の溢水防護区画に流

入することにより，建屋内の溢水防護対象設備の安全機能を損なう可

能性がある。このため，屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画

に流入しないことを評価する。 

屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水

による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋

内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等により防止する

設計とすることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損な

わない設計とする。 

地表面に滞留する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水によ

る影響を評価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内へ

流入しないよう，建屋外壁の開口部の設置高さを確保する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理では屋外に溢水防護対象設備があることによる相違 

（屋外に設置される設備を評価対象にしたことに伴い，屋外で想定

される溢水源に対して，屋外設備への影響評価および屋内設備への

影響評価を明確に分ける章構成とした。以下，この相違の理由を「相

違理由①」と称する。) 

 

・相違理由① 

 

 

 

 

・相違理由① 

 

 

 

 

・記載方針の相違(第１回申請対象の相違。) 
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 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

80m)」及び「第2.2.1-8図 燃料加工建屋A-A断面図」に示す。 

なお，屋外での溢水による影響に係る概略評価を行い，地表面に滞

留する溢水の水位が建屋外壁の開口部の設置高さを下回ることを確

認した。 

また，地下水に対しては，流入経路に地下水面からの水頭圧に耐え

る壁(貫通部止水処置を含む。)による流入防止措置を実施することに

より，地下水の流入による影響を評価する上で期待する範囲を境界と

した燃料加工建屋内への流入を防止する設計とし，溢水防護対象設備

が安全機能を損なわない設計とする。 

燃料加工建屋外で発生する溢水に関する溢水評価の具体的な内容

を「Ⅴ－１－１－７－４ 溢水影響に関する評価」のうち「2.2 防護

すべき設備を内包する建屋外で発生する溢水に関する溢水評価」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地下水に対しては，流入経路に地下水面からの水頭圧に耐え

る壁(貫通部止水処置を含む。)，扉等による流入防止措置等を実施す

ることにより，地下水の流入による影響を評価する上で期待する範囲

を境界とした溢水防護建屋内への流入を防止する設計とし，溢水防護

対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

溢水防護建屋内への流入に対する溢水評価の具体的な内容を 「Ⅵ－

１－１－６－４ 溢水影響に関する評価」のうち 「2.2.1 防護すべき

設備を内包する建屋に対する評価」に，溢水防護建屋内への流入に対

する溢水防護設備の詳細設計を 「Ⅵ－１－１－６－５ 溢水防護設備

の詳細設計」に示す。 

 

(2)屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水により，屋外の溢水防護対象設備が安全

機能を損なわないことを評価する。 

屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水のうち

屋外タンク等の破損による溢水により没水し，屋外の溢水防護対象設

備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を受けるおそれのある部

位に対して，必要な機能喪失高さを確保する設計とする。また，屋外

で発生を想定する溢水のうち屋外タンク等の破損による溢水により

被水し，屋外の溢水防護対象設備の安全機能を損なわないよう，溢水

の影響を受けるおそれのある部位に対して，水の浸入経路からの水の

浸入を防ぐ保護構造を有する設計とする。さらに，屋外タンク等の破

損により発生する蒸気の影響を受けて，屋外の溢水防護対象設備の安

全機能を損なわないよう，蒸気の影響を受けるおそれのある部位に対

して，机上評価にて健全性を確認する設計とする。 

屋外で発生を想定する溢水のうち降水に対する影響評価ついては，

「Ⅵ－１－１－１－１ 自然現象等への配慮に関する説明書」にて説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・相違理由① 

 

・相違理由① 

・記載方針の相違(再処理は複数の建屋を１つに纏めて定義している

ことによる相違) 

 

 

 

・相違理由① 
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 ※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

 

 

 

 

 

2.4 溢水防護設備の設計方針 

安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設内における溢水が発生

した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。 

そのために，MOX燃料加工施設内に設置された機器及び配管の破損

(地震起因を含む。)による溢水，MOX燃料加工施設内で生じる異常状態

(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による

溢水が発生した場合においても，溢水防護設備により，溢水防護対象

設備が安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，

堰，床ドレン逆止弁，溢水防護板，自動検知・遠隔隔離システム，タ

ーミナルエンド防護カバー，蒸気防護板，地震計，緊急遮断弁，漏え

い検知器及び液位計で構成し，以下の設計とすることにより，溢水防

護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計とする。 

溢水防護設備の設計に当たっては，溢水防護設備が要求される機能

を踏まえ，溢水の伝播を防止する設備，蒸気影響を緩和する設備及び

溢水量を低減する設備に分類し以下のとおり設計方針を定める。 

 

また，溢水防護設備が要求される機能を維持するため，計画的に保

守管理，点検を実施するとともに必要に応じ補修を実施することを保

安規定に定めて，管理する。 

溢水防護に関する施設の設計方針を「Ⅴ－１－１－７－５ 溢水防

護設備の詳細設計」に示す。 

 

 

 

屋外の溢水防護対象設備で，本申請の申請対象設備である安全冷却

水B冷却塔に対する溢水影響の概略評価の内容を「Ⅵ－１－１－６－

２ 溢水防護対象設備の選定」のうち 「2.3 屋外の溢水防護対象設備

に対する評価」に示す。 

 

2.4 溢水防護設備の設計方針 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場

合においても，安全機能を損なわない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震

起因を含む。)による溢水，再処理施設内で生じる異常状態(火災を含

む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水又は

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合

においても，溢水防護設備により，溢水防護対象設備が安全機能を損

なわない設計とする。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・

ピット等への給水機能を維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護設備が要求される機能を維持するため，計画的に保守管

理，点検を実施するとともに必要に応じ補修を実施することを保安規

定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設の相違 

 

 

 

・施設の相違 

 

・記載方針の相違(申請対象の相違。)  
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※：施設構造等の違いによる設計方針の相違（赤字）について相違点を説明する。 

MOX 燃料加工施設 

第十二条 添付書類Ⅴ－１－１－７－１ 

(9/6 補正申請書及び溢水 00-02 R16) 

再処理施設 

第十二条 添付書類Ⅵ－１－１－６－１ 

(溢水 00-01 R22) 

相違点※ 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

(1) 壁

燃料加工建屋内で発生を想定する溢水が，建屋内の区画間を伝播し

ない設計とするために，壁を設置する。 

壁は，発生した溢水による水位や水圧に対し，溢水伝播を防止する

機能を維持する設計とする。また，地震時及び地震後において，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して，溢水伝播を防止する機能を維持す

る設計とする。 

上記以外の溢水防護設備及びその設計方針については，溢水防護設

備及び溢水評価の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

3. 準拠規格

準拠する規格としては，既設工認で適用実績がある規格のほか，

新の規格基準についても技術的妥当性及び適用性を示したうえで適

用可能とする。 

準拠する規格，基準，指針等を以下に示す。 

・原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド(平成25年６月19日 原

規技発第13061913号 原子力規制委員会決定)

なお，次回以降に申請する施設に係る準拠規格については，当該施

設の申請に合わせて次回以降に示す。 

再処理施設に設置する溢水防護設備及びその設計方針については，

溢水防護設備及び溢水評価の申請に合わせて次回以降に詳細を説明

する。 

3. 準拠規格

準拠する規格としては，既設工認で適用実績がある規格のほか，

新の規格基準についても技術的妥当性及び適用性を示したうえで適

用可能とする。 

準拠する規格，基準，指針等を以下に示す。 

・原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成25年６月19日 原

規技発第13061913号 原子力規制委員会決定）

なお，次回以降に申請する施設に係る準拠規格については，当該施

設の申請に合わせて次回以降に示す。 

・記載方針の相違(第１回申請対象の相違。)

・記載方針の相違(第１回申請対象の相違。)
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